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障害福祉関係施設等の整備について

(1)平成28年度社会福祉施設整備費の予算案等について

社会福祉施設等施設整備費補助金については、一億総活躍社会の実現に向 

けて障害児・者が安心して生活できるよう平成28年度当初予算案として対 

前年度44億円増の？0億円を計上するとともに、平成27年度補正予算とし 

て、60億円を計上し、総額130億円により、計画的に整備を推進することと 

している。

平成28年度当初予算案の具体的な内容としては、

① 障害者の社会参加支援や地域生活支援を更に推進するための就労移行 

支援、就労継続支援事業所等の日中活動系事業所やグループホーム等の 

整備

.② 障害児支援の充実を図るための児童発達支援センター等の整備や小規 

模な形態によるきめ細やかな支援体制の整備

等の推進を引き続き行うこととしている。【関連資料1】

(2)平成27年度社会福祉施設整備費補正予算の執行について

平成27年度補正予算に係る国庫補助の採択にあたっては、平成27年度中 

に都道府県等の財政措置が確実であって、地方繰越により対応可能な整備を 

優先することとしたところである。

平成27年度補正予算に係る各自治体からの要望については、予算を大き 

く上回る額となっているため、今回採択とならなかった整備案件については、 

平成28年度予算において改めて申請されたい。

(3)平成28年度社会福祉施設整備費の執行について

①平成 28年度国庫補助協議について

平成28年度の施設整備にあたっては、平成27年度補正予算の執行を踏ま 

えつつ、対応していく予定であるが、

① 平成27年度当初予算等で協議したが、未採択のまま積み残しとなっ 

ているもの

② 平成28年度に協議予定のもの

などが混在するため、平成28年度の補助採択にあたっては、各都道府県等 

が定める優先順位に沿いつつ、緊急度の高い整備から採択していくことにし 

ている。

また、社会福祉施設整備費においては、18年度より公立施設分の整備につ 

いて一般財源化が図られていることに鑑み、公立施設を民間に移譲等する際 

に必要となる施設整備については、地方負担により対応いただくよう努めて 

-1-



いただくとともに、社会福祉施設整備費で整備した施設が整備後にサービス 

の全部又は一部を休止していたり、利用が低調であることの指摘（会計検査 

院）も受けているため、施設整備の緊急性や必要性の高い案件に厳選して協 

議されたい。

協議案件については、障害福祉サービスのニーズ等を含め、地方厚生（支） 

局でヒアリングを行うとともに、限られた予算を真に緊急性が高く、必要性 

の高い施設整備に厳選して対応するため、「補助採択の基準額（目安）」など 

を、今後、提示していくこととしている。

今後の国庫補助協議については、以下のスケジュールで実施したいと考え 

ているので、ご協力願いたい。

（国庫補助協議のスケジュール）

・厚生労働本省から地方自治体に対する事前の協議額調査 3月上旬

•地方厚生（支）局における都道府県、市ヒアリング 3月中

•国庫補助協議書の地方厚生（支）局への提出 4月上旬

② 平成28年度社会福祉施設整備費国庫補助基準単価について

平成28年度における社会福祉施設整備費の国庫補助基準単価については、 

昨今の資材費及び労務費の動向を踏まえ、単価改定を行う予定であり、詳細 

は別途お示しすることとしているのでご承知おき願いたい。

なお、平成27年度補正予算において採択されたものは現行単価を適用す 

ることとしているので、留意されたい。

（4）福祉医療機構による融資条件の優遇について

独立行政法人福祉医療機構による障害関係施設に対する融資条件の優遇 

措置が引き続き実施される予定であり、管内の社会福祉法人等に対し、周 

知方をお願いしたい。なお、詳細の取扱いは、独立行政法人福祉医療機構 

の福祉医療貸付部に照会いただきたい。

ア 障害者自立支援基盤整備事業にかかる融資条件の優遇

障害福祉サービス事業の基盤整備を促進するため、社会福祉施設等施 

・設整備費補助金の交付が行われた事業に対して融資率の優遇を行う。

融資率 85%

イ スプリンクラー整備にかかる融資条件の優遇

スプリンクラーを整備する事業に対して融資率及び貸付利率の優遇
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を行う。

融資率 90%

貸付利率 当初5年間基準金利△〇. 5%

ウ 社会福祉施設等の高台移転にかかる融資条件の優遇措置

津波対策として、自力避難が困難な障害者が入所する社会福祉施設等 

の高台移転を促進するため、立地上津波による被害の恐れがあると都 

道府県知事等が認め、かつ、施設の安全上問題のない高台に移転する 

場合で、社会福祉施設等施設整備費補助金の交付が行われた事業に対 

して融資率及び貸付利率の優遇を行う。

融資率 95%

貸付利率無利子

耐震化整備及びアスベスト対策事業については、それぞれの項目に記載 

しているので確認されたい。

5）社会福祉施設等におけるアスベスト対策について

①吹付けアスベスト等使用実態調査について

社会福祉施設等におけるアスベスト（石綿）対策については、 

平成27年6月5日「社会福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿） 

使用実態調査に係るフォローアップ調査結果」を公表したところである。 

未措置状態にある施設は、なくなったものの分析依頼中の施設が232施設 

（障害児者施設）あり、引き続き法令等に基づき適切な措置を講ずるよう 

指導等をお願いしたい。

また、石綿等のばく露のおそれがない又は封じ込め、囲い込み等の措置 

を図った施設であっても、風化・損傷等によりばく露する危険性もあるこ 

とから経過観測に努めるとともに、石綿等の分析調査を行った場合は、図 

面、調査結果を適切に保管し、撤去工事等を実施する際に活用できるよう 

施設に対して周知いただくようお願いしたい。

F'《参照通知》 ;

| • 「社会福祉施設等における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査 i 

; の第5回フォローアップ調査結果の公表等について」（平成27年6月5日:

: 雇児発0605第1号、社援発0605第1号、障発0605第1号、老発0605第1号厚:
I生労働省雇用均等•児童家庭局長、社会・援護局長、社会・援護局障害i

i 保健福祉部長、老健局長連名通知） :

②吹付けアスベスト等の除去等について

吹付けアスベスト等の除去等に要する費用については、社会福祉施設等 

施設整備費補助金等の補助対象となっていることから、これらの国庫補助 
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制度等を積極的に活用しながら、その早期処理に努めるよう指導をお願い 

したい。

なお、独立行政法人福祉医療機構において、17年度から実施してきたア 

スベスト対策事業に係る融資条件の優遇措置（融資率の引き上げ（5 %◎ヽ 

貸付利率の引き下げ（0.05〜〇, 4%））について、・28年度も引き続き実施 

することとしている。

※ 融資率が80%未満のものに限る。

（6 ）社会福祉施設等の木材利用の推進について

社会福祉施設等における木材利用の推進にあたっては、「社会福祉施設等 

における木材利用の推進について」（平成9年3月6日付厚生省大臣官房障 

害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通 

知）により、木材利用の積極的な活用についてお願いしてきたところである 

が、木材の持つ柔らかさ、暖かさを取り入れることにより施設入所者や利用 

者に精神的なゆとりと安らぎを与えるなどの効果も期待できることから、 

施設構造としてはもちろんのこと、内装や家具など備品についても積極的な 

活用が図られるよう、管内市町村及び社会福祉法人等に対し周知をお願いし 

たい。
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社会福祉施設等施設整備費補助金
ノ

2 7年度補正予算額 6 〇億円
2 8年度当初予算額（案）7 〇億円

〇 地方自治体が策定する整備計画が着実に実施されるよう障害児・者の障害福祉サービス等の基盤整備を図 
る。

（補助率:国1/2、都道府県•指定都市•中核市1/4、設置者1/4）

日中活動系サービス等の充実•地 —
!域移行の推進

〇障害者の社会参加支援及び地域移行支援 

を更に推進するため、就労移行支援、就労 

継続支援事業所等の日中活動系サービス事 
業所やグループホーム等の整備促進を図る。

Z 障害児支援の充実 --------------- \ 

〇障害児支援の充実を図るため、地域 

の障害児支援の拠点となる児童発達支援 

センター等の整備や小規模な形態による 

きめ細やかな支援体制の整備を推進す 

る。

厂 耐震化•防災対策の推進 ・

〇国土強靱化基本計画を踏まえ、自力 
避難が困難な障害児•障害者が利用す 

る施設の安全・安心を確保するため、 
耐震化及びスプリンクラー整備を推進 

する。

醞
崗W

淮
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2 障害福祉サービス事業所等の整備及び適切な運営等について

(1) 障害者支援施設で行う生活介護等の人員配置の適正化について

生活介護等の人員配置や人員配置体制加算の算出に当たっては、配置人数 

を算出する際に用いる利用者数について、前年度の延べ利用者数を開所日 

数で除した数を用いているところである。

しかし、入所者のみに日中活動サービスを提供している障害者支援施設等 

の場合、運営規程上は土日も営業日となっているにも関わらず、実際には 

平日しか日中活動サービスを提供していないケースがあり、この場合、開 

所日数を7日とすることで、必要な人員配置が少なく算出されてしまうこ 

ととなる。

このため、障害者支援施設等における配置人員の算出について、土日に 

日中活動サービスの利用者がなくヽ実質的にサービスを提供していない場 

合は開所日数には含まない取扱いとするよう運用の適正化を行う旨、近日 

中にお示しする予定であるのでご承知おきいただきたい。

(2) 短期入所サービスの整備促進について

障害児者の地域生活の支援のためには、緊急時の対応やレスパイトとし 

ての機能を有する短期入所の整備が重要であるが、第3期障害福祉計画に 

おける平成26年度整備目標が4. 7万人であるのに対し、平成26年10月の 

利用者数は4. 2万人であり、今後さらなる整備が必要である。

第4期障害福祉計画においては、更なる整備を計画していただいている 

が、一層の取組をお願いしたい。

特に、医療ニーズの高い重度の障害児者が地域で安心して暮らしていく 

上で、介護者が病気等になった時や一時的な休息を取るための医療型短期 

入所の充実を図っていくことは極めて重要であるが、事業所数の伸びはほ 

ぼ横ばいとなっている。

医療型短期入所はニーズが高いサービスであり、各都道府県市において 

は、引き続き地域における実情等を適切に把握し、その実情等を踏まえ、 

医療ニーズの高い障害児者に対して適切な支援が行われるよう、医療機関 

の協力を得ながら、積極的に整備を推進していただきたい。

なお、平成27年度報酬改定においては、福祉型短期入所の医療連携体制 

加算(I)及び(u)について単位数の引上げを行ったところであるので、 

医療ニーズの高い障害児者への支援として、更なる活用をお願いする。

また、短期入所のうち単独型短期入所は、通い慣れた生活介護事業所等 

の日中活動事業所や、身近な地域の事業所において短期入所サービスを利 

用することができる利点があり、平成24年度報酬改定における単独型加算 

の引上げに続き、平成27年度報酬改定においても、日中活動を利用した日 

において長時間支援した場合に追加の加算を設けたところであるため、単 

独型短期入所の整備促進についても積極的な取組を進められたい。
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（3） 今冬のインフルエンザ対策について

季節性のインフルエンザ等は毎年冬期に流行を繰り返しており、社会福 

祉施設等においては、集団感染等に対する十分な注意が必要とされている。

「社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策の推進につい 

て」（平成27年12月9日厚生労働省雇用均等•児童家庭局総務課長、社 

会•援護局福祉基盤課長、社会•援護局障害保健福祉部企画課長、老健局 

総務課長連名通知）によりインフルエンザの予防等対策について周知徹底 

をお願いし、既にご対応いただいているところであるが、引き続き衛生部 

局、保健所及び市町村とも連携しつつ、適切な対応をお願いする。

（4） 障害者自立支援給付費負担金の適正な執行について

平成21年度から平成25年度までの間に交付された障害者自立支援給付 

費負担金について、会計検査院が実地調査を行った結果、11道県33市町村 

（前年度6府県1「市町）において、障害者自立支援給付費負担金が過大に 

交付（約786百万円（前年度約209百万円））され、不当であるとの指摘を 

受けたところ。

指摘内容は、①負担金の算定に当たり、誤って、基準額を過大に算定し 

たり、②対象経費の実支出に対象とならない経費を計上していたり、③対象 

経費を二重に計上していたことによるものである。

これは、負担金の算定についての理解が不十分であったことや事業実績 

報告書の審査•確認が十分でなかったことが、その要因となっており、特に 

基準額の算定については、基準額が適正に算定されるよう是正改善の処置要 

求を受けたところである。

各都道府県におかれては、限りある予算であることをご理解いただき、 

基準額の算定方法を明示した「訪問系サービスに係る国庫負担基準につい 

て」（平成27年6月5日障障発0605第1号）等を活用し、負担金の算定方 

法や誤りやすい事例などについて、市町村を集めた研修会や勉強会の開催等 

を通じて、十分な理解を促していただくとともに、審査•確認に二重のチェ 

ックを行うなど、市町村に対する適切な助言・指導に努めていただきたい。

（参考）

会計検査院HP:

（障害者自立支援給付費負担金）

http-//www. jbaudit. go. jp/report/new/al1/pdf/fy26_05_09_21. pdf 

http"//www. jbaudit. go. jp/report/new/al1/pdf/fy26_05_09_3〇, pdf 

http://www. jbaudit. go. jp/report/new/al1/pdf/fy26_05_09_34. pdf
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（5）障害者施設等の防災対策等について

①防災対策について

障害者支援施設等の入居者の多くは自力避難が困難な者であることか 

ら、都道府県におかれては、次の事項に留意の上、施設の防火安全 

対策の強化に努めるよう、管内の障害者支援施設等に対して指導すると 

ともに、特に指導監査等にあたって重点的な指導を行うようお願いしたい。 

ア火災発生の未然防止

ィ 火災発生時の早期通報•連絡

ウ初期消火対策

•工夜間防火管理体制

オ避難対策

力近隣住民、近隣施設、消防機関等との連携協力体制の確保

キ各種の補償保険制度の活用

［（参看） ：

:• 「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」 !

: （昭和62年9月18日社施第107号厚生省社会局長、児童家庭局長!

; 連名通知） ：
；・ 「社会福祉施設における防災対策の再点検等について」 !

I （平成10年8月31日社援第2153号、厚生省社会・援護局長通知）:

②社会福祉施設の土砂災害対策の徹底について

平成26年8月20日の広島における土砂災害の教訓を踏まえ、平成26 

年11月に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す 

る法律の一部を改正する法律」が公布（平成26年11月19 0）され、土 

砂災害警戒区域における警戒避難体制をさらに充実•強化していくことと 

されたところである。

社会福祉施設等の土砂災害対策については、「土砂災害のおそれのあ 

る箇所に立地する『主として防災上の配慮を要する者が利用する施設』 

に係る土砂災害対策における連携の強化について」（平成27年8月20 

日付け2?文施施企第19号•科発0820第1号•国水砂第44号、文部科 

学省・厚生労働省•国土交通省連名通知）において、各都道府県民生主 

管部局の取組として、土砂災害警戒区域内の社会福祉施設等の主として 

防災上の配慮を要する者が利用する施設（以下、②において「当該施設」 

という。）について、

• 砂防部局からの情報提供により、土砂災害のおそれのある箇所に 

立地していることが明らかとなった当該施設の管理者に対し、適宜、 

砂防部局からの情報等の提供に努めること

• 土砂災害のおそれのある箇所に立地する当該施設に対して、市区 

町村の担当部局や地域の防災関係機関、自主防災組織等と連携し、 
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土砂災害を対象とした防災訓練の実施やその支援等を行うことによ 

り、避難体制の強化に努めること

• 関係部局と相互に連携し、新たな当該施設に係る建設計画の関係 

者等に対して土砂災害のおそれのある箇所に関する情報を提供し、 

土砂災害に対する安全の確保の観点も加味した計画検討を促すよう 

努めること

などをお願いしているところであり、各都道府県におかれては、砂防部 

局や管内市町村と連携体制の連携強化を含め、土砂災害対策に万全を期 

すよう、必要な助言・指導に努めていただきたい。

③ 大規模災害への対応について

台風被害や地震災害などの大規模災害については、施設レベルだけでの 

防災対策では十分な対応が困難であるため、市町村、消防署等関係機関 

との十分な連携及び地域防災計画に基づく適切な防災訓練の実施など、 

積極的な取組をお願いしたい。

また、障害者支援施設等は、災害時において地域の防災拠点としても 

重要な役割を有しておりヽ社会福祉施設等施設整備費補助金を活用した 

避難スペースの整備を進めるなどにより、’震災時等において緊急避難的 

に要援護者を積極的に受け入れていただけるよう、その体制整備をお願 

いしたい。

④ 障害者施設等の耐震化について

国土強毂化基本計画（平成26年6月3日閣議決定）や国土強靱化アクシ 

ヨンプラン2015 （平成27年6月16 H国土強靱化推進本部決定）におい 

て、社会福祉施設等の耐震化を着実に推進していくこととされたところで 

ある。（平成30年度までに社会福祉施設の耐震化率95%）

国としても、今後、想定される南海トラフ地震や首都直下地震等に備え、 

引き続き、未耐震施設の耐震化整備を早急に進めていくことが喫緊の課題 

であると考えており、耐震化率の低い状況にある都道府県•指定都市•中 

核市にあっては、引き続き、社会福祉施設等施設整備費補助金等の活用を 

図るなど、耐震化整備が進拶するよう社会福祉法人等に対して必要な助言 

ご指導をお願いする。なお、平成26年10月1日現在の耐震化整備の状況 

については、今月中に公表する予定である。

耐震化整備の設置者負担については、独立行政法人福祉医療機構にお 

いて融資を行っており、社会福祉事業施設の耐震化整備については、融 

資条件の優遇措置（融資率の引き上げ（90%）、貸付利率の引下げ（当 

初5年間は、基準金利△ 〇. 5%））を引き続き実施することとしているの 

で、その活用の周知も併せてお願いしたい。

また、耐震診断費用については、国土交通省住宅局市街地建築課市街 

地住宅整備室が所管する補助制度「住宅•建築物安全ストック形成事業
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（社会資本整備総合交付金において実施）」（国土交通省1/3、地方公共 

団体1/3、民間事業者1/3）を活用するなど、事業者に対し、必要な情報 

提供等をお願いする。

（6）東日本大震災からの復旧•復興等について（自治体負担分に対する財政 

支援の延長について）

東日本大震災により被災した障害福祉サービス等の利用者に係る利用者 

負担の免除措置の取扱いについては、財政支援の期間を下記のとおり延長 

する予定であり、平成28年度予算案に計上しているので、管内市町村、サ 

ービス事業所等に周知を図るようご配慮願いたい。

〇対象者:東京電力福島第一原子力発電所事故により設定された帰還困難 

区域等（探1）、旧緊急時避難準備区域等（探2）及び平成26 

年度に指定が解除された避難指示解除準備区域の住民（震災発 

生後、他市町村に避難のため転出した住民を含む。）。ただし、 

旧緊急時避難準備区域等及び旧避難指示解除準備区域の上位所 

得層は除く。

（探1）帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域

（探2）旧緊急時避難準備区域、旧特定避難勧奨地点（ホットスポット） 

〇対象となるサービス:介護給付費、訓練等給付費、障害児入所給付費等、 

障害児通所給付費等、補装具費等.、障害児入所措 

置費、やむを得ない事由による措置費

〇実施期間:平成29年2月末（サービス提供分）まで

なお、平成28年10月以降は財政支援の対象範囲を縮小し、平成27年度 

に指定が解除された避難指示解除準備区域等の上位所得層の住民について 

は免除措置の対象としない予定であり、近日中に交付要綱でお示しするこ 

ととしているので、管内自治体への周知をお願いしたい。
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3 地域生活支援拠点について

(1)地域生活支援拠点等整備推進モデル事業の実施状況について

障害者の高齢化•重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児者の地域生 

活支援をさらに推進する観点から、地域における課題の解決を目指す「地域 

生活支援拠点」等の整備をお願いしているところであるが、平成27年度に 

おいては、拠点等の立ち上げを支援するとともに、集めたノウノ、ウを全国に 

フィードバックしていく「地域生活支援拠点等整備推進モデル事業」を実施 

している。

昨年4月に募集を行い、9箇所の自治体(栃木市、佐野市、野田市、ハ王 

子市、大田区、上越市、京都市、宇部市、大分市)において実施していただ 

いており、これらの事例を来年度に向けて取りまとめ、お示しする予定であ 

るので、拠点等の整備を進める上で参考としていただきたい。

なお、平成26年度厚生労働科学研究費補助金において、「障害児・者の 

地域生活支援推進のための機能強化の在り方に係る研究」を実施し、地域生 

活支援拠点等の事例をまとめており、厚生労働省ホームページに報告書を掲 

載しているので、こちらも参考としていただきたい。

http: / / www. mhlw.go. jp/file/06-Seisakujouhou~l2200000-Shakaiengokyok 

ushougaihokenfukushibu/0000088299.pdf ,

(2 )今後の制度的対応について

昨年12月に取りまとめられた社会保障審議会障害者部会の報告書におい 

ては、「モデル事業の成果も踏まえつつ、地域で生活する障害者等に対し、 

地域生活を支援する拠点の整備を推進すべき」とされ、これを受けて、「グ 

ループホームにおける重度者への対応の強化」、「地域生活を支援する新た 

なサービスとの連携」、「医療との連携」、「短期入所による緊急時対応」 

等を総合的に進めることとされたところである。

これらの事項については、障害者総合支援法の改正によるサービスの新設 

や今後の報酬改定による対応を予定しており、拠点等の機能強化に資する方 

向で見直しを検討したいと考えている。地域生活支援拠点等の整備に当たっ 

ては、これらの見直しの状況も注視していただき、拠点等の機能整備の選択 

肢のひとつとして活用をご検討いただきたい。
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4 介護職員等による喀痰吸引等の実施等について

障害福祉サービス事業所等が、自らの事業の一環として喀痰吸引等を行うた 

めに、都道府県知事に登録を行う登録特定行為事業者については、登録を進め 

ていただいているところであるが、地域において喀痰吸引等を行う事業所が身 

近にないなどの声も聞かれることから、各都道府県におかれては、管内市町村 

とも連携し、医療的ニーズがある障害者等が引き続き住み慣れた場所で適切な 

障害福祉サービスが受けちれるよう、登録特定行為事業者の登録を促すなどご 

配意願いたい。

なお、平成26年度における各都道府県の喀痰吸引等研修（第3号研修）の 

実施状況調査について、各都道府県の協力により実施させていただいたところ 

であるが、調査結果については厚生労働省ホームページで近日中にお示しする 

予定である。

本調査については、平成27年度も引き続き実施する予定であり、今年度中 

に調査票を送付する予定であるのでご協力方お願いする。
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5 強度行動障害を有する者への支援について

（1） 強度行動障害支援者養成研修の実施について

強度行動障害を有する者は、自傷、異食、他害など、生活環境への著しい 

不適応行動を頻回に示すため、支援が困難であり虐待につながる可能性が 

高い。しかし、適切な支援により状態の改善が見込まれることから、専門 

的な研修により適切な支援を行う従事者を養成することが重要である。

このため、平成25年度に、強度行動障害を有する者に対する支援を適切 

に行う者を養成する「強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）」を創設し 

たところである。

さらに、平成26年度には、「強度行動障害支援者養成研修（実践研修）」 

を創設し、強度行動障害を有する者に対する適切な支援計画を作成するこ 

とが可能な職員の養成を行うこととしたところである。

これらの研修の修了者については、平成27年度報酬改定において、短期 

入所、施設入所支援、共同生活援助及び福祉型障害児入所施設の重度障害 

者支援加算等の算定要件としているところであるので、各都道府県におか 

れては、研修の実施について積極的な取組をお願いしたい。

なお、これらの加算によっては、算定要件に平成30年3月31日までの経 

過措置を設けているものがあるため、それまでの間に本研修を積極的に実 

施していただくようお願いする。

また、これらの研修の指導者を養成するための研修（指導者研修）につい 

ては、平成28年度においても独立行政法人国立重度知的障害者総合施設の 

ぞみの園が実施する予定であり、7月5日• 6日（基礎研修）、7 0-80

（実践研修）に研修を開催する予定である。正式な依頼等については改め 

て連絡させていただくので、受講者の推薦等ご協力をお願いする。

（2） 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）と行動援護従業 

者養成研修について

重度訪問介護の対象拡大に伴い、行動障害を有する者が重度訪問介護を 

利用するに当たって.は、事前に行動援護従業者等によるアセスメントや環 

境調整を経る必要があることを踏まえ、行動援護従業者養成研修において 

も、生活支援に関わる事項等を学んでいただく必要があることからI平成 

27年度より、行動援護従業者養成研修カリキュラムを強度行動障害支援者 

,養成研修（基礎研修及び実践研修）カリキュラムと同様のものに見直しを 

行ったところである。

各都道府県におかれては、これらの研修の積極的な開催に努めていただ 

くようお願いする。
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6 障害福祉サービス等報酬改定の実施状況等について

（1）障害福祉サービス等経営実態調査の見直しについて

障害福祉サービス等経営実態調査（以下「経営実態調査」という。）.は、 

障害者総合支援法に基づく自立支援給付費及び児童福祉法に基づく障害児 

通所給付費等について、各サービスの費用等の実態を明らかにし、障害福祉 

サービス等報酬改定のための基礎資料を得ることを目的として、報酬改定の 

前年に各サービス事業所等の直近の経営状況を把握するものであり、次回は 

平成29年4月に調査を実施する予定である。

経営実態調査において得られた各サービス事業所等の収支差率について 

は、これまでの報酬改定においても、検討の際の参考指標とされてきたとこ 

ろであるが、平成27年度報酬改定においては、従来にも増してこの収支差 

率がクローズアップされることとなり、改定率が決定された際の厚生労働大 

臣と財務大臣との折衝においても、次回の報酬改定に向けて施設•事業所の 

経営実態を網羅的に把握できるよう所要の改善措置を講じることとされた。

このような状況を踏まえ、経営実態調査の見直しの基本的な方向性を検討 

するため、平成27年9月に「障害福祉サービス等経営実態調査の見直しに 

関する検討会」を設け、同年12月にその報告書を取りまとめたので内容に 

ついてご了知いただきたい。

今回の見直しは、介護保険制度における同様の見直しの状況を踏まえたも 

のであり、今後、調査実施までの間において、具体的な調査票等の見直しを 

行っていく必要があると考えているが、各都道府県市におかれては、本調査 

の重要性をご理解いただくとともに、調査実施の際の集計客対数の確保等に 

ご協力をお願いする。

検討会幸艮告書 http://www.mhlw. go.jp/stf/shingi2/000010870&html

（2）障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の実施について

障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査（以下「処遇状況等調査」とい 

う。）は、平成27年度報酬改定における福祉•介護職員処遇改善加算の拡充 

が確実に職員の処遇改善に繋がっているか等を把握するため、平成27年10 

月に調査を実施したところである。各都道府県市におかれては、未回答の管 

内事業所等への連絡等にご協力いただき、・感謝申し上げる。調査結果につい 

ては、3月末までにホームページ等で公表する予定である。

平成28年度についても、引き続き職員の処遇改善の状況を把握するため、 

本調査を実施する予定でありヽ今年度同様・回収率向上に向けてご協力をお 

願いする。

また、平成28年度の調査においては、経営実態調査の見直しに関する検 

討会報告書の内容を踏まえ、継続的に各サービス事業所等の経営状況を把握 

する観点から、改定前年（平成26年度）及び改定年（平成27年度）の2か 
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年に係る各サービス事業所等の収支の状況についても併せて調査する予定 

であるので、ご了知いただきたい。

※ 調査票が送付された事業所のうち、調査票の回答があった事業所の割 

合67. 7%【関連資料1】

（3） 障害児サービスの地域区分について

障害児サービスに係る地域区分については、平成27年度報酬改定の際に、 

国家公務員の地域手当に係る区分割合の見直しを受けた社会福祉施設等の 

措置費対象施設の地域区分の見直しに合わせて見直しを行ったところであ 

る。

見直しにより上乗せ割合が変動する地域について、平成27年度は激変緩 

和のための経過措置を設けたところであるが、完全施行となる平成28年度 

以降の地域区分別単価等は、別添一覧表のとおりであるので、管内の障害児 

サービス事業所等に対して周知いただくとともに、算定に係る必要な届出に 

遺漏がないよう、適正な指導をお願いする。【関連資料2】

（4） 公立減算の取扱いについて

地方公共団体が設置する指定障害福祉サービス等事業所における公立減 

算の取扱いについては、地方公共団体の事業に対する関与の在り方の多様 

化等により、自治体間で相違が生じているところである。

特に、公的な関与が比較的大きい地方自治法第244条の2第3項に定める 

指定管理者によりサービスが提供される場合については、多様な運営形態 

が想定されることから、先般、指定管理者制度における自治体の関与の実 

態等について調査を実施させていただいたところである。

その結果、指定管理に係る協定書等において、運営上のリスク分担も含め 

一定の公金が投入されている実態が確認されたことから、今般、指定管理 

者によって提供された障害福祉サービス等に対する報酬については、原則 

として公立減算の対象となることについて、後日詳細をお示しする予定で 

あるので、ご了知いただきたい。

（参考1）公立減算の告示上の記載ぶり

例:療養介護事業の場合

「〜ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定 

療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に 

相当する単位数を算定する。」

（参考2）地方自治法（抜粋）

（公の施設の設置、管理及び廃止）•

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令 

-15-



に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に 

関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

2 （略）

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するた

め必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その 

他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及 

び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の 

施設の管理を行わせることができる。 '

_16_



平成27年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査回答状況

〇各都道府県内の調査票が送付された事業所のうち、調査票の回答があった事業所の割合である。

〇全体の回答割合は67.7%である。
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地域区分の見直しについて

障害児の地域区分の見直しについて

＜現行（平成26年度まで）＞

〇〇

地域割り 8区分

上乗せ割合

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 フ級地 その他

18% 15% 12% 10% 8% 6% 3% 〇%

対
象
地
域

官署 
所在地

国家公務員の地域手当支給地域

官署が 
所在 

しない 
地域等

・上記の対象地域に三方以上囲まれている地域 

（首都圏、近畿圏内で、市に限る）（※上乗せ 
割合は、周辺の対象地域の区分を参考とし、独 

自に設定）

・以前官署が所在した地域（※上乗せ割合は、 

従前の区分と同様）

対象とする 
市町村の
区域の時期

平成18年4月1日

＜見直し後（平成28年度以降）＞

8区分

［級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 フ級地 その他

20% 16% 15% 12% 10% 6% 3% 〇%

国家公務員の地域手当支給地域

・上記の対象地域に三方以上囲まれている地域 

（首都圏、近畿圏内で、市に限る）（※上乗せ 
割合は、周辺の対象地域の区分を参考とし、独 

自に設定）

・以前官署が所在した地域（※上乗せ割合は、 

従前の区分と同様）

平成28年4月1日



＜平成2 8年度以降〉

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 フ級地 その他

20% 16% 15% 12% 10% 6% 3% 〇%

障

害

児

通

所

支

援

児童発 

達支援

児童発達支援センターの場合 11.24円 10.99円 2.93円 10.74円 10,62円 10.37円 10.19円 10円

児童発達支援センター以外の指定児童発達支援 

事業所の場合 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10.18円 10円

主たる対象が重症心身障害児の埸合 门・52円 门.22円 11.14 円 10.91円 10.76円 10.46R 10.23円 2円

医療型児童発達支援（含:指定発達支援医療機関） 10円

放課後 

等ディ 

サービ 

ス

重症心身障害児以外の障害児の埸合 11.20円 10.96円 10.90 円 10.72円 10.60円 10.36円 10」8円 10円

主たる対象が重症心身障害児の場合 门・52円 11.22円 11.14R, 10.91円 10.76R 10.46円 10.23円 10円

保育所等訪問支援 打.24円 10.99H 10.93 円 10.74円 10.62円 10.37円 10.19R 10円

「
 

障

害

児

入

所

支

援

福祉型

知的障 

害児の 

場合

併設する施設が主たる施設の埸合 11.12 円 10.90円 10.84円 10.67円 1D・う6円 10.33円 10.17円 10円

当孩施設が主たる施設の埸合又は単独 

施設の埸合
门.24円 10.99円 10.93円 10.74円 10.62円 (0.37円 心9円 10円

自閉症児の埸合 11.22円 10.98円 10.92円 10.73円 10.61円 10.37円 10.18円 10円

盲

ろ

う

あ

児

の

場

合

盲児

併設する施設が主たる施設の 

埸合
11.10 円 10.88円 10.83円 10.66円 ［〇.牙5円 10.33円 10.17円 10円

当該施設が主たる施設の場合 

又は単独施設の場合
11.24円 10.99円 10.93円 ®74円 10.62円 10.37円 10」9円 10円

ろうあ児

当該施設が主たる施設の埸合 门.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 10.36円 10,18円 10円

当該施設が単独施設の埸合 门.24円 10.99円 10.93円 10.74円 10.62円 10.37円 10.19円 10円

併設する施設が主たる施設の 

埸合
11.28円 li.O2円 10.97H 10.77円 10.64円 10.39円 10.19H 10円

肢体不自由児の場合 11.22円 10.98円 92円 10.73円 10.6・円 10.37円 10」8円 10円

医療型 

（含:指 

定発達 

支援医 

療機関）

自閉症児の埸合 10円

肢体不自由児の場合 2円

重症心身障害児の埸合 10円

障害児相談支援 11.20円 10.96円 10.90円 10.72円 10.60円 2.36円 10.18円 2円



•地域区分の見直しによる報酬1単位単価の見直し

〔見直し後の1単位単価〕

＜現行（平成2 6年度まで）＞

1級地 2級地 3級地 4級地 5級地 6級地 7級地 その他

18% 15% 12% 10% 8% 6% 3% 〇%

障

害

児

通

所

支

援

児童発 

達支援

児童発達支援センターの場合 11.12 円 10.93円 10.74円 10.62円 10.50円 10.37円 10.T9H 10円

児童発達支援センター以外の指定児童発達支援 

事業所の場合
11.08円 10.90円 10.72円 10.60円 10.48円 10.36円 10.18円 10円

主たる対象が重症心身障害児の塌合 11.37円 11.14 円 109円 10.76円 10.61円 1046円 10.23円 10円

医療型児童発達支援（含:指定発達支援医療機関） 10円

放課後 

等ディ 

サービ 

ス

重症心身障害児以外の障害児の場合 11.08円 10.90R 272円 10.60円 10.48 H 10.36円 10」8円 10円

主たる対象が重症心身障害児の場合 11.37円 11.14 円 10.91円 10.76円 10.61円 10.46円 10.23円 10円

保育所等訪問支援 11.12 円 10.93円 10.74円 10.62 円 10.50円 10.37R 10.19円 10円

ー 

障

害

児

入

所

支

援

福祉型

知的障 

害児の 

場合

併設する施設が主たる施設の場合 11.00円 10.84円 10.67円 10.56円 10.45円 10.33円 10.17円 10円

当該施設が主たる施設の場合又は単独 

施設の境合
11.12 円 10.93円 10.74円 10.62円 10.50円 10.37円 10.19円 10円

自閉症児の場合 11.10 円 10.92円 10.73円 10.61円 10.49円 10.37円 10.18円 10円

盲ろうあ児の,8
合 

一

盲児

併設する施設が主たる施設の 

埸合
10.99円 10.83円 10.66円 10.55円 10.44円 10.33円 10.17円 10円

当該施設が主たる施設の場合 

又は単独施設の場合
11.11H 10.93円 10.74円 10.62円 10.49円 10.37円 10」9円 10円

ろうあ児

当該施設が主たる施設の場合 11.08円 10.90円 10.72円 10.60円 10.48 円 236円 10」8円 10円

当該施設が単独施設の埸合 11.11円 10.93円 10.74円 10.62円 10.49円 10.37円 10.19S 10円

併設する施設が主たる施設の 

埸合
11」6円 10.97円 10.77円 10.64円 10.52円 10.39円 10.19円 10円

肢体不自由児の塌合 11.10 円 10.92円 10.73 円 10.61円 10.49円 10.37円 10.18円 10円

医療型 

（含:指 

定発達 

支援医 

療提関）

自閉症児の場合 10円

肢体不自由児の場合 10円

重症心身障害児の埸合 10円

障害児相談支援 11.08円 10.90円 10.72円 10.60R 10.48円 10.36H 10.18円 10円



・現行（平成26年度まで）の地域区分と見直し後（平成28年度以降）の地域区分を適用する対象地域の比較【官署所在地】

2級地¢16%) 3級地(15%)

見直し後（平成28_年度以降）の障害児の地域区分
4 級地 ¢12%） 1 5 級地 ¢10%） 6級地(6%) *7級地(3%) その他（〇%）

1級地
(18%)

東京都 特別区

2級地
(15%)
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東京都
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熊谷市 
ハ街市 
武蔵村山市 
富山市
金沢市 
福井市
長野市、松本市、諏訪市
大垣市、多治見市、美濃加茂市 
浜松市、三島市、富士宫市、富士市、 
焼津市、掛川市、袋井市
豊橋市、一宮市、半田市、小牧市
名張市、伊賀市
長浜市
姫路市、加古川市、三木市 
桜井市、宇陀市 
岡山市
廿日市市、海田町、坂町 
周南市
北九州市、筑紫野市、宇美町 
長崎市

笠間市、鹿嶋市
豁監真岡市

木更津市、君津市 
嶄潟市 

内灘町 
南アルプス市 
伊那市
各務原市、可児市 
藤枝市

全ての都進府 

県の1級地か 
ら7級地以外 
の地域

常滑市、飛島村 
東近江市 
三原市、東広島市 
徳島市、鳴門市、阿南市 
坂出市・



•現行（平成26年度まで）の地域区分と見直し後（平成28年度以降）の地域区分を適用する対象地域の比較【官署が所在しない地域】

都道府県 市町村名
現行（26年度まで） 

地域区分

28年度以降 

地域区分

埼玉県 狭山市 6級地 6% 6級地 • 6%
蕨市 6級地 6% 6級地 6%

新座市 6級地 6% 5級地 10%

富士見市 6級地 6% 5級地 10%

鶴ケ島市 4級地 10% 5級地 10%

ふじみ野市 6級地 6% 5級地 10%

三芳町 6級地 6% 5級地 10%
千葉県 習志野市 4級地 10% 3級地 15%

ハ千代市 4級地 10% 3級地 15%

四街道市 4級地 10% 5級地 10%

白井市 6級地 6% 6級地 6%
東京都 昭島市 3級地 12% 4級地 12%

小金井市 4級地 10% 5級地 10%

東大和市 5級地 8% 4級地 12%

東久留米市 3級地 12% 2級地 16%

神奈川県 逗子市 4級地 10% 5級地 10%

秦野市 6級地 6% 6級地 6%

伊勢原市 6級地 6% 6級地 6%

海老名市 3級地 12% 4級地 12%

座間市 4級地 10% 4級地 12%

綾瀬市 4級地 10% 4級地 12%

寒川町 6級地 6% 5級地 10%

都道府県 市町村名
現行（26年度まで） 

地域区分

28年度以降 

地域区分

愛知県 稲沢市 7級地 3% 7級地 3%
東海市 フ級地 3% 7級地 3%
大府市 6級地 6% 6級地 6%
知立市 7級地 3% 7級地 3%
愛西市 7級地 3% 7級地 3%

京都府 長岡京市 7級地 3% 6級地 6%
大阪府 貝塚市 6級地 6% 6級地 6%

松原市 5級地 8% 5級地 10%
摂津市 4級地 10% 5級地 10%

咼石市 3級地 12% 4級地 12%

四條啜市 7級地 , 3% 7級地 3%

大阪狭山市 

忠岡町

6級地

6級地

6%

6%

6級地

6級地

6%

6%

兵庫県 川西市 6級地 6% 5級地 10%

奈良県 斑鳩町 7級地 3% 7級地 3%

広島県 府中町 4級地 10% 5級地 10%

※上記以外の市町村の地域区分は「その他」（〇%） 〇



7 訪問系サービスについて

（1）平成28年度重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業等について 

① 平成28年度重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業について

「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」については、重度 

障害者の地域生活を支援するため、重度障害者の割合が著しく高い等のこ 

とから、訪問系サービスの給付額が国庫負担基準を超えている小規模市町 

村に重点を置いた財政支援を行っているところである。

平成28年度予算案における本事業については、実績等を踏まえ10.5億 

円計上することとしており、また、補助要件については平成27年度と同様 

で実施することを予定している。

各都道府県におかれては、管内市町村に対し、本事業の趣旨等について、 

周知徹底を図るなど円滑な実施について特段の御配慮をお願いしたい。

②国庫負担基準の適切な運用について

国庫負担基準については、「厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等 

負担対象額に関する基準等」（平成18年厚生労働省告示第530号。以下「国 

庫負担基準告示」という。）に基づき、各サービスの障害支援区分毎に利用 

人数に応じて算定することとしており、また、重度障害者等包括支援対象 

者については、「訪問系サービスの適切な運用について」（平成27年5月15 

日付厚生労働省社会•援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）において、 

重度障害者等包括支援を利用していない場合であっても以下の単位数が適 

用できることをお示ししているところであり、各市町村におかれては、内 

容を御了知の上、国庫負担基準の適切な単位の適用に努めていただきたい。

＜国庫負担基準〉

重度障害者等包括支援対象者であって、重度障害者等包括支援を利用 

しておらず、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を利用 

する者の国庫負担基準

区分6 66, 730単位（参考,:重度訪問介護の区分6は46, 330単位）

介護保険 

対象者

33, 370単位（参考:重度訪問介護は14,140単位）

（参考:重度障害者等包括支援利用者は84,07〇単位）

なお、国庫負担基準単位を国庫負担基準告示に定められている単位数を 

用いずに算定していた等、本制度に対する理解が十分でないことから、国 

庫負担基準の算定を誤った市町村も散見されたため、「訪問系サービスに係 

る国庫負担基準について」（平成27年6月5日付厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部障害福祉課長通知）【関連資料1】において、国庫負担基準 
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の考え方や算定方法等についてお示ししているところであり、各市町村に 

おいては、内容を御了知の上、国庫負担基準の適正な算出に努めていただ 

きたい。

2）人員配置基準等について

①行動援護における従業者要件等の見直しについて

.行動援護における従業者要件については、平成27年度障害福祉サービス 

等報酬改定において、従業者の更なる資質の向上を図るため行動援護従業 

者養成研修の受講を必須化した上で、実務経験を短縮するとともに、平成 

30年3月31日までの間、経過措置を設けているので、経過措置期間中に経 

過措置の対象となっている者については、行動援護従業者養成研修又は強 

度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）の積極的な受講に努 

めていただきたい。

なお、行動援護従業者における行動援護従業者養成研修及び強度行動障 

害支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）の受講状況等に関する調査を 

今後行う予定であるので、ご協力いただきたい。

＜行動援護におけるヘルパーの要件〉

〇 行動援護従業者養成研修修了者又は強度行動障害支援者養成研 

修（基礎研修及び実践研修）修了者であって、知的障害児者又は 

精神障害者の直接業務に1年以上の従事経験を有するもの。ただ 

し、平成30年3月31日までの間は、居宅介護従業者の要件を満た 

す者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に2年以 

上の従事経験を有するものの場合、当該基準に適合するものとみ 

なす。

く行動援護におけるサービス提供責任者の要件〉

〇 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養 

成研修（基礎研修及び実践研修）修了者であって、知的障害児者 

又は精神障害者の直接業務に3年以上の従事経験を有するもの。 

ただし、平成30年3月31日までの間、居宅介護従業者の要件を 

満たす者にあっては、直接業務に5年以上従事した経験を有する 

ことで足りるものとする。

② 同行援護従業者要件等に係る経過措置について

同行援護従業者要件等の経過措置については、視覚障害者等に対して同 

行援護が十分に提供出来なくなってしまうこと等の理由により、平成30年 

3月31日まで延長したところである。

経過措置期間中の同行援護事業所における留意点等については、「同行援 

護事業所における経過措置期間中の留意点等について」（平成26年10月1 
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日付厚生労働省社会•援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）において、 

経過措置の延長については今回限りとし再延長は行わないこと、経過措置 

期間中の経過措置の対象となっている者（以下「経過措置対象者」という。） 

の状況を定期的に報告いただくとともに、経過措置対象者が多い都道府県 

においては、同行援護従業者養成研修実施計画書を策定し、活用する等、 

経過措置期間中における経過措置対象者の積極的な解消に努めていただき 

たい。

なお、同行援護のサービス提供責任者及び従業者要件に係る経過措置の 

状況を把握するため、「同行援護従業者養成研修の受講状況等調査につい 

て」（平成27年9月29日付事務連絡）において調査を実施したところであ 

り、平成27年10月1日の状況は以下のとおりである。【関連資料2】

1.従業者の資格及び従業者数

全従業者のうち22. 7%が経過措置対象者であった。

① 同行援護従業者養成研修一般課程修了者（相当する研修課程修

了 者を含む。） 34, 313 人（48.1%）

② 居宅介護職員初任者研修課程修了者等及び視覚障害者外出介護

従業者養成研修修了者であって、視覚障害を有する身体障害者又 

は障害児の福祉に関する事業（直接処遇に限る。）に1年以上従事 

した経験を有する者 17, 948人（25. 2%）

③ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等であって、視覚障 

害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業（直接処遇 

に限る。）に1年以上従事した経験を有する者.2, 835人（4. 〇%）

④ 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了

者等 .3?人（〇・1%）

⑤ 平成27年10月1日時点において、実務経験が1年に満たない

経過措置対象者であって、研修未受講萱 16,180 人（22. 7%）

⑥合計（①〜⑤） 71,313 人（10〇. 〇%）

2.サービス提供責任者の資格及び従業者数

全サービス提供責任者のうち46. 5%が経過措置対象者であった°

① 同行援護従業者養成研修応用課程修了者 9,996人（53. 4%）

② 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了

者等 14人（〇.1%）

③ 平成30年3月31日までの経過措置者（研修未受講者）

7, 751人（41.4%）

④ 平成30年3月31日までの経過措置者（平成23年9月30日に

おいて現に地域生活支援事業における移動支援事業に3年以上従 

事 した者） 950人（5.1%）

⑤ 合計（①〜④） 18, 71!人（100.0%）
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3.同行援護従業者養成研修の実施状況

① 同行援護従業者養成研修（一般課程） 

ア実施回数

イ定員数

ゥ応募者数

② 同行援護従業者養成研修（応用課程） 

ア実施回数

イ定員数

ゥ応募者数

789回

17,708 人

& 292 人

489回

10,469 人

4, 437 人

また、平成28年度についても、.平成27年度と同様に、同行援護のサー 

ビス提供責任者及び従業者要件に係る経過措置の状況について調査を行う 

予定としているので、各都道府県等におかれては、経過措置対象者の人数 

や県内における指定事業者が実施する研修を含む同行援護従業者養成研修 

の実施状況等の把握に努めていただきたい。

③その他

ア 訪問系サービスにおけるサービス提供責任者の要件の1つである「居 

宅介護職員初任者研修課程修了者であって実務経験3年以上」について 

は、「暫定的な要件（※丿」とされているとともに、介護保険における訪 

問介護では、平成27年度より報酬上30%減算の取扱いとしているところ 

であり、サービス提供責任者の資質の向上を図る観点から、早期に実務 

者研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるようお願いした 

い。

なお、サービス提供責任者の「居宅介護職員初任者研修課程修了者で 

あって実務経験3年以上」の要件については、次期報酬改定において、 

各事業所における配置状況を踏まえ、見直す方向で検討することを予定 

しているので、ご承知おき願いたい。

また、各事業所における本要件により配置されているサービス提供責 

任者の状況については、「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定検証 

調査（居宅介護）」において調査を実施したところであるが、現在、調査 

結果を集計している状況であることから、まとまり次第、追ってお知ら 

せすることを予定しているので、ご承知おき願いたい。

※ 暫定的な取扱いに係る留意点

居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の 

業務に従事したものをサービス提供責任者とする取扱いは暫定的なものであるこ 

とから、指定居宅介護事業者は、できる限り早期に、これに該当するサービス提 

供責任者に実務者研修の研修を受講させ、又は介護福祉士の資格を取得させるよ 

う努めなければならないものであること。（障害者の日常生活及び社会生活を総合 
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的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及 

び運営に関する基準について（平成18年12月6日障発!206001通知））

ィ 訪問系サービスにおけるヘルパーの要件の1つであるいわゆる3級へ 

ルパーについては、介護保険における訪問介護では平成21年度より報酬 

上の評価を廃止したところであるが、障害福祉の訪問系サービスにおけ 

るいわゆる3級へルパーに関する取扱いについては、知的•精神障害者 

が本研修を修了し、指定障害福祉サービス事業所等の従業者として従事 

している例があること等に鑑み、現在でも従事可能としている。しかし 

ながら、ヘルパーの資質向上を図るためにも、居宅介護職員初任者研修 

の受講を促進していただくようお願いしたい。

なお、いわゆる3級ヘルパーの要件については、次期報酬改定におい 

て、各事業所における配置状況を踏まえ、見直す方向で検討することを 

予定しているので、ご承知おき願いたい。

また、各事業所における3級ヘルパーの配置状況については、「平成27 

年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査（居宅介護）」において調査を 

実施したところであるが、現在、調査結果を集計している状況であるこ 

とから、まとまり次第、追ってお知らせすることを予定しているので、 

ご承知おき願いたい。

3）訪問系サービスに係る適切な支給決定事務等について

①居宅介護 （家事援助）の適切な実施について

居宅介護（家事援助）については、平成27年度予算執行調査等において、 

「家族等同居人の状況については、支給決定後も含め、自治体による確認 

が適切に行われるよう見直しを行うべき」との指摘や、社会保障審議会障 

害者部会において、「実質的に相談目的で利用されている事例がある」との 

指摘を受けたところである。

上記指摘を踏まえ、市町村、相談支援事業所及び居宅介護事業所におけ 

る留意事項をまとめたので、御留意の上、居宅介護（家事援助）の適切な 

運用を図っていただきたい。

なお、上記留意事項については、平成27年度中に通知を発出することと 

しているので、ご承知おき願いたい。

ア市町村における留意事項

• 相談支援事業所から支給決定に係るサービス等利用計画案が提出 

された際に、同居人の有無等の状況を確認するとともに、特に、障 

害支援区分の低い利用者（障害支援区分1又は2）の居宅介護（家 

事援助）における生活等に関する相談を目的とした長時間（1回あ 

たり概ね1時間以上）利用の場合にあっては、原則として支給決定 

を行わないこととするが、サービスの具体的な理由や必要性等につ 

いて、利用者等から丁寧に確認し判断すること。
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・定期的に居宅介護事業所や相談支援事業所から利用状況について 

確認を行うこと。

ィ 相談支援事業所における留意事項について

• サービス等利用計画案作成時に、例えば、生活等に関する相談を 

目的として長時間（1回あたり概ね1時間以上）の居宅介護（家事 

援助）の利用を希望する場合は、居宅介護（家事援助）によらず、 

市町村で実施する相談支援による対応等を求めるなど、適切に作成 

すること。

• モニタリング時に居宅に訪問した際に、家族等の同居人の状況や、 

サービス の具体的な利用状況等を確認 した上で、必要に応じてサー 

ビス等利用計画の変更を行う等適切にサービス利用を行うこと。

ゥ居宅介護事業所における留意事項について

サービス担当者会議等において、例えば、長時間（1回あたり概ね 

1時間以上）の居宅介護（家事援助）を利用している場合は、出席者 

から代替サービスの有無等について助言を求めるなど、適切なサービ 

ス提供を行うこと。

② 支給決定事務における留意事項について

訪問系サービスに係る支給決定事務については、「障害者自立支援法に基 

づく支給決定事務に係る留意事項について」（平成19年4月13日付事務連 

絡）において留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事 

項について改めて御留意の上、適切に対応していただきたい。

ア 適正かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては、あらかじ 

め支給決定基準（個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じ 

た支給量を定める基準）を定めておくこと

ィ 支給決定基準の設定に当たっては、国庫負担基準が個々の利用者に 

対する支給量の上限となるものではないことに留意すること

ゥ支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、障害支援 

区分のみならず、すべての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏ま 

えて適切に行うこと

また、特に日常生活に支障が生じるおそれがある場合には、個別給付の 

みならず、地域生活支援事業におけるサービスを含め、利用者一人ひとり 

の事情を踏まえ、例えば、個別給付であれば、個別に市町村審査会の意見 

を聴取する等し、.いわゆる「非定型ケース」（支給決定基準で定められた支 

給量によらずに支給決定を行う場合）として取り扱うなど、障害者及び障 

害児が地域において自立した日常生活を営むことができるよう適切な支給 

量を決定していただきたい。
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③ 障害者総合支援法と介護保険法の適用に係る適切な運用について

障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係に 

ついては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」（平成19 

年3月28日付厚生労働省社会•援護局障害保健福祉部企画課長•障害福祉 

課長連名通知）で具体的取扱いを示すとともに、障害保健福祉関係主管課 

長会議において適切な運用に努めていただくよう周知してきたところであ 

る。

また、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 

基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等につい 

て」（平成27年2月18日付事務連絡）において、制度の適切な運用につい 

て示しているところであり、障害者の個々の状況に応じた支給決定がなさ 

れるよう改めてお願いする。

④ 重度訪問介護等の適切な支給決定について

重度訪問介護等に係る支給決定事務については、「重度訪問介護等の適正 

な支給決定について」（平成19年2月16日付事務連絡）において留意すべ 

き事項をお示ししているところであるが、以下の事項について改めて御留 

意の上、対応していただきたい。

ア重度訪問介護は、同一箇所に長時間滞在し、身体介護、家事援助、 

日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援 

及び外出介護等のサービス提供を行うという業務形態を踏まえ、1日 

につき3時間を超える支給決定を基本とすること。

ィ 平成21年4月より、重度訪問介護の報酬単価について、サービス提 

供時間の区分を30分単位に細分化したところであるが、これは、利用 

者が必要とするサービス量に即した給付とするためのものであり、重 

度訪問介護の想定している「同一箇所に長時間滞在しサービス提供を 

行うという業務形態」の変更を意味するものではなく、サービみが1 

日に複数回行われる場合の1回当たりのサービスについて30分単位等 

の短時間で行うことを想定しているものではないこと。

ゥ これまでに、利用者から「短時間かつ1日複数回にわたるサービス 

で、本来、居宅介護として支給決定されるはずのサービスが重度訪問 

介護として支給決定を受けたことにより、適切なサービスの提供がさ 

れない。」といった声が寄せられているところである。短時間集中的な 

身体介護を中心とするサービスを1日に複数回行う場合の支給決定に 

ついては、原則として、重度訪問介護ではなく、居宅介護として支給 

決定すること。

工 「見守りを含めたサービスを希望しているにもかかわらず、見守り 

を除いた身体介護や家事援助に必要な時間分のみしか重度訪問介護と 

して支給決定を受けられない。」といった声も寄せられているところで 
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ある。重度訪問介護は、比較的長時間にわたり総合的かつ断続的に提 

供されるものであり、これが1日に複数回提供される場合であっても 

1回当たりのサービスについては基本的には見守り等を含む比較的長 

時間にわたる支援を想定しているものであることから、利用者一人ひ 

とりの事情を踏まえて適切な支給量の設定を行うこと。

⑤ 居宅介護における通院等介助について

居宅介護における通院等介助については、「平成20年4月以降における 

通院等介助の取扱いについて」（平成20年4月25日付厚生労働省社会•援 

護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）において、「病院内の移動等の介助 

は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合 

により算定対象となる。」等をお示ししているところである。

具体的には、適切なアセスメント等を行った上で、①院内スタッフ等に 

よる対応が難しく、②利用者が介助を必要とする心身の状態であること等 

が考えられる。利用者が介助を必要とする心身の状態である場合は、例え 

ば、

・院内の移動に介助が必要な場合

• 知的•行動障害等のため見守りが必要な場合

• 排せつ介助を必要とする場合

等が想定されるので、参考としていただきたい。

なお、上記具体例については、従来算定対象としていた行為を制限する 

趣旨ではない。

⑥ 訪問系サービスの周知について

訪問系サービスについては、在宅の重度障害者を支える重要な社会資源 

であるが、当事者自身の制度に関する理解不足を理由として、訪問系サー 

ビスを利用していない方もいるといった声も寄せられているところである。

ついては、各都道府県等におかれては、当事者やその家族、障害福祉サ 

ービス事業者等に対し、訪問系サービスの制度内容等の周知に努めていた 

だきたい。
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関連資料1

障障発0605第1号 

平成27年6月5日

都道府県

各指定都市障害保健福祉主管課（室）御中 

中核市

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部障害福祉課長

（公印省略）

訪問系サービスに係る国庫負担基準について

障害保健福祉行政の推進につきましては、平素より格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し 

上げます。

さて、訪問系サービスに係る国庫負担基準につきましては、国庫負担基準単位を「厚生 

労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等」（平成18年厚生労働省 

告示第530号）に定められている単位数を用いずに算定したこと等により、障害者自立支援 

給付費国庫負担金の算定を誤った自治体が見受けられることから、自治体が適正に国庫負担 

基準額を算定できるようにすべきとの指摘を会計検査院より受けたところです。

つきましては、障害者自立支援給付費国庫負担金が適!Eに算定されるよう、下記のとお 

り国庫負担基準額の具体的な算定方法等をまとめましたので、各都道府県におかれては、管 

内市町村への周知徹底方よろしくお取り計らい願います。.
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記

1 国庫負担基準及び平成27年度国庫負担基準の見直しについて

（1）国庫負担基準について

①国庫負担基準の考え方

障害者総合支援法では国の費用負担を「義務化」することで財源の裏付けを強化す 

る一方で、障害福祉に関する国と地方自治体間の役割分担を前提に、限りある国費を 

公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくすために、市町村に対する国庫 

負担（精算基準）の上限を定めたものである。

なお、これは個人のサービスの上限ではなく、市町村に対する国庫負担（精算基準） 

の上限であり、介護の必要度が高い者が多い市町村にはその人数に応じて国庫負担を 

行える仕組みであるとともに、同じ市町村の中でサービスの利用が少ない方から多い 

方に回すことが可能という柔軟な仕組みにしているところである。（別紙1参照）

②国暉負担基準の算定方法

ア訪問系サービス利用者毎の国庫負担基準の適用方法

国庫負担基準は、「厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関す 

る基準等」（平成18年厚生労働省告示第530号。以下「国庫負担基準告示」という。）

（別紙2）に基づき、利用した訪問系サービスの種類や障害支援区分等に応じた単 

位数を各月ごとに算定する。

また、複数の訪問系サービスを利用している場合であっても、算定できるのは1 
つのサービスに係る単位数となっている。

なお、国庫負担基準の単位数は、当該月の訪問系サービスの利用の有無によって 

算定できるものであり、利用時間等によって変動するものではない。

重度訪問介護のみの利用者で障害支援区分6の者:4 6 , 3 3 0単位 

居宅介護（通院等介助なし）と同行援護の利用者で障害支援区分3の者: 

12, 0 8 0単位 （居宅介護:5, 310単位、同行援護!2, 0 8 0単位）

ィ各市町村の国庫負担基準額の算定

アに基づき算定した、各月の訪問系サービス利用者全ての国庫負担基準について、 

3月から翌年2月までを1年度とする年度に属する単位数を合計し、1〇円に地域 

区分、重度訪問介護及び重度障害者等包括支援支給決定者数に応じた嵩上げ率や給 

付率を乗じて得た額が当該年度の国庫負担基準額となる。

例 A市の国庫負担基準額:嵩上げあり、地域区分2級地
・ 訪問系サービス利用者全ての国庫負担基準を合計した年度の単位数 1〇 〇万単位 

1,0 0 0, 0 0 0 単位 ><10円 X 1,0 9 0/1,0 0 0 （2 級地）X ! 〇 5/1 0 0（5% 嵩上げ） 

XI.0 （給付率）=11, 4 4 5, 000円
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（2）平成27年度国庫負担基準の見直しについて

平成27年度の報酬改定において、国庫負担基準については、重度障害者の利用実態 

を考慮した水準を設定することとし、具体的には、訪問系サービス全体の支給決定を受 

けた者に占める重度訪問介護及び重度障害者等包括支援の支給決定を受けた者の割合 

が5 %以上の市町村に対し、市町村全体の国庫負担基準総額の5 %嵩上げを行うことと 

・した。
なお、基本報酬の見直しや加算の創設等の影響分についても、国庫負担基準の水準に 

反映させ、今回の見直しにおいて、国庫負担基準の平均額は、基本報酬の見直しや加算 

の創設等により、11.9万円から12. 5万円（ + 5.0%）の引き上げとなる。

2障害者自立支援給付費国庫負担金の居宅介護等に係る介護給付費等の基準額の算定に 

おける留意事項について

障害者自立支援給付費国庫負担金における国庫負担基準額の算定に当たり、会計検査院 

より、平成26年度会計実地検査において、

（1） 国庫負担基準単位を国庫負担基準告示に定められている単位数を用いずに算定

（2） 国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）による国庫負担基準におけ 

る参考様式を用いているものの、誤った利用者数により、国庫負担基準額を算定

（3） 都道府県において、国庫負担基準額の算定の適否について判断するに当たり、その適 

否が検証できない状況であっても、根拠資料を求めるなど十分に審査を行っているとは 

言えない

等の指摘があったところ。

このような状況を踏まえ、・国庫負担基準額の算定誤りが生じないよう、以下のとおり留 

意点をまとめたので、内容をご確認いただき、再発防止に努めていただくようお願いする。

（1）国庫負担基準吿示について

国庫負担基準告示については、下記の点に留意すること。

① 介護保険給付対象者について

国庫負担基準告示第二号イ（2）.等にいう「介護保険給付対象者」とは、「65 
歳以上の者」又は「介護保険法第7条第3項第2号に掲げる者に該当する者」（= 

40歳以上65歳未満の特定疾病者）であり、特に「65歳以上の者」は、介護保険に 

おける介護認定等を受けているかにかかわらず、全て介護保険給付対象者となる。

② 第二号□（重度障害者等包括支援対象者）について

国庫負担基準告示第二号口においては、「前号に掲げる者であって、居宅介護、 

重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けたもの」の単位数を定 

めているが、ここでいう「前号に掲げる者」とは、第二号イに定める重度障害者等 

包括支援の支給決定を受けた者ではなく、第一号に定める「重度障害者等包括支援 

利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者であって、障害福祉サービス 

（療養介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援及び外部サービス利用型指定共 

同生活援助を除く。）を利用する者」をいうことから、障害者等の支給決定時の認 

定調査の結果、重度障害者等包括支援のいずれかの類型の支給決定を受ける要件に 

該当する場合であれば、重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けていなくて 

も、区分口の単位数を計上する。
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＜国庫負担基準〉

重度障害者等包括支援対象者であって、重度障害者等包括支援を利用しておらず、 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を利用する者の国庫負担基準

区分6 66, 730単位（参考:重度訪問介護の区分6は46, 330単位）

介護保険 

給付対象者

33, 370単位（参考:重度訪問介護は14,140単位）

（参考）重度障害者等包括支援利用者は84, 070単位

＜重度障害者等包括支援対象者＞

障害支援区分6 （障害児にあっては区分6に相当する支援の度合）に該当する者の 

うち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

類型 状態像

重度訪問介護の対象者であ 

って、四肢すべてに麻痺等が 

あり、寝たきり状態にある障 

害者のうち、右のいずれかに 

該当する者

人工呼吸器による呼吸管理を行っ 

ている身体障害者

［類型

・筋ジストロフィー

•脊椎損傷・ ALS
,遷延性意識障害等

最重度知的障害者 H類型 ・重症心身障害等

「厚生労働大臣が定める基準」（平成18年厚生労働省告示第543 
号）の別表第2に掲げる行動関連項目（以下「行動関連項目」と 

いう。）の合計点数がio点以上である者 

皿類型

•強度行動障害等

［類型

以下のいずれにも該当する者

（1） 障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者

（2） 「障害支援区分認定の実施について」（平成26年3月3日障発0303第1号 

厚生労働省社会•援護局障害保健福祉部長通知。以下「区分通知」という。） 

の別添2に示す医師意見書（以下「医師意見書」という。）の「2.身体の状 

態に関する意見」中の「（3）麻痺」における「右上肢 左上肢 右下肢 左 

下肢」において、いずれも「軽、中、重」のいずれかに認定

なお、医師意見書の「2・.身体の状態に関する意見」中のr（2）四肢欠 

損」、「（4）筋力の低下」、「（5）関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いと 

する。

（3） 「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する 

省令」（平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分省令」という。）別表第1

「1群 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定（※门

（4） 区分省令別表第1「10群 特別な医療 レスピレーター」において「ある」 

と認定

（5） 区分省令別表第1「6群 認知機能コミュニケーション」において・「日常 

生活に支障がない」以外と認定（探2）

n類型
以下のいずれにも該当する者

（1）区分通知の別添1に示す概況調査票において知的障害の程度が「最重度」
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と確認

（2） 障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者

（3） 医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中のr（3）麻痺」におけ 

る「右上肢左上肢右下肢左下肢」において、いずれも「軽、中、重」 

のいずれかに認定

なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中のr（2）四肢欠 

損」、「（4）筋力の低下」、「（5）関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いと 

する。
（4） 区分省令別表第1「1辭 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必 

要」と認定（※门

（5） 区分省令別表第1「6群 認知機能コミュニケーション」において「日常 

生活に支障がない」以外と認定（探2）
皿類型

以下のいずれにも該当する者

（1） 障害支援区分6の「行動援護」対象者

（2） 区分省令別表第1「6群 認知機能コミュニケーション」において「日常 

生活に支障がない」以外と認定（探2）

（3） 行動関連項目の合計点数が10点以上である者（※ミ）

各都道府県におかれては、国庫負担基準の算定に当たって、利用者の個別の状態 

を把握した上で、適切な単位の適用をしていただくよう、管内市区町村に周知いた 

だきたい。

（:※1） 認定に当たっては、「障害者総合支援法における障害支援区分認定調 

査員マニュアル」の「1 — 1 寝返り」を参照されたい。

（探2 ） 認定に当たっては、「障害者総合支援法における障害支援区分認定調 

査員マニュアル」の「3-3 コミュニケーション」を参照されたい。

（※彳） 平成26年4月以降、行動関連項目の合計点数（行動援護スコア）に 
ついては、障害支援区分判定ソフトに認定調査の結果等を入力すること 

により、自動的に計算結果が表示される仕組みとなっている。

③第二号ホ（居宅介護利用者）の（1）及び（2）について

国庫負担基準告示第二号ホの（1）又は（2）に該当する者はそれぞれ以下のよ 

うに整理される。

区分 告示上の表現 該当する者

第二号ホ（1） （2）及び（3）に掲げる 

者以外のもの

居宅介護の通院等介助（身体介護 

あり、なし）及び通院等乗降介助 

が算定される者（身体介護、家事 

援助が同時に算定される者を含 

む。）

第二号ホ（2） 居宅介護サービス費のイ 

及びハを算定される者

•居宅介護の身体介護のみ算定さ 

れる者

•居宅介護の家事援助のみ算定さ 

れる者

•居宅介護の身体介護及び家事援
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助の両方が算定される者

④第二号卜及びチ （共同生活援助事業所における居宅介護利用者）について

国庫負担基準告示第二号トにおいては、（1）から（3）まで、それぞれ重度訪 

問介護、同行援護又は行動援護（以下「重度訪問介護等」という。）の「利用者の 

支援の度合に相当する支援の度合にあるもの」としていることから、障害者の支給 

決定時の認定調査の結果において、重度訪問介護等の支給決定を受ける要件に該当 

する場合は、単位数を計上する。

ただし、重度訪問介護等において複数のサービスの支給決定を受ける状態に該当 

する場合であっても、算定できるのはいずれか一つの単位数のみである。

また、重度訪問介護等のいずれの要件にも該当しない場合には、区分チの単位数 

を算定することになる。

⑤第二号リ （同行援謹利用者）について

国庫負担基準告示第二号りにおいては、「口からチまでに掲げる者のうち次の

（1）及び（2）に掲げる単位数以上の単位数が定められている障害福祉サービス 

費を算定されるものを除く。」とされているが、口からチまでにおいてりの（1） 
及び（2）以下の単位数が定められている場合であれば、りの（1）及び（2）の 

単位数のみ算定することとなる。

（2） 国庫負担基準単位の算定について
国庫負担基準単位の算定に当たっては、基準額を算定するための様式（以下「参考様 

式」という。）を送付しているところであるが、当該参考様式と各都道府県の国保連合 

会から提供されるcsvファイルを活用すれば、より容易に国庫負担基準単位を算定でき 

るので、積極的に活用いただきたい。

なお、市町村において、国庫負担基準どおりの単位数を集計出来るものがあれば、そ 

の使用を妨げるものでないことに留意すること。

ただし、事業所等から市町村に直接介護給付費等の請求があった利用者については、 

国保連合会のcsvファイルには計上されていないため、別途計上する必要がある。

また、第二号口の「重度障害者等包括支援対象者」については、支給決定情報を登録 

する際に、当該対象者である旨を登録する必要がある。

（3） 給付率の算定について

給付率については、障害者自立支援給付費負担金交付要綱（平成21年5月11日厚生 

労働省発障第0511002号厚生労働事務次官通知。以下「交付要綱」という。）3 （17） 
において、「当該年度の7月サービス提供分（過誤請求分を除く。）の介護給付費等の 

額（以下「給付費」という。）を給付費に居宅介護等に係る介護給付費等利用者負担額 

を加えた額で除した割合」としていることから、各年度の7月サービス提供分に係る介 

護給付費等を用いて算定する必要がある。

7月サービス提供分は事業者等が国保連合会に対し8月に請求したものが主となる 

が、6月以前の月遅れ請求も一部含まれていることがあり、また、9月以降に7月サー 

ビス 提供分に係る 月遅れ請求等を行う 場合 も ある。

しかし、これらのケースは既に確定した年度に波及することもあり、その都度再確定 

等を行うことは事務が煩雑となることから、今後の給付率の変更は、現年度（3月から
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翌年2月まで）のみ修正することとする。

例えば、平成26年度で考えると、平成26年3月から平成27年2月に金額等の修正 

があった場合で給付率に変更が生じる場合については給付率に反映をさせ、平成27年 

3月以降に金額等の修正があった場合で給付率に変更が生じる場合については給付率 

に反映させなくても良いこととする。

（4） 統計悄報作成処理月の取扱いについて

統計情報作成処理月（国庫負担基準内訳）に関しては、「居宅介護等の国庫負担基準 

の算定にかかる参考様式（エクセルファイル）について」（平成20年5月26日事務連 

絡）において、「国庫負担基準は市町村との精算基準という性格上、サービスが提供さ 

れた年月ではなく、受付年月の処理でも差し支えありません。また、当該処理により国 

庫負担基準を算定する場合についても同様です。」といった取扱いとしていたところで 

ある。 ，

今般、市町村から統計情報作成処理月について、サービス提供月で取り扱うか受付年 

月で取り扱うかとの照会が多いこと等を踏まえ、平成27年度以降の統計情報作成処理 

月については、原則、介護給付費等（障害者総合支援法第19条第1項に規定する「介 

護給付費等」をいう。）を集計する月と平仄を揃えることとする。

なお、介護給付費等が受付年月で取り扱われている場合においては、統計情報作成処 

理月においても受付年月で取り扱うこととする。

（5） 都道府県における審査、確認について

居宅介護等の介護給付費等に係る基準額については、交付要綱の各別紙様式において 

その内訳を提出させているところであるが、基準額については、根拠資料の提出を求め 

るなど適正な審査を行っていただくとともに、留意すべき点について別紙3のとおりま 

とめたので、都道府県及び市町村におかれては参照されたい。

（6） その他

国庫負担基準の算定手順等については、「参考様式とCSVファイルを活用した国庫 

負担基準単位の算定手順」（別紙4）を参照されたい。

なお、csvファイルの入力方法等については、各都道府県の国保連合会にご照会い 

ただきたい。
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平成27年度の国庫負担基準 別紙1

平成2 6年度国庫負担基準

居宅介廉対象者

区分1 2,690単位
区分2 3,480単位
区分3 5,120単位
区分4 9,640単位
区分5 1,5430単位
区分6 22,200単位
障害児 8,660単位

※別途通院等介助ありを設ける

重度訪問介矗対象者

区分彳※ 19,890単位

区分4 24,900単位

区分5 31,220単位

区分6 44,230単位

※区分3は経過規定

介護保険対象者 13,600単位

同行援矗対象者

区分に関わらず 11,330単位

行動援・対象者

区分3 12,590単位

区分4 16,960単位

区分5 22,550単位

区分6 29,300単位

障害児 16,010単位

介護保険対象者 7,520単位

重度障害者等 

包括支援対象者

区分6 83,660単位

介護保険対象者］33,200単位 I 
---------------- ----------------- ( 

婁度障害者等包括支援対象者で、 
居宅介/、行動援護又は重度訪問 

介・を利用する者

区分6 「63,870単位］I

介護保険対象者］32,290単位||

Jo

平成2 7年度国庫負担基準 

居宅介讓利用者

通院等介助なし

区分1 2,790単位
区分2 3,610単位
区分3 5,310単位
区分4 9,980単位
区分5 15,980単位
区分6 22,990単位
障害児 8,970単位
※別途通院等介助ありを設ける

※訪問系サービス全体の利用者数に占める重度訪問介護及び重度障害者等包括支援利用者数 

の割合が5%以上の市町村については、市町村全体の国庫負担基準総額の5%嵩上げを行う。

重度訪問介矗利用者

区分3探 20,700単位
区分4 25,920単位
区分5 32,500単位
区分6 46,330単位

※区分3は経過規定

同行援甲利用者

区分に関わらず 「12,080単位

介護保険対象者 14,140単位

行動援事利用者

区分3 14,280単位

区分4 19,240単位

区分5 25,580単位

区分6 33,240単位

障害児 18,160単位

介護保険対象者 &540単位介護保険対象者 8,540単位

重度障害者等
包括支援利级者

区分6 ］ 84,070単位

介護保険対象者 33,730単位

重度障害者等包括支援対象者であって 

重度障害者等包括支援を利用しておらず、 

居宅介矗、行動援・又は重度訪問介耋 

を利用する者

区分6 66,730単位

介護保険対象者 33,370単位



方

〇国庫負担基準は、利用者毎のサービスの上限ではなく、市町村に対する国庫負担（精算基準）の上限であり、サービスの利用が 

少ない方（サービスの上限が国庫負担基準を下回る方）からサービスの利用が多い方（サービスの上限が国庫負担基準を上回る 

方）に対し国庫負担基準を回すことが可能な柔軟な仕組みとなっている。

（参考:A市の訪問系サービスの国庫負担］

Aさんは「国庫負担基準〉支給量」、Bさんは「国庫負担基準く支給量」など、個人ベースではばらつきがあるが、A市全体では 

「国庫負担基準108,91〇単位〉支給量103,100単位」であり、国庫負担基準の枠内となっている。

Jo

Iサービス支給量 計!03,100単位 ］国庫負担基準 計108,910単位

Bさん

Cさん

Aさん

重度訪問 
介護 
区分6 
50, 000 
単位

重度訪問 
介護 
区分4
34, 000

Fさん

居宅介護
区分5

単位
。さん

Eさん

行動援護
区分3

9, 000 居宅介護 8, 000
単位 区分2

1,200 
単位

居宅介護

区分1
900単位

単位
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に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
負
担
対 

象
額
を
い
う
。)

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
負
担
対
象
額
に
関
す 

る
基
準
等 

、

(
略)

令
第
四
十
四
条
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基 

準
は
、
次
の
イ
か
ら
り
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら 

リ
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数
を
三
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
を
一
年
度
と
す
る
当
該 

年

度

に

属

す

る

各

月(

平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
は
、
平
成
十
ハ
年
十
月
か
ら 

平
成
十
九
年
二
月
ま
で
の
も
の
に
限
る
。)

ご
と
に
算
定
し
た
単
位
数
を
合
計 

し
た
数
に
、
十
円
に
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
市
町
村
が
所
在
す
る
地
域
区 

分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
の
割
合
を
乗
じ
た
額
を
乗
じ
て
得
た
額(

そ
の
額
が 

各
市
町
村
に
お
け
る
当
該
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
平
成
十
七
年
度
の
国
庫
補
助
の
額
を
勘
案
し
て 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
算
定
し
た
額
を
下
回
る
と
き
は
、
当

一二

1
X
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そ
の
額
が
各
市
町
村
に
お
け
る
当
該
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
係
る
障
害
福
祉 

サ
ー
ビ
ス
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
平
成
十
七
年
度
の
国
庫
補
助
の
額
を 

勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
算
定
し
た
額
を
下
回
る
と 

き
は
、
当
該
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
算
定
し
た
額)

に
当
該 

市
町
村
に
お
け
る
当
該
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を 

受
け
た
障
害
者
等
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣 

が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
算
定
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
た
額
を
合
計
し
た
額
と 

す
る
〇

ィ

重

度

障

害

者

等

包

括

支

援

に

係

る

支

給

決

定(
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び 

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二 

十
三
号
。
以

下

「法
」
と
い
う
。)

第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
決 

定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
受
け
た
者 

次
の⑴

又
は⑵

に
掲
げ
る
者
の 

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ⑴

又
は⑵

に
掲
げ
る
単
位
数 

⑴

⑵

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

ハ
四
、
〇
七
〇
単
位 

⑵

六
十
五
歳
以
上
の
者
又
は
介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三 

号)

第
七
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者(

以

下

「介
護 

保
険
給
付
対
象
者
」
と
総
称
す
る
。) 

三
三
、
七
三
〇
単
位 

口

前

号

に

掲

げ

る

者
で

あ

っ
て

、
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護 

又
は
行
動
援
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
も
の
次
の⑴

及
び⑵

に
掲
げ 

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ⑴

及
び⑵

に
掲
げ
る
単
位
数 

⑴

⑵

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

六
六
、
七
三
〇
単
位 

⑵
 

介
護
保
険
給
付
対
象
者 

三
三
、
三
七
〇
単
位 

ハ 

重
度
訪
問
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者 
(

口
に
掲
げ
る
者
を
除
く 

〇) 

次
の⑴

か
ら⑷

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ⑴

か 

ら⑷

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

⑴

⑵

か
ら⑷

ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

次
の㈠

か
ら㈣

ま
で
に
掲 

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ㈠

か
ら㈣

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

該
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
算
定
し
た
額)

に
当
該
市
町
村
に 

お
け
る
当
該
介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
障 

害
者
等
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る 

基
準
に
基
づ
き
算
定
し
て
得
た
割
合
を
乗
じ
た
額
を
合
計
し
た
額
と
す
る
。

ィ

重

度

障

害

者

等

包

括

支

援

に

係

る

支

給

決

定(

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び 

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二 

十
三
号
。
以

下

「法
」
と
い
う
。)

第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
決 

定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
受
け
た
者 

次
の⑴

又
は⑵

に
掲
げ
る
者
の 

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ⑴

又
は⑵

に
掲
げ
る
単
位
数 

⑴

⑵

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

八
三
、
六
六
〇
単
位 

⑵

六
十
五
歳
以
上
の
者
又
は
介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
一
ー
十
三 

号)

第
七
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者(

以

下

「介
護 

保
険
給
付
対
象
者
」
と
総
称
す
る
。) 

三
三
、

二
〇
〇
単
位 

口

前

号

に

掲
げ

る

者
で

あ

っ
て

、
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護 

又
は
行
動
援
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
も
の
次
の⑴

及
び⑵

に
掲
げ 

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ⑴

及
び⑵

に
掲
げ
る
単
位
数 

⑴

⑵

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

六
三
、
ハ
七
〇
単
位 

⑵
 

介
護
保
険
給
付
対
象
者 

三
二
、

二
九
〇
単
位 

ハ 

重
度
訪
問
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者 
(

口
に
掲
げ
る
者
を
除
く 

。) 

次
の⑴

か
ら⑷

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ⑴

か 

ら⑷

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

⑴

⑵

か
ら⑷

ま
で

に

掲

げ

る

者

以

外

の

も

の

次

の㈠

か
ら㈣

ま
で
に
掲 

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ㈠

か
ら㈣

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数
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㈠

一
区
分
六(

障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び 

判
定
の
基
準
等
に
関
す

る
省
令(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
五 

号
。

以

下

「区
分
省
令
」
、と
い
う
。)

第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
区
分 

六
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
者 

四
六
、
三
三
〇
単
位 

㈡

区

分

五
(

区
分
省
令
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
区
分
五
を
い
う
。

以 

下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
者 

三
二
、
五
〇
〇
単
位 

㈢
 

区

分

四
(

区
分
省
令
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
区
分
四
を
い
う
。

以 

下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
者 

二
五
、
九
二
〇
単
位 

㈣
 

区

分

三
(

区
分
省
令
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
区
分
三
を
い
う
。

以 

下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
者 

二
〇
、
七
〇
〇
単
位 

⑵
 

介

護

保

険

給

付

対

象

者(
⑶

及
び⑷

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

-

-

四
〇
単
位 

⑶
 

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第6
の1
の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介 

護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

10
の1
の
機
能
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
給 

付
費
等
単
位
数
表
の
第□

の1
の
生
活
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
給
付
費 

等
単
位
数
表
の
第

12
の1
の
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
給
付
費 

等
単
位
数
表
の
第

13
の1
の
就
労
継
続
支
援A
型
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護 

給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

14
の1
の
就
労
継
続
支
援B
型

サ

ー

ビ

ス

費( 

以

下

「生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
」
と
い
う
。)

を

算

定

さ

れ

る

者(
⑷
 

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。) 

次
の㈠

か
ら㈤

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に 

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ㈠

か
ら㈤

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数 

㈠
 

区
分
六
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も
の

二
五
、
七
四
〇
単
位 

㈡
 

区
分
五
に
該
当
す
る
者
の

9.
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も
の

一
八
、
六
三
〇
単
位 

㈢

区
分
五
又
は
区
分
六
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者 

で
あ
る
も
の 

一
四
、

一

四

〇

樹

㈠

区

分

六
(

障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び 

判
定
の
基
準
等
に
関
す

る
省
令(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
五 

号
。

以

下

「
区
分
省
令
」

と
い
う
。)

第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
区
分 

六
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
者 

四
四
、

二
三
〇
単
位 

㈡

区

分

五
(

区
分
省
令
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
区
分
五
を
い
う
。
以 

下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
者 

三
一
、

ニ
ニ
〇
単
位 

㈢
 

区

分

四
(

区
分
省
令
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
区
分
四
を
い
う
。

以 

下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
者 

二
四
、
九
〇
〇
単
位 

㈣

区

分

三
(

区
分
省
令
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
区
分
三
を
い
う
。
以 

下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
者 

一
九
、
八
九
〇
単
位 

⑵

介

護

保

険

給

付

対

象

者(
⑶

及
び⑷

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

一
三
、
六
〇
〇
単
位 

⑶
 

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第6
0
1

の
生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介 

護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

10
の1
の
機
能
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
給 

付
費
等
単
位
数
表
の
第

11
の1
の
生
活
訓
練
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
給
付
費 

等
単
位
数
表
の
第

12
の1
の
就
労
移
行
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
給
付
費 

等
単
位
数
表
の
第

13
の1
の
就
労
継
続
支
援A
型
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護 

給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

14
の1
の
就
労
継
続
支
援B
型

サ

ー

ビ

ス

費( 

以

下

「生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
」
と
い
う
。)

を

算

定

さ

れ

る

者(
⑷
 

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。) 

次
の㈠

か
ら㈤

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に 

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ㈠

か
ら㈤

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数 

㈠
 

区
分
六
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も
の

ニ
四
、

五
七
〇
単
位 

㈡
 

区
分
五
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も
の

一
七
、
九
〇
〇
単
位 

㈢
 

区
分
五
又
は
区
分
六
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者 

で
あ
る
も
の 

・
一
三
、
六
〇
〇
単
位
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㈣
 

区
分
四
に
該
当
す
る
者 

一
四
、

五
五
〇
単
位 

㈤
 

区
分
三
に
該
当
す
る
者 

ー
ー
、

二
六
〇
単
位 

⑷
 

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

15
の1
の
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費 

(

以

下

「共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
い
う
。)

を
算
定
さ
れ
る
者 

(

卜
及
び
チ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。) 

次
の㈠

か
ら㈢

ま
で
に
掲
げ
る 

者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ㈠

か
ら㈢

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数 

㈠
 
㈡

及
び㈢

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

三
、
ハ
一
〇
単
位 

㈡
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定 

の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の 

注5
に
掲
げ
る
単
位
数
を
算
定
さ
れ
る
も
の(
㈢

に
掲
げ
る
者
を
除
く 

〇) 

次

のa
か

らC
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ 

a
か

らC
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

a 

区
分
六
に
該
当
す
る
者 

一
五
、
七
七
〇
単
位 

b

区
分
五
に
該
当
す
る
者 

九
、
九
六
〇
単
位 

C 

区
分
四
に
該
当
す
る
者 

七
、
七
七
〇
単
位 

㈢
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定 

の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の 

注5
に
掲
げ
る
単
位
数
を
算
定
さ
れ
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象 

者
で
あ
る
も
の 

三
、
ハ
一
〇
単
位

㈣

区
分
四
に
該
当
す
る
者 

一
三
、
九
九
〇
単
位 

㈤
 

区
分
三
に
該
当
す
る
者 

一
〇
、
ハ
三
〇
単
位 

⑷

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

15
の1
の
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費 

(

以

下

「共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
い
う
。)

を
算
定
さ
れ
る
者 

(

卜
及
び
チ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。) 

次
の㈠

か
ら㈤

ま
で
に
掲
げ
る 

者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ㈠

か
ら㈤

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数 

㈠
 
㈡

か
ら㈤

ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

三
、

六
七
〇
単
位 

㈡
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定 

の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の 

注5
に
掲
げ
る
単
位
数
を
算
定
さ
れ
る
も
の(
㈢

に
掲
げ
る
者
を
除
く 

〇) 

次

のa
か

らC
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ 

a
か

らC
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

a

区
分
六
に
該
当
す
る
者 

一
五
、
〇
五
〇
単
位 

b

区
分
五
に
該
当
す
る
者 

九
、

五
七
〇
単
位 

C 

区
分
四
に
該
当
す
る
者 

七
、
四
六
〇
単
位 

㈢
 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定 

の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の 

注5
に
掲
げ
る
単
位
数
を
算
定
さ
れ
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象 

者
で
あ
る
も
の 

三
、
六
七
〇
単
位 

㈣

 

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

151
の1
の
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス 

費
の
ホ
の
経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費(

以 

下

「経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
い
う 

〇
 
) 

を

算

定

さ

れ

る

者(
㈤

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。) 

次

のa
か
ら 

d
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ

ぞ

れa
か
らd
ま
で
に
掲 

げ
る
単
位
数

a 

区
分
六

rl
該

当

习

者
 

一
亠
个
AI
四
〇
単
位 

bl
区
分
五
に
該
当
す
る
者 

ー
ー
、

一
ー
〇
単
位

4
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ハ
、
五
四
〇
単
位

一--*
行
動
援
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者 
(

口
及
び
ハ
に
掲
げ
る
者
を
除 

く
。) 

次
の⑴

か
ら⑷

ま
で
に
掲̂
^

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ⑴
 

か
ら⑷

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

⑴

⑵

か
ら⑷

ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

次
の㈠

か
ら㈤

ま
で
に
掲

⑵

介

護

保

険

給

付

対

象

者(
⑶

及
び⑷

に
掲
げ
る
者
を
除
く

㈤ ㈣ ㈢ ㈡ ㈠

障
害
児

区
分
三
に
該
当
す
る
者

区
分
四
に
該
当
す
る
者

区
分
五
に
該
当
す
る
者

区
分
六
に
該
当
す
る
者

-

ハ
、

一
四
、

九
二
五
、

三
三
、

。) 一
六
〇
単
位

二
八
〇
単
位

二
四
〇
単
位

五
ハ
〇
単
位

二
四
〇
単
位

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ㈠

か
ら㈤

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

⑶

生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
を
算
定
さ
れ
る
者(
⑷

に
掲
げ
る
者
を
除
く 

〇
 
) 

次
の㈠

か
ら
典
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ㈠
 

か
らW
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

㈠
 

区
分
六
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も
の 

ニ
ー
、
七
〇
〇
単
位

㈡
 

区
分
五
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も
の

一
八
、
〇
一
〇
単
位 

㈢
 

区
分
四
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も
の

一
四
、

一
ハ
〇
単
位 

㈣
 

区
分
三
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も
の

ー
〇
、
九
〇
〇
単
位

C

区
分
四
に
該
当
す
る
者 

一
 

九
、
〇
三
〇
単
位 

川 

二
に
該
当
す
る
者 

七
、
九
三
〇
単
位 

同
経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ 

る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
で
あ
る
も
の 

三
、
六
七
〇
単
位 

二 

行
動
援
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者 
(

口
及
び
ハ
に
掲
げ
る
者
を
除 

く
。) 

次
の⑴

か
ら⑷

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ⑴
 

か
ら⑷

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

七
、

五
二
〇
単
位

⑴
 
⑵

か
ら⑷

ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

次
の㈠

か
ら㈤

ま
で
に
掲 

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ㈠

か
ら㈤

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

⑵
㈤ ㈣ ㈢ ㈡ ㈠

障

ヽ

〇

〇 
単 
位

ヽ

五 
九 
〇 
単 
位

一
六
、
九
六
〇
単
位

五 
五 
〇 
単 
位

二
九
、

三
〇
〇
単
位

⑶

生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
を
算
定
さ
れ
る
者(
⑷

に
掲
げ
る
者
を
除
く 

〇
 
) 

次
の㈠

か
ら̂

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ㈠
 

か
ら
為
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

㈠
 

区
分
六
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も
の

• 

一
九
、

ニ

ニ

〇

剧
 

㈡
 

区
分
五
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も
の

一
五
、
ハ
ハ
〇
単
位 

㈢
 

区
分
四
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も
の

一
ニ
、

五
〇
〇
単
位 

㈣
 

区
分
三
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
以
外
の
も
の

九
、
六
〇
〇
単
位

5

-43-



㈤
 

区
分
三
か
ら
区
分
六
ま
で
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対 

象
で
あ
る
も
の 

八
、
五
四
〇
単
位 

眉

障

害

児
 

一
八
、

一
六
〇
単
位 

⑷
 

共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
者(

ト
及
び
チ
に
掲
げ
る 

者
を
除
く
。) 

二
、
三
五
〇
単
位

ホ

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者 
(

口
か
ら
二
ま
で
及
び
へ
か
ら 

チ
ま
で
に
掲
げ
る
者
並
び
に
介
護
保
険
給
付
対
象
者
を
除
く
。) 

次
の⑴
 

か
ら⑶

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ⑴

か
ら⑶

ま
で
に
掲 

げ
る
単
位
数

⑴
 
⑵

及
び⑶

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

次
の㈠

か
ら
出
ま
で
に
掲
げ
る 

者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ㈠

か
ら
出
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数 

㈠
 

区
分
六
に
該
当
す
る
者 

• 

二
五
、
九
六
〇
単
位 

㈡
 

区
分
五
に
該
当
す
る
者 

订

、
九
一
〇
単
位 

㈢
 

区
分
四
に
該
当
す
る
者 

ー
ー
ー
、
九
一
〇
単
位 

㈣
 

区
分
三
に
該
当
す
る
者 

川
 

二
八
〇
単
位 

㈤
 

区

分

二
(

区
分
省
令
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
一
一
を
い
う
。
以

㈤
 

区
分
三
か
ら
区
分
六
ま
で
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対 

象
で
あ
る
も
の 

七
、

五
二
〇
単
位 

為

障

害

児
 

一
六
、

〇
一
〇
単
位 

⑷

共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
者(

ト
及
び
チ
に
掲
げ
る 

者
を
除
く
。) 

次
の㈠

か
ら㈢

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
・ 

れ
ぞ
れ㈠

か
ら㈢

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

HI㈡
及
び㈢

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

二
、
〇
六
〇
単
位 

㈡

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ 

る

者
(
㈢

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。) 

次

のa
か
らd
ま
で
に
掲
げ
る 

者
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ

ぞ

れa
か
らd
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数 

al
区
分
六
に
該
当
す
る
者 

ー
ー
、
六
ハ
〇
単
位 

b

区
分
五
に
該
当
す
る
者 

ハ
、

四
七
〇
単
位 

CI
区
分
四
に
該
当
す
る
者 

六
、
六
二
〇
単
位 

"

区
分
三
に
該
当
す
る
者 

五
、
六
六
〇
単
位 

㈢

細
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ 

る
者
の
う
ち
介
護
保
険
給
付
対
象
者
で
あ
る
も
の 

二
、
〇
六
〇
単
位 

ホ 

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者 
(

口
か
ら
二
ま
で
及
び
へ
か
ら 

チ
ま
で
に
掲
げ
る
者
並
び
に
介
護
保
険
給
付
対
象
者
を
除
く
。) 

次
の⑴
 

か
ら⑷

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ⑴

か
ら⑷

ま
で
に
掲 

げ
る
単
位
数

⑴
 
⑵

か
ら⑷

ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

次
の㈠

か
ら
出
ま
で
に
掲 

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ㈠

か
ら
出
ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数 

㈠

区
分
六
に
該
当
す
る
者 

二
五
、
〇
七
〇
単
位 

㈡
 

区
分
五
に
該
当
す
る
者 

一
八
、

二
六
〇
単
位 

㈢

区
分
四
に
該
当
す
る
者 

一
ニ
、
四
六
〇
単
位 

㈣

区
分
三
に
該
当
す
る
者 

ハ
、
〇
〇
〇
単
位 

㈤

区

分

二
(

区
分
省
令
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
区
分
二
を
い
う
。

以

6
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下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
者 

六
、
五
四
〇
単
位 

穴 

区

分

一
(

区
分
省
令
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
一
を
い
う
。
以 

下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
者 

五
、
七
七
〇
単
位 

出

障

害

児
 

T

一
、
九
五
〇
単
位 

⑵
 

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第1
の1
の
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
及 

び

ハ

を

算

定

さ

れ

る

者(
⑶

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。) 

次
の㈠

か
ら
出 

ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ㈠

か
ら
出
ま
で
に
掲
げ
る
単
位 

数る
も
の

⑶

生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
を
算
定
さ
れ
る
者
の
う
ち
区
分
六
に
該
当
す

出 為
㈤ ㈣ ㈢

•

㈡ H

障
害
児

区
分
一
に
該
当
す
る
者

区
分
ー
ー
に
該
当
す
る
者

区
分
三
に
該
当
す
る
者

区
分
四
に
該
当
す
る
者

区
分
五
に
該
当
す
る
者

区
分
六
に
該
当
す
る
者

二
〇
、

ハ
、

二
、

三
、

,

五
、

九
、

• 

一
五
、

一

一

ー

、

ー
 

ー
四
〇
単
位

九
七
〇
単
位

七
九
〇
単
位

〇 
単 
位

三
一
〇
単
位

九
八
〇
単
位

九
八
〇
単
位

九
九
〇
単
位

へ

居

宅

介

護

に

係

る

支

給

決

定

を

受

け

た

者(
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

1
の1
の
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
ロ
、

二
及
び
ホ
を
算
定
さ
れ
る
者 
(

ロ

下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
者 

六
、

三
二
〇
単
位 

悶 

区

分

一
(

区
分
省
令
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
一
を
い
う
。

以 

下
同
じ
。)

に
該
当
す
る
者 

五
、

五
七
〇
単
位 

出

障

害

児
 

ー
ー
、

五
四
〇
単
位 

⑵
 

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第1
の1
の
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
及

⑷

経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る

者
(

区
分
一
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。) 

次
の㈠

か
ら㈤

ま
で
に
掲
げ 

る
者
の
区
分
に
応
じ"

そ
れ
ぞ
れ㈠

か
ら㈤

ま
で
に
掲
げ

al
単

斷

び

ハ
を

算

定

さ
れ

る

者(
⑶

及
び⑷

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。) 

次
の㈠
 

か
ら
阳
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ㈠

か
ら
出
ま
で
に
掲
げ 

る
単
位
数

る

も

の
(
⑷

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

⑶

生
活
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
を
算
定
さ
れ
る
者
の
う
ち
区
分
六
に
該
当
す

出 為
㈤ ㈣ ㈢ ㈡ ㈠

障
害
児

区
分
一
に
該
当
す
る
者

区
分
ー
ー
に
該
当
す
る
者

区
分
三
に
該
当
す
る
者

区
分
四
に
該
当
す
る
者

区
分
五
に
該
当
す
る
者

区
分
六
に
該
当
す
る
者

ー
九
、

ハ
、

二
、

三
、

五
、

九
、

一
五
、

一
三
、

五
四
〇
単
位

六
六
〇
単
位

六
九
〇
単
位

四
ハ
〇
単
位

6 

単 
位

六
四
〇
単
位

四
三
〇
単
位

二
〇
〇
単
位

㈣I㈢I㈡I㈠I

区
分
六
に
該
当
す
る
者 

区
分
五
に
該
当
す
る
者 

区
分
四
に
該
当
す
る
者 

区
分
三
に
該
当
す
る
者

区
分
二
に
該
当
す
る
者

九
、
ハ
一
〇
単
位 

六
、

五
四
〇
単
位 

四
、
六
ハ
〇
単
位 

三
、
七
一
〇
単
位 

ー
、

四
〇
〇
単
位

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者(
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第 

1
の1
の
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
ロ
、

二
及
び
ホ
を
算
定
さ
れ
る
者 
(

ロ

-7
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か
ら
二
ま
で
、
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る
者
並
び
に
介
護
保
険
給
付
対
象
者
を
除 

く
。) 

に
限
る
。)

で
あ
っ
て
、
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
か
ら
二 

ま
で
の
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

15 

の1
の2
の
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ 

れ
る
者 

二
、

一
九
〇
単
位 

卜 

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者 
(

口
に
掲
げ
る
者
及
び
介
護
保 

険
給
付
対
象
者
を
除
く
。)

の
う
ち
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第 

十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生 

活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の
注5
に
掲
げ
る
単
位
数
を
算
定
さ
れ
る
も
の 

次
の 

⑴

か
ら⑶

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ⑴

か
ら⑶

ま
で
に 

掲
げ
る
単
位
数

⑵
 

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第3
の1
の
同
行
援
護
サ
ー
ビ
ス
費
注1 

に
規
定
す
る
利
用
者
の
支
援
の
度
合
に
相
当
す
る
支
援
の
度
合
に
あ
る
も

⑴
 

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第2
の1
の
重
度
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の 

注1
に
規
定
す
る
利
用
者
の
支
援
の
度
合
に
相
当
す
る
支
援
の
度
合
に
あ 

る

も

の

次

の
㈠

か
ら㈢

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ 

㈠

か
ら㈢

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

㈢ ㈡ ㈠

区
分
四
に
該
当
す
る
者

区
分
五
に
該
当
す
る
者

区
分
六
に
該
当
す
る
者

七
、

九
、

• 

一
ニ
ゝ

〇
五
〇
単
位

〇
二
〇
単
位

四

〇 
単 
位

■

の 

- 

三
、

二
〇
〇
単
位 

⑶
 

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第4
の1
の
行
動
援
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注 

1
に
規
定
す
る
利
用
者
の
支
援
の
度
合
に
相
当
す
る
支
援
の
度
合
に
あ
る 

も
の 

次
の㈠

か
ら㈢

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ㈠
 

か
ら㈢

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

㈠

区
分
六
に
該
当
す
る
者 

一
〇
、
九
四
〇
単
位 

㈡
 

区
分
五
に
該
当
す
る
者 

七
、
五
五
〇
単
位

か
ら
二
ま
で
、
ト
及
び
チ
に
掲
げ
る
者
並
び
に
介
護
保
険
給
付
対
象
者
を
除 

く
。)

に
限
る
。)

で
あ
っ
て
、
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の
イ
か
ら
二 

ま
で
の
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第

15 

の1
の2
の
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ 

れ
る
者 

二'

一
二
〇
単
位 

卜 

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者 
(

口
に
掲
げ
る
者
及
び
介
護
保 

険
給
付
対
象
者
を
除
く
。)

の
う
ち
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第 

十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生 

活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の
注5
に
掲
げ
る
単
位
数
を
算
定
さ
れ
る
も
の 

次
の 

⑴

か
ら⑶

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ⑴

か
ら⑶

ま
で
に 

掲
げ
る
単
位
数

⑴
 

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第2
の1
の
重
度
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の 

注1
に
規
定
す
る
利
用
者
の
支
援
の
度
合
に
相
当
す
る
支
援
の
度
合
に
あ 

る
も
の 

次
の㈠

か
ら㈢

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ 

㈠

か
ら㈢

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

㈢ ㈡ ㈠

区
分
四
に
該
当
す
る
者

区
分
五
に
該
当
す
る
者

区
分
六
に
該
当
す
る
者

ハ
、

ー
ー
、

ハ
〇
〇
単
位

七
〇
〇
単
位

九
八
〇
単
位

⑵
 

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第3
の1
の
同
行
援
護
サ
ー
ビ
ス
費
注1 

に
規
定
す
る
利
用
者
の
支
援
の
度
合
に
相
当
す
る
支
援
の
度
合
に
あ
る
も 

の 

三
、
〇
九
〇
単
位 

⑶
 

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
の
第4
の1
の
行
動
援
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注 

1
に
規
定
す
る
利
用
者
の
支
援
の
度
合
に
相
当
す
る
支
援
の
度
合
に
あ
る 

も
の 

次
の㈠

か
ら㈢

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ㈠
 

か
ら㈢

ま
で
に
掲
げ
る
単
位
数

㈠
 

区
分
六
に
該
当
す
る
者 

一
〇
、

五
六
〇
単
位 

㈡

区
分
五
に
該
当
す
る
者 

七
、

二
九
〇
単
位
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㈢

区
分
四
に
該
当
す
る
者 

五
、
五
四
〇
単
位 

チ 

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者 
(

口
に
掲
げ
る
者
及
び
介
護
保 

険
給
付
対
象
者
を
除
く
。) 

の
う
ち
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第 

十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生 

活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の
注5
に
掲
げ
る
単
位
数
を
算
定
さ
れ
る
も
の 

次
の 

⑴

か
ら⑶

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ⑴

か
ら⑶

ま
で
に 

掲
げ
る
単
位
数

⑴
 

区
分
六
に
該
当
す
る
者 

ハ
、
七
四
〇
単
位 

⑵
 

区
分
五
に
該
当
す
る
者 

• 

五
、
三
五
〇
単
位 

⑶
 

区
分
四
に
該
当
す
る
者 

三
、
三
八
〇
単
位 

リ 

同
行
援
護
に
係
る
支
給
決̂
^

を
受
け
た
者 
(

口
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
者 

の
う
ち
次
の⑴

及
び⑵

に
掲
げ
る
単
位
数
以
上
の
単
位
数
が
定
め
ら
れ
て
い 

る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。) 

次
の⑴

及
び 

⑵

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ⑴

及
び⑵

に
掲
げ
る
単
位
数 

⑴

⑵

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

一
ニ
、
〇
ハ
〇
単
位 

⑵

共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
者(

ト
及
び
チ
に
掲
げ
る 

者
を
除
く
。) 

、
 

三
、
三
一
〇
単
位

別
表

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
二
級
地

げ 
る

級

表
の
上
欄•
(

以

下

「地
域
区
分
欄
」
と
い
う
。)

に
掲

一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
九
号)

の
第
一
号
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
ー
単
位
の
単
価(

平
成
十
八

地1

域1 

因 

分1

千
分
の
千
九
十

千
分
の
千
百
ハ

割

合

㈢

区
分
四
に
該
当
す
る
者 

五
、

三
四
〇
単
位 

チ 

居
宅
介
護
に
係
る
支
給
決
定
を
受
け
た
者 
(

口
に
掲
げ
る
者
及
び
介
護
保 

険
給
付
対
象
者
を
除
く
。) 

の
う
ち
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
附
則
第 

十
八
条
の
二
第
一 

ー
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
利
用
者
で
あ
っ
て
、
共
同
生 

活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
の
注5
に
掲
げ
る
単
位
数
を
算
定
さ
れ
る
も
の
次
の 

⑴

か
ら⑶

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ⑴

か
ら⑶

ま
で
に 

掲
げ
る
単
位
数

⑶ ⑵ ⑴

区
分
四
に
該
当
す
る
者

区
分
五
に
該
当
す
る
者

区
分
六
に
該
当
す
る
者

三
、

五
、

^

1

二
六
〇
単
位

一
六
〇
単
位

四
四
〇
単
位

リ

同

行

援

護

に

係

る

支

給

決

定

を

受

け

た

者(

口
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
者 

の
う
ち
次
の⑴

及
び⑵

に
掲
げ
る
単
位
数
以
上
の
単
位
数
が
定
め
ら
れ
て
い 

る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。) 

次
の⑴

及
び 

⑵

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ⑴

及
び⑵

に
掲
げ
る
単
位
数 

⑴
 
⑵

に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の 

ー
 

ー
、
三
三
〇
単
位 

⑵

共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
さ
れ
る
者(

ト
及
び
チ
に
掲
げ
る 

者
を
除
く
。)

及
び
経
過
的
居
宅
介
護
利
用
型
共
同
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス 

費

を

算

定

さ

れ

る

者(

ト
及
び
チ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

F
F

 

一
〇
〇
単
位

別
表

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
二
級
地

表

の

上

欄(

以

下

「地
域
区
分
欄
」
と
い
う
。)

に
掲

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
九
号)

の
第
一
号
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
ー
単
位
の
単
価(

平
成
十
八

地

域

区

分

千
分
の
千
八
十
三

千
分
の
千
九
十
九

割

合

9
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地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
六
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
五
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
四
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
三
級
地

千
分
の
千
十
八

千
分
の
千
三
十
六

千
分
の
千
六
十

千
分
の
千
七
十
二

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
そ
の
他

千
分
の
千

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
そ
の
他

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
九
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
ハ
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
七
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
六
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
五
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
四
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
三
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
二
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
一
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
十
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
九
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
ハ
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
七
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
六
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
五
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
四
級
地

地
域
区
分
欄
に
掲
げ
る
三
級
地

千
分
の
千

千
分
の
千
五

千
分
の
千
十
四

千
分
の
千
十
八

千
分
の
千
二
十
三

千
分
の
千
二
十
七

千
分
の
千
三
十
二

千
分
の
千
三
十
六

一

千

分

の

千

四

十

二
―
一

千
分
の
千
四
十
五

一
千
分
の
千
五
十 

一ー

千
分
の
千
五
十
四

千
分
の
千
五
十
九

一
千
分
の
千
六
十 

ーー

千
分
の
千
六
十
三

一
千
分
の
千
六
十
八 

ーー

千
分
の
千
六
十
九

千
分
の
千
七
十
二

- 〇
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◎国庫負担基準単位の算定誤りの供と関連するチェック項目
別紙3

誤りの例1国庫負担基準告示に定める単位数を使用せずに国庫負担基準単位を算定していた。 
-チェック項目 別添1（1）の内訳の「国庫負担基準単位（a）」欄の一の位が〇以外になっていませんか。

※国庫負担基準告示の単位数は一の位が全ての区分において〇となっています。したがって、当該単位数を基に算定される「国庫負担基準単位（a）」欄も必ず一の位が〇となります 
ので、注意してください。

以下の算定誤りについては、基準額の算定資料として参考様式を市町村から徴するなどしている場合、誤りを視覚的に確認できますので、確認の参考にしてください。

誤りの例2交付申請時や変更交付申請時に算定した国庫負担基準単位のまま、実績報吿をしていた。
チェック項目全ての月又は一部の月の!・実利用者数」欄に同じ数字が入力されていませんか。

※国庫負担基準告示は月毎の実利用者数を基に算定するものであることから、支給決定をしていてもサービスのない利用者は単位数を算定することはできません。全ての月又は 
一部の月の実利用者数が一定であるからと書って必ずしも誤りではありませんが、通常は月毎に利用状況は変動しますので、注意してください。

誤りの例3 4月に国庫負担基準告示の単位数が改定されているのに、12カ月分を周じ単位数で国庫負担基準単位を算定していた。 

fチモ也更S一震虞負担超潢劄輕数が改定されてりろ年度に越'て、3月ほと4月呀!型婕同じ単仪鞍で算定されてし睦莒々か°............

することになりますので、痊意してください。
※国庫負担基準単位は3月から翌年2月までを一年度として算定することとされており、単位数が改定されている年度においては、必ず改定前の単位数と改定後の単位数を使用

誤りの例4国庫負担基準告示に定める区分のとおりに利用者数を計上していなかった。
ーチェック項目 区分ホの（1）と（2）は通切に区分されていますヵ、。

※区分ホの（1）と（2）は大まかな区分として、（1）は通院等介助又は通院等乗降介助が算定されている者（同時に身体介護や家事援助が算定されている者を含む。）ヽ⑵は通院 
等介助又は通院等乗降介助が算定されていない者に分けられます。そして、通常通院等介助等が算定される者の方が少ないことから、（2）の区分の方が利用者数は多くなりま 
す。したがって、（1）にのみ利用者数が入力されていたリヽ（2）と比較して（1）の利用者数が不自然に多いなどしていないか、注意してください。



⑨亘星負担基準単俚の算定に係るチェック項目
別碎を別瘫i（i）ゐ内恨
!「酝負短基準単位（a）」欄の一の位が6以外になっていませんが。

※国庫負担基準告示の単位数は一の位が全ての区分において〇となっています。したがって、当該単位数を 
基に算定される「国庫負担基準単位（a）」欄も必ず一の位が〇となりますので、注意してください。

占

以下、基準額の算定資料として参考様式を市町村から徴するなどしている場合、誤りを視覚的に確認できますので、確認の参 
考にしてください。

参考様式（畔） _
2 荃ての月の!・実利用者薮而=:同じ薮麺入力されていませんか。

※国庫負担基準告示は月毎の実利用者数を基に算定するものであることから、支給決定をしていてもサー 
ビスのない利用者は単位数を算定することはできません。全ての月の実利用者数が一定であるからと書って 
必ずしも誤りではありませんが、通常は月毎に利用状況は変動しますので、注意してください。

3~国庫負担基準吿示の単位数が改定されている年度において、3月分と4月以降分を周じ単位数で算定 
されていませんか。
※国庫負担基準単位は3月から翌年2月までを一年度として算定することとされており、単位数が改定されて 
いる年度においては、必ず改定前の単位数と改定後の単位数を使用することになりますので、注意してくださ 

し、。

4 参看蘇の月と利用者数の月は一致していますか。

※参考様式は3月から2月までの一年分を入力することになっていますので、受付月基準で入力しないように 
注意してください。（例:平成27年4月受付分であれば平成27年3月に入力）

田さ琢れ
5 区分ホの（1）と（2）は遭切に区分されていますか。

※区分ホの（1）と（2）は大まかな区分として、（1）は通院等介助又は通院等乗降介助が算定されている者 
（同時に身体介護や家事援助が算定されている者を含む。）、（2）は通院等介助又は通院等乗降介助が算 
定されていない者に分けられます。そして、通常通院等介助等が算定される者の方が少ないことから、（2）の 
区分の方が利用者数は多くなります。したがって、（1）にのみ利用者数が入力されていたり、（2）と比較して 
（1）の利用者数が不自然に多いなどしていないか、注意してください。

6~区分卜と区分チに計上すべき利用者数はありませんか。
※国保連合会から利用者数のデータの提供を受けている市町村において、国保連合会のstyleKI.csvのデー 
タには区分卜と区分チは利用者数は計上されておらず、styleK3.csvという別のデータに計上されています。 
styleKI.csvのデータだけを用いて区分ト又はチに該当者はいないと判断するのではなく、styleK3.csvのデー 
タも確認し忘れないように注意してください。



L別腿4 ]

参考様式とcsvファイルを活用した国庫負担基準単位の算定手順

1 使用する参考様式及び国保連合会のcsvファイル

(1) 参考様式(市町村用様式ファイル)

参考様式には市町村用と都道府県用があるが、違いは貼り付けシートがあ 

るか否かである。基本的に貼り付けシートは市町村に送付されるcsvファイル 

には対応していないので利用しないこと。

(2) 国保連合会のCSVファイル

国保連合会のcsvファイルは統計情報の一環として送付されているのが一般 
的である。

なお、国保連合会のcsvファイルは、事業所からの請求を受け付けた年月を 

基準に作成されており、月遅れ請求等があった場合には、通常請求分と合わ 

せて当該請求を受け付けた月の利用者数として計上されていることから、厳 

密には当該月の利用者数ではないところであるが、当該月遅れ請求等につい 

ても、別途調整等は要せず、そのまま使用して差し支えない。

国庫負担基準単位の算定に使用するファイルは以下のタイトルのファイル 

である。

ア000000_0_000000〇〇.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇OOstyIeK1.csv
イ 000000_0_000000〇〇.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇OOstyIeK3. csv
※〇は便宜上の表記セある。なお、それぞれの数字の意味は次のとおり。

0 0 0 0 〇 〇し 〇 Jo 〇 〇 0 0 0 0 〇! !〇 0 0 0 0 〇! !〇 0 0 0 0 〇| 

市町村番号 データ作成年月日 受付年月 市町村番号

(3)国庫負担基準単位を算定する期間について

国庫負担基準単位は、3月から翌年2月までを1年度とする当該年度に属 

する各月ごとに単位数を算定すること。

なお、上記3月から翌年2月までの算定処理年月については、介護給付費 

等を集計する年月と合わせること。

2 参考様式へのCSVファイルの貼付手順

(1)参考様式の月の表示、「区分」欄、「区分ごとの単位」欄を確認する。

また、単位数の改定等がある年度においては、4月受付分については、改 

定前単位が記載された参考様式を使用し、5月受付分以降は改定後単位が記 

載された参考様式を使用する(下の平成27年度の例では、「区分」の数や「区 

分ごとの単位」が平成27年4月受付分と平成27年5月受付分以降で異なるの 

で注意。以降例は単位数等の大きな改定があった平成27年度を例に示す。)。
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◎参考様式

区分ご 
との単 
位

実 利 用 者 数 区分ごとの 
単位X実利 
用者数3月 4月 5月 6月 フ月 8月 9月 1〇月 11月 12月 !月 2月 計

84, 070 〇 〇

33,730 〇 〇

◎平成27年4月受付分を入力する参考様式

区 分
区分ご 
との単 
位

ホ 居宅介遵に係る支給決定を受けた者（口から二まで及びへからチまでに掲げる者並びに介H!保険給付対象者を除く。）

|（1）（2）から（4）までに掲げる者以外のもの

（-）区分六に酸当する者 25, 070
（二）区分五に孩当する者 18. 260
（三）区分四に孩当する者 12, 460
（四）区分三に孩当する者 8,000
（五）区分二に酸当する者 6,320
（六）区分一に孩当する者 5,570
（七）障害児 11,540

［（2）身体介M!サービス費及び家事援助サービス費を算定される者（（3）及び（4）に掲げる者を除く。）

（一）区分六に孩当する者 22, 200
（二）区分五に肢当する者 15,430
（三）区分四に該当する者 9,640
（四）区分三に孩当する者 5,120
（五）乞分二に腋当する者 3, 480
（六）区分一に餓当する者 2, 690
（七）障害児 8, 660

（3）生活介護サービス費等のうち区分六に該当するもの（（4）に掲げる者を除く。） 19, 540
（4）経過的居宅介體利用型共同生活介サービス費を算定される者

（-）区分六に®5当する者 9,810
（二）区分五に孩当する者 6,540
（三）区分四に該当する者 4, 680
（四）区分三に該当する者 3,710
（五）区分二に8¢当する者 1,400
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◎平成27年5月受付分以降を入力する参考様式

区 分
区分ご 
との単 
位

ホ 居宅介战に係る支給決定を受けた者（口から二まで及びへからチまでに掲げる者並びに介護保険給付対彖者を除く。）

|（1）（2）及び（3）に掲げる者以外のもの

（-）区分六に該当する者 25, 960
（二）区分五に該当する者 1&910
（三）色分四に該当する者 12,910
（四）区分三に咳当する者 & 280
（五）E:分二に胺当する者 6,540
（六）区分一に該当する者 5, 770
（七）障害児 11.590

|（2）身体介履サービス費及び家事援助サービス費を算定される者（（3）に掲げる者を除く。）

（-）区分六に核当する者 22, 990
（二）区分五に胺当する者 15, 980
（三）区分四に酸当する者 9, 980
（四）区分三に孩当する者 5,310
（五）区分二に胺当する者 3, 610
（六）区分一に該当する者 2, 790
（七）障害児 8, 970

［（3） 生活介禮サービス費等のうち区分六に該当するもの 20, 240

（2） styleKI.csvのデータの貼り付け＜区分イからへまで及びり〉

ア 国保連合会のデータのうちstyleKI. csvをエクセルで開き、D1のセル（赤 

枠のセル）に表示されている月を確認する。

国保連合会のデータは受付月表示であることから、下記の例として挙げ 

ているデータでは、「平成27年04月」と表示されているので、当該データ 

は平成27年4月受付分である。

◎ styleKI. csvの例

〇 F5490 〇佯設27年04月 ］〇〇県 〇〇市

14月

2 〇
3 〇

4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9

8
 
8
 
8
 
8
 
8
 
8

O
O
O
O
O
O

イ styleKI. csvのデータをA列に表示されている数字が2の行から89の行 

までを範囲選択（マウスで左クリックしながらドラッグ、又はshiftキー 

を押しながら矢印キーで移動する。） してコピー（マウスの右ボタンを押 

してコピーを選択、又はCtrlキーを押しながらCキーを押す。）する。

-3 -
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◎平成27年4月受付分のコピー範囲

〇 F5490
14月

一一；m

〇平成27年04月〇〇県 〇〇市

—赤枠の範囲を範囲選択して、コピーする。

（申略）[00 00 00 00 00 00
11

LJ
ウコピーしたstyleKI. csvのデータを参考様式の該当月の下のセル（例で 

は赤枠のセル）に値ペースト（セルの書式等は引用せずにコピーした値だ 

けをペーストすること。マウスの右クリックを押して表示されたウィンド 

ゥから（形式を選択して貼り付け）をクリックし、表示されたウィンドウ 

から（値）をチェックして「0K」をクリックする。）する。

例えばD1のセルに「平成27年04月」が表示されるstyleKI. csvのデー 

タは 4 月 受付分で あるので、 参考様式の「3月」の下のセルに値ペースト 

する。同様に「平成27年05月」が表示されるstyleKI. csvのデータは5月 

受付分であるので、参考様式の「4月」の下のセルに値ペーストする。

◎平成27年4月受付分のペースト場所

区分ご 

と
の単位

実 利 用 者 数
区分ごとの単位

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1〇月 11月 12月 1月 2月 計
X実利用者数

83, 660 〇 ー赤枠のセルで値ペーストすると、赤色の列にデータが引用される。 〇 〇

33, 200 〇 〇 〇

3,100 〇 〇 〇

3,100 〇 〇 〇

3,100 〇 〇 〇

3,100 〇 〇 〇

3,100 〇 〇 〇

3,100 〇 〇 〇

合計 〇

-4 -
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◎平成27年5月受付分のペースト場所

合計 〇

区分ご 
との単 
位

実 利 用 者 数 区分ごとの 
単位X実利 
用者数3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1〇月 11月 12月 !月 2月 計

84, 070 〇 -赤枠のセルで値ペーストすると、赤色の列にデータが引用される。 〇 〇

33, 730 〇 〇 〇

（中略）

3,310 〇 〇 〇

3,310 〇 〇 〇

3,310 〇 〇 〇

3,310 〇 〇 〇

3,310 〇 〇 〇

3,310 〇 〇 〇

ェ 4月受付分から翌年3月受付分までの12か月分について、アからウま 

での作業を繰り返す。

オ 事業所等から直接介護給付費等の請求を受けている利用者に係る実績 

についてはstyleKI.csvの利用者数に含まれていないため、国庫負担基準 

告示の定めに基づき区分を判断した上で、工までで作成した参考様式に別 

途手入力で追加計上する。

（3） styleK3. csvのデータの計上＜区分卜及びチ〉

ア 国保連合会のデータのうちstyleK3.csvをエクセルで開き、該当者がい 
るか、また、データの月を確認于る。

styleKl. csvと同様に受付月表示であることから、仮にA2のセル（赤枠 

のセル）に「平成27年04月受付分」と表示されている場合には、当該デー 

タは平成27年4月受付分である。

◎該当者有りのstyleK3. csv

チに掲げる者

玮町村番号 〇

市町村名 〇〇市
証記載市町村番肯証記載市町村名受給者番号受給者氏名障害支援区分サービス提供月

〇〇〇市 〇 •••• 25 201503
〇〇〇市 1△△△△ 26 201503
〇〇〇市 2 x x x x 25 201503

ll
lr

給付費

30000 

100000

80000

◎該当者無しのsty leK3. csv

市町村番号 

市町村名 ■・市

再尿華克切•村番卡西尿載市町村名 受給者番号受給者氏名障害支援区分 サービス提供月 
噬当寸ネゲータが别ませんでしも］

チに掲げる者

種別 給付費

〇

-5 -
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イstyleK3. csvに該当者がいる場合、受給者番号及び受給者氏名等を基に、 

当該該当者の受給者証及び認定調査時の資料等により重度訪問介護等の 

「利用者の支援の度合いに相当する支援の度合いにあるもの」にあるかを 

「介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）」（平成26 
年4月1S）に従って確認する。

告示の区分 サービス 心身の状態

区分卜（1） 重度訪問介護 （ア）次の（一）及び（二）のいずれにも該当して 
いること

（-）二瞳以上に麻痺等があること。
（-）障青支援阜分の認定亀査項目坐うち「歩 

」「萝愆丄搓華」のいず令も「支 
援が不要」以外と認定されていること。

（イ）障簷支援区分の認定調査損目のうち行動関連 
項目等（12項目）の合計点数が10呂以上である 
者

区分卜（2） 同行援護 d身体处龜を伴わない場合】 亠
セみ/ント靄査票による、・調査項虽中 

缚芳隱害」、「觀野障害」及口「複直」のい诊れ 
かが1卓以上でをリ、かつ、「移動障害」の点薮が 
1点以上の者。

① IBBlzセ彳?或t韻査票i討至辻調査項耳中 
您曙赴で「麴障独及&磕劉谿翻

② 屋金・倔に該当するもの。 、
⑤障害支援区分の認定調養項目のうち、土れぞれ 

（ア）から（才）までi希げる状綜のいすれかー 

つ以 上匸圖定され口、ること。y
（ア）［歩行」［全面的生支援が必要」r
（イ）「移乗」「显室划等の支换が必鹫冬「部分 

粵蛊寺轄が必要」又は节全面駆な

（ウ）「移動」支援が必聲冬「部分 
敢なま援が必要」又はま全面的な

（エ）「排尿」フ邈岔翦奋寺援が必要」又は「全 
（オ）「排便」誓怎的養鲁膏辯も、要」又は「全 

面的な支援が必要」

区分卜（3） 行動援護 障Wggg分が区分3以上であっては障害支援区分 
項早のうち住塹関雀更目等（12現目）の 

合詳車鑒が1〇点以上（幢善児に溶ってはこえに相当 
する畫接の度合い）である者

区分チ 区分卜（1）から（3）のいずれにも該当しない
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◎介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理要領）（抜粋）
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回®
 

週
援

以 日
要

5
 "
 

日
支 

毎}
 

ぼ
の 

ほ
上

傷
行 

を
る 

ら
け

自
つ
為

援
不 

可
が

LB

支
必 

に
が

希
援
要

月に1 
回以上

支 の 上以
要 

回
泌

週
援

以 日
罠

5

6? 
週
他 

日
支 

毎}
 

ぼ
の 

ほ
上

傷
行 

を
る 

人
け

他
つ
為

71
支
必 

に
が 

希
援
要

月に1 
回以上

支 の 上以
要 

回
他 

週
援

以日
更 

5

门 
週
他

ZTIX日
支 

毎>
 

ぼ
の 

ほ
上

な 切適
為 

不
行

援
不 

可
が
匡

支
必 

に
か 

希
援
要

月に1 
回以上

支 の 上以
要 

回
必

週
援

以 日
更

5

6? 
週
血 

ぼ
0) 

ほ
上

な 的 発
動

突
行 71 支

必 
に
が 

希
援
要

月に1 
回以上

支 の 上以
要 

回
必

週
援

以 日
更

5
 "
 

週
他 

日
支 

毎}
 

ぼ
の 

ほ
上

反變
等 

食
う 

過
す

援
不 

戎
が
亜

支
必 

に
が

希
援
要

月に1 
回以上

支 の 上以
要

回
必

週
援

以日
罠 

5

侶 
週
他 

/|\日
支 

毎>
 

ぼ
の 

ほ
上

ん か ん て

-7 -

-57 -



ウィで区分トの（1）から（3）までのいずれに該当するか又は区分チに 

該当するかを確認したら、「障害支援区分」欄を確認し、「24」なら「区分 

4」、「25」なら「区分5」、「26」なら「区分6」に計上する。また、「種 

別」欄が「給付」となっている場合は「+1」、「過誤」となっている場合 

は「一1」としてカウントし、月遅れ請求や過誤調整分もstyleK3. csvに表 

示されている「サービス提供月」欄の月には割り振らない。例えば月遅れ 

請求等を含めた4月受付分については3月の欄に計上する。

◎ styleK3. csvの区分例

告示第530号厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等 
陣成27年05月吏付务

-・ト、チに掲げる者

市町村番号 000000 資料から
市町村名 X X市 判断した区 カウント

証記載市町村番号証記載市町村名受給者番号受給者氏名 障害支援区分 サービス提供月 給付費 分

000000 x X 市 111111111 0000 25 201504 63875 区分ト⑴ + 1

000000 x x 市 222222222 △△△△ 24 201504 11352 区分卜（3） + 1
000000 x x 宙 333333333 ■■■■ 25 201501 139198 区分チ + 1
000000 x x 宙 333333333 ■■■■ 25 201501 -139198 区分チ -1
000000 X x 甫 333333333 ■■■■ 25 201504 135329 区分チ +1
000000 X x rfi 444444444 * * * * 26 201504 42654 区分チ +1

上記の例であれば、区分卜（1）（二）が1、区分卜（3）（三）が1、区分 

チ（一）が1、区分チ（二）が1（区分チ（二）の該当者の20150!の給付と過誤は 

相殺）になる。

©styleK3. csvデータの参考様式への入力

区 分

区分ご 

との単 
位

利用耆数 区分ごとの 

単位X実利 

用者数4月 計

卜 居宅介♦に係る支給決定を受けたものうち共同生活援助サービス費の注5に掲げ希単位敛を

算定されるもの（口に掲げる#及び介!!保!*給付対欽#を除く.〉

（1）H度訪問介扳サービス費の利用者の支覆の度合に相当する支援の度合にめるもの

（-）区分六に肢当する者 12,410 〇 〇

（二）区分五に妙当する者 9. 020 1 1 9, 020

（三）区分四に获当する者 7, 050 〇 〇

（2）同行摄ロサービス費の利用者の支援の度合に相当する支援の度合にあるもの

（-）区分六に岐当する者 3,200 〇 〇

（二）区分五に肢当する者 3, 200 〇 〇

（三）区分四に岐当する者 3,200 〇 〇

（3）行動援!！サービス費の利用者の支援の度合に相当する支援の度合にあるもの

（-）区分六に岐当する者 10, 940 〇 〇

（二）区分五に肢当する者 7. 550 〇 〇

（三）区分四に岐当する者 5,540 1 1 5, 540

チ 居宅介/に傑る支給決定を受けた耆のうち共同生活援助サービスJTの注6に掲げる単位数を

算定されるもの（口に掲げる・及び介!!保茨給付対象・を除く.）

（―）区分六に酸当する者 8,740 1 1 & 740

（-）区分五に酸当する者 5, 350 1 1 5, 350

（三）区分四に岐当する者 3,380 〇 〇

工 年度中に再支給決定が行われている場合には、当該再支給決定の効力 

が発生した月の実績から新たな区分に割り振る。

例えば、平成27年4月の再支給決定の結果、障害支援区分は「区分4」 

のまま変わらないが、支援の度合が区分チから区分トの（1）に変更にな 

った場合、平成27年4月実績から区分トの（1）に割り振る。

才 4月受付分から翌年3月受付分までの12か月分について、アから工ま 

での作業を繰り返す。

-8 -
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力 事業所等から直接介護給付費等の請求を受けている利用者に係る実績 

についてはstyleKI.csvと同様にsytleK3. csvの利用者数に含まれていない 

ため、国庫負担基準告示の定めに基づき区分を判断した上で、オまでで作 

成した参考様式に別途手入力で追加計上する。
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同行援護事業所における従業者の資格要件等の状況（平成27年10月1日時点）
サービス捉供責任者

都逍府泉名
常動•非常動の

別 ①同行!!讓從※①のうち同行 
案者養成研修援泉從篥矯養 
一般課程修了 成堀修一般凍 
耆（相当する研程以"のこれ 
修族稅修了者に相当する研 
を含む“） 修碟程怯了者

従集者

②居宅介倉熬 
貝初任考研羯 
課段修了看等 
及び視覚障害 
者外出介眾従 
集者養成研怯 
修了若であっ 

※①のうち同行石する身体障 

援護從篥者養書着又は障害 
成無修（必用課児の権祉に!》 
程）修了者する專集（直接

他豪に限る.）

⑶障害者居宅 
介護慄集者盖 
该研修課程修
了者竦であつ ⑸平成27年巾 

て、視覚障害を ④国立«w«月1日曲点にお 
有する身体障リハビリテーいて、実務経匕 
W«Xは障害ションセンターが（年に満たな 
児の權扯に関 学院視覚障害 い経遇搭的対 
する事篥（直接字料修了者毎欽者であって、 
処遇に限る。） 研修未受が者

合計

①介護福扯士， 

介 SIMAXW 
研修・居宅介農 
從集者養成研 
修11MI喪•居 
宅介初 
任雷研修繰枚 
修了者尊で3年 
以上介議連の

に1年以上従箱 
した経はを有す

に1年以上從珈 
した経故を有す 

る者

篥務に従事した 
者であって同行 
援護從集看養 
成研修応用課 
程修了者

..的叢褂枪士•
介
鳴修•居宅弁護 
従集者養戒研 
修询課稅・居
宅介awft初®国立»w^ 
任者研修課程リハビリテー 

修了者第で3年ションセンター 
以上介an?の学院視覚障害 
集務に従期した字科修了考專 
者であって平成 
30年3月3｛日ま
での経遇描®t
者（研修未受が

右）

関連資料2

④平成30年3月 
:H日までの経 

a »sa（平成
23年9月30日に 
おいて現に地 
域生活支援事 
集における移 
動支援事黨に3 
年以上従申し

た看）

合时

1 北海道

常勤（人） 348
(57.6%)

182
(52.3、)

165 
(47.4 ヽ)

123
(20.4%)

42
(7.0%)

1
(0.2%)

90 
(14.9%)

604 
(100.0%)

203
(46.6%)

216 
(49.5%)

〇
(0.0%)

17
(3.9%)

436
(100.0%)

非常勤（人）
470

(41.7%)
363

(77.2%)
53 

(11.3%)
288

(25.5%)
68

(6.0%)
5

(0.4%)
297

(26.3%)
1.128

(100.0%)
25 

(13.9%)
144

(80.0%)
〇 

(0.0%)
11

(6.1%)
180

(100.0%)

小計（人） 818 
(47.2%)

545
(66.6%)

218
(26.7%)

411 
(23.7%)

110 
(6.4%)

6
(0.3%)

387
(22.3%)

1,732
(100.0%)

228
(37.0%)

360 
(58.4%)

〇
(0.0%)

28 
(4.5%)

616
(100.0%)

2 青森県

常勤（人）
119

(58.3%)
10

(8.4N)
60

(50.4%)
71

(34.8%)
4

(2.0%)
〇

(0.0%)
10

(4.9%)
204

(100.0%)
69

(63.9%)
36

(33.3%)
〇

(0.0%)
3 

(2.8%)
108

(100.0S)

非常勤（人）
23 

(11.9%)
8 

(34.8%)
〇

(0.0%)
125

(64.8%)
9 

(4.7%)
〇

(0.0%)
36 

(18.7%) (100.0%)
2

(12.5%)
13

(81.3%)
〇

(0.0%)
1

(6.3%)
16

(100.0%)

小計（人） 142 
(35.8%)

18 
(12.7%)

60 
(42.3%)

196
(49.4%)

13
(3.3%)

〇
(0.0%)

46 
(11.6%)

397 
(100.0%)

71 
(57.3%)

49 
(39.5%) !

〇 
(0.0%)

4
(3.2%)

124
(100.0%)

3 岩手県

常勤（人）
38

(52.1%)
12

(31.6%)
22 

(57.9%)
12

(16.4 ヽ )
9

(12.3%)
〇

(0.0%)
14

(19.2%)
73 

(100.0%)
35

(50.7%)
33 

(47.8%)
〇

(0.0%)
1

(1.4%)
69 

(100.0%)

非常勤（人）
52

(23.5、)
34

(65.4%)
4

37.7%)
37

(16.7%)
23

(10.4%し
〇

(0.0%)
109 

(49.3%)
221 

(100.0%)
2

(18.2%)
9

(81.8%)
〇 

(0.0%)
〇

(0.0%)
11

(100.0%)

小計（人） 90 
(30.6%)

46 
(51.1%)

26 
(28.9%)

49 
(18.7%)

32 
(10.9 ヽ)

n

(0.0%)
123 

⑷.8%)
294

(100.0%)
37 

(46.3%)
42

(52.5%)
〇

(0.0%)
1

(1.3%)
80

(100.0%)

4 宮城県

常勤（人）
48 

(56.5%)
10 

(20.8%)
22

(45.8%)
11

(12.9%)
1

(1.2%)
〇

(0.0%)
25

(29.4%)
85 

(100.0%)
23

(53.5%)
20 

(46.5%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
43

(100.0%)

非常勤（人）
29

(29.3%)
2

(6.9%)
8

(27.6%)
4

(4.0%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
66

(66.7%) (100.0%)
〇

(0.0%)
5 

(100.0%)
〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
5 

(100.0S)

小計（人） 77
(41.8%)

12 
(15.6%)

30 
(39g

15 
(8.2 ヽ) (0.5%)

〇 
(0.0%)

91
(49.5%)

184
(100.0S)

23 
(47.9  ヽ)

25 
(52.1%)

〇
(0.0S)

〇
(0.0S)

48
(100.0%)

5 秋田県

常勤（人）
28

(71.8%)
21 

(75.0%)
3

(10.7%)
8 

(20.5%)
〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
3

(7.7%) (100.0%)
10

(25.6%)
26

(66.7%)
〇

(0.0%) (75%) (100.0%)

非常勤（人）
41

(68.3S)
41 

(100.0%)
〇

(0.0%)
8 

(13.3%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
11

(18.3%)
60 

(100.0%)
〇

(0.0%)
16

(100.0%)
〇 

(0.0%) (OX)%)
16

(100.0S)

小計（人） 69
(69.7%)

62 
(89.9%)

3 
(4.3 ヽ )

16 
(16.2  ヽ)

〇
(0.0%)

〇 
(0.0%)

14 
(14.1%)

qo 

(100.0%)
10 

(18.2%)
42

(76.4V)
〇 

(O.OS)
3

(5.5%)
55 

(100.0%)

6 山形県

常勤（人）
65

(47.4%) (38.5%)
29

(44.6S)
35

(25.5%)
3

(2.2%) (O.OS)
34

(24.8%)
137

(100.0%)
60

(54.1%)
44

(39.6%)
〇

(0.0%)
7

(6.3%)
111

(100.0%)

非常勤（人）
22 

(11.5%)
12 

(54.5%)
4

(18.2%)
94

(49.2%)
7 

(3.7%)
〇

(0.0%)
68

(35.65)
191

(100.04)
1

(7.1%)
5

(35.7%)
〇

(0.0%)
8 

(57.1%)
14

(100.0%)

小計（人） 87 
(26.5%)

37 
(42.5%)

33 
(37.9  ヽ)

129 
(39.3%)

10
(3.0%)

〇
(0.0%)

102 
(31.1%)

328 
(100.0%)

61 
(48.8 ゝ )

49
(39.2%)

〇
(0.0%)

15 
(12.0%)

125
(100.0S)

7 福島県

常勤（人）
60

(33.3%)
21

(35.0%)
35

(58.3%)
101

(56.1%)
4

(2.2%)
〇

(0.0%)
15

(8.3%)
180

(100.0%)
36

(48.0%)
34

(45.3%)
〇

(0.0%)
5 

(6.7%)
75

(100.0%)

非常勤（人）
19

(13.2%)
5

(26.3%)
7

(36.8%)
81

(56.3%)
18 

(12.5%)
〇

(0.0%)
26

(18.1%)
144

(100.0%)
2

(66.7%)
1

(33.3%)
〇 

(0.0%)
〇

(0.0%)
3

(100.0S)

小計（人）
79 

(24.4%)
26 

(32.9 ヽ )
42 

(53.2%)
182 

(56.2%)
22 

(6.8%)
〇 

(0.0%)
41

(12.7%)
324

(100.0%)
38 

(48.7%)
35 

(44.9 ヽ)
〇

(0.0%)
5 

(6.4%)
78 

(100.0%)

8 茨城県

常勤（人）
115

(65.7%)
29 

(25.2%)
69 

(60.0%)
20

(11.4%)
16

(9.1%)
〇

(0.0%)
24

(13.7%)
175 

(100.0%)
68 

(64.2%)
38

(35.8%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
106

(100.0%)

非常勤（人）
113

(44.7%)
40 

(35.4%)
54

(47.8%)
39

(15.4%)
17

(6.7%)
〇 

(0.0%)
84

(33.2%) (100.0%)
14

(35.0 ゝ )
26

(65.0%)
〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
40

(100.0%)

小計（人） 228
(53.3%)

69
(30.3%)

123 
(53.9%)

59
(13.8%)

33 
(7.7%)

〇 
(0.0%)

108 
(25.2%)

428
(100.0%)

82
(56.2%)

64 
(43.8%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

146 
(100.0S)

9 栃木県

常勤（人）
88

(67.2S)
18 

(20.5%)
37 

(42.0%)
28

(21.4%)
9

(6.9%)
〇

(0.0%)
6 

(4.6%)
131

(100.0%)
43

(44.3%)
49

(50.5%)
〇

(0.0%)
5 

(5.2%)
97

(100.0%)

非常勤（人）
63 

(25.6%)
42

(66.7%)
6

(9.5%)
113 

(45.9 ヽ )
12

(4.9、)
〇 

(0.0S)
58

(23.6S)
246

(100.0*.)
〇 

(0.0%)
31 

(100.0%)
〇 

(0.0%)
〇 

(0.0%)
31 

(100.0%)

小計（人） 151
(40.1%)

60 
(39.7%)

43 
(28.5、)

141
(37.4%)

21
(5.6%)

〇 
(0.0%)

64 
(17.0%)

377 
(100.0%)

43
(33.6%)

80 
(62.5、)

〇 
(0.0%)

5 
(3.9 ヽ)

128
(100.0%)

10 群馬県

常勤（人）
100

(70.4%)
30

(30.0%)
56 

(56.0%)
26

(18.3%) (3.5%)
〇

(0.0%)
11

(7.7%)
142

(100.0%)
62

(72.9、)
21

(24.7%)
〇 

(0.0%)
2 

(2.4%)
85

(100.0%)

非常勤（人）
75 

(33.5%)
35 

(46.7%)
6

(8.0%)
73

(32.6%)
2

(0.9%)
〇 

(0.0S)
74

(33.0%)
224

(100.0%)
8

(44.4\)
10

(55.6%)
〇 

(0.0%)
〇 

(0.0%)
18 

(100.0%)

小計（人） 175 
(47.8%)

65 
(37,1%)

62 
(35.4%)

99 
(27.0%)

7
(1.9%)

〇
(0.0%)

85 
(23.2%)

366 
(100.0%)

70
(68.0%)

31 
(30.1%)

〇
(0.0%)

2
¢1.9%)

103 
(100.0%)

11 埼玉県

常動（人） 142
(73.6%)

36
(25.4%)

95
(66.9%)

20 
(10.4%)

6
(3.1%)

〇
(0.0%)

25 
(13.0%)

193 
(100.0%)

117
(70.9%)

48
(29.1%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

165
(100.0%)

非常勤（人）
281

(42.8%)
85

(30.2S)
35 

(12.5%)
168

(25.6%)
23 

(3.5%)
2

(0.-3%)
183

(27.9%)
657 

(100.0%)
11

(20.4%)
43

(79.6%)
〇 

(0.0%)
〇 

(0.0S)
54 

(100.0S)

小計（人） 423 
(49.8%)

121 
(28.6%)

130 
(30.7%)

188 
(22.1%)

29 
(3.4%)

2
(0.2%)

208 
(24.5%)

850
(100.0%)

128 
(58.4%)

91 
(41.6%)

〇
(0.0%)

〇 
(0.0%)

219
(100.0%)

12 千葉県

常勤（人） 210
(41.7%)

〇
(0.0%)

152
(72.4%)

191
(37.9%)

3 
(0.6%)

〇
(0.0%)

100 
(19.8%)

504
(100.0%)

104 
(38.1%)

163
(59.7%)

〇
(0.0%)

6
(2.2%)

273
(100.0%)

非常勤（人）
354

(16.7%)
〇

(0.0%)
168

(47.5%)
1,004 
(47.2%)

〇 
(0.0%)

〇
(0.0%)

767
(36.1、)

2,125
(100.0%)

〇 
(0.0%)

34 
(100.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

34
(100.0%)

小計（人） 564 
(21.5%)

〇 
(0.0%)

320 
(56.7%)

1,195 
(45.5%)

3 
(0.1%)

〇
(0.0%)

867
(33.0%)

2.629 
(100.0%)

104
(33.9%)

197 
(64.2%)

〇 
(0.0%)

6 
(2.0%)

307 
(100.0S)

13 東京都

常勤（人）
817

(57.2%)
155

(19.0%)
498 

⑹•〇%)
415

(29.1%)
36

(2.5%)
1

(0.1%)
159 

(11.1%)
1.428

(100.0%)
802 

(62.5%)
444

(34.6%)
1

(0.1%)
37

(2.9%)
1,284

(100.0%)

非常勤（人）
2,066
(44.6%)

690
(33.4%)

608
(29.4%)

1,425 

(30.8  ヾ
98

(2.1%)
1

(0.0 ヽ)
1,040 

(22.5*；)
4.630 

(100.0S)
69

(59.0S)
47

(40.2%)
〇 

(0.0S)
1

(0.9S)
117

(100.0S)

小計（人） 2.883 
(47.6%)

845 
(29.3%)

1,106 

(38.4 ゝ )
1.840 

(30.4%)
134 

(2.2%)
2 

(0.0%)
1,199 

(19.8%)
6,058 

(100.0S)
871 

(62.2%)
491 

(35.0%)
1 

(0.1%)
38 

(2.7%)
1.401 

(100.0%)

14 神奈川県

常勤（人）
184

(72.7%)
17

(9.2%)
130

(70.7%)
37

(14.6%)
1

(0.4%)
〇

(0.0S)
31

(12.3%) (100.0%)
120 

(60.6%)
78 

(39.4%)
〇 

(0.0%)
〇

(0.0%) (100A)%)

非常勤（人）
343 

(50.2%)
82

(23.9%)
113 

(32.9 ヽ )
175

(25.6%)
3

(0.4、)
1 

(0.1%)
161

(23.6%)
683

(100.0S)
27 

(42.2%)
37 

(57.8%)
〇 

(0.0%)
〇

(0.0%)
64 

(100.0%)

小計（人） 527 
(56.3%)

99
(18.8%)

243
(46.1%)

212 
(22.6%)

4
(0.4%)

1 
(0.1%)

192 
(20.5%)

936 
(100.0%)

147 
(56.1%)

115 
(43.9%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

262 
(100.0S)

15 新潟県

常勤（人）
131

(79.9%)
16

(12.2%)
87

(66.4%)
20

(12.2%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
13

(7.9%)
164 

(100.0%)
63

(71.6%)
25

(28.4%)
〇

(0.0S)
〇

(0.0%)
（蘇

非常勤（人）
53

(325%)
14

(26.4%)
37 

(69.8%)
25

(15.3%)
28

(17.2%)
〇

(0.0%)
57 

(35.0%)
163

(100.0S)
6

(30.0%)
14

(70.0%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)__
20

(100.0%)

小計（人） 184 
(56.3%)

30 
(16.3%)

124 
(67.4%)

45 
¢13.8%)

28 
(8.6%)

〇 
(0.0%)

70 

⑵.4、）
327 

(100.0%)
69 

¢63.9%)
39 

(36.1%)
〇

! (0.0%)
〇

(0.0%)
108 

(100.0S)

16 富山県

常勤（人）
50 

(74.6%)
8

(16.0%)
25 

(50.0%) (6.0%)
2

(3.0%)
〇

(0.0%)
门 

(16.4%)
I 67

(100.0%)
41

(75.9%)
13 

(24.1%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
54

(100.0%)

非常勤（人）
20 

(33.3%)
4 

(20.0%) (5.0S) (8.3%)
2

(3.3%)
〇 

(0.0%) (55.0%)
60

I (100.0%)
9 

(30.0S)
21

(70.0%)
〇

(0.0%)
〇

（0.0 ヽ ）
30

(100.0%)

小計（人） 70 
(55.1%)

12 
(17.1%)

26 
(37.1%)

9 
(7.1%)

4 
(3.1%)

〇 
(0.0%)

44
(34.6%)

127
(100.0%)

50 
(59.5%)

34 
(40.5%)

〇 
(0.0%)

; 〇 
I (0.0%)

84
(100.0%)

17 石川県

常勤（人） 42
仃3.7、し_

17 

(40.5、)
25

(59.5S)
6

(10.5%)
4

(7.0%)
〇

(0.0%)
5

（环）
57

(100.0%)
21 

(80.8%)
5

(19.2%)
〇 

(0.0%)
〇 

(0.0%)
26

(100.0%)

非常勤（人）
21

(55.3S)

7
(33.3%)

9
(42.9%)

6 
(15.8%)

4
(10.5%)

〇
(0.0%)

7 
(18.4%)

38 
(100.0%)

4
(57.1%)

3 
(42.9%) (0X)%)

〇
I (0.0%)

7
(100.0S)

小計（人） 63 
(66.3%)

24
(38.1%)

34 
(54.0%)

12
(12.6、) (8.4%)

〇 
(0.0%)

12
(12.6%) !(100.0%)

25 
(75.8%)

8
i (24.2%) :(0.0%)

〇 
(0.0%) '(100.0%)

-6〇・



同行援護事業所における従業者の資格要件等の状況（平成27年10月1日時点）
サービス提供責任者

常動•非常勤の
那道府烈名

従策者

别 ⑴同行損護從 
臬者養成研修 
一般繰程修了 
耆（相当する研 
修護《!修了者 
を含む・）

※①のうち同行 
提横従篥者養 
成研修一般煤 
程以孙のこれ 
に相当する研 
修課程修了考

②居宅介進税 
貝初任者研修 
也程修了拓第 
及び决覚諒窖 
右外出介/従 
集亦養成研修 
修了者であっ 

て、視覚阳害を 
※①のうち同行有する身体陳

害吞又は障害 
成研修（応用澤児の擢祉に閲 
程）修了者 する車黨（直接

処遇に限る.）

⑶障害者居宅 
介泉従策者差 
仪研修課48修 
了者第であっ 

て、視覚陣窖を 
有する身体陣 
書:fi又は障害 
児の福扯に関 
する車集（直接

に1年以上従审 
した觀拔を有す 

る者

処遇に限る。） 
に1年以上従班 
した経はを有す 

る者

④国立陣書者 
リハビリテー 

ションセンター 
字就視覚障窖 
字れ修了者博

⑤平成27年10 
月1日時点にお 
いて、実務経S 
が;年に満たな 

い経遏棚£8対 
徐おであって. 
研修宋受a!者

合計

①介aua峨士・ 
介議黛員墓建 
研修•居宅介用 
從集者養成研 
修莎居 

宅介awA初 
任考研修itifi 
修了者導で3年 
以上介護零の

・・②介显福枪士・ 
介煤!!貝萬建 
研修•尽宅介仪 
従集者養戒研 
修
宅介初 
任き研修課程 
修了者寻で3年 
以上介at③の

篥務に従事した 
者であって同行 
援泉従簾者養 
虑研修兀用琨 
翟怯了者

集務に従审した 
者であって平成 
30年3月31日ま 
での経ifltK 
者（瑚修未受須 

者）

⑶国文障害者 
リハビリテー 

ションセンター 
学紀视覓陣窖 
学科修了者审

④平成30年3月 
3（日までの経 

平成
23年9月30日に 
おいて現に地 
域生活支坦事 
集における移 
動支"集に3 
年以上従事し 

た看）

合时

静岡県

18 福井県

常勁（人） 59
(61.5%)

16
(27.1%)

36
(61.0%)

20
(20.8%)

5
(5.2%)

〇

(0.0%)
12

(12.5S)
96 

(100.0%)
39

(54.9%)
32 

(45.1%)
〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
71 

(100.0%)

非當勤（人）
65 

(33.5%)
6

(9.2%)
57 

(87.7%)
94

(48.5%)
18

__9.3%)
〇

J0.0%)
17

(8.8%)
194

(100.0%)
1

(33.3%)
1

(33.3%)
〇 

(0.0%)
1

(33.3%)
3 

(100.0%)

小計（人）
124 

(42.8%)
22 

(17.7%) (75.0 ヽ )

114 
(39.3%)

23 
(7.9%)

〇

(0.0%)
29 

(10.0%)
290 

(100.0%)
40

(54.1%) (44.6 ヽ)

〇

(0.0%)
1

(1.4%)
74 

(100.0%)

19 山梨県

常勤（人）
61

(66.3%)
28 

(45.9%)
23 

(37.7%)
12

(13.0%)
9

(9.8S)
〇 

(0.0%)
1〇

(10.9%)
92

(100.0%)
31

(57.4%)
22

(40.7%)

〇

(0.0%)
1

(1.9%)
54

(100.0%)

非常動（人）
124

(69.7%)
64

(51.6%)
12 

(9.7%)
6

(3.4、)
13

(7.3%)
〇 

(0.0%)
35

(19.7%)
178

(100.0S)
2

(33.3%)
4

(66.7%)
〇

(0.0S)
〇 

(0.0%)
6 

(100.0%)

小計（人）
185 

(68.5®
92 

(49.7%)
35 

(18.9%)
18 

(6.7%)
22 

(8.1%)
〇 

(0.0%)
45 

(16.7%)
270

(100.0%) (55.0%)
26 

(43.3%)
〇 

(0.0%)
1

(1.7%)
60 

(100.0%)

20 長野県

常勤（人）
(60 J %)

12 
(13.5%)

41
(46.1%)

46
(31.1%)

2 
(1.4%)

〇

(0.0%)
11

(7.4%)
148

(100.0%)
48

(63.2%)
26

(34.2%)
〇 

(0.0%)
2 

(2.6%)
76 

(100.0%)

非常勤（人）
56 

.(33,5%)
7 

(12.5%)
24 

(42.9 ヽ)

75 
(44.9%)

11
(6.6%)

1
(0.6%)

24
(14.4S)

167
(100.0%)

9 
(31.OS)

17 
(58.6%)

〇

(0.0%)
3 

(10.3%)
29 

(100.0S)

小計（人）
145

(46.0%)
19 

(13.1%)
65

(44.8%)
121

(38.4%)
13

(4.1%)
1

(0.3%)
35 

(11.1%)
315

(100.0%)
57

(54.3%)
43 

(41.0%)

〇

(0.0%) 晶 105 
(100.0%)

21 銭阜吳

常勤（人）
104

(70.3%) (6.7%)
69

(66.3%)
33

(22.3%)
11

(7.4%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
148

(100.0、)

83
(78.3%)

21
(19.8%)

〇 

(0.0%)
2

(1.9%)
106 

(100.0%)

非常勤（人）
106

(44.24)
15 

(14.2%)
62

(58.5S)
88 

(36.7%)
5

(2.1%)
〇 

(0.0S)
41

(17•パ)

240
(100.0%)

18
(78.3S)

4
(17.4%)

〇 

(0.0S)
1 

(4.3%)
23 

(100.0 ヽ )

小計（人） 210
(54.1%)

22 
(10.5%)

131 
(62.4%)

121
(31.2%)

16 
(4.1%) (0.0%)

41
(10.6%)

388
(100.0%)

101 
(78.3 ゝ)

25
(19.4S)

〇 

(0.0%)
3 

(2.3%) (100.0%)

22

常勤（人） 101
(69.2%)

9
(8.9%)

42
(41.6%)

29
(19.9%)

〇 

(0.0%) (0.0%)
16

(11.0%)
146

(100.0%)
53

(70.7%)
22

(29.3%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
75

(100.0%)

非常勤（人） 108
(48.2%)

13
(12.0%)

3 
(2.8%)

37
(16.5%)

Q 

(O.OS)
〇

(0.0%)
79

(35.3%)
224

(100.0S)
7

(50.0%)
7

(50.0S)
〇 

(0.0S)
〇

(0.0%)
14 

(100.0%)

小計（人） 209 
(56.5ゝ)

22 
(10.5%)

45
(21.5%)

66 
(17.8%)

〇 
(0.0%) (0.0%)

95 
(25.7 ゝ)

370 
(100.0%)

60 
(67.4%)

29 
(32.6%)

〇 

(0.0%)
〇 

(0.0%) (100.0%)

常勤（人）
163.2%).

23 愛知県 非常勤（人）
一279

(40.1%)

⑶.0、）

24 三車県

25 滋賀県

26 京都府

27 大阪府

28 兵庫県

29 奈良県

30 和歌山県

31 鳥取県

32 島根県

33 岡山県

34 広島県

小計（人）

常勤（人）

非常勤（人）

小計（人）

常勤（人）

非常勤（人）

小計（人）

常動（人）

非常勤（人）

小計（人）

常勤（人）

非常勤（人）

小計（人）

常勤（人）

非常勤（人）

小計（人）

常勤（人）

非常勤（人）

小計（人）

常勤（人）

非常勤（人）

小計（人）

常勤（人）

非常勤（人）

小計（人）

常勤（人）

非常勤（人）

小計（人）

常勤（人）

非常勒（人）

小計（人）

常勤（人）

非常勤（人）

小計（人）

463 
(47.0%)

140_

(50.2%)

111
(60.3%)

212
_(70.9%)_

291 
(40.2%)

503 
(49.2%)

129 
(3.8 险

140 
(61.7%)

269 
(70.6%)

115
(67.3%)
350 

(75.8%)

465 
(7 3.5%)

771
(70.7%)

1,558 
(52.6%)

2,329 
(57.4%)

292 
(76.0%)

521 
(61.2%)

813
(65.8%)

121 
(47.3%)

123 
(2Q.4®

244 
(28.4%)

197 
(42.5%)

62
129.2%).

72
(25.8%)

183 
(39.5%)

44 
(15.1%)

109
(15.7%)

23

IL9%L

100
(34.4%)

162 
(32.2%)

24
(18.6S).
44 

⑶.47
68 

(25.3%)

26
J22.6%)

94
(44.3%)
25 

(8.6%) 

119 
(23.7%)

61
(47.3%)

3 
(2J%1 

64 
(23.8%)

~795

(51.0%\

92 
(26.3、)

118 
(25.4%)

201
126.1%)

440
(57.1%)
327

②•血)

19

一妙
(17.6%)

996 
(42.8%)

74
125.30

198 
(38.0%)

272
(33.5%)

63
(54.8%)

767
(32.9%)

153 
(15.5%)

56 
(18.7%)
215

(29,7%)

据、）
17 

(11.0%)

65
(28.6%)

82 
(21.5%)

57 
(12.3%)

79 
(12.5%)

77 —

(11.1%)

100 
(10.1%) 

1 
(0.3%)

19
(2.6%)

20 
(2.0%) 

3 
(1.9%)

5 
(2.2%)

8 
(2•型

10

185
117.〇%)
698 —

(23.6%)

883 
(21.8%)

49

〇
(0.0%)

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%)

〇 
(0.0%)

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%)

40
(13.7%)

230 
(33.1%)

270
(27.4、) 

30
(10.0%)

198 
(27.4%)

228 
(22.3%)

291
1100.〇%)

695
_(100.0S)

986 
(100.0%)

299 
cipo.os).

134
(55.8%1
~15

(34.1%)

149 
(52.5%)

96 
(40.0%)

26
(59.1%),

〇 
（aos）_

(7.1%)
43

(6.8S)

39 
116%)

101 
(3.4%)

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%) 

〇 
10.0%)

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%)

〇

5
©俎

17
(7昱)_

22
(5.8%)

24
04.0%).

22
(4.8%)

46 
(7.3%)

96
^8.8%),

140 
(3.5%)

123
142.1 %) (12.肌) (1.3、)

5

105

(20.2%)
228 

(28.0%)

723 
([00.0%) 

1.022 
(100.0%)

154
1100.〇%).

227 _ 

(100.0%)
381 

(100.0%)
171

1100.0S)

462 
(100.0%)

633 
(100.0%)

122
(67.0%)

(1(15%)

126 
(57.3%)
74

」65.5脸_

12 
(75.0%)
86 

您・7宣

122 
(43.0%)

58
(31.9%)

33 
(86.8%)

91 
(41.4%)

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%)

〇 
(0.0%)

10
(4.2%)

3 
(6.8%)

13 
(4.6%)

240
(100.0%).

44 
(100.0%) 
284 

(100・〇%)

2 
(1.1%)

182 
(100.0%)

〇
(0.0%) 

〇
(0.0%) 

〇
(0.0%)

1
(2.6%) (100.0%) 

220
(100.0%)

3 
(1.4%) 

〇 
(0.0%)

113
Q00・〇%).

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%)

(0.0%)

(0.0%) 

〇 
(0.0%) 

〇
(o.os)

(0.0%) 

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%)

4
(25.0%) 
43

(33.3%)

〇 
(Q0%) 

〇 
(0.0%)

16
(100.0S) 

129
(100.0%)

64 
ェ 65.3、)

3 
(37.5%) 

67 
(63.2%) 

550 
ノ 57.3 り

31

(37.5%)

(100.0%)

8 
(100.0%)

2
(25.0%)

34 
(32.1%)

5 
(47、) 

53 
(5.5%)

106 
(100.0%)

357
137.2%).

1,091
(100.0%).

960
.(100.0%)

2.963 
(100型)一

105 
(32.9%)

462 
(36.1%)

166 - 

.(52,0%)
606 

(20.5%)

702 
(17.3%)

319 
(100.0%) 
1.279 

(100.0%)

48 
(15.0%)

101 
(7.9%)

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%)

4,054 
(100・〇%)

716 
範〇%L

78
130.5%)

38
19.9%!

173
(67.6%)

384
1100.〇%).

5 256
(2.0%) (100.〇%)_

*" 50
(100.0  ヽ)

33
(3.9S)

38 
(3.1%)

116 
(13.6 ヽ)

165 
(13.4%)

8582
(67.8%) (32.2  ヽ) (33.2 ヾ

102 
(82戲)

184 
(75.4%)

23

39

135
(64.0S) (17.0%)

21 
(17」％)

60 
(24.6%)

232
(38.5%)

317
(36.9%)

13. W

181 
(21.3%)

219 
(17.7%)

一 851 

(100.0%)

42

1,235 
(100.0%)

256

42

10 
伽ー

(2.1知

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%) (16.4%) (100.0 ヽ)

(0.0%)

84 
(31.1%)

219
(45.5%)

43 
(51.2%)

66 
(30.1%)

548
(78.7%) (10.4%)

29 
(42.0%)

77 
(59.2%)

87 
(65.4 昼

(42,2%)

185 
(50.7%)

66
(48.9%) (19.9%) (1.4%)

3

30 
(60.0%)

6
(7.1%)

72 
(32.9%)

5 
(17.2?Q 

10 
(13.0%)

5 
(5.7%)

2

(俩
7 

(3.8%)

35 
(72.9%)

79 
(29.3%)

121
(25.2%)

〇
(0.6%)ゝ 

〇
10.0%)

〇

237 
(39.4%)

279 
(32.5%)

602 
(100.0%)

858 
(100.0%)

203 
(66.3 业

79
(53.7 宣

13
(50.0%).

92 
(53.2%)

13 
(26.0%!

91 
(29.7%) |

68
J46J3*.)—

13
(50.0%)

81
(46.8%)

6
(20.7%)

41
(53.2%)

38
143.7%).

〇 
JOO%)- 

(2爲

9 
(14.8%)

28
(21.1%)

62
(26.7%}

90 
(24.7%)

37
(53.6%)

15
(40.5%)

22
(59.5%)

16
(23.2%)

31
(24.6%)

25
(80.6%)

6
(19.4%)

17
(13.5%)

68 
(34.9%)

40
(58.8%)

28
(41.2%)

33
(16.9%)

122
(56.5%)

17
(13.9%)

75
(61.5%)

61 
(28.2 ヽ!_

158 
(28.9 ヽ)

50 
⑶.6%)

32
(20.3%)

244
(44.6%)

280
(36.7%)

67
(23.9%)

107
(38.2%)

305 
(40.0 ヽ )

2

5
(1.0%)

30
(43.5%)
39 ：

(30.0%)し

〇 
(0.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

4
(6.6%)

61
(100.0S)

〇 〇 10 69
(0.0%) (0.0S) 仃 4.5、） (100.0%)

〇 〇 14 130
(0.0S) (0.0S) (10.8S) (100.0%)

31
(14.7%)

211
(100.0%)

84
(58.3%)

54
(37.5%)

105 
(38.9  ヽ)

270 
(100.0S)

3
(6.7%)

41
(91.1®

136 
(28.3%)

481 
(100.0%)

87 
(46.0S)

95 
(50.3%)

22 
(62.9%)

〇

._.（〇〇・1

10
(28.6%)

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%).

〇 
(0.0\) 

〇 
(0.0%) 

〇 
_(0.0%)_

〇 
jo.0%1 

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%)

7 
(140%)

12 
(3.9%) 

〇 
(0.0%)

〇 
(owy 

〇 
(0.0%)

6 
(4.2%)

1
(2.2 刼

7 
(3.7®

306 
(100.0%)

147
1100.0%)_

26
11000%)

173 
(100,0%)

〇
(0.0 ゝ

〇

〇 
（0.0ヽ）

〇

(1.4%)

4
(3.2%)

5 
(2.6%)
4

JCL9%).

10 
(1.8%)

14
(1.8%)

〇 
(0.0S) 

〇 
(0.0%) 

〇 
10.0%)

1 
(0.2S)

1
(0.1%)

18
3,5%)

72
11.0%)

90
(24.7、)

15

74
(58.7%)

89 
(45.6%)

22 
(56.4%)

3
仃5』%)

13
(33.3%)

〇
(0.0%) 

〇
(0.0%)

3

血%）一

(25.0%)

4
(10.3%)

144 
(100.0%) _ 

45
(100・〇'.)

189 
(100.0%)

35 
(100・〇%)

4 
(100,〇^

(100.0%)

(100.0%)
51

(60.0%)
26

(30.6%)
〇

(0.0%)
8

(9.4 ゝ)

85
(100.0%)

232 1 3 〇 7 11
(100.0%) (9.IS) (27.3%) (0.0S) (63.6 ヽ) (100.0%)
365 52 29 〇 15 96

(100.0%) (54.2%) (30.2、) (0.0%) (15.6%) (100.0%)
69

126 
(1000%)

195 
(100.0%)

31
(48.4%)

1
(10.0%)

33 
(51.6%)

32 
(43.2%)

9 
(90.0%)

42
(56.8%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0S) 

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0S) 

〇
(0.0%)

64 
(100.0%)

10
(100.0S)

74
(100.0%)

29 
(13.4 ゝ)

216
(100.0S)

83 
(52.5  ゝ)

73 〇 
(0.0%)

2 
(1.3%)

158 
(100.0S)

134 547 10 12 〇 〇 22
(24.5%) (100.0S) (45.5S) (0.0%) (0.0%) (100.0S)
163 763 93 180

⑵.4ヽ） (100.0%) (51.7  ヽ) (47.2%) (0.0%) (1.1%) (100.0S)
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同行援護事業所における従業者の資格要件等の状況（平成27年10月1日時点）
サービス提供責任者

⑤平成27年10

都道府眾名
合計

を含むQ

※①のうち同行 
援/従集者養 
成研修（応用* 
程）修了者

に1年以上従廓 
した経越を有す鬼遇に限るn） 

に1年以上従璃 
した経处を有す

④ff!立障書霜 
リハビリテー 

ションセンター 
学院按覚障害 
学科修了者尊

従黨者

常動・非常勤の

別 ①同行!181從 
集者養成研修 
一般課程修了 
者（相当する研 
修課轻修了者

※①のうち同行 
援後従篥者養 
成研修一般澤 
程以外・のこれ 
に相当する研 
修揀稅修了者

②居宅介護H 
員初任考研修 
課程修了者第 
及び校覚障害 
者外出介爆從 
臬者養成研修 
修了者であっ 

て.視覚障害を 
有する易休障 
害者又は障害 
児の福祉に関 
する璃集（盧接

③障害者居宅 
介覆從集者墓 
建研藉课程修 
了者零であっ 

て、腰覚障害を 
有するあ体障 
害者又は障害 
児の禍祉に閲 
する申篥（直棲 
您刃に限る。）

月1日時点にお 
いて、実務軽/ 
旳年に詹たな 

い統mum対 
箴きであって、 
琲修未受细者

①介議權扯士， 
介浪様貝基堤 
研修•居宅介護 
従集耆養成研 

修1@碟程・居 
宅介初 
任者研修氏程 

修了者縛で3年 
以上介嶺箒の 
篥務に從申した 
者であって同行 
援履従粟者養 
成研修无用課 
程怯了者

②介・福扯士・ 

研修•屠宅介出 
從篥者養成研 

修1級澤他居 
宅介初 
任き研修課程 

修了右零で3年 
以上介a［等の
敖務に诜期した 
者であって平成 
30年3月3!日ま 
での経逼措氏 
者（研修未受が

Q）国立障害者 
リハビリテー 

ションセンター 
学院視覚障害 

学14修了者审

④平成30年3月 
31日までの経 
遇推直も（平成
23年9月30日に 
おいて現に地 
域生活支援事
集における移 
動支援事案に3
年以上従琳し

35 山口県

常勤（人） 47
(69.1%)

8
(17.0%)

28
(59.6%)

14 
(20.6%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

7
(10.3%)

68
(100.0%)

90
(67.2%)

42
(31.3%)

〇
(0.0%)

2 
(1.5%)

134
(100.0%)

非常勤（人） 172
(29.3%)

97
(56.4%)

25 
(14.5%)

167
(28.4%)

〇
£0.0%)

〇
_(0.0%)

248
(42.2%)

587
(100.0%)

5 
(45.5%)

3
(27.3%)

〇
(0.0%)

3 
(27.3%)

11 

(100■〇%)
小計（人） 219 

(33.4%)
105 

(47.9%)
53 

(24.2%)
181 

(27.6%)
〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
255

(38.9%)
655 

(100.0%)
95 

(65.5%)
45

(31.0%)
〇

(0.0%)
5 

(3.4%)
145 

(100.0%)

36 徳島県

常勤（人） 127
(87.6%)

24
(18.9S)

67
(52.8%)

16
(11.0%)

2
(1.4%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

145
(100.0%)

66
(74.2%)

20
(22.5%)

〇 
(0.0%)

3
(3.4%) (100.0%)

非常勤（人） 180
(74.1%)

24
(13.3%)

22
(12.2%)

53
(21.8%)

1
(0.4%)

〇
(0.0%)

9
(3.7%)

243
(100.0%)

12
(48.0%)

10
(40.0%)

〇 
(0.0%)

3
(12.0%L_

25
(100.0%)

小計（人） 307 
(79.1%)

48
(15.6%)

89 
(29.0%)

69 
(17.8%)

3
(0.8%) (0.0%)

9 
(2.3%)

388
(100.0%)

78 
(68.4%)

30 
(26.3%)

〇 
(0.0%)

6 
(5.3%)

114 
(100.0%)

37 香川県

常勤（人） 105
(57.4%)

1
(1.0%)

63
(60.0%)

72 
(39.3%)

〇
(0.0%)

〇 
(0.0%)

6
(3.3%) (100.0%)

51 
(67.1%)

25
(32.9%)

〇 
(0.0%)

〇
(0.0%)

76
(100.0%)

非常勤（人） 41
(27.2%)

〇 
(0.0%)

11
(26.8S)

71

(47.0%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
39

(25.8%)
151

(100.0%)
3

(75.0S)
1

(25.0 气)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
4

(100.0%)

小計（人） 146
(43.7%)

1
(0.7%)

74 
(50.7り

143 
(42.8%)

〇 
(0.0%)

〇 
(0.0%)

45
(13.5%)

334
(100.0%)

54
(67.5%)

26 
(32.5%) (0.0%)

〇
(0.0%)

80 
(100.0%)

38 愛媛県

常勤（人） 261
(77.9%)

19
(7.3%)

151
(57.9%)

61 
(18.2%)

8
(2.4%)

〇
(0.0%)

5
(1.5%)

335 
(100.0%)

139
(76.8%)

29
(16.0%)

〇
(0.0%)

13
(7.2%)

181
(100.0%)

非常勤（人） 291
(49.4%)

41
(14.1%)

26

.(&9り-
269 

(45.7 り
7

(1-2%)
〇

(0.0%)
22

(3.7%)
589

(100.0%)
15

(50.0$)
13

(43.3%)
〇 

(0.0%)
2 

(6.7%)
30 

(100.0%)

小計（人） 552 
(59.7%)

60 
(10.9%)

177 
(32.1%)

330
(35.7%)

15
(1.6%)

〇 
(0.0%)

27 
(2.9%)

924
(100.0%)

154 
(73.0%) (19.9%)

〇 
(0.0%)

15
(7.1%)

211
(100.0%)

39 高知県

常勤（人） 25
(50.0%)

3
(12.0%)

13 
(52.0%)

11
(22.0%)

7
(14.0%)

〇
(0.0%)

7
(14.0%)

50 
(100.0%)

19 
(63.3%)

10
(33.3%)

〇
(0.0%)

(3；%) 30
(100.0%)

非常勤（人） 6
(8.5%)

2 
(33.3%)

(16,%) 6
(8.5%)

5
(7.0%)

〇
(0.0%)

54
(76.1%)

71
(100.0%)

〇
(0.0%)

3 
(100.0%)

〇
(0.0%) (0.0%)

3 
(100.0%)

小計（人） 31 
(25.6%)

5 
(16.1%)

14 
(45.2%)

17 
(14.0%)

12 
(9.9%)

〇 
(0.0%)

61 
(50.4%)

121 
(100.0%)

19 
(57.6%)

13 
(39.4%)

〇 
(0.0%)

1
(3.0%)

（1〇〇3〇%）

40 福岡県

常勤（人） 185 
(72.3%)

76
(41.1%)

94
(50.8%)

46
(18.0S)

21
(8.2%) 一

〇
(0.0%)

4
(1.6%)

256
(100.0S)

120
(77.4%)

35 
(22.6%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

155 
(100.0%)

非常勤（人） 257 
(63.1,)

143
(55.6%) (12.8%)

102
(25.1%)

7 
(1.7%)

〇 
(0.0%)

41
(10.1%)

407 
(100.0%)

20
(28.6%)

50 
(71.4%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

70 
(100.0%)

小計（人） 442 
(66.7%)

219 
(49.5%)

127 
(28.7%)

148
(22.3%)

28 
(4.2%)

〇 
(0.0%)

45
(6.8%)

663 
(100.0%)

140
(62.2%)

85 
(37.8%)

〇 
(0.0%)

〇 
(0.0%)

225 
(100.0%)

41 佐賀県

常勤（人） 54
(68.4%)

15
(27.8%)

35
(64.8%)

14
(17.7%)

〇
(0.0%)

〇 
(0.0%)

11
(13.9%)

79 
(100.0%)

35
(74.5%)

12
(25.5%)

〇 
(0.0%)

〇
(0.0%)

47
(100.0%)

非常勤（人） 50
(47.6%)

30 
(60.0%)

13
(26.0%)

33 
⑶.4%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

22 
⑵.0%)

105 
(100.0%)

3 
(100.0%)

〇
(0.0%)

〇 
(0.0%)

〇
(0.0%)

3 
(100.0%)

小計（人） 104 
(56.5%)

45
(43.3%)

48 
(46.2%)

47
(25.5%)

〇 
(0.0%)

n

(0.0%)
33 

(17.9%)
184

(100.0%) (76.0%)
12

(24.0%)
〇 

(0.0%)
〇 

(0.0%)
50 

(100.0%)

42 長崎県

常勤（人） 125
(51.7%)

57
(45.6%)

78
(62.4%)

68 
(28.17

16
(6.6%)

〇
(0.0%) (13.6%)

242
(100.0%)

68
(37.8%)

92
(51.1%)

〇
(0.0%)

20
(11.1%)

180 
(100.0%)

非常勤（人） 136
(30.2%)

93 
(68.4%)

42 
(30.9%)

159
(35.3%)

25
(5.6%)

〇
(0.0%)

130 
(28.9 气)

450
(100.0%)

3 
(11.5%)

14
(53.8%)

〇
(0.0%)

9
(34.6%)

26 
(100.0%)

小計（人） 261
(37.7%)

150 
(57.5%)

120 
(46.0%)

227
(32.8%)

41
(5.9%)

〇
(0.0%)

163
(23.6%)

692 
(100.0%)

71
(34.5%)

106 
(51.5%)

〇 
(0.0%)

29 
(14.1%)

206 
(100.0%)

43 熊本県

常勤（人） 141
(65.0%)

18
(12.8%)

88 
(62.4%)

49
(22.6%)

6
(2.8%)

〇
(0.0%)

21
(9.7%)

217
(100.0%)

87
(61.3%)

45
(31.7%)

〇
(0.0%)

10
(7.0%)

142
(100.0%)

非常勤（人） 134
(36.2%)

56
(41.8%)

24
(17.9%)

43 
⑴.6勺

42 
ぶ14ヽ）

〇
(0.0%)

151
(40.8%)

370 
(100.0%)

8
(47.1%)

8 
(47.1%)

〇
(0.0%)

1
(5.9%)

17
仃 00.0%)

小計（人） 275 
(46.8%)

74
(26.9%)

112 
(40.7%)

92 
(15.7%)

48 
(8.2%)

〇
(0.0%)

172 
(29.3%)

587 
(100.0%)

95 
(59.7%)

53 
(33.3%)

〇
(0.0%)

11 
(6.9%)

159 
(100.0%)

44 大分県

常勤（人） 77
(60.6%)

36 
(46.8%)

41

(53.2ヽ)
30

(23.64)
15 

(11.8%)
〇

(0.0%)
5 

(3.9%)
127 

(100.0%)
45 

(52.9%)
39 

(45.9  ヽ)
〇

(0.0%)
1

(1.2%)
85

(100.0%)

非常勤（人） 79
(23.2、)

58 

仃3.4ヽ）
21 

(26.6%)
118

(34.6S)
101

(29.6%)
〇 

(0.0%)
43

_112.6%)
341

(100.0%)

3 1 8 

(27.3%) (72.7%)
〇 

(0.0%)
〇 

(0.0N)
11

(100.0%)

小計（人） 156 
(33.3%)

94 
(60.3%)

62 
(39.7%)

148 
⑶.6%)

116 
(24.8%)

〇
(0.0%)

48
(10.3%)

48&
(100.0%)

48
(50.0%)

晶 〇
(0.0%)

1
(1.0%)

96 
(100.0%)

常勤（人）
(56.8%).

45 宮崎県 非常勤（人）

小計（人）

常勤（人）

46 鹿児島県 非常勤（人）

小計（人）

常勤（人）

47 沖縄県 非常勤（人）

小計（入）

常勤（人）

都道府県合計 非常勤（人）

小計（人）

134_ 

(46.2%)
197

(49.1业
87 

(71.3%)

137 
(47.1ゝ)
224 

(54.2%)

133
(58.8%)

86
(28.1%)

219 
(41.2%)

(23.8%)

47 
(35 J%)

62 
(31.5%)

22 
(25.3%)

42
(30.7%)

64 
(28.6%)
33 

(24.8%)

32
(37.2%)

65
(29.7%)

1,597

⑸・川）

31

(34.0%)

50 
(57.5%)
44

(42・〇%)
73

(54.9%)

11
ロ 2.8 證

84 
(38.4り
3.705

12
00.8*0

46
(15.9%)

58 
(14.5%)

12

妙ヽ］
60 

(20.6%)

72 
(17.4%)

53
123.5%),

126 — 

(41.2%)

6,682
(63.3 ヽ ) (23.9、) (55.4%)
"9,869"

141.0%!

16,551 
(47.8,)

3,830
138,8%)
"5,427"

(32.8%)

"2,197

(22.3%)

5,902 
(35.7%)

7 
(6.3%)

38 
(13.1%)

45
(11.2%)

2 
(1.6%)

19 
(6.5%)

21 
(5」％)
21

19.3%).

〇
(0.0%)

〇 
(0.0%) 

〇 
(Og

〇 
(0.0%)

29
(26.1迎

72
(24.8%)

101 
(25.2%)

179
(33.6%) 

2,340
(22.2%)

7,147
(29.7 ゝ )
9,487 
(27.4%)

25 
(8,2%)

46
(8.6%)

374 
(3.5%)

〇 
(〇,〇%し 

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0%)

〇 
(0.0%) 

〇 
(0.0S)

_ 925

.(3.8%)________(0.0%)

1,299
(3.7S)

21 
(17.2%)

! 小
ゝ)丨(100.0%) 

| 290

(100.0%) 

401
(100.0%)

75
(25.8%)

96 
(23.2%)

11

13
(0.0%)

2

6,134
(25.5¢

7,299 
(21.1%)

19
(8.4%)

69 
(215%)

88 
(16.5%)

122 
(100.0%)
_ 291

(1PQQ51
413

(100.0%)

226
(100.0%)

306
(100.0%)

(100.0%)

10,563

qq

C7O.9%).

4
(16.7%)

43
(54.型
53 

158.2%!

3
(15.0%]

56 
(50.5%)

4
(50.0S) 

87
(59.6%)

14 
(25.5%)

17 
(70.8%) 

31 
(39.2%)

36 
(39.6%)

17 
(85.0%)

53 
(47.7%)

51

2 55

〇
(0.0S) 

〇
(0.0%)

3 
(12.5%)

5 
(洛) 

〇 
(0.0%

24 
(100.0%!

2 
(2.2S

〇
(0.0%)

79 
(100.0%)

91 
(100.0%).

〇
(0.0%) 

〇 

(Og

4
12.9%!

20
(100.0S)

H1 
(100・〇\)

2 
(1.8%) 

〇 
(0.0%)

138
(100.0%)

4

(50曲
55 

(37.7%)

〇
(0.0%)

4
(2.7 人)

8
(100.0%)

146
(100.0%)

7,524
13.2%) (100.0ヽ)—

〇
(0.0%) 

〇

1,165
(11.0%)______ 100.0S)!—(59.7  ヽ) (37.1、) (0.0S)

4,493 2,789 239

24,086
(100.0%)

34,649 
(100.0%)

558 '

J35.3%)_
5,051

(55.5 き)

905
(57.3%)
3,694"

(40.6%)

(00%)

3 
(0.0%)

117_

□理 
356 

(3.9%)

1.580
1100.0S)_

9,104 
(100.0%) J
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同行援護事業所における従業者の資格要件等の状況（平成27年10月1日時点）
サービス提供責任者従篥者

都進府県名
常勤•非常勤の

别 ①同行援嵐從 
臬者養成琳修 
一般课風修了 
耆（相当する研 
修課輕修了き 
を含む.）

※①のうち同行 
摄議従篥者養 
成研修一般" 
程以外のこれ 
に相当する研 
焙課程修了者

※①のうも同行 
援覆従菓者養 
成研修（あ用繰 
我）修了看

②居宅介浪戦 
は初任者研修 
碟程修了者第 
あび視覚障害 
春外出介護從 
臬看葵成研修 
修了者であっ 

て、視覚陣害を 
有する身体障 
害者又は“害 
児の福祉に関 
する＜«（«接 
処遇に限る.） 

に1年以上從率 
した経曲を有す 

る看

Q）障害者居宅 
介履従篥番墓 
仪研修課稅修 

了者5?であっ 
て・視覚障害を 
有する易体陣 
害者又は障害 
児の褚社に閲 
する事弟（盧接 
処遇に限る。）

に1年以上従审 
した経越を有す 

る若

⑷的立障害者 
リハビリテー 

ションセンター 
学院决覚障害 
字科修了者聊

⑤平成27年・〇 
月1日時点にお 
いて、実務紐は 
が?年に港たな 
い軽遏KHR対 
象者であって、 
研修未受繼者

合計

①介護權扯士・ 

介 MAMMI 
研修•居宅介at 
従集者養成研 
修11MW8 ・馬 
宅介9MA初 
任考研修課穆 
修了者導で3年 
以上介護彎の 
篥務に従事した 
者であって同行 
摄眾從集考養 
成研修谿用煤 
税修了者

.,②介士・ 
介護・AM» 
研修•居宅介喪 
従集者養成研 

修1阳程•居 
宅介議・!員初 
任者研修課程 

修了者苓で3年 
以上介銀条の
篥務に従寧した 
きであって平成 
30年3月3［日ま 
での経iMWR 
近（研修未受绒 

者）

③国宜障喜耆 
リハビリテー 

ションセンター 
学読視覚障害 

学＜4修了耆す

④平成30年3月 
31日までの経 
ama«（平成
23年9片30日に 
おいて現に地 
域生活支援班 
集における移

動支援車集に3 
年以上従車し

た者）

合計

48 札幌市

常勤（人）
344

(62.4%)
107

(31.1%)
218 

(63.4ゝ)

135
(24.5%)

46
(8.3%)

〇
(0.0%)

26
(4.7%)

551 
(100.0%)

242
(65.6%)

96
(26.0%)

〇 
(0.0%)

31
(8.4%)

369
(100.0%)

非常勤（人）
302

(27.2%)
147

(48.7%)
42

(13.9%)
547

(49.3%)
169

(15.2%)
〇

(0.0%)
91

(8.2%)
1,109

(100.0%)
29

(37.2%) (487%)
〇 

(0.0%)
11

(14.1%)
78

(100.0%)

小計（人）
646

(38.9%)
254

(39.3%)
260 

(40.2%)
682 

(41.1%)
215 

(13.0%)
〇

(0.0%)
117 

(7.0%)
1,660 

(100.0%)
271

(60.6%)
134 

(30.0%)
〇

(0.0%)
42

(9.4%)
447

(100.0%)

49 仙台市

常勤（人）
103

(45.2%)
39 

(37.9%)
55

(53.4%)
84

(36.8%)
8

(3.5%)
〇

(0.0%)
33

(14.5%)
228

(100.0%)
56

(36.1%)
96

(61.9%)
〇

(0.0%)
3 

(1.9%)
155

(100.0%)

非常勤（人）
111

(21.9%)
79 

(71.2%)
11

(9.9%)
282

(55.7%)
20

(4.0%)
〇

(0.0%) (1&4%)
506

(100.0%)
5

(9.6%)
40

(76.9%)
〇 

(0.0%)
7

(13.5%)
52

(100.0%)

小計（人）
214

(29.2%)
118

(55.1%)
66 

(30.8%)
366

(49.9%)
28 

(3.8%)
〇

(0.0%)
126 

(17.2%)
734 

(100.0%)
61 

(29.5%)
136

(65.7%)
〇 

(0.0%)
10 

(4.8%)
207 

(100.0%)

50 さいたま市

常勤（人）
84

(67.2%)
32 

(38.1%)
43

⑸.2%)
7 

(5.6%)
7

(5.6%)
〇

(0.0%)
27

(21.6%)
125 

(100.0N)
44

(44.9%)
46

(46.9%)
〇

(0.0%)
8

(8.2%)
98

(100.0%)

非常勤（人）
73 

(30.3%)
35

(47.9%)
15

(20.5%)
27

(11.2%)
1

(0.4%)
〇

(0.0%)
140

(58.1%)
241

(100.0%)
8 

(14.8%)
34

(63.0%)
〇 

(0.0%)
12 

(22.2%)
54

(100.0%)

小計（人）
157 

(42.9%)
67

(42.7S)
58

(36.9%)
34

(9.3%)
8 

(2.2%)
〇 

(0.0%)
167

(45.6%)
366

(100.0S) (34.2S)
80

(52.6%)
〇 

(0.0S)
20 

(13.2%)
152

(100.0%)

51 千葉市

常勤（人）
96

(57.5%)
13

(13.5%)
59 

⑹.5%)
36 

(21.6%)
4

(2.4%)
〇

(0.0%)
31

(18.6%)
167

(100.0%)
56

(47.1%)
58

(48.7%)
〇

(0.0%)
5

(4.2%)
119

(100.0%)

非常勤（人）
130

(34.1%)
13

(10.0%)
21

(16.2%)
63

(16.5%)
10

(2.6%)
〇

(0.0%)
178

(46.7%)
381

(100.0%)
3 

(33.3%)
6 

(66.79
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
9 

(100.0%)

小計（人） 226
(41.2%)

26 
(11.5%)

80 
(35.4%)

99 
(18.1ヽ)

14
(2.6%)

〇 
(0.0%)

209
(38.1%)

548
(100.0S)

59 
(46.1%)

64
(50.0%)

〇 
(0.0%)

5 フ

(3.9%)
128

(100.0%)

52 横浜市

常勤（人）
205 

(62.5%) (19.0%)
121

(59.0%)
68

(20.7%)
2

(0.6%)
〇

(0.0%)
53

(16.2%)
328

(100.0%)
115

(52.8%)
90

(41.3%)
〇

(0.0%)
13

(6.0%)
218

(100.0%)

非常勤（人）
461

(39.2%)
149

(32.3%) (18.0%)
433

(36.8%)
20

(1.7%)
〇

(0.0%)
263

(22.3%)
1,177

(100.0%)
16

(18.6%)
35

(40.7%)
〇

(0.0%)
35 

(40.7%)
86

(100.0%)

小計（人）
666 

(44.3 ヽ)

188
(28.2%)

204
(30.6%)

501
(33.3%)

22 
(1.5%)

〇 
(0.0%)

316 
(21.0%)

1,505 
(100.0%)

131
(43.1%)

125
(41.1%)

〇 
(0.0S)

48 
(15.8%)

304 
(100.0%)

53 川崎市

常勤（人）
77

(64.7%)
13

(16.9%)
57

(74.0%)
15

(12.6%)
5

(4.2%)
〇

(0.0%)
22

(18.5%)
119

(100.0%)
67

(65.7%)
34

(33.3%)
〇

(0.0%) (1.0%)
102

(100.0%)

非常勤（人）
163

(29.9%) (60 J %)
30

¢18.4%)
140

(25.7%)
25

…(4.6%)
〇

(0.0%)
217

(39.8%)
545

(100.0%)
2

(14.3%)
12

(85.7%)
〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
14

(100.0%)

小計（人）
240

(36.1%)
111

(46.3%)
87

(36.3S)
155 

(23.3%)
3〇 

(4.5%)
〇 

(0.0S)
239 

(36.0S)
664

(100.0%)
69 

(59.5%)
46 

(39.7%)
〇 

(0.0%)
1

(0.9%)
116

(100.0%)

54 相模原市

常勤（人）
45

(45.0%)
10 

(22.2%)
28

(62.2%)
33

(33.0%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
22

(22.0%)
100

(100.0%)
36

(39.1%)
42

(45.7%)
〇

(0.0%)
14 

(15.2%)
92

(100.0%)

非常勤（人）
44

(16.0%)
17

(38.6%)
10

(22.7%)
72

(26.2%)
81

(29.5S)
〇

(0.0%)
78 

(28.4%)
275 

(100.0%)
22 

(37.9%)
26

(44.8%)
〇

(0.0%)
10

(17.2%)
58 

(100.0%)

小計（人） ~~ 3.7 驚 ~
27 

(30.3%)
38 

(42.7%)
105

(28.0%)
81 

(21.6%)
〇 

(0.0%)
100 

(26.7%)
375 

(100.0%)
58 

(38.7%)
68

(45.3S)
〇 

(0.0%)
24

(16.0%)
150

(100.0%)

55 新潟市

常勤（人）
120

(70.6%)
24

(20.0%)
83

(69.2%)
45

(26.5%)
1

(0.6%)
〇

(0.0%)
4

(2.4%)
170

(100.0%)
72 

(75.0%)
18

(18.8%)
〇

(0.0%)
6

(6.3%)
96 

(100.0%)

非常勤（人）
168

(55.8%)
69

(41.1%)
60

(35.7%)
129 

(42.9%)
〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
4

(1.3%)
301 

(100.0%)
28 

(28.3%)
59

(59.6%)
〇 

(0.0%)
12 

(12.1%)
99

(100.0%)

小計（人）
288

(61.1%)
93 

(32.3%)
143

(49.7%)
174 

(36.9 ヽ) (0.2%) (0.0%)
8

(1.7%)
471 

(100.0S)
100 

(51.3%)
77

(39.5%)
〇

(0.0%)
18 

(9.2%)
195

(100.0%)

56 静岡市

常勤（人）
(71.3%)

9
(11.7%)

29 
(37.7%) (20.4%) (0.0%)

〇
(0.0%)

9
(8.3%)

108 
(100.0%)

40
(75.5%)

13 
(24.5  ヽ) (0.0%)

〇 
(0.0%)

53
(100.0%)

非常勤（人）
120

(43.6%)
36

(30.0%)
9 

(7.5%) (26.9%)
〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
81

(29.5%)
275 

(100.0%)
4

(66.7、)

2
(33.3  ヽ)

〇 
(0.0%)

〇
(0.0%)

6
(100.0%)

小計（人）
197 

(51.4%)
45 

(22.8%) (19.3%)
96 

(25.1%)
〇 

(0.0%)
〇 

(0.0%)
90 

(23.5%)
383 

(100.0S)
44

(74.6%)
15

(25.4%)
〇 

(0.0%)
〇 

(0.0%) (100.0%)

57 浜松市

常勤（人）
53

(65.4%)
25

(47.2%)
28

(52.8、)

17
(21.0%) (2.5%) (0.0%)

9
(11.1%)

81
(100.0S)

36
(64.3%)

19
(33.9%)

爲 1
(1.8%)

56
(100.0%)

非常勤（人）
48 

(48.5%)
44

(91.7%)
4

(8.3%)
13

(13.1%) (5.1%) (0.0\)
33 

(33.3 ゝ )
99 

(100.0S)
4

(80.0%)
1

(20.0%)
〇 

(0.0%)
〇

(0.0%)
5 

(100.0%)

小計（人）
101 

(56.1%)
69 

(68.3%)
32 

(31.7%)
30 

(16.7%) (3.9%)
〇 

(0.0%)
42

(23.3 ヽ)
180 

(100.0%)
40 

(65.6%)
20 

(32.8%)
〇

(0.0%)
1

(1.6%)
61

(100.0%)

58 名古屋市

常勤（人）
209

(53.6%)
111

(53.1%)
70 

(33.5%)
115

(29.5%)
5

(1.3%)
1

(0.3%)
60 

(15.4%)
390

(100.0%)
368

(56.0%)
283

(43.1%)
〇 

(0.0%)
6 

(0.9%)
657 

(100.0%)

非常勤（人）
1,000 

(48.4%)
614

(61.4%)
100 

(10.0%)
453 

⑵.9、）
10

(0.5%)
〇 

(0.0%)
603

(29.2%)
2,066 

(100.0%)
40 

(40.0S)
57

(57.0S)
〇 

(0.0%)
3 

(3.0%)
100

(100.0%)

小計（人）
1,209 

(49.2%)
725 

(60.0%)
170

(14.1%)
568

(23.1%)
15 

(0.6%)
1

(0.0%)
663 

(27.0%)
2,456 

(100.0%)
408 

(53.9%)
340

(44.9S)
〇

(0.0%)
9 

(1.2%)
757 

(100.0%)

59 京都市

常勤（人）
200

(68.1%)
97 

(48.5%)
87

(43.5%)
49 

(16.7%)
11

(3.7%)
〇

(0.0%)
34

(11.4%)
294 

(100.0%)
96 

(57.8%)
58

(34.9%)
〇

(0.0%)
12

(7.2%)
166 

(100.0%)

非常勤（人）
470

(63.3%)
386

(82.1%)
49

(10.4%)
94

(12.7%)
44

(5.95)
2 

(0.3%)
133

(17.9%)
743 

(100.0%)
13 

(38.2%)
11

(32.4%)
〇

(0.0%)
10

(29.4%)
34

(100.0%)

小計（人）
670

(64.6%)
483

(72.1%)
136 

(20.3%)
143 

(13.8%)
55 

(5.3%)
2 

(0.2%)
167

(16.1%)
1,037

(100.0%)
109 

(54.5 ヽ )

69 
(34.5%)

〇
(0.0%)

22
(11.0%)

200 
(100.0%)

60 大阪市

常勤（人）
992

(64.4%)
282 

(28.4%)
591

(59.6S)
228

(14.8S)
67

(4.4%)
1

(0.1%)
252

(16.4%)
1,540

(100.0%)
683 

(61.2%)
378

(33.9%)
4

(0.4%)
51

(4.6%)
1.116

(100.0%)

非常勤（人）
1,615 
(50.7%)

707
(43.8、)

433
(26.8%)

712 
(22.3、)

155
(4.9%)

〇 
(0.0%)

704
(22.1%)

3.186
(100.0%)

209 
(49.5%)

157
(37.2%)

〇
(0.0%)

56
(13.3%)

422
(100.0%)

小計（人）
2,607 
(55.2%)

989
(37.9%)

1,024 
(39.3%)

940
(19.9%)

222 
(4.7%)

1
(0.0%)

956 
(20.2%)

4,726 
(100.0%)

892
(58.0%)

535 
(34.8、)

4
(0.3%)

107 
(7.0%)

1,538
(100.0%)

61 堺市

常勤（人）
192

(68.6%)
34

(17.7%)
106

(55.2%)
62

(22.1%)
5

(1.8ヽ)

〇
(0.0%)

21
(7.5、)

280
(100.0%)

122
(55.2%) (44.8%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

221
(100.0%)

非常勤（人）
388

(52.6%)
154

(39.7%)
45

(11.6S)
180

(24.4%)
7 

(0.9%)
〇

(0.0%)
162

(22.0%)
737 

(100.0%)
15

135.7%)
27

(64.3%)
〇 

(0.0%)
〇

(0.0%)
42

(100.0S)

小計（人）
580 

(57.0%)
188

(32.4、)
151

(26.0%)
242

(23.8%)
12 

(1.2%)
〇 

(0.0%)
183

(18.0S)
1,017

(100.0%)
137 

(52.1%)
126 

(47.9%)
〇 

(0.0%)
〇

(0.0%)
263

I (100.0S)

62 神戸市

常勤（人）
197

(53.2%)
52 

(26.4%)
120 

(60.9 ゝ )

110
(29.7%)

1
(0.3%)

〇
（〇.〇\）

62 
(16.8%)

370
(100.0S)

170
(57.4%)

122
(41.2%)

〇 
(0.0%)

4 
(1.4%)

296
(100.0%)

非常勤（人）
467

(44.1%)
154

(33.0%)
106

(22.7%)
229

(21.6%)
58

(5.5%)
〇

(0.0%)
305

(28.8%)
1,059

(100.0%)
34

(33.3%)
53

(52.0%)
〇

(0.0%)
15

(14.7%)
102

(100.0%)

小計（人）
664

(46.5%)
206 

(31.0%)
226 

(34.0%)
339

(23.7S)
59

(4.1%)
〇 

(0.0%)
367 

(25.7%)
1,429 

(100.0S)
204 

(51.3%)
175 

(44.0%)
〇 

(0.0%)
19 .

(4.8%)
398

:(100.0S)

63 岡山市

常勤（人） 35
(70.0%)

8 
(22.9%)

25
(71.4%)

9
(18.0S)

1
(2.0%)

〇
(0.0%)

5
(10.0%)

50 
(100.0S)

31
(58.5%)

20
(37.7%)

〇
(0.0%)

I 2
1 (3.8%)

i 53
1 (100.0%)
I 7
1 (100.0%)

非常勤（人）
57

(29.2%)
20

(35.1%)
18 

(31.6%)
106

(54.4%)
2

(1.0S)
〇

(0.0%)
30

(15.4 ヽ )
195

(100.0S)
3

(42.9%)
4

(57.1%)

〇

(0.0%)
〇

L (o.os)

小計（人） 92 
(37.6%)

28 
(30.4%)

43 
(46.7%)

115 
(46.9、)

3
(1.2%)

〇
(0.0%)

35
(14.3S)

245 
(100.0S)

34
(56.7%)

24
-(40.0%)

〇
(0.0%)

2
i (3.3%)

60
:(100.0%)

64 広島市

常勤（人）
61

(37.2%)
34

(55.7%)
42 

(68 9ヽ)

54
(32.9%)

7 
(4.3%)

〇
(0.0%)

42
(25.6%)

164
(100.0S)

56
(33.5%)

101
! (60.5%)

〇
(0.0%)

1 10
I (6.0%)

167
I (100.0%)

非常勤（人）
126

(12.7%)
56 

(44.4%)
55 

(43.7%)
187

(18.9%)
5

(0.5%)
〇

(0.0%)
674

(67.9%) (100.0%)
2 

(1.8%)

1 91
1 (83.5%)

〇
(0.0%)

16
I (14.7%)

i 109
(100.0%)

小計（人） 187
(16.2%)

90 
(48.1%)

97
(51.9%)

241
(20.8%)

12 
(1.0%)

〇 
(0.0S)

716
(61.9%)

1,156
(100.0V)

58
(21.0%)

192 
(69.6%)

〇
1 (0.0%)

26
:(9.4%)

276
' (100.0%)
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同行援護事業所における従業者の資格要件等の状況（平成27年10月1日時点）
從裳者 サービス提供呑任若 |

都遊府亂名
常勤•非常勤の

别 ①同行擾31從※①のうち同行 
篥者養成研修援護従篥者K 
一般課程焙了 成研修一般課 
右（相当する研程以押のこれ 
修以穆修了考に相当する研 
を含む。） 修課程修了者

※①のうも同行 
摄護は君養 
成研修（ま用以 
喪）修了希

②屠宅介flilt 
仇初任者研修 
操程修了者彎 
及び視覚障豊 
き升出介泉従 
義者養成研修 
修了看であっ 

て.視覚障喜を 
有する身体陣 
書者又は障害 
児の福枪に関 
する車黨（廈接 
処遇に限る。） 

に1年以上從事 
した経峻を有す 

る者

③障害者居宅 
介&從集考葛 
楼研修課程修 
了者席であっ 

て、視覚障害を 
有する身体陣 
害者文は障害 
児の権祉に閲 
する申篥（直接 
処遇に限る。） 

に1年以上诜申 
した経总を有す 

る者

④国宜阳害者 
リハビリテー 

ションセンター 
学院祝覚障害 
学科修了者第

⑤平成27年协 
月1日時点にお 
いて、実務軽匕 
が1年に濃たな 
い経遇tats対 
做者であって、 
研修未受出者

合計

（D 介
倉護！!貝茎縫 
研修・居宅介護 
従集者農成研 

修僭盟2 •居 
宅介初 
任者琳修課程 
廉了者审で3年 
以上介護等の 
篥務に従專した 
者であって同行 
援護從篥者養 
戒胡修応用課 
程修了者

②介護權祉士 • 
介9UK貝基建 
研修・居宅介議 
従篥耆養成琳 

修1級碟程•居 
宅介初 
任考研修課程 

修了者零で3年 
以上介81第の 
集務に従寧した 
者であって平成 
30年3月3* Bま 
での経遇損匱 
者（研修未受須 

耆）

⑶国立障書者 
リハビリテー 

ションセンター 
学說視覚障害 
学科修了者彎

④平成30年3月 
31日までの軽 

平成
23年9月30日に 
おいて現に地 
域生帝支援琳 
東における移 

動支贸事集に3 
年以上従車し 

た者）

合时

65 北九州市

常勤（人） 214
(61.3S)

67
(31.3%)

153
(71.5%)

50
(14.3%)

12
(3.4%)

〇

(0.0%)
73

(20.9%)
349

(100.0%)
162

(54.0%)
104

(34.7%) (0.3%)
(if 300

(100.0%)

非常勤（人）
268

(35.1、)

155
(57.8%)

38
(14.2%)

127
(16.6%)

41
(5.4%)

〇

(0.0%)
328

(42.9%)
764

(100.0%)
21

(11.5%)
110

(60.4%)
〇

(0.0%)
51

(28.0%)
182

(100.0%)

小計（人） 482
(43.3%)

222
(46.1%)

191
(39.6%)

177
(15.9%)

53
(4.8%)

〇

(0.0%)
401

(36.0%)
1,113

(100.0%)
183

(38.0%)
214

(44.4%)
1

(0.2%)
84

(17.4%)
482

(100.0%)

66 福岡市

常勤（人） 234
(66.9%)

116
(49.6%)

111
(47.4%)

66
(18.9%)

11
(3.1%)

1
(0.3%)

38
(10.9%)

350
(100.0%)

126
(75.4%)

30
(1&0旳

1
(0.6%)

10
(6.0%)

167
(100.0%)

非常勤（人）
608

(61.4%)
343

(56.4%)
92

(15.1%)
288

(29.1%)
10

(1.0%)
1

(0.1%)
83

(8.4%)
990

(100.0%)
30

(73.2%)
6

04.6 紀
〇

(0.0%)
5

(12.2%)
41

(100.0%)

小計（人） 842 
(62.8  ゝ)

459
(54.5%)

203
(24.1%)

354
(26.4%)

21
(1.6%) (0.1%)

121 
(9.0%)

1,340
(100.0%)

156
(75.0%)

36
(17.3%) (0.5%)

15
(7.2%)

208
(100.0%)

67 熊本市

常勤（人）
72

(60.0%)
30

(41.7%)
28

(38.9%)
21

(17.5%)
8

(6.7%)
〇

(0.0%)
19

(15.8%)
120

(100.0%)
37

(38.1%)
60

(61.9%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
97

(100.0%)

非常勤（人）
91

(38.2%)
55

(60.4%)
6

(6.6%)
62

(26.1%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
85

(35.7%)
238

(100.0%)
1

(2.5%)
(9795%) 〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
40

(100.0%)

小計（人） 163
(45.5%)

85
(52.1%)

34
(20.9%)

83
(23.2%)

8
(2.2%)

〇

(0.0%)
104

(29.1%)
358

(100.0%)
38

(27.7%)
99 

(72.3%)
〇

(0.0%) (0.0%)
137

(100.0%)

政令市合計

常勤（人） 3,610 
(61.4%)

1,142
(31.6%)

2,054
(56.9%)

1,226
1 (20.8%)

203
(3.5%)

3
(0.1%)

842
(14.3%)

5,884
(100.0%)

2.615
(56.9S)

1,767 
(38.4%)

6
(0.1%)

210 
(4.6%)

4,598
(100.0%)

非常勤（人） 6,710
(42.3%)

3,331
(49.6%)

1,227
(18.3%)

4,218
(26.6%)

663
(4.2%)

3
(0.0%)

4.285
(27.0%)

15,879
(100.0%)

489
(31.8%)

808
(52.5%)

〇

，(0.0%)
243

(15.8%)
1,540

(100.0%)

小計（人）
10.320
(47.4%)

4.473
(43.3%)

3,281
⑶.8ヽ)

5.444
(25.0%)

866 
(4.0%)

6
(0.0%)

5,127
(23.6%)

21,763
(100.0%)

3,104
(50.6%)

2,575
(42.0%)

6
(0.1%)

453
(7.4%)

6,138
(100.0%)
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同行援護事業所における従業者の資格要件等の状況（平成27年10月1日時点）
サービス規供責任者従素者

都逍府泉名
常動•非常勤の 

別 ①閒行!!牘従 
損者養成瑚修 
-»»«修了 
お（相当する研 
修課程修了看
を含む.）

※①のうち同行 
援浪従 
成研修一敵煤 
程以外のこれ 
に相当する研 

修0NS修了者

※①のうち同行 
援護從篥者養 
成0修（応用課 
税）修了者

②屠宅介ain 
員初任者研修 
課程修了者第 
及び視覚障害 
着界出介履従 
策香養成研修 
修了考であっ 

て、視覚陣害を 
もする身体障 
害者又は障喜 
児の福祉に関 
する寧黨（廈接
処遇に限る.） 

に1年以上從珈 
した経曲を有す 

る看

⑶障害苕居宅 

介U從篥者羞 
催研修課税修 
了耆零であっ 

て•復覚障害を 
有する必体障 
書者又は障害 

児の福祉に38 
する寧篥（盧接 
処遇に限る。） 

に1年以上従率 
した経浚を有す 

る看

⑥03立障書者 
リハビリテー 

ションセンター 
字統視覚障害 
字料修了者・

⑤平成27年10
月1日時点にお 
いて、実務経は 

が1年に満たな 
い軽過mat対 
象者であって、 
研修未受AH5

合計

①介泉権楼士・ 
介護犠員墓磯 

研修•居宅介5！ 
従集君養成研 
修1鲫程・居 
宅介SWA初 
任考研修課程 
修了亦/で3年 
以上介叢谍の

ゝ②介
介ttWAMtt 
研修•居宅介:！ 
従策者養成研 
修!«»« ・居
宅介初 
任者研修纓程 

修了者请で3年 
以上介浪零の

篥務に従事した 
者であって同行 
援護诜篥考養 
成研修応用課 
翟修了き

篥務に従事した 
者であって平成 
30年3月31日ま 
での経iAIfiR 
者（研修未受が 

«）

リハビリテー 
ションセンター 
学院視覚障害 
学科修了看第

④平成30年3月 
31日までの経 

平成
23年9月30日に 
おいて現に地 
域生活支援事 
集における移 

め支援寧集に3 
年以上従事し 

た者）

合計

68 旭川市

常勤（人）
29

(42.6%)
21

(72.4%)
12 

(41.4%)
13

(19.1%)
20

(29.4%)
〇

(0.0%)
6

(8.8%)
68

(100.0%)
17

(42.5%)
23

(57.5%)
〇

(0.0%)
〇 j

(0.0%)
40

(100.0%)

非常勤（人）
26

_118.4 ヽ )
15

(57.7%)
6

(23.1%)
57

(40.4S)
11

ーー7,8%)

〇
卫.〇%）

47
(33.3%)

141
(100.0%)

1
(5.9%)

16
(94.1%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%) 1

17
(100.0%)

小計（人）
55

(26.3%)
36

¢65.5%)
18

(32.7%)
70

(33.5%)
31

(14.8%)
〇

(0.0%)
53 

(25.4%)
209

(100.0%)
18 

(31.6%)
39 

(68.4%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
57

(100.0%)

69 函館市

常勤（人）
24

(88.9%)
10

(41.7%)
13

(54.2%)
〇

(0.0%)
2

(7.4%)
〇

(0.0%)
1

(3.7%)
27

(100.0%)
21

(80.8%)
5

(19.2%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
26

(100.0%)

非常勤（人）
68

(97.1%)
40

(58.8%)
〇

(0.0%)
1 

(1-4%)
1

_1.4%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
70

(100.0%)
3

(25.0%)_
9

(75.0%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
12

(100.0%)

小計（人） 92
(94.8、)

50
(54.3%)

13
(14.1%)

1
(1.0%)

（ふ 〇
(0.0%)

1
(1.0%)

97 
(100.0%)

24 

(63.2 ゝ )
14

(36.8%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
38

(100.0%)

70 青森市

常勤（人）
(63.5%)

7
(21.2%)

20
(60.6%)

10
(19.2%)

3
(5.8%)

〇
(0.0%)

6
(11.5%)

52 
(100.0S)

27 
(79.4%)

7
(20.6%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

34
(100.0%)

非常勤（人）
20

(14.7%)
2 

(10.0%)
〇

(0.0%)
68

(50.0%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
48

(35.3%)
136

(100.0%)
1

(6.7%)
14

(93.3%)___
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
15

(100.0%)

小計（人）
53

(28.2%)
9

(17.0%)
20 

(37.7%)
78 

⑷.5%)
3

(1.6%)
〇

(0.0%) (28.7%)
188

(100.0S)
28 

(57.1%)
21

(42.9%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
49

(100.0%)

71 盛岡市

常勤（人）
27

(52.9%)
5

(18.5%)
23

(85.2%)
5

(9.8%)
1

(2.0%)
〇

(0.0%)
18

(35.3S)
51

(100.0%)
20

(46.5%)
19

(44.2%)
〇

(0.0%)
4

(9.3%)
43

(100.0%)

非常勤（人）
12

(12.4%)
7

(58.3%)
2

.(16.7%)
12

(12.4%)
1

(1.0%)
〇

(0.0%)
72

(74.2%)
97

(100.0%)
〇

(0.0%)
3

(100.0%)
〇

J0.0%)
〇

10.0%)
3

(100.0%)

小計（人）
39

(26.4%)
12 

(30.8%)
25 

(64.1%)
17

(11.5%)
2 

(1.4%)
〇

(0.0%)
90 

(60.8%)
148

(100.0%)
20

(43.5%)
22

(47.8%)
〇

(0.0%)
4

(8.7%)
46

(100.0%)

72 秋田市

常勤（人）
15

(34.1%)
11

(73.3%)
4

(26.7%)
1

(2.3%)
19

(43.2%)
〇

(0.0%)
9

(20.5%)
44

(100.0%)
7

(21.2%)
26

(78.8%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
33

(100.0%)

非常勤（人）
9

(10.8%)
9

(100.0%)
〇

(0.0S)
1

(1.2%)
23

(27.7%)
〇

JO.O%)
50

(60.2%) (100.0%)
〇

(0.0%)
2 

(66.7%)
〇

(0.0%)
1

(33.3%)
3 

(100.0%)

小計（人）
24 

(18.9%)
20 

(83.3 ゝ)
4

(1&7、)
2 

(1.6%)
42

(33.1%)
〇

(O.OS)
59 

(46.5%)
127

(100.0S)
7 

(19.4%)
28 

(77.8%)
〇

(0.0%)
1

(2.8%)
36

(100.0%)

73 郡山市

常勤（人）
10

(47.6%)
〇

(0.0%)
3

(30.0%)
9

(42.9S) (0.0%)
〇

(0.0%)
2

(9.5%)
21

(100.0%)
13

(61.9%)
8

(38.1%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
21

(100.0%)

非常勤（人）
28

(41.2%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
40

(58.8%) (0.0%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
68

(100.0%)
〇

(0.0%)
4

(100.0%)
〇

(03)
〇

(0.0%)
4 

(100.0%)

小計（人）
38

(42.7%)
〇

(0.0%)
3

(7.9%)
49

(55.1、)
〇 

(0.0%)
〇 

(0.0%)
2

(2.2%)
（1〇〇9〇%） 13 

(52•〇%)
12 

(48.0 ゝ )
〇 

(0.0%)
〇

(0.0%)
25

(100.0%)

74 いわき市

常勤（人）
19

(34.5%)
10

(52.6%)
9

(47.4%)
20

(36.4%)
8

(14.5%)
〇

(0.0%)
8

(14.5%)
55

(100.0%)
7

(31.8%)
10

(45.5%)
〇

(0.0%)
5

(22.7%)
22

(100.0%)

非常勤（人）
15

(13.5%)
15

(100.0%)
〇

(0.0%)
70

(63.1%)
9

(8.1%)
〇

(0.0%)
17

(15.3%)
111

(100.0%)
1

(100.0%)
〇

(0.0%)
〇

JO.OS)
〇

(0.0%)
1

(100.0%)

小計（人）
34 

(20.5%)
25

(73.5%)
9

(26.5%)
90

(54.2%)
17

(10.2%)
〇

(0.0%)
25 

(15.1%)
166

(100.0%) (34.8%)
1〇 

(43.5%)
〇 

(0.0%)
5 

(21.7%)
23

(100.0%)

75 宇都宮市

常勤（人）
31

(33.7%)
4

(12.9%)
10

(32.3%)
38

⑷.3%)
5

(5.4%)
3

(3.3%)
15

(16.3%)
92

(100.0%)
19

(35.2%)
34

(63.0%) (0.0S)
1

(1.9%)
54

(100.0%)

非常勤（人）
50

(29.4%)
17

(34.0%)
9

(18.0%)
43

(25.3%)
31

(18.2%)
〇

(0.0%)
46

(27.1%)
170

(100.0%)
5

(33.3%)
5

(33.3%)
〇 

(0.0%)
5

(33.3%)
15

(100.0%)

小計（人）
81

(30.9 ゝ)
21

(25.9%)
19

(23.5%)
81

(30.9%)
36

(13.7%)
3 

(1.1%)
61 

(23.3%)
262

(100.0%)
24

(34.8%)
39

¢56.5%)
〇

(0.0%)
6 

(8.7%)
69 

(100.0%)

76 前橋市

常動（人）
43

(61.3%) (22.4S) (55 J %)
11

(13.8%) (3.8%) (0.0%)
17 

⑵.3%)
80

(100.0%)
30

(65.2%)
（3;し） 0

(0.0%) (2.2%)
46

(100.0%)

非常勤（人）
37

(25.7%)
11

(29.7%)
3

(8.1%)
20

(13.9%) (4.9%)
〇

J0.0%)
80

(55.6%)
144

1100.0S) (7.7 紅
(9為 〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
13

(100.0%)

小計（人）
86 

(38.4%)
22 

(25.6ヽ)
30

(34.9%)
31 

(13.8%)
10

(4.5%)
〇

(0.0%)
97 

(43.3 ヽ )
224

(100.0%) (52.5%)
27 

(45.8%)
〇

(0.0%)
1

(1.7%)
（!〇〇9〇%）

77 高崎市

常勤（人）
36

(67.9%)
5

(13.9%)
20

(55.6%)
11

(20.83)
2

(3.8%)
〇

(0.0%)
4

(7.5%)
53

(100.0%)
18

(64.3%)
8

(28.6%)
〇 

(0.0%)
2

(7.1%)
28

(100.0%)

非常勤（人）
38

(21.3%)
11

(28.9 ヽ)
2

(5.3%)
66

(37.1%)
40

(22.5%)
〇

(0.0%)
34

(19.1%)
178

(100.0S)
2

(16.7%)
8

(66.7%)
〇 

(0.0%)
2

(16.7%)
12 

(100.0S)

小計（人）
74 

(32•〇%)
16

(21.6%)
22

(29.7%)
77

(33.3%)
42

(18.2%)
〇

(0.0%)
38 

(16.5%)
231 

(100.0%)
20 

(50.0%)
16

(40.0%)
〇

(0.0%) (10.0%)
40 

(100.0%)

78 川越市

常勤（人）
10

(50.0%)
1

(10.0%)
7

(70.0%)
7

(35.0%)
〇

(0.0%)
〇

（〇・〇・）
3 I 20

(15.〇、) I (100.0S)
12

(66.7%)
6

(33.3%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
18

(100.0%)

非常勤（人）
13

(11.4%)
8

(61.5%) (462%)
22

(19.3%) (6J%)
〇

(0.0%)
72

(63.2、)
114

(100.0S)
〇

(0.0%)
3

(100.0%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
3

(100.0%)

小計（人）
23

(17.2%)
9

(39.1%)
13

(56.5%)
29 

(21.6%)
7

(5.2%)
〇

(0.0%) (56.0%)
134

(100.0%)
12

(57.1%)
9 

(42.9%)
〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
21

(100.0%)

79 越谷市

常勤（人）
24

(88.9%)
10

(41.7%)
19

(79.2%)
2

(7.4%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
1

(3.7%)
27

(100.0%)
17

(77.3%)
5

(22.7%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
22

(100.0%)

非常勤（人）
40

(48.2%)
3

(7.5%).
3

(7.5%)
33

(39.8%)
4

J4.8S)
〇

(0.0%)
6

(7.2^ (100.0%)
〇

(0.0%)
1

(100.0%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
1

(100.0%)

小計（人）
64 

(58.2®
13 

(20.3%)
22

(34.4%)
35

(31.8%)
4

(3.6%)
〇

(0.0%)
7

(6.4%)
110 

(100.0%)
17 

(73.9%)
6

(26.1%)
〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
23 

(100.0%)

80

常勤（人）
151

(97.4%)
87

(57.6%)
50

(33.1%)
1

(0.6%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
3

(1.9%)
155

(100.0S)
42

(45.7%)
50

(54.3%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
92 

(100.0%)

船橋市 非常勤（人）
448

(98.0S)
319

£71.2%)
35

_ (7.8、)
6

(1.3%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
3

(0.7%)
457

(100.0S)
〇

（0.0 ヽ ）
11

(100.0%)
〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
11

(100.0%)

小計（人）
599

(97.9%)
406

(67.8%)
85 

(14.2%)
7

(1.1%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
6 

(1.0%)
612

(100.0%)
42 

(40.8%)
61

(59.2%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
103 

(100.0%)

81 柏市

常勤（人）
56

(71.8%)
ヽ 12

⑵.4%)
23

(41.1%)
15

(19.2%)
3

(3.8%)
〇

(0.0%)
4

(5.1%)
78

(100.0%)
35

(71.4%)
14

(28.6%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
49

(100.0%)

非常勤（人）
106

(53.3%)
17

(16.0%)
14

(13.2%)
50

(25.1%)
2

(1.0%)
〇

(0.0%)
41

(20.6%) (100.0S)
10

(83.3%)
1

(8.3%)
1

(8.3%)
〇

(0.0%)
12

(100.0%)

小計（人）
162 

(58.5%)
29

(17.9%)
37

(22.8%)
65

(23.5%) (1.8%)

〇
(0.0%)

45
(16.2、)

277 
(100.0S)

45
(73.8%)

15
(24.65)

1
(1.6%)

〇 
(0.0%)

61 
(100.0%)

82 八王子市

常勤（人）
48

(64.9%)
〇

(0.0%)
30

(62.5%)
15

(20.3%)
1

(1.4%)
〇

(0.0%)
1〇

(13.5%)
74

(100.0S)
39

(53.4%)
34

(46.6*.)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
73

(100.0%)

非常勤（人）
143

(60.6%)
34

(23.8、)
32

(22.4 ヽ )
31

(13.1%)
12

(5.1%)
〇

(0.0%)
50

⑵.2%)
236

(100.0%)
2

(28.6%)
5

(71.4%)
〇

(0.0%)
〇

（0.0、）
7

(100.0%)

小計（人）
191

(61.6%)
34

(17.8、)
62 

(3Z5S)
46

(14.8%)
13

(4.2%)
〇

(0.0%)
60

(19.4%)
310

(100.0S)
41

(51.3%) (48.8%)

〇
(0.0%)

〇 
(0.0%)

80 
(100.0%)

83 横須賀市

常勤（人）
27

(71.1%)
〇

(0.0%)
22

⑻.5%)
1

(2.6 气)
〇

(0.0S)
〇

(0.0S)
10

(26.3%)
（1〇〇8〇%） 21

(67.7%)
10

j (32.3S)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
31

(100.0%)

非常勤（人）
11

(9.2%)
〇

JOQM
3

(27.3%)
49

(41.2%) (0.0S)
〇

(0.0S) (49.6%)
119

(100.0S)
2 

(100.0%)
! 〇
I (0.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

2
(100.0%)

小計（人）
38

(24.2%)
〇 

(0.0%)
25

(65.8%)
5〇 

⑶.8、）
〇 

(0.0S)
〇

(0.0%)
69 

(43.9%)
157

(100.0%)
23

(69.7%)
10

(30.3%)
〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
:（!〇〇3〇%）

84 富山市

常勤（人）
26

(78.8%)
7

(26.9%)
15

(57.7%)
2

(6.1%) (3 〇%)
〇 ! 4

(0.0%) (12.1%) (100.0%)
13 | 11

(50.0S) (423%)
! 〇

(0 〇%)
2

(7.7%)
26 

(100.0S)

非常勤（人）
47

(64.4%)
5 

(10.6  ヽ)
12

(25.5%)
4

(5.5%)
4

(5.5 ゝ)
〇

(0.0%)
18 73

(100.0S)
2

(50.0%)
2

1 (50.0%)
〇

(0.0S)
〇

(0.0S)
4

(100.0S)

小計（人）
73

(68.9%)
12 

(16.4ヽ)
27

(37.0%)
6

(5.7%)
5

(4.7%)
〇

（0.0 ゝ ） (20.8、)
106

(100.0%)
15

(50.0%) (43.3 ゝ)
〇

(0.0%)
2

(6.7%) .(100.0%)
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同行援護事業所における従業者の資格要件等の状況（平成27年10月1日時点）
従柚 』;;::能一丘に:俩

サービス提供責任者 !

②居宅介泉!！ 
負初任者研修

居宅 
介議従篥者茗 
繃研修規骏修 

であっ 
て、視覚障害を 
右する身休陣 
害看又は障害 

児の播播にM 
する事勲直接 
腿遇に限る。） 

に1年以上従申 
した経浚を有す 

る者

（D介煨權祉士 ・
②介祉士 ・

都逍府駅名
常助•非常勤の

別 ①同行援&從 
集者養成研修 
一殺課稅修了 
者（相当する研 
修锋程修了者 
を含む-）

※①のうも同行 
援讓従篥睿養 
成研修一敵課 
稅以蚪のこれ 
に相当する研 
修課程修了者

※①のうち同行 
援護從萊者養 
成研修（あ用碟 
轻）修了者

AMS修了者尊 
及び役覚阳喜 

者蚪出介91從 
集者養成研晦 
修了耆であっ 

て、視覚障害を 
有する易休障 
害者又は障害 
児の福祉に関 
する申黨（厦接 
鬼遇に限る.） 
に1年以上從專 
した経匕を有す 

る者

④爾立Ma 
リハビリテー 

ションセンター 
学院視覚障害 
字科修了看零

⑤平成27年;〇 
月1日時点にお 
いて、実

が1笄に演たな 
い経過整!8対 
象耆であって、 
研修未受が考

合計

介
研修•居宅介遷 
従集者整成研 

修1越課稅・居 
宅介初 
任者研修族稅 
修了者竣で3年 
以上介護等の 
篥務に従事した 
考であって同行 
援護従黨考養 
成研修応用绿 
程修了者

介Sil!貝蠡建 
研修•居宅介遷 
従第者養成研 
»!»»«•居 
宅介初 
任考研修课程 

修了者部で3年 
以上介護等の 
款務に従事した 
者であって平成 
30年3月3旧ま 
での軽遇枢直 
者（研修未受织

⑶国立障害看1 
リハビリテー

ションセンター 
学就視覚障害 
学科修了者專

④平成30年3月 
3?Bまでの経 
退祷直考（平成 
23年9片30日に 
おいて現に地 
域生活支援寧 
集における移
動支援琳黨に3 
年以上従事し 

た看）

合It

.-1

85 金沢市

常勤（人） 54
(80.6%)

17
(31.5%)

24 
(44.4%)

7
(10.4%)

〇
(0.0%)

1
(1.5%)

5
(7.5%)

67
(100.0%)

19
(57.6%)

13
(39.4%)

〇
(0.0%)

1 
(3.0%)

33

(100.0%)

非常勤（人） 54
(69.2$)

15
(27.8%)

21
(38.9%)

17
(21.8%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

7
(9.0%)

78
(100.0%)

2
(50.0%)

2
(50.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

4
(100.0%)

小計（人） 108
(74.5%)

32
(29.6%)

45
(41.7%)

24
(16.6%)

〇
(0.0%)

1
(0.7%)

12
(8.3%)

145
(100.0%)

21
(56.8%)

15
(40.5%)

〇
(0.0%)

1
(2.7%)

37
(100.0%)

86 長野市

常勤（人） 59
(59.0%)

14
(23.7%)

45
(76.3%)

36
(36.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

5
(5.0%)

100
(100.0%)

30
(75.0%)

10
(25.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

40
(100.0%)

非常勤（人） 64
(44.1%)

23
(35.9%)

41
(64.1%)

72
(49.7%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

9
(6.2%)

145
(100.0%)

〇
_(0.0**)

〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)

小計（人） 123 
(50.2%)

37
(30.1%)

86
(69.9%)

108
(44.1S)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

14
(5.7%)

245
(100.0%)

30
(75.0%)

10
(25.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

40
(100.0%)

87 岐阜市

常勤（人） 37
(80.4%)

22
(59.5%)

15
(40.5%)

5
(10.9%)

4
(8.7%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

46
(100.0%)

17
(44.7%)

16 
(42.1%)

2
(5.3%)

3
(7.9%) (100.0%)

非常勤（人） 412
(93.0%)

189
(45.9%)

86
(20.9%)

24
(5.4%)

4
(0.9%)

1
(0.2%)

2
(0.5%)

443
(100.0%)

6
(10.9%)

34
(61.8%し

〇
(0.0%)

15
(27.3%)

55
(100.0%)

小計（人） 449 
⑼.8%)

211 
(47•〇・)

101
(22.5%)

29
(5.9%)

8
(1.6%)

1
(0.2\)

2
(0.4 ヾ

489
(100.0%) (24.7%)

50
(53.8 ゝ)

2
(2.2%)

18
(19.4%) (100.0%)

88 豊橋市

常勤（人） 60
(58.3%)

15
(25.0%)

22
(36.7%)

20
(19.4%)

5
(4.9%)

〇
(0.0%)

18
(17.5%)

103
(100.0%)

35
(57.4%)

25
(41.0%)

1
(1.6%)

〇
(0.0%)

61
(100.0%)

非常勤（人）
72 1 30

(52.2%) 1 (41.7 ヽ)
6

(8.3%)
32

(23.2%)
2

(1.4%)
〇

J0.0%)
32

(23.2%)
138

(100.0%)
1

(11.1%)
8

(88.9%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
9

(100.0%)

小計（人） 132 
(54.8%)

45
(34.ほ)

28
(21.2%)

52
(21.6%)

/ 7
(2.9%)

〇
(0.0%)

50
(20.7%)

241
(100.0%)

36
(51.4%)

33
(47.1%)

1 '

(1.4%)
〇

(0.0S)
70

(100.0%)

89 岡崎市

常勤（人） 21
(87.5%)

3
(14.3%)

10
(47.6%)

2
(8.3%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

1
(4.2%)

24
(100.0%)

18
(64.3%)

10
(35.7%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

28
(100.0%)

非常勤（人） 38
(34.2%)

10
(26.3%)

1
(2.6%)

35
(31.5%)

4
(3.6%)

〇
(0.0%)

34
(30.6%)

111
(100.0S)

〇
(0.0%)

2
(100.0%)

〇
(0.0%)

〇
_0.0%)

2
(100.0%)

小計（人） 59
(43.7%)

13
(22.0%)

11
(18.6%)

37
(27.4%)

4
(3.0%) (0.0%)

35
(25.9%)

135
(100.0%)

18
(60.0S)

12
(40.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

30 
(100.0%)

90 豊田市

常勤（人） 15
(41.7%)

1〇

(66.7%)
11

(73.3%)
9

(25.0%)
6

(16.7%)
〇

(0.0%)
6

(16.7%)
36

(100.0%)
7

(36.8%)
11

(57.9%)
〇

(0.0%)
1

(5.3%)
19

(100.0%)

非常勤（人） 41
(20.8%)

22
(53.7%)

25
(61.0%)

42
(21.3%)

37
(18.8%)

〇
(0.0%)

77
(39.1%)

197
(100.0%)

2
(14.3%)

11
(78.6%)

〇
(0.0%)

1
_ %)

14
(100.0%)

小計（人） 56
(24.0%)

32 
(57.1%)

36
(64.3%)

51
(21.9%)

43
(18.5%)

〇
(0.0%)

83
(35.6%) (100.0S)

9
(27.3%)

22 
(66.7%)

〇
(0.0%)

2
(6.1%) (100.0%)

91 大津市

常勤（人） 19
(38.0%)

3
(15.8%)

11
(57.9%)

11
(22.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

20
(40.0%)

50 
(100.0%)

10
(34.5%)

18
(62.1%)

〇
(0.0%)

1
(3.4%)

29
(100.0%)

非常勤（人） 60
(50.8%)

46
(76.7%)

7
(11.7%)

6
(5.1%)

〇
(0.0%)

〇
__(0.0%)

52
(44.1%)

118
(100.0%)

3
(60.0%)

2
(40.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

5
(100.0%)

小計（人） 79
(47.0%)

49
(62.0S)

18 
(22.8%)

17
(10.1%)

〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
72

(42.9%)
168

(100.0%) (38.2%)
20 

¢58.8%) (0.0%)
1

(2.9%)
34

(100.0%)

92 高槻市

常勤（人） 69 1 13
(62.2%) 1 (18.8 ヾ

54
(78.3 ゝ )

16
(14.4%)

2
(1.8%)

〇
(0.0%)

24
(21.6%)

111
(100.0%)

58
(69.9%)

24
(28.9%)

〇
(0.0%) (1.2%)

83
(100.0%)

非常勤（人） 125
(35.8%) (29.6%)

42
(33.6%)

89
(25.5%)

19
(5.4%)

1
(0.3%)

115
(33.0%)

349
(100.0%)

18
(90.0%)

2
(10.0、)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

20
(100.0%)

小計（人） 194
(42.2%)

50
(25.8%)

96 
(49.5  ヽ)

105 
(22.8%)

21 
(4.6 ヽ)

1
(0.2%)

139
(30.2%)

460
(100.0%)

76
(73.8%)

26
(25.2%)

〇
(0.0%)

1
(1.0%)

103
(100.0%)

93 東大阪市

常勤（人） 222
(55.0%)

82
(36.9%)

118
(53.2%)

98
(24.3%)

13
(3.2%)

1
(0.2%)

70 I 404
(17.3%) (100.0%)

132 
(51.0\)

119
(45.9%)

〇
(0.0%)

8
(3.1%)

259 
(100.0S)

非常勤（人） 567
(50.5%)

347
(61.2、)

135
(23.8S)

193
(17.2%)

45
(4.0%)

〇
(0.0%)

317
(28.3%)

1,122
(100.0S)

22
(56.4%)

14
(35.94)

〇
(O.OS)

3
(7.7%)

39
(100.0%)

小計（人） 789
(51.7%)

429
(54.4%)

253
(32.1%)

291 
(19.1%)

58
(3.8%)

1
(0.1%)

387
(25.4%)

1.526
(100.0%)

154
(51.7%)

133
(44.6%)

〇
(0.0%)

11
(3.79

298 
(100.0%)

94 豊中市

常勤（人） 76
(67.3%)

34
(44.7%)

44
(57.9%)

16
(14.2%)

11
(9.7%)

〇
(0.0%)

!〇
(8.8S)

113
(100.0%)

50
(56.8%)

33
(37.5%)

〇
(0.0%)

5
(5.7%)

88
(100.0%)

非常勤（人） 101
(42.8、)

53
(52.5%)

14
(13.9%)

77
(32.6%)

7
(3.0%)

〇
(0.0%)

51
(21.6%)

236
(100.0%) (70.0S)

3 ---

(30.0%)
〇

（〇.〇%し
〇

(0.0%)
10

(100.0%)

小計（人） 177
(50.7%)

87
(49.2%)

58
(32.8%)

93
(26.6%)

18
(5.2%)

〇
(0.0%)

61
(17.5%)

349
(100.0%)

57 
(58.2%)

36
(36.7%)

〇
(0.0%)

5
(5.1%) (100.0S)

95

常勤（人） 92
(71.9%)

14
(15.2%) (59.8%)

23
(18.0%)

1
(0.8%)

〇
(0.0%)

12
(9.4%)

128
(100.0%)

66
(66.7%)

33
(33.3%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%) (100.0%)

枚方市 非常勤（人） 293
(59.1%)

138
(47.1%)

43
(14.7%)

113
(22.8%)

4
(0.8%)

〇
(0.0S)

86
(17.3%)

496
(100.0%)

13
(86.7%)

2
(13.3S)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

15
(100.0%)

小計（人） 385
(61.7%)

152
(39.5%)

98
(25.5%)

136
(21.8%)

5
(0.8%)

〇
(0.0%)

98 
(15.7%)

624
(100.0%)

79 
(69.3%)

35
(30.7S)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

114
(100.0%)

96 姫路市

常勤（人） 112
(83.6%)

55
(49.1%)

77
(68.8%)

2
(1.5%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

20
(14.9%)

134 
(100.0%)

85
(65.9%)

44
(34.1%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

129
(100.0%)

非常勤（人） 194
(65.5%)

145
(74.7%)

qq

(20.1%)
11

(3.7%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
91

(30.7ヽ)

296
(100.0%)

8
(61.5%)

5
(38.5%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0S)

13
(100.0%)

小計（人） 306
(71.2%)

200
(65.4%)

116
(37.9%)

13
(3.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

111
(25.8%)

430
(100.0%) (65.5%)

49
(34.5%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

142
(100.0%)

97

常勤（人） 116
(57.1%)

37
(31.9%)

84
(72.4%)

47
(23.2%)

5
(2.5%)

〇
(0.0%)

35
(17.2%)

203
(100.0S)

71
(59.7%)

45
(37.8%)

〇
(0.0%)

3
(2.5%)

119 •
(100.0%)

尼崎市 非常勤（人） 129
(29.3%)

66
(51.2%)

35
(27.1%)

139 
(31.6 ヽ)

1
(0.2%)

〇
(0.0%)

171
(38.9%)

440
(100.0S)

1
(33.3%)

2
(66.7%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

3
(100.0S)

小計（人） 245
(38.1%)

103
(42.0%)

仃9

(48.6%)
186

(28.9%)
6

(0.9%)
〇

(0.0%)
206

(32.0%)
643

(100.0%)
72

(59.0%)
47

(38.5%)
〇

(0.0%)
3

(2.5%)
122 

(100.0%)

98 西宮市

常勤（人） 22
(45.8%)

4
(18.2%)

11
(50.0%)

18
(37.5%)

8
(16.7%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

48
(100.0%)

12
(54.5%)

10
(45.5%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

22
(100.0%)

非常勤（人） 97

(72.4%)
63

(64.9%)
4

(4.1%)
12

(9.0%)
23

(17.2%)
〇

(0.0S)
2

(1.5%)
134

(100.0%)
〇

(0.0%)
6

(100.0%)
〇

(0.0S)
〇

(0.0%)
6

(100.0%)

小計（人） 119
(65.4%)

67
(56.3%)

15
(12.6%)

30
(16.5%)

31
(17.0%)

〇
(0.0%)

2 
(1.1%)

182 
(100.0%)

12 
(42.9%)

16
(57.1%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

28
(100.0%)

99 奈良市

常勤（人） 77
(44.8%)

44
(57.1%)

32
(41.6%)

42
(24.4%)

3
(1.7%)

〇
(0.0%)

50
(29.1S)

172
(100.0%)

57
(51.8%)

52
! (47.3%)

〇
(0.0%)

1
(0.9%)

110
(100.0%)

非常勤（人） 79
(18.6%)

65
(82.3 ゝ )

9
(11.4%)

105
(24.7%)

47
(11.1%)

〇
(0.0%)

194
(45.6%)

425
(100.0%)

2
J28.6%)

1 (71.4%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%) (100.0%)

小計（人） 156
(26.1%)

109
(69.8*)

41
(26.3%)

147
(24.6%)

50
(8.4%)

〇
(0.0%)

244
(40.9%)

597
(100.0%)

59
(50.4%)

57

(48.7%)

〇

(0.0%)
1

(0.9%)
117

(100.0%)

100 和歌山市

常勤（人） 32
(17.9%)

5
(15.6%)

10
(31.3%)

29
(16.2%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

118
(65.9%)

179
(100.0%)

61
(44.5%)

76
(55.5%)

〇
(0.0S)

〇
1 (0.0%)

137
(100.0%)

非常勤（人） 87
(10.4 ヽ )

30
(34.5%)

8
(9.2%)

153
(18.3%)

〇
（0.0、）

〇
(0.0%)

598
(71.4%)

838
(100.0%)

5
(62.5%)

3
(37.5%)

〇 ! 〇

(0.0%) I (0.0%)
8

(100.0、)

小計（人） 119
(11.7%)

35
(29.4%)

18
(15.1%)

182 
(17.9%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

716 
(70.4 ヽ )

1,017
(100.0%)

66
(45.5%)

( 79
i (54.5、)

〇
(0.0%)

〇

i (0.0%)
145

■(100.0%)

101 倉敷市

常勤（人） 1
(11.1%)

〇

(0.0%) (100.0S)
8

(88.9%) (0.0%) (0.0%) (0.0S)
9

(100.0%)
5

(10.9%)
41

(89.1%)
〇

（0.0 ゝ）
〇

(0.0%)
46

(100.0%)

非常勤（人） 4
(3.2%)

〇

(0.0%)

〇

(0.0%)
121 

(96,8 ツ
〇

(0.0%)
〇

(0.0%) (0.0%)
125

(100.0%)
〇

(0.0%)
7

(100.0S)
〇

(0.0S)
〇

(0.0%)
7

仃 00.0%)

小計（人） 5
(3.7%)

〇

(0.0%) (20.0%)
129

(96.3%)

〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
〇

（0.0 ヽ ）

134
(100.0%)

5
(9.4%)

48
* (90.6%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%) (100.0%)
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同行援護事業所における従業者の資格要件等の状況（平成27年10月1日時点）
サービス根供責任者

援2!從篥者養 
成研修（毎用操 
程）修了者

（リ同行援護從 
更雷養成研修 

修了 
看（相当する研 

修纓42修了者 
を含む"）

都道府累名柚•裁動の

※①のうち同一
損讓性集看養※①のうち同行 

成研修一般41-----------
税以外のこれ 
に相当する研 
修課租修了者

晦群

月1日時点にお 
いて、実務UH 
が］年に港たな 
い経過推・対 
涼ネであって、 
研修未受須舌

@）DD立Mt害者 
リハビリテー 

ションセンター 
字読视覚障害 
字科修了き導

従象者

福山市102

②倉宅介SIH 
貝初任者研修 
粽段修了者專 
及び視覚障害 

者”出介3!從 
集者養成研幣 
修了书であっ 

て•視覚陣書を 
有する身体陣 

は障害 
児の福祉に関 

する事ffdttt 
処遇に限る。）

⑶陣害き居宅 
介護従篥考葛 
仪研修区程修 
了希連であっ 

て.«»»»を 

有する0体陣 
窖瘠又は障害 
児の福祉に閲 
する事裁（盧權 
処さに限る。）

に1年以上從事 
した経攻を有す

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

中核市合計

⑤平成27年10

①介/袍扯士・ 
介 ttWAAMI 
研修•居宅介:！ 
性集者養戍研 

修1謝%程•居 
宅介»»»初 
任者研修浪稅 
修了者導で3年 
以上介a（尊の

，・
介ttHAMW 
研修・居宅介履 
従集者養成研 
修1級1118•居 
宅介初 
任香硏修狭稅 
修了者丹で3年 
以上介護等の

集務に従申した 
香であって同行 
援/從集者養 
成研修仍用課 
程怯了者

集務に従事した 
者であって平成 
30年3月31日ま 
での経過松匱 
者（研修未受出

◎国立陣書看 
リハビリテー 

ションセンター 
学祝視覚障害 
学科修了者ち

④平成30年3月 
31日までの駁 
ataa«（平总 
23年9月30日に 
おいて現に地 
域生话支援事
黨における移 

め支援事案に3
年以上従寧し

高松市

松山市

高知市

久留米市

長崎市

大分市

宮崎市

鹿児島市

那新市

下関市

常勁（人） 23 
(76.7%)

1
(4.3%)

19
(82.6%)

4
(13.3%)

3
(10.0%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

30 
(100.0%)

21
(72.4%)

8 
(27.6%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

29 
(100.0%)

非常勤（人）
37 

(58.7%)
3 

(8.1%)
4

(10.8%)
7

(11.1%)
8

(12.7%)
〇

^0.0%)
11

(17.5%)
63 

(100.0%)
4

(13.8%)
25

(86.2%)
〇 

(0.0%)
〇

(0.0%)
29

(100.0%)

小計（人）
60 

(64.5%)
4

(6.7%)
23 

(38.3%)
11 

(11.8%)
11 

(11.8%)
〇 

(0.0%)
11

(11.8%)

gg 

(100.0%)
25 

(43.1%) (56.9%)
〇 

(0.0%)
〇 

(0.0%)
58

(100.0%)

常勤（人）
62 

(57.9%)
13

⑵.〇%)
42

(67.7%)
16

(15.0%)
12 

(11.2%)
〇

(0.0%)
17

(15.9S)
107

(100.0%)
42

(77.8%)
12

(22.2%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
54

(100.0%)

非常勤（人）
70 

(35.0%)
24

(34.3%)
20

(28.6%)
50 

(25.0%)
29 

(14.5%)
〇 

(0.0%)
51 

(25.5%)
200 

(100.0%)
3 

(75.0%!
1 

(25.0%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
4 

(100.0%)

小計（人） 132 
(43.0%) (28.0%)

62 
(47.0%)

66 
(21.5%)

41
(13.4%)

〇
(0.0%)

68 
(22.1%)

307 
(100.0%)

45
(77.6%)

13 
(22.4%)

〇 
(0.0%)

〇
(0.0%)

58 
(100.0%)

常勤（人）
75 

(81.5%)
〇 

(0.0%)
45

(60.0%)
9 

(9.8%)
6

(6.5%)
〇

(0.0%)
2

(2.2%)
92 

(100.0%)
56

(72.7%)
16

(20.8%)
〇

(0.0%)
5 

(6.5%)
77

(100.0%)

非常勤（人）
132 

(82.5%)
〇

(0.0%)
16 

(12.1%)
4

(2.5%)
3 

(1.9%)
〇

(0.0%)
21

(13.1%)
160

(100.0%)
12

(63.2%)
3 

(15.8%)
〇

(0.0%)
4

(21.1%)
19

(100.0%)

小計（人）
207

(82.1%)
〇 

(0.0%)
61

(29.5%)
13 

(5.2%)
9 

(3.6%)
〇 

(0.0%)
23 

(9.1%)
252 

(100.0%)
68 

(70.8%)
19 

(19.8%)
〇 

(0.0%)
9 

(9.4%)
96 

(100.0%)

常勤（人） 126
(69.6%)

31 
(24.6%)

78 
(61.9%)

36 
(19.9%)

12
(6.6%)

〇
(0.0%)

7
(3.9%)

181
(100.0%)

90
(73.8%)

32 
(26.2%)

〇
(0.0%)

〇
(0.0%)

122
(100.0%)

非常勤（人）
333

(64.8%)
206

(61.9%)
15

(4.5S)
85

(16.5%)
23

(4.5%)
〇 

(0.0%)
73 

(14.2%)
514

(100.0%)
20 

(57.1%)
13

(37.1%)
〇

(0.0%)
2

15.7%)
35 

(100.0%)

小計（人）
459 

(66.0%)
237 

(51.6%)
93 

(20.3%)
121 

(17.4%)
35 

(5.0%)
〇 

(0.0%)
80 

(11.5%)
695 

(100.0%)
110

(70.1%)
45

(28.7%)
〇 

(0.0%)
2

(1.3%)
157 

(100.0%)

常勤（人）
40

(95.2%)
12

(30.0%)
22

(55.0%)
1

(2.4%)
〇 

(0.0%)
〇

(0.0%)
1

(2.4%)
42

(100.0%)
32

(86.5%)
3 

(8.1%)
〇

(0.0%)
2

(5.4%)
37

(100.0%)

非常勤（人）
30

(62.5%)
〇

_(0.〇%)
5 

(16.7%)
2

.(4.2%)
〇

(0.0%)
〇 

(0.0%)
16

(33.3%)
48

(100.0%)
〇

(0.0%)

〇

(0.0%)
〇

J0.0%)
5

(100.0%)
5

(100.0%)

小計（人）
70 

(77.8%)
12 

(17.1%)
27

(38.6%)
3 

(3.3%)
〇 

(0.0%)
〇 

(0.0%)
17 

(18.9%)
90 

(100.0%) (76.2%)
3

(7.1%)
〇 

(0.0%)
7 

(16.7%)
42 

(100.0%)

常勤（人）
62

(89.9%)
26 

(41.9%)
33

(53.2%)
4

(5.8%)
〇 

(0.0%)
〇 

(0.0%) (4.3%)
69

(100.0%)
35

(68.6%) (29.4%)
〇

(0.0%) (2.0%)
51

(100.0%)

非常勤（人）
120 

(83.3%)
73 

(60.8%)
12

(10.0%)
12

(8.3%)
〇

(0.0%)
〇

(0.0%)
12

(8.3%)
144

(100.0%)
6 

(75.0%) (12.5%)
〇

(0.0%)
1

(12.5%)
8

(100.0%)

小計（人）
182 

(85.4%) (54.4%)
45 

(24.7%)
16 

(7.5%)
〇 

(0.0%)
〇

(0.0%)
15

(7.0%)
213 

(100.0%)
41

(69.5%)
16 

(27.1%)
〇 

(0.0%)
2

(3.4%)
（!〇〇9〇%）

常勤（人）
124

(70.5%)
25

(20.2%)
76 

(61.3%)
18 

(10.2%)
3

(1.7%)
1

(0.6%)
30

(17.0%)
176 

(100.0%)
89

(61.0%)
55

(37.7%)
〇

(0.0%) (14%)
146

(100.0%)

非常勤（人）
144

(39.1%)
92 

(63.9%)
21 

(14.6%)
14

(3.8%)
22 

(6.0%)
〇 

(0.0%)
188 

(51.1%)
368 

(100.0%)
8

⑹.5%)
5

(38.5%)
〇

(0.0%)
（0（〇%） 13

(100.0%)

小計（人）
268 

(49.3%)
117

(43.7%)
97 

(36.2%)
32 

(5.9%)
25

(4.6%) (0.2%)
218

(40.1%)
544

(100.0%)
97 

(61.0%)
60 

(37.7%)
〇

(0.0%)
2 

(1.3%)
159 

(100.0%)

常勤（人）
57 

(59.4%)
13

(22.8%)
22

(38.6%)
17

(17.7%)
4

(4.2%)
〇

(0.0%)
18

(18.8%)
96

(100.0%)
28

(41.2%)
36

(52.9%)
〇

(0.0%)
4

(5.9%)
68

(100.0%)

非常勤（人）
128

(51.6%)
14

(10.9%)
15 

(11.7%)
82 

(33.1%)
8

(3.2%)
〇

_ (0.0%)
30 

(12.1%)
248 

(100.0S)
10

(27.8%)
14

(38.9%)
〇

(0.0%)
12

(33.3%)
36 

仃 00.0、)

小計（人）
185

(53.8%)
27 

(14.6%)
37 

(20.0%)
99 

(28.8%)
12

(3.5%)
〇 

(0.0%)
48 

(14.0%)
344

(100.0%) (36.5%)
50 

(48.1%)
〇

(0.0%)
16 

(15.4%)
104

(100.0%)

常勤（人）
56

(82.4%)
6 

(10.7%)
32

(57.1%) (5.9%) (5.9%) (0.0%)
4 

(5.9%)
68 

(100.0%)
25

(53.2%)
17 

(36.2%)
〇 

(0.0%)
5

(10.6%)
47 

(100.0%)

非常勤（人）
72 

(42.4%)
50

(69.4S)
10 

(13.9%)
23 

(13.5%) (15.9%)
〇 

(0.0%)
48 

(28.2%)
170

(100.0S)
〇

(0.0%)
10

(90.9%)
〇 

(0.0%)
1

(9.1%)
11

(100.0%)

小計（人）
128 

(53.8%)
56 

(43.8%)
42 

(32.8%)
27 

(11.3%)
31

(13.0%)
〇 

(0.0%)
52 

(21.8%)
238 

(100.0%)
25 

(43.1%)
27 

(46.6%)
〇 

(0.0%)
6

(10.3%)
58 

(100.0%)

常勤（人）
150

(62.8、)
57

(38.0%)
87

(58.0%)
52

(21.8%)
14

(5.9%)
〇 

(0.0%)
23

(9.6%) (100.0%)
107

(60.5%)
59

(33.3%)
〇 

(0.0%)
11

(6.2%)
177

(100.0%)

非常勤（人）
285

(53.8%)
166

(58.2%)
77

(27.0%)
119

(22.5%)
7

(1.3%)
〇

(0.0%)
119

(22.5%)
530 

(100.0%)
9

(13.8、)
55 

(84.6%)
〇

(0.0%)
1

(1.5%)
65 

仃 00.0%)

小計（人）
435

(56.6%)
223 

⑸.3%)
164 

(37.7%)
171

(22.2%)
21 

(2.7%)
〇 

(0.0%)
142 

(18.5%)
769 

(100.0%)
116

(47.9%)
114

(47.1%)
〇 

(0.0%)
12

(5.0%)
242 

(100.0%)

常勤（人） 38
(47.5%)

12
(31.6%)

29 
(76.3%)

18 
(22.5%)

7 
(8.8%)

3 
(3.8%)

14
(17.5%)

80
(100.0%)

27
(43.5%)

26
(41.9%)

1
(1.6%)

8 
(12.9%)

62 
(100.0%)

非常勤（人）
51 

(24.2%)
21 

⑷.2%)
38 

(74.5%)
76

(36.0%)
7

(3.3%)
7

(3.3%)
70

(33.2%)
211

(100.0%)
6

(25.0%)
7 

(29.2%)
〇

(0.0%)
11

(45.8%)
24

(100.0%)

小計（人）
89 

(30.6%)
33 

(37.1%)
67 

(75.3%)
94 

(32.3%)
14 

(4.8%)
10 

(3.4%)
84

(28.9%)
291

(100.0%)
33

(38.4%) (38.4%)
1

(1.2%) (22.1%)
86

(100.0%)

常動（人）
2.512 
(61.6%)

769
(30.6%_

1.416 
(56.4%)

729 
(17.9%)

191 
(4.7%)

9
(0.2%)

634 
(15.6%)

4.075 
(100.0%)

1,643 
(57.3%)

1,144 
(39.9%)

4
(0.1%)

77
(2.7%)

2,868 
(100.0S)

非常勤（人）
4.930 
(45.5%)

2.441 
(49.5%)

876 
(17.8%)

2,288 
(21.1%)

479 
(4.4%)

9 
(0.1%)

3.120 
(28.8%)

10.826 
_J 100.0%)

198
(32.9%)

338 
(56.2%)

1
(0.2%)

64 
_10.6%)

601 
(100 •〇%」

小計（人）
7.442 
(49.9%)

3.210 
(43.1%)

2.292 
(30.8%)

3.017 
(20.2%)

670 
(4.5%)

18
(0.1%)

3.754 
(25.2%)

14.901 
(100.0%)

1.841 
(53.1%)

1.482 
(42.7%)

5 
(0.1%)

141
(4.1%)

3.469
(100.0%)

常動（人） 12.804 
(62.4%)

3.508 
(27.4%)

7.175 
(56 •〇%)

4.295 
(20.9%)

768 
(3.7%)

14

(0.1、)…
2.641 
(12.9%)

20.522 
(100.0%)

8,751 
¢58.4%)

5.700 
(38.0%)

13
..(0.1%)

526 
(3.5 匚

14.990 
(100.0%)

非常勤（人）
21.509 
(42.3%)

9.602 
(44.6%)

4,300 
(20.0%)

13.653 
(26.9%)

2.067 
(4.1%)

23 
(0.0%)

13.539 
(26.7%)

50.791 
(100.0%)

1.245 
(33.5%)

2.051
(55.1%)

1
(0.0%)

424
(11.4*.)

3.721
I (loo.o%)

小計（人）
34,313 
(48.1%)

13.110
(38.2%)

11.475 
(33.4%)

17,948 
(25.2%)

2,835 
(4.0%)

37 
(0.1%)

16.180
(22.7%)

71,313
(100.0%)

9.996 
(53.4%)

7,751 
⑷.4%)

14
(0.1%)

950 
(5.1%)

| 18.711
1 (100.0%)
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平成27年度同行援護従業者養成研修の都道府県別実施状況（平成27年10月!日現在）

ド?黔も爭だ?
一般課程 応用課程 !

No. 都道府県名 実施（予定） 
回数

定員数
（予定）

応募者数
（予定）

実施（予定）
回数

定員数
（予定）

1 北海道 37 356 356 20 156 156
2 青森県 1 60 43 1 50 30
3 岩手県 2 60 32 2 60 26
4 宮城県 32 725 230 14 267 99
5 秋田県 4 40 30 4 40 25
6 山形県 1 30 34 1 30 27
7 福島県 4 50 56 3 30 26
8 茨城県 4 80 62 4 80 62
9 栃木県 6 171 130 3 60 23
10 群馬県 15 362 169 12 269 57
11 埼玉県 15 440 120 9 250 82
12 千葉県 18 546 141 8 200 48
13 東京都 140 3,336 549 70 1,699 235
14 神奈川県 60 1,536 709 27 642 250
15 新潟県 4 150 136 4 150 136
16 富山県 1 40 26 1 20 15
17 石川県 2 68 45 2 64 48
18 福井県 3 45 36 3 45 36
19 山梨県 1 30 24 1 20 24
20 長野県 9 210 167 7 170 134
21 岐阜県 5 110 98 4 60 57
22 静岡県 F 220 170 2 40 24
23 愛知県 72 1,810 965 55 1,318 610
24 三重県 2 80 43 2 70 37
25 滋賀県 4 110 38 ~~T 110 28
26 京都府 12 335 98 9 220 26
27 大阪府 84 2,117 1,278 59 1,549 809
28 兵庫県 56 890 643 30 385 275
29 奈良県 4 100 54 5 120 37
30 和歌山県 1 20 5 3 60 23
31 鳥取県 1 40 49 1 20 21
32 島根県 14 299 169 1 28 25
33 岡山県 3 52 36 3 52 33
34 広島県 45 790 276 22 334 104
35 山口県 6 155 82 5 115 52
36 徳島県 9 215 40 5 170 12
37 香川県 4 88 71 4 84 43
38 愛媛県 17 306 151 9 140 52
39 高知県 6 138 89 4 60 12
40 福岡県 29 350 350 24 212 212
41 佐賀県 4 92 30 4 92 44
42 長崎県 4 60 21 3 30 13
43 熊本県 7 170 91 6 140 62
44 大分県 4 280 131 4 280 87
45 宮崎県 6 95 43 6 95 27
46 鹿児島県 15 285 92 12 235 78
47 沖縄県 8 166 84 7 148 95

合計 789 17,708 8,292 489 10,469 4,437
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8 障害者の就労支援の推進等について

（1）障害者の就労支援の推進について

① 一般就労への移行の促進について

就労移行支援については、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に 

おいて、一般就労への移行後の就労定着実績がない事業所に対する評価の 

適正化を図るため、就労定着者（一般就労移行後に6カ月以上雇用されて 

いる者）が過去3年間または過去4年間いない場合、報酬の減算を行うこ 

ととしたところである。

しかしながら、減算の仕組み導入後においても、一般就労への移行率の 

状況に大きな変化は見られず、1年間における一般就労への移行率が20% 

以上の事業所は46. 9%となっている一方で、一般就労への移行率が〇%の 

事業所は3割強で推移している。【関連資料1】

こうした状況を踏まえ、平成27年度障害福祉サービス等報酬改定にお 

いて、一般就労への移行後の就労定着実績がない事業所に対する報酬の減 

算割合を強化するとともに、過去2年間に一般就労への移行実績がない事 

業所に対しても報酬の減算を行うこととしたところであり、平成27年10 

月においては、183事業所（5.9%）が減算の対象となっている。【関連資 

料2】

なお、平成28年4月から、就労継続支援A型に移行した利用者につい 

ては、利用する障害福祉サービスの種類を変更するものであることから、 

一般就労への移行実績や就労定着実績には含まないこととされているの 

でご留意願いたい。

就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見 

込まれる障害者に対し、一般就労への移行に向けた支援を行うという就労 

移行支援の趣旨を改めてご理解いただき、適切な支援が行われるよう管内 

事業所に対する指導をお願いしたい。なお、就労移行支援及び就労継続支 

援について、不適切な運営を行っている事業所に対し、重点的な指導をお 

願いする通知を発出する予定でいるので、ご承知おき願いたい。

② 就労継続支援A型事業について

就労継続支援A型事業については、

• 本来の利用者である障害者の利用を正当な理由なく短時間に限り、健 

常者である従業員（基準省令によるところの「利用者及び従業者以外の 

者」）がフルタイムで就労している事例

• 利用者も就労継続支援A型事業の従業者も短時間の利用とすることに 

よって浮いた自立支援給付費を実質的に利用者である障害者の賃金に 

充当している事例

など、本来の就労継続支援A型事業の趣旨に反するだけでなく、自立支援 

給付費を給付する趣旨からも不適切である事例が見られたことから、平成
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24年度障害福祉サービス等報酬改定において、短時間利用者にかかる報酬 

の減算を導入し、就労継続支援A型事業における報酬の適正化を図ったと 

ころである。

しかしながら、減算の仕組みを導入した後においても、正当な理由なく 

利用者の意に反して労働時間を短く抑える、あるいは就労機会の提供にあ 

たって収益の上がらない仕事しか提供しない等といった運営を行ってい 

る事業所の存在が指摘されていることから、平成27年度障害福祉サービ 

ス等報酬改定において、短時間利用に係る減算の仕組みを見直し、平成27 

年10月から施行したところであり、平成27年10月においては、473事業 

所（14.9%）が減算の対象となっている。【関連資料3】

就労継続支援A型事業所には、一般就労が困難である者に就労機会を提 

供し、障害者が自立した日常生活または社会生活を営めるよう賃金水準を 

高めていくことが求められておりヽ上記のような事業運営は、就労継続支 

援A型事業の趣旨に反するものであるため、各都道府県、指定都市及び中 

核市におかれては、A型事業について事業趣旨に沿った運営が確保される 

よう、不適切な事案の解消に向けて重点的な指導をお願いしたい。

なお、昨年9月に発出した「指定就労継続支援A型における適正な事業 

運営に向けた指導について」（平成27年9月8日付け厚生労働省社会•援 

護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）において、指導の際の確認点や根 

拠を整理しているので、積極的に活用されたい。【関連資料4】

③ 平成26年度の工賃実績について

平成26年度における就労継続支援B型事業所利用者の全国の平均工賃 

月額は14, 838円、対前年度比401円増（2. 8%増）となっているところで 

ある。

また、平成18年度からは2, 616円増（21.4%増）となっているが、平 

成19年度から継続して工賃倍増5か年計画、工賃向上計画を作成し工賃 

向上に取り組んでいる事業所については、平成26年度の平均工賃が16, 097 

円（平成18年度12, 542円）と、3, 555円増（28. 3%増）となっており、 

より一層の工賃の向上が図られているところである。【関連資料5】

各事業所や各地方自治体のご尽力により、就労継続支援B型事業所利用 

者の平均工賃は着実に増加してきているが、約1割の事業所で平均工賃が 

5千円を下回っており、その中には、運営基準で定める工賃の最低水準で 

ある3千円を下回っている事業所もある。このような事業所については、 

運営基準に違反していることが明確であることから、重点的な指導をお願 

いしたい。【関連資料6】
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④ 就労継続支援日型の利用に係るアセスメントの取扱いについて

平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援E型を利用す 

る場合、原則として、就労移行支援事業所等によるアセスメントを受ける 

こととなっている。

当該アセスメントは、約6割の特別支援学校卒業生が卒業後に障害福祉 

サービスの利用に至っていること、就労継続支援E型事業所から一般就労 

へ移行する利用者が2 %にも満たないことといった現状を踏まえ、一般就 

労への移行の可能性も視野に入れた就労継続支援E型の利用など、長期的 

な就労面に関するニーズを把握するために実施するものである。

しかしながら、障害者のこうした可能性を考慮せず、就労継続支援E型 

の利用を前提とした形式的なアセスメントを実施している事例など、アセ 

スメントの趣旨が理解されていない取扱いがみられるところである。

ついては、就労継続支援E型の新規利用者の就労面に係る課題等が適切 

に把握され、就労の知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援が適切 

に提供されるよう、アセスメントの趣旨を理解いただき、一般就労に関す 

・る支援ノウハウを有している就労移行支援事業所等において、適切にアセ 

スメントが行われるよう周知徹底をお願いしたい。

なお、アセスメントの実施にあたりヽ就労移行支援事業所でアセスメン 

トを行うことが障害者の負担となる場合は、施設外支援により、障害者が 

通所しやすい場所(利用者が在籍している特別支援学校内など)で実施す 

ることが可能である。

(2)障害者の就労支援に係る予算について

①農福連携の推進について

平成28年度の工賃向上計画支援事業では、新規事業として「農福連携 

による就農促進プロジェクト」に係る予算を確保しているところである。

当該事業は、農業に関するノウハウを有していない就労継続支援E型 

事業所等に対し、農業技術に係る指導・助言や6次産業化に向けた支援 

を実施するための専門家の派遣等に係る経費や、農業に取り組む障害者 

就労施設による農福連携マルシェの開催に係る経費に対して補助するも 

のであり、補助率は10/10を予定しているところである。【関連資料7】 

また、農林水産省においては、「都市農業機能発揮対策事業」及び「農 

山漁村振興交付金」により、福祉農園の開設支援といったハード面の支 

援を行っている。

農福連携については、農業分野での障害者の就労を支援し、就労継続 

支援E型事業所等における工賃水準の向上を図るだけでなく、農業の支 

え手の拡大にもつながるものであり、障害者の地域での活躍にもつなが 

ることから、1億総活躍社会の実現にも資するものと考えているので、 

積極的な活用をお願いしたい。

なお、厚生労働省と農林水産省では、福祉目的で農作業に取り組む際 
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に活用できる主な支援策を紹介するパンフレット「福祉分野に農作業を 

〜支援制度などのご案内〜（第三版）」を作成しており、この中には、農 

業分野における障害者就労に関する各種情報等を記載するなど、今後、 

農業分野への参入を考えている障害福祉関係者にとって参考となること 

から、管内の市町村及び事業所に対し広く周知願いたい。

また、地域生活支援事業（都道府県事業）において、地域連携を促進 

するためのコーディネーターを配置し、地域の農業団体等と連携し、障 

害福祉サービス事業所と地域の農家等を結びつけるための取組を支援す 

るための事業が位置付けられているので、地域の実情に応じて積極的な 

活用を検討願いたい。

なお、就労継続支援B型事業所等において、事業所とは離れた場所に 

農地を取得して農業を実施する場合、当該農地については、従たる事業 

所または出張所という取扱いとなり、利用者の支援に支障がない場合に 

は、基準に定める設備の全部または一部を設けないこととしても差し支 

えないこととされているので、ご了知いただくとともに、管内市町村に 

対し周知願いたい。

（参考URL:福祉分野に農作業を〜支援制度などのご案内〜）

http：//www.maff. go. jp/j/keikaku/pdf/2710_nofuku. pdf

② 共同受注窓口による情報提供体制の構築等について

共同受注窓口については、平成22年度から体制整備を図ってきたとこ 

ろであり、就労継続支援E型事業所等が提供する製品のブランド化の推 

進や専門家による技術指導など、各地で様々な取組が行われているとこ 

ろである。

こうした共同受注窓口による取組の実績を踏まえ、工賃向上計画支援 

事業においては、共同受注窓口を活用した品質向上支援に係る経費を補 

助対象としているので、積極的に活用いただきたい。

また、平成28年度の工賃向上計画支援事業に係る特別事業において、 

共同受注窓口による障害者就労施設等が提供する物品等の情報提供体制 

の構築に向けた予算を確保しているので、官公需だけでなく民需も含め 

た障害者就労施設等が提供する物品等に対する需要の増進が図られるよ 

う、活用をご検討いただきたい。【関連資料8】
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就労移行支援事業による一般就労への移行率別の施設割合の推移

（一般就労移行率）
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関連資料2 
就労移行支援に係る報酬の適正化の適用状況（平成27年度報酬改定前後の比較）

平成26年10月 平成27年10月 平成26年10月 平成27年10月

全国
事業所数 2,885 3,101

三重県
事業所数 17 25

（うち適用あり） 90 3.1% 183 5.9% （うち適用あり） 〇 0.0% 〇 0.0%

北海道
事業所数 173 174

滋賀県
事業所数 26 32

（うち適用あり） 9 5.2% 16 9.2% （うち適用あり） 〇 0.0% 2 6.3%

青森
事業所数 49 48

京都府
事業所数 48 52

（うち適用あり） 6 12.2% 8 16.7% （うち適用あり） 1 2.1% 3 5.8%

岩手県
事業所数 29 31

大阪府
事業所数 180 202

（うち適用あり） 〇 0.0% 4 12.9% （うち適用あり） 2 1.1% 5 2.5%

宮城県
事業所数 63 62

兵庫県
事業所数 93 104

（うち適用あり） 1 1.6% 1 1.6% （うち適用あり） 2 2.2% 4 3.8%

秋田県
事業所数 16 20

奈良県
事業所数 25 26

（うち適用あり） 〇 0.0% 1 5.0% （うち適用あり） 2 8.0% 2 7.7%

山形県
事業所数 32 39 事業所数 24 26

（うち適用あり） 〇 0.0% 4 10.3% （うち適用あり） 〇 0.0% 1 3.8%

福島県
事業所数 21 18

鳥取県
事業所数 20 18

（うち適用あり） 〇 0.0% 〇 0.0% （うち適用あり） 〇 0.0% 〇 0.0%

茨城県
事業所数 131 130

島根県
事業所数 16 15

（うち適用あり） 9 6.9% 13 10.0% （うち適用あり） 〇 0.0% 1 6.7%

栃木県
事業所数 59 57

岡山県
事業所数 25 28

（うち適用あり） 2 3.4% 4 7.0% （うち適用あり） 1 4.0% 2 7.1%

群馬県
事業所数 40 49

広島県
事業所数 71 81

（うち適用あり） 2 5.0% 3 6.1% （うち適用あり） 2 2.8% 7 8.6%

埼玉県
事業所数 115 133

山口県
事業所数 32 37

（うち適用あり） 1 0.9% 7 5.3% （うち適用あり） 1 3.1% 3 8.1%

千葉県
事業所数 102 114

徳島県
事業所数 24 24

（うち適用あり） 〇 0.0% 〇 0.0% （うち適用あり） 〇 0.0% 1 4.2%

東京都
事業所数 226 244

香川県
事業所数 14 16

（うち適用あり） 8 3.5% 11 4.5% （うち適用あり） 〇 0.0% 1 6.3%
事業所数 112 138

愛媛県
事業所数 40 37

（うち適用あり） 1 0.9% 3 2.2% （うち適用あり） 2 5.0% 5 13.5%

新潟県
事業所数 83 88

高知県
事業所数 14 15

（うち適用あり） 2 2.4% 4 4.5% （うち適用あり） 〇 0.0% 1 6.7%

富山県
事業所数 24 25

福岡県
事業所数 175 194

（うち適用あり） 1 4.2% 〇 0.0% （うち適用あり） 5 2.9% 5 2.6%

石川県
事業所数 29 33

佐賀県
事業所数 25 23

（うち適用あり） 2 6.9% 6 1&2% （うち適用あり） 1 4.0% 1 4.3%

福井県
事業所数 37 35

長崎県
事業所数 53 60

（うち適用あり） 2 5.4% 5 14.3% （うち適用あり） 6 11.3% 4 6.7%

山梨県
事業所数 38 36

熊本県
事業所数 66 65

（うち適用あり） 2 5.3% 2 5.6% （うち適用あり） 6 9.1% 7 10.8%

長野県
事業所数 62 63

大分県
事業所数 44 43

（うち適用あり） 3 4.8% 6 9.5% （うち適用あり） 1 2.3% 2 4.7%

岐阜県
事業所数 34 42

宮崎県
事業所数 43 46

（うち適用あり） 〇 0.0% 2 4.8% （うち適用あり） 〇 0.0% 4 8.7%

静岡県
事業所数 81 90 亩1日自,旦 事業所数 52 59

（うち適用あり） 〇 0.0% 2 2.2% （うち適用あり） 4 7.7% 7 11.9%

愛知県
事業所数 114 116

沖縄県
事業所数 88 88

（うち適用あり） 2 1.8% 8 6.9% （うち適用あり） 1 1.1% 5 5.7%
※国保連データにおいて特別集計した実績（事業所数）
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就労継続支援A型に係る報酬の減算適用状況
関連資料3

匚 平成27年10月

全国
事業所数 3,171

（うち適用あり） 473 14.9%

北海道
事業所数 228

（うち適用あり） 70 30.7%

青森
事業所数 64

（うち適用あり） 9 14.1%

岩手県
事業所数 45

（うち適用あり） 4 8.9%

宮城県
事業所数 51

（うち適用あり） 15 29.4%

秋田県
事業所数 16

（うち適用あり） 〇 0.0%

山形県
事業所数 26

（うち適用あり） 2 7.7%

福島県
事業所数 27

（うち適用あり） 2 7.4%

茨城県
事業所数 35

' （うち適用あり） 4 11.4%

栃木県
事業所数 39

（うち適用あり） 4 10.3%

群馬県
事業所数 15

（うち適用あり） 1 6.7%

埼玉県
事業所数 56

（うち適用あり） 2 3.6%

千葉県
事業所数 42

（うち適用あり） 3 7.1%

東京都
事業所数 99

（うち適用あり） 23 23.2%

神奈川県
事業所数 72

（うち適用あり） 10 13.9%

新潟県
事業所数 25

（うち適用あり） 5 20.0%

富山県
事業所数 50

（うち適用あり） 6 12.0%

石川県
事業所数 50

（うち適用あり） 13 26.0%

福井県
事業所数 58

（うち適用あり） 2 3.4%

山梨県
事業所数 12

（うち適用あり） 〇 0.0%

長野県
事業所数 34

（うち適用あり） 〇 0.0%

岐阜県
事業所数 110

（うち適用あり） 19 17.3%

静岡県
事業所数 90

（うち適用あり） 8 8.9%

愛知県
事業所数 244

（うち適用あり） 45 18.4%

平成27年10月

三重県
事業所数 61

（うち適用あり） 1 1.6%

滋賀県
事業所数 26

（うち適用あり） 5 19.2%

京都府
事業所数 64

（うち適用あり） 12 18.8%

大阪府
事業所数 205

（うち適用あり） 28 13.7%

兵庫県
事業所数 109

（うち適用あり） 9 8.3%

奈良県
事業所数 25

（うち適用あり） 1 4.0%

和歌山県
事業所数 42

（うち適用あり） 1 2.4%

鳥取県
事業所数 28

（うち適用あり） 1 3.6%

島根県
事業所数 30

（うち適用あり） 〇 0.0%

岡山県
事業所数 143

（うち適用あり） 28 19.6%

広島県
事業所数 77

（うち適用あり） 9 11.7%

山口県
事業所数 27

（うち適用あり） 1 3.7%

徳島県
事業所数 18

（うち適用あり） 4 22.2%

香川県
事業所数 13

（うち適用あり） 〇 0.0%

愛媛県
事業所数 62

（うち適用あり） 9 14.5%

高知県
事業所数 23

（うち適用あり） 〇 0.0%

福岡県
事業所数 221

（うち適用あり） 42 19.0%

佐賀県
事業所数 32

（うち適用あり） 4 12.5%

長崎県
事業所数 51

（うち適用あり） 8 15.7%

熊本県
事業所数 163

（うち適用あり） 35 21.5%

大分県
事業所数 52

（うち適用あり） 3 5.8%

宮崎県
事業所数 40

（うち適用あり） 3 7.5%

鹿児島県
事業所数 72

（うち適用あり） 16 22.2%

沖縄県
事業所数 99

（うち適用あり） 6 6.1%

※国保連データにおいて特別集計した実績（事業所数）
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関連資料4

障障発〇 9 〇 8第1号 

平成2 7年9月8日 

都道府県

各指定都市障害保健福祉主管部（局）長殿

中核市

厚生労働省社会•援護局 

障害保健福祉部障害福祉課長 

（公印省略）

指定就労継続支援A型における適正な事業運営に向けた指導について

指定障害福祉サービス事業者等に対する指導監査については、障害者の日常生活 

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第12 3号。以下「法」 

という。）に基づき行われているところである。

さて、指定就労継続支援A型については、通常の事業所に雇用されることが困難 

であって、雇用契約に基づく就労が可能である者を雇用して就労の機会を提供する 

とともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を適切かつ効果的に行う 

こととされているところである。

しかしながら、指定就労継続支援A型事業者の中には、法の趣旨に反し、また、 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害 

福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年9月29日 

厚生労働省令第1号。以下「運営基準」という。）の規定に抵触すると考えら 

れる不適切な事業運営を行っている事業者があることが指摘されている。

このため、下記のとおり、指定就労継続支援A型の利用手続きや不適切な事業運 

営の事例に係る指導の際の確認点を整理したので、指導の際に活用いただくととも 

に、各都道府県におかれては、貴管内市町村に対する周知方よろしくお願いする。

また、指定就労継続支援A型については、その利用に当たり、指定就労継続支援 

A型の利用が適切か否かの客観的な判断を行うため、原則として暫定支給決定を行 

うこととされているので、適切なサービス利用という観点からも、併せて周知方よ 

ろしくお願いする。

なお、この通知は、地方自治法（昭和2 2年法律第6 7号）第2 4 5条の4第1 

項の規定に基づく技術的な助言である。
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記

1 就労継続支援A型の利用に係る支給決定手続きについて

就労継続支援A型は、利用者と雇用契約を締結することにより、就労機会を提 

供しつつ、生産活動等の機会を通じて就労に必要な知識及び能力の向上のために 

必要な訓練等を行うものであり、その利用に当たっては、一定期間の訓練を行う 

サービスであることを踏まえ、就労継続支援A型の利用が適切か否かの客観的な 

判断を行うため、原則として、暫定支給決定を行うこととされているので、利用 

者に対して適切なサービスを提供するという観点からも、適正な支給決定手続き 

をお願いする。

なお、暫定支給決定が行われた利用者については、雇用保険法施行規則（昭和 

5 0年3月1〇日労働省令第3号）第11〇条に基づく特定求職者雇用開発助成 

金の支給対象となる対象労^J者から除外され、当該助成金の支給はされないこと 

となっている。

2 不適切な事業運営の事例

（1）生産活動の内容が不適切と考えられる事例

① 事例内容

就労機会の提供に当たり、収益の上がらない仕事しか提供しておらず、就 

労継続支援A型事業の収益だけでは、最低賃金を支払うことが困難であると 

考えられる事例。

② 指導の際の確認点

ア就労継続支援A型の利用に当たっては、利用者と雇用契約を締結するこ 

ととなっており、雇用契約を締結した利用者については、労働関連法規の 

適用を受ける労働者に該当し、最低賃金法（昭和3 4年4月15日法律第 

13 ?号）が適用されることから、最低賃金を支払うことが可能な収益性 

の高い事業内容であるか、また、利用者に対して当該事業内容を踏まえた 

仕事が確保されているかを確認する。

確認に当たっては、「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いにつ 

いて」（平成18年1〇月2日社援発1 0 0 2 0 0 1号厚生労働省社会・ 

援護局長通知）の別紙「就労支援の事業の会計処理の基準」に基づき作成 

することとされている「就労支援事業別事業活動明細書」により、収益と 

費用の比率等を確認することで、最低賃金を支払うことが可能な事業内容 

であるかどうかを判断する。
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ィ 指導に当たっての根拠（運営基準第19!条、192条）

運営基準第191条第1項では、「指定就労継続支援A型事業者は、就 

労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給 

状況等を考慮して行うよう努めなければならない」と規定されていること 

から、事業者には、就労機会の提供に当たり、事業者が供給しようと考え 

ている物品及び役務に関する市場調査等を実施するとともに、地域の状況 

を適切に把握することが求められ、その結果を踏まえ、最低賃金を支払う 

ことが可能な収益性の高い仕事を確保する必要がある。

また、運営基準第19 2条第1項では、「指定就労継続支援A型事業者 

は、第19 0条第1項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生 

活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければなら 

ない」と規定されており、当該規定の趣旨をかんがみれば、最低賃金の水 

準に留まることなく、就労に関する知識及び能力の向上のために必要な訓 

練その他の必要な支援を行うことにより、賃金水準を高めていくことが事 

業者には求められている〇

したがって、収益の低い仕事しか提供していない場合には、就労機会の 

提供に当たり、市場調査等の実施や地域の状況を適切に把握しているとは 

いえず、また、利用者に支払う賃金水準を高めるよう努めているとはいえ 

ない。

（2）サービス提供の形態が不適切と考えられる事例

① 事例内容

就労継続支援A型のサービス提供に当たり、利用者の意向や能力等を踏ま 

えた個別支援計画が策定されていない事例や、長く働きたいという利用者の 

意向にかかわらず、全ての利用者の労働時間を一律に短時間（例:1週間の 

所定労働時間が2 0時間）としている事例など、サービス提供に当たっての 

形態が不適切な事例。

② 指導の際の確認点

ア 適切なアセスメントに基づいた個々の利用者に応じた個別支援計画が 

策定され、当該計画に基づいたサービス提供がされているかを確認する。

また、全ての利用者の労働時間が一律に短時間とされているような場合 

には、その理由を確認し、適切なアセスメントに基づいた結果であり、か 

つ、利用者の意向等に反して設定されているものでないかどうかを確認す 

る。
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ィ 指導に当たっての根拠（運営基準第3条、191条、19 7条（第5 8 

条の準用））

運営基準第3条第1項では、「指定障害福祉サービス事業者（第3章か 

ら第5章まで及び第8章から第14章までに掲げる事業を行うものに限 

る。）は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画 

（以下「個別支援計画」という。）を作成し、これに基づき利用者に対し 

て指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な 

評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適 

切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない」と規定 

されている。

また、就労継続支援A型において準用する同第5 8条第2項では、「サ 

ービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法によ 

り、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生 

活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以 

下この章において「アセスメント」という。）を行い、利用者が自立した 

日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検 

討をしなければならない」と規定されている。

これらの規定に基づき、事業者には、適切な方法でアセスメントを行っ 

た上で適切な支援内容を検討し、個々の利用者の意向や適性、障害特性等 

を踏まえた個別支援計画を策定し、サービスを提供することが求められる。

また、運営基準第191条第2項では、「指定就労継続支援A型事業者 

は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、 

利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない」と規定さ 

れていることから、事業者には、利用者の意向や適性、障害特性等を踏ま 

え、個々の利用者に適した作業内容や作業時間とすることにより、作業能 

率を向上させることが求められる。

したがって、個別支援計画が画一的な内容となっている場合や、正当な 

理由もなく全ての利用者の労働時間を一律に短時間としている場合には、 

適切な個別支援計画の策定や利用者の意向等を踏まえた就労機会の提供 

が行われているとはいえない。

なお、特定求職者雇用開発助成金は、短時間労働者（1週間の所定労働 

時間が2 0時間以上3〇時間未満）を雇い入れた場合であっても支給対象 

となることから、当該助成金を受給するために利用者の労働時間を一律に 

短時間としている場合があり、このような理由も上記基準の趣旨から適切
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な事業運営とはいえない。

（3） 一定期間経過後に事業所を退所させている事例

① 事例内容

就労継続支援A型の利用に当たり、利用してから一定期間が経過した後、 

利用者の意向等にかかわらず、就労継続支援B型事業所に移行させるなど、 

不当に退所させていると考えられる事例。

② 指導の際の確認点

ア 利用者の退所状況に関し、一定期間（例:2年又は3年）が経過した後 

に就労継続支援B型事業所に移行し、事業所を退所している利用者につい 

て、退所理由を確認する。

確認に当たっては、特定求職者雇用開発助成金の支給対象となっていた 

利用者について、当該助成金の助成対象期間経過後に退所させられている 

ようなことがないかを確認する。

ィ 指導に当たっての根拠（運営基準第19 ?条（第11条の準用））

障害福祉サービスの利用に当たっては、市町村から支給決定を受けなけ 

ればならず、当該支給決定には有効期間が定められており、就労継続支援 

A型の有効期間は、1月間から3 6月間の範囲内で市町村が定める期間と 

されており、最大3年間となっている。

一方で、法第5条第14項では、「この法律において「就労継続支援」 

とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会 

を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その 

知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める 

便宜を供与することをいう」と規定されており、就労継続支援A型には、 

利用期間は定められておらず、支給決定に係る有効期間の更新は可能とさ 

れている。

また、就労継続支援A型において準用する運営基準第11条では、「指 

定居宅介護事業者は、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んではなら 

ない」と規定されている（※几

これらの規定に基づけば、事業者は、現に就労継続支援A型を利用して 

いる者に対し、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、事業所を退 

所させたりといったことをしてはならず、支給決定の有効期間中の利用者 

は当然のこととして、支給決定の更新が行われた利用者に対しても適切に 

サービス提供を行う必要がある。
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したがって、特定求職者雇用開発助成金の支給対象となる利用者につい 

て、当該助成金の助成対象期間が2年（重度障害者等に該当する場合には 

3年）であることから、利用者の退所時期が当該助成金の助成対象期間経 

過後と­ 致しているような場合には、正当な理由なく、当該助成金の支給 

終了とあわせて退所させている場合があり、このような取扱いは適切な事 

業運営とはいえない。

※ 提供を拒むことができる正当な理由がある場合とは以下の通り。

・ 当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合

•利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場 

厶

・当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めて 

いる場合であって、これに該当しない者から利用申込みがあった場合、 

その他利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困 

難な場合

・ 入院治療が必要な場合

-81-



関連資料⑤

平成2 6年度工賃（賃金）の実績について

仁調査の概要

（1） 調杳の目的

障害者の経済的自立のため、工賃水準の引上げに向けて支援を行った「工賃倍増5 
か年計画（平成4 9年度〜平成23年度）」、また、平成24年度以降実施している「工 

賃向上計画（平成2 4年度〜）」の効果を検証するとともに、就労継続支援事業所の 

利用者の工賃（賃金）の現状を把握することを目的とする。

（2） 調杳対象施設
就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所

（3） 回収状況
11,869事業所

（4） 工俸（賃金）の範囲

工賃、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、事業者が利用者に支払うすべ 

てのもの

平成2 6年度平均工賃（賃金）

2.調査結果

施設種別

平均工賃（賃金）
施設数

（箇所）

平成25年度（参考）

月額 時間額 月額 時間額

就労継続支援 
B型事業所 

（対前年比）

14,838 円
(102.8%)

187円
(105.1%) 9,244 14,437 円 178円

就労継続支援 
A型事業所 

（対前年比）

66,412 円
(95.6%)

754円
(102.3%) 2,625 69,458 円 737円

〇 平成18年度と平成26年度の比較

対象事業所 平均工賃（賃金）〈増減率〉

工賃向上計画の対象施設嵌）の平均工賃

※平成 佗年度は就労継続支援B型事業所、入所.通所授産施設、小規模 
通所授産施設

（平成18年度） （平成2 6年度）

12,222 円-14,838 円〈121.4%〉

就労継続支援B型事業所（平成2 6年度末時点）で、 

平成18年度から継続して工賃倍増5か年計画・エ 

賃向上計画の対象となっている施設の平均工賃

（平成18年度） （平成2 6年度）

12,542 円-16,09? 円 <128.3%）
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平成25。26年度平均工賃（都道府県別）

都道府県
平成25年度

平均工賃

平成26年度

平均工賃

北海道 18,848 18,108

青森県 12,125 12,688

岩手県 18,114 18,610

宮城県 16,989 18,186

秋田県 13,790 14,273

山形県 11,526 11,476

福島県 12,842 13,571

茨城県 11,353 11,465

栃木県 14,804 15,451

群馬県 16,346 16,979

埼玉県 13,309 13,950

千葉県 12,596 13,150

東京都 14,588 14,935

神奈川県 13,180 13,709

新潟県 13,416 14,128

富山県 14,027 14,546

石川県 15,297 15,857

福井県 19,733 20,501

山梨県 15,449 15,230

長野県 14,074 14,333

岐阜県 11,756 12,955

静岡県 14,055 14,363

愛知県 15,318 15,917

三重県 12,851 12,950

（円/月額）

都道府県
平成25年度

平均工賃

平成26年度 

平均工賃

滋賀県 17,558 17,987

京都府 15,395 15,669

大阪府 10,345 10,763

兵庫県 13,020 13,608

奈良県 13,856 14,335

和歌山県 15,741 16,169

鳥取県 17,090 17,179

島根県 17,921 18,173

岡山県 12,126 12,873

広島県 15,551 15,644

山口県 15,639 16,305

徳島県 19,299 20,388

香川県 13,920 13,938

愛媛県 14,667 15,578

高知県 18,738 19,034

福岡県 13,112 13,392

佐賀県 16,875 17,065

長崎県 13,894 14,664

熊本県 13,648 14,042

大分県 15,869 16,134

宮崎県 15,078 16,142

鹿児島県 14,119 14,582

沖縄県 14,032 14,166

全国 14,437 14,838
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就労継続支援B型における工賃の状況

〇平成18年度と比較すると、利用者1人あたりの平均工賃月額が2万円以上の事業所の割合 

は増加しておりヽ全体の2割弱となっている。

〇平均工賃月額が1万円未満の事業所の割合は減少しているものの、全体の約4割となってい

<Jo

T平成18年度

平成26年度

〇〜5千円未満 5干円以上し1万円未満 1万円以上〜1万5千円来満 2万由以上〜2万5千円未満3万円以上

34.6%

40% 切％10% 20% ^0%〇%

1万5千円以上〜2万円未満 2万5午円以上〜3万円未満

100%え。％ 90%70%60%

濫»
»

逵 6ロ 〇〜5千円未満

2万円以上〜2万5千円未満

□ 5千円以上〜;L万円未満

□ 2万5千円以上〜3万円未満

2万円以上〜1万5千円未満

3万円以上

□1万5千円以上〜2万円未満



農福連携による障害者の就農促進プロジェクトについて（新規）

r 事業の趣旨
平成28年度予算額（案）:1.1億円

農業分野での障害者の就労を支援し、障害者の工賃水準の向上及び農業の支え手の拡大を図るとともに、障 
害者が地域を支え地域で活躍する社会（「1億総活躍」社会）の実現に資するため、障害者就労施設への農業に 
関する専門家の派遣や農福連携マルシェの開催等を支援する。

実施主体 く事業のスキーム〉

者B道府県
※社会福祉法人等の民間団体へ委託して実施することも可

厚生労働省

J補助-補助率:10/10

工賃向上計画支援事業の特別事業において、「農福連携によ 
る障害者の就農促進プロジェクト」として以下の事業を実施する 
こととし、補助率は10/10とする。

①農福連携推進事業

農業に関するノウハウを有していない障害者就労施設に 
対し、農業技術に係る指導•助言や6次産業化に向けた支援 
を実施するための専門家の派遣等に係る経費を補助する。

② 農福連携マルシェ開催支援事業
農業に取り組む障害者就労施設による農福連携マルシェ 

の開催に係る経費を補助する。

その派遣等の
w委託に!る実施可

農福建携マルシェの 
開催 ※委託订よる実施可

都道府県

専門 

支援i

農業の取組推進=>6次産業化

障害者就労施設

豈 . (.

»
»
»

盘 7



共同受注惠□による情報提供体制の構築

〇共同受注窓口において、官公需や民需に係る関係者が参画する協議会を設置することにより、障害者就労施 
設等への発注拡大のための連絡調整や協議の場として活用するなど、障害者就労施設等が提供する物品等の 

情報提供等を行う体制を構築する。
〇協議会では、官公需及び民需の拡大に向けて、地元企業等との協力・協働関係の構築を図ることにより、ワー 

クシェアリングや地元企業等との協働による製品開発、 新たな官公需や民需の創出などを検討する （必要に応じ 
て、協議会の下に専門家等で構成するWGを設置し、品質向上や販路拡大などにも取り組む）〇

障害関係団体 自治体
不

企業団体等その他関係者
不

協議会への参画、障害者就労施設が提供する物品等の情報提供等

も

共同受注窓口 関係者による協議会
ーワーキンググループ

営協 
に議 
琴会

鑿G 
費の 
象設 

前汪
彊

・官公需及び民需の拡大に向けた協議•連絡調整 

•地元企業等との協力•協働関係の構築等

个

協議会への参画、事業所間での連絡調整•情報交換、仕事の分配等

障害者就労施設 障害者就労施設

ーワーキンググループ:

※必要に応じて協議会の! 

下にWGを設置し、品質向 
上等の取組を実施

障害者就労施設

都道府県 補助（補助率10/10） 厚生労働省

※9年を上限に補助



障害者優先調達推進法について

(1)調達方針の策定について

障害者優先調達推進法第9条第1項において、都道府県、市町村及び地 

方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、障害者就労施設等から 

の物品等の調達の推進を図るための方針(以下、「調達方針」という)を 

作成しなければならないこととされており、調達方針の策定は、法に定め 

られた義務となっている。

調達方針の策定状況を見ると、都道府県におかれては、全て調達方針 

を策定いただいている一方で、市町村及び地方独立行政法人においては、 

いまだ調達方針が策定されていないところがあり、都道府県別の状況を 

見ると、管内全ての市町村が策定しているところもあれば、策定率が低 

いところもある(平成27年7月31日時点における調達方針の策定率は、 

市町村で79.3%、地方独立行政法人で8〇. 2%である)。【関連資料1】

調達方針の策定は、法に定められた義務であることから、法令遵守の 

観点からも、管内市町村及び地方独立行政法人に対して、調達方針の策 

定について周知徹底願いたい。今後も、調達方針の策定状況を定期的に 

把握し、厚生労働省のホームページにおいて、各都道府県の策定率の公 

表とともに、未策定の自治体名についても公表する予定でいるのでご承 

知おき願いたい。

なお、平成28年度の調達方針については、今年度中に策定することが 

望ましいが、遅くとも平成27年度の出納整理期間が終わる平成28年5 

月には策定できるよう、速やかな策定に向けて着手いただきたい。

(2)障害者就労施設等からの調達の促進について

① 平成26年度の調達実績について

障害者優先調達推進法の施行2年目である平成26年度の都道府県にお- 

ける調達実績は約26億円、市町村における調達実績は約106億円であり、 

国等も含めた合計では約151億円と、平成25年度より約28億円増加した 

ところである。【関連資料2】J

同法第9条第5項において、都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、 

毎年度、会計年度が終了した後、遅滞なく障害者就労施設等からの調達実 

績の概要をとりまとめ公表することとされているので、遺漏なきよう取り 

扱われたい。

なお、平成27年度分の調達実績については、可能な限り早期にとりま 

とめ、6月中を目途に公表していただくようお願いしたい。公表に際し 

ては、物品•役務の別や調達先の内訳など、少なくとも別添資料のよう 

な項目が公表されていることが望ましいので、ご参照の上、公表内容が 

分かりやすいものとなるよう努めていただきたい。【関連資料3】

また、厚生労働省においても、障害者優先調達推進法に関する基本方 
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針（以下、「基本方針」という）に基づき、都道府県、市町村及び地方独 

立行政法人における調達実績について把握し、概要をとりまとめ公表す 

ることとしていることから、各都道府県の調達実績に加え、管内市町村 

及び地方独立行政法人の調達実績についても、各都道府県を通じて調査 

をお願いする予定であるので、ご協力をお願いしたい。

② 全庁的な取組の推進について

平成26年度の調達実績は、全体で約151億円であり、平成25年度か 

ら約28億円増加しているものの、前年度よりも実績が落ちている自治体 

や実績が低い自治体も散見されるところである。

都道府県等における物品等の調達は様々な分野で行われることから、 

障害者就労施設等からの調達の促進を図るためには、福祉部局だけでは 

なく、契約主体となり得る全ての部局において積極的に発注に取り組む 

ことが必要である。

各都道府県におかれては、出先機関等も含めた全庁的な調達の促進に 

取り組むことができるよう、調達推進体制の整備や調達事例の提供など 

に積極的に取り組んでいただくとともに、管内市町村等に対しても、全 

庁的な取組が行われるよう周知いただきたい。

なお、平成27年度の工賃向上計画支援事業の共同受注窓口による受注 

促進支援として、特定非営利活動法人日本セルプセンターにおいて、就 

労継続支援B型事業所等が提供する物品等を紹介する全国版の共同受注 

窓口サイトを開設したので、管内の市町村や事業所など、幅広く周知い 

ただくとともに、発注にあたり積極的に活用いただきたい。【関連資料4】

③ 共同受注窓口の活用について

共同受注窓口については、基本方針において、契約上障害者就労施設 

等からの直接の調達とはならない場合であっても、結果的に障害者就労 

施設等が供給する物品等の調達となっている場合には、障害者就労施設 

等からの調達に準じて取り扱うこととされており、調達実績に含まれる 

こととなる。

共同受注窓口は、量や質の担保のみならず、好事例の共有など、各事 

業所の質の向上にも資するものであり、工賃向上計画支援事業において 

も共同受注窓口を活用した品質向上支援に係る経費を補助対象としてい 

るので、積極的に活用いただきたい。

また、平成28年度の工賃向上計画支援事業に係る特別事業において、 

共同受注窓口による障害者就労施設等が提供する物品等の情報提供体制 

の構築に向けた予算を確保しているので、官公需だけでなく民需も含め 

た障害者就労施設等が提供する物品等に対する需要の増進が図られるよ 

う、活用をご検討いただきたい。

なお、いくつかの自治体においては、共同受注窓口や特例子会社等に
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ついて、地方自治法施行令第167条の2及び地方自治法施行規則第12条 

の2の3の規定に基づき、随意契約の対象とする認定の手続きをとって 

いるので、参考にしていただきたい。

④ 官公庁における発注の参考事例について

官公庁からの発注事例としては、報告書・冊子・ポスター等の印刷や、 

庁舎の雑草駆除等の役務に加え、公園管理等の業務委託や、イベント等 

で使用する備品や防災用品の購入、小型電子機器の再資源化処理の委託 

などが挙げられる。

厚生労働省のホームページにおいて、各省庁における優先調達事例や 

障害者就労施設等での物品及び役務の提供例を掲載しているので、参考 

にしていただくとともに、各都道府県等におかれても、庁内における発 

注事例を収集し、各部局に情報提供するなどの取組をお願いしたい。

なお、小型電子機器の回収・解体等、廃棄物の処理に当たる行為を実施 

させる場合には、許可等の観点から廃棄物関係の部署と事前に十分調整 

いただきたい。

（参考URL:障害者優先調達推進法の推進にむけた取組事例集）

http•//www. mhlw.go. ip/stf/seisakunitsuite/bunya/0000066983.html

-9〇・



市区町村の平成27年度調達方針策定状況（平成27年7月
三重県
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障害者就労施設等からの調達実績

※四捨五入の関係で、合計が合っていないところがある。

 一.  

平成25年度
1 .曲:;.ポい……

平成26年度 増減

一件数— 金額 件数 余韻
i 1

件数 金額

各府省庁 2, 628 5. 6億円 4, 491 6. 4億円 1,863 〇・ 8億円

独立行政法人等 3, 062 6. 9億円 4, 474 8. 2億円 1,412 1.3億円

输道府県 14, 596 21.4億円 18, 368 25. 9億円 3, 772 4. 6億円

市町村 43, 481 86. 6億円 57, 974 106.1億円 14, 493 19. 5億円

地方独立行政法人 1,150 2. 5億円 3, 751 4. フ億円 2, 601 2. 2億円

合計 64, 917 123. 〇億円 89, 058 151.3億円 24,141 28. 3億円

醞»
»

歪 2



公表フ マット（参考例）

平成27年度〇〇県（〇〇市）（地方独立行政法人〇〇）における障害者就労施設等からの物品等の調達実績

調.

達

先

物品 役務

① 
事務用品 
書籍

② 

食料品•飲料
③ 

小物雑貨

④ 

その他の 
物品

物品計

① 

印刷

② 
クリーニング

③ 

清掃• 
施設管理

④ 
情報処理 

テープ起こし

⑤ 

飲食店等 
の運営

⑥ 
その他の役務

役務計
合計 

（物品+役務）

件数
金額
（円）

件数
金額

（円）
件数

金額

（円）
件数

金額

（円）
件数

金額

（円）
件数

金額
（円）

件数
金額

（円）
件数

金額
（円）

件数
金額
（円）

件数
金額
（円）

件数
金額
（円）

件数
金額

（円）
件数

金額
（円）

件数
金額
（円）

就労継続支援A型 
就労継続支援B型

! 生活介護
g障害者支援施設 
施域活動支援センター 

小規模作業所

0 〇 〇 〇 〇 〇

共同受注窓口 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特例子会社 
重度多数雇用事業所 
在宅就業障害者 
在宅就業支援団体

〇 〇 〇 〇 〇 〇

計 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※物品・役務の品目分類については、別紙の分類例を参照の上作成。



地方公共団体等
障害者就労施設等からの物品等の調達実績の報告様式

都道府県名、市町村名 

及び 

地方独立行政法人

□口県

□口市

市町村合計
也

□□町

地方独立 
行政法人名

地方独立 
行政法人名

地方独立行政 
法人合計

合計
（都道府県+市町村+地 
方独立行政法人）

調

達

先

物品 役務

① 

事務用品

② 

食料品•飲料
③ 

小物雑貨

④ 

その他の 

物品

物品計

① 

印刷

②

クリーニング

③ 

漬捅・ 

施設管理

④ 

情報処理 

テーブ起こし

⑤ 

飲食店等 

の連営

⑥ 

その他の役務
役務計

合計 

（物品+役務）

^

那

件数 金額（円） 件数 金額（円） 件数
金額

（円）
件数

金額

（円）
件数

金額

（円）
件数

金額 

（円）
件数

金額

（円）
件数

金額

（円）
件藪

金額

（円）
件数

金額

（円）
件数

金額

（円）
件数

金額 

（円）
件数

金額

（円）
件数

金額

（円）

a 〇 〇 〇 〇 〇 〇

b 〇 〇 〇 〇 〇 〇

c 〇 〇 〇 〇 〇 〇

計 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

a 〇 〇 〇 〇 〇 〇

b 〇 〇 〇 〇 〇 〇

c 〇 〇 〇 〇 〇 〇

計 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

a 〇 〇 〇 〇 〇 〇

b 〇 〇 〇 〇 〇 〇

c 〇 〇 〇 〇 〇 〇

計 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

a 〇 〇 〇 〇 〇 〇

b 〇 〇 〇 〇 〇 〇

c 〇 〇 〇 〇 〇 〇

計 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

a 〇 〇 〇 〇 〇 〇

b 〇 〇 〇 〇 〇 〇

c 〇 〇 〇 〇 〇 〇

計 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

a 〇 〇 〇 〇 〇 〇

b 〇 〇 〇 〇 〇 〇

c 〇 〇 〇 〇 〇 〇

計 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

a 〇 〇 〇 〇 〇 〇

b 〇 〇 〇 〇 〇 〇

c 〇 〇 〇 〇 〇 〇

計 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

a 〇 〇 〇 〇 〇 〇

b 〇 〇 〇 〇 〇 〇

c 〇 〇 〇 〇 〇 〇

計 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※物品・役務の品目分類例、調達先の分類についは、別紙の分類例を参照してください。 

※市町村、地方独立行政法人の記入欄については必要に応じて行を追加してください。



（別紙）

分類例

【物品•役務の品目分類例】

品目 具体例

物 

品

①事務用品•書籍 筆記具、事務用具、用紙、封筒、ゴム印、書籍 など

②食料品•飲料 パン、弁当•おにぎり、麺類、加工食品、菓子類、飲料、コーヒー•茶、米、野菜、果物など

③小物雑貨
衣服•身の回り品・装身具、食器類、絵画•彫刻、木工品・金工品•刺繍品•陶磁器•ガラス製品、おも 
ちゃ・人形、楽器、各種記念品、清掃用具、防災用品、非常食、花苗など

④その他の物品
机・テーブル、椅子、キャビネット、ロッカー' 寝具、器物台、プランター、車いす、杖、点字ブロック等上 
記以外の物品

役

務

①印刷 ポスター、'チラシ、リーフレット、報告書•冊子、名刺、封筒などの印刷

②クリーニング クリーニング、リネンサプライなど

③清掃・施設管理 清掃、餘草作業、施設管理、駐車場管理、自動販売機管理 など

④情報処理•テープ起こし ホ—ムページ作成、プログラミング、データ入力・集計、テープ起こしなど

⑤飲食店等の運世 売店、レストラン、喫茶店 など

⑥その他のサービス・役務
仕分け•発送、袋詰•包装•梱包、洗浄、解体、印刷物折り、おしぼり類折り、筆耕、文書の廃棄（シュ 
レッダー）、資源回収・分別など

【調達先の分類】

a

就労継続支援A型・B型 障害者総合支援法第5条第14項に規定され、一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供する 
とともに、知織及び能力の向上のために必要な朋II練を行う事業所。

就労移行支援
障害者総合支援法第5条第13項に規定され、一般企篥等への就労を希望する人に、一定期間就労 

に必要な知織及び能力の向上のために必要な支援を行う事業所。

生活介護
障害者総合支援法第5条第7項に規定され、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の 
介助等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供する事篥所。

障害者支援施設 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施般。（就労移行支援、就労継続支援、生活 
介護を行うものに限る）

地域活動支援センター
障害者総合支援法第5条第25項に規定され、創祚的活動又は生産活動の機会の提供、社会との 
交流等を行う事業所。

小規模作業所 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作篥活動の場として同法第18条 
第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設。

b 共同受注窓口 受注内容を対応可能な複数の障害福祉サービス事業所にあっせん・仲介する業務を行う。

〇

特例子会社
障害者の雇用に特別の配慮をし、雇用される障害者数や割合が一定の基準を満たすものとして厚生 
労働大臣の認定を受けた会社。

重度障害者多数雇用事業所 重度身体障害者等を常時労働者として多数雇い入れるか継続して雇用している事業主。

在宅就業障害者 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者。

在宅就業支援団体 在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体。
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全国共同受注窓口サイトの開設

http://japa n.nice-heart-net.jp
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10相談支援の充実等について

（1）相談支援の充実について

① サービス等利用計画の作成について

障害者の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービ 

ス利用に向けて、ケアマネジメント等によりきめ細かに支援するため、サー 

ビス等利用計画の作成は極めて重要であり、平成27年4月以降、市町村が 

支給決定を行う際には、サービス等利用計画案等の提出を求めることとされ 

ている.。平成27年12月末時点のサービス等利用計画の作成割合は、全国平 

均で計画相談支援が89.7%、障害児相談支援が92. 〇%となっており、多く 

の自治体において、ほぼ全ての利用者に対してサービス等利用計画が作成さ 

れている状況である。

しかしながら、一部の自治体では未だに計画作成が低調な状況にあり、法 

律に基づく適正な支給決定プロセスが確保されるよう、管内市町村に対して 

速やかなサービス等利用計画の作成について周知を図られたい。【関連資料 

1.2]

また、いわゆるセルフプランは、障害者本人（又は保護者）のエンパワメ 

ントの観点からは望ましいものの、相談支援事業者によるモニタリングが行 

われず、適切なサービス利用に向けたきめ細かな継続的支援が提供されない 

おそれがあるので、本人が真に希望する場合に限ることとしているが、市区 

町村が安易にセルフプランを誘導しているとの指摘がある。このため、セル 

フプランにより支給決定を行う場合は、別添の申出書【関連資料3】を参考 

にして、利用者本人（又は保護者）の意思を明確に確認した上で支給決定を 

行うとともに、必要に応じてモニタリングを行うなど柔軟に対応願いたい。

なお、市町村による代替プランは、今年度に限って認められるものであり、 

身近な地域に指定相談支援事業者がないことにより、・計画相談支援及び障害 

児相談支援が受けられない事態が生じないよう、引き続き相談支援体制の拡 

充に努められたい。

② 相談支援体制の充実について

ア 相談支援事業所について

指定特定相談支援事業所は、平成25年度から着実に増加しているもの

の、その職員体制などが脆弱な事業所もあるとの指摘がある。支援困難ヶ 

ースへの積極的な対応や質の高いケアマネジメントの実施のため、今年度 

創設した特定事業所加算の積極的な活用等を通じ、相談支援事業所の体制 

強化に努められたい。【関連資料4】

相談支援専門員は、増加傾向にあるものの、更なる相談支援専門員の確 

保と資質の向上が求められており、都道府県におかれては、引き続き人材 

の確保及び養成に努められたい。【関連資料4】

なお、厚生労働省においては研修制度等の見直しなど相談支援体制にっ 
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いて、「相談支援の質の向上に向けた検討会」を設置し、今後検討を進め 

ることとしている。

ィ 基幹相談支援センターについて

,基幹相談支援センターについては、地域における相談支援の中核的な役 

割を担い、相談支援事業者に対する専門的な指導・助言や人材育成の支援 

を行うことが期待されている。しかしながら、その設置状況は全市町村の 

25%に留まっており、地域の相談支援体制の充実のため、都道府県におか 

れては、管内市町村に対し設置に向けた助言や調整に努められたい。【関 

連資料5】

ウ協議会について

協議会は、地域の課題を共有し、その課題を踏まえ、地域のサービス基 

盤の整備を進めていく重要な役割を担っておりヽ地域で障害者を支えてい 

く上で核となるものである。市町村の協議会については、本年度から地域 

生活支援事業として、「協議会における地域資源の開発・利用促進等の支 

援」を補助の対象としており、この事業の活用の効果として、各市町村に 

おいて新たな社会資源が開発され、障害者の自立した生活や社会参加が推 

進されるとともに、適切なサービスを効率的に提供することが期待される 

ものである。今年度本事業を活用した市町村は8箇所のみとなっているが、 

本事業の趣旨を踏まえ、当該補助金を積極的に活用し、協議会の活性化を 

図られたい。【関連資料6】

（2）平成28年度における国研修の開催予定について

平成28年度における相談支援専門員及びサービス管理責任者に係る国研 

修については、従前の受講者要件を変更することなく、以下の日程で実施す 

る予定であるので、都道府県におかれては、適任者を推薦していただく等、 

御協力をお願いする。

相談支援従事者指導者養成研修会（国研修）

・日時:平成28年5月25日（水）〜27日（金） 

・場所:国立障害者リハビリテーションセンター学院

（埼玉県所沢市並木4丁目1番地） '

サービス管理責任者指導者養成研修会（国研修）

・日時:平成28年9月14日（水）〜9月16日（金） 

・場所:国立障害者リハビリテーションセンター学院

（埼玉県所沢市並木4 丁目1番地）
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計画相談支援関連テータ（都道府県削:実績）

〇 都道府県別 計画相談支援実績（H27.12:厚生労働省調ペ）
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%【都道府県名の下の数字は順位、グラフ中の線は全国平均89.7%）】も

个同月の障害福祉サービス・地域相談支援の利用者のうち既にサービス等利用計画を作成しているものの割合
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単位:％【都道府県名の下の数字は順位、グラフ中の線は全国平均（92.0%）】

个同月の障害児通所支援の利用者のうち既に障害児支援利用計画を作成しているものの割合



丄 
〇 
亍

※ サービス等利用計画に占めるセルフプランの割合は、全国平均で18. 〇% 

（30%以上が120市町村。一方で、1%以下が963市町村。）

市町村の計画相談の達成状況（H27.12末）
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ全国市町村1,741か所中

達成率 箇所数 割合

90%以上 1,402か所 80.5% n

80%以上90%未満 192か所 11.0% 卜 95. 8%

70%以上80%未満 74か所 4.3% 」

60%以上70%未満 32か所 1.9%

50%以上60%未満 22か所 1.3%

40%以上50%未満 7か所 0.4% ]

30%以上40%未満 4か所 〇・2% 〇. 8%

20%以上30%未満 2か所 0.1%

20%未満 2か所
0.1% J

該当なし 4か所 0.2%

醞
离)<

适2

 —
」



※障害児支援計画に占めるセルフプランの割合は、全国平均で28. 8%
（30%以上が345市町村。一方で、1%以下が995市町村。）

市町村の障害児相談の達成状況（H27.12末）
厚生労働省社会•援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ全国市町村1,741か所中

達成率 箇所数 割合

90%以上 1,445か所 83.0%

80%以上90%未満 77か所 4.4% 卜 90. 2%

70%以上80%未満 48か所 2.8% 」

60%以上70%未満 32か所 1.8%

50%以上60%未満 10か所 0.6%

40%以上50%未満 8か所 0.5%

30%以上40%未満 7か所 〇・4% 1.7%

20%以上30%未満 5か所 0.3%

20%未満 9か所
0.5% J

該当なし 100か所 5.7%

醞
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2



関連資料3

セルフプランの提出について

〇〇市区町村長殿

私は、障害福祉サービスを利用するにあたり、サービスの支給決定において 

勘案される「サービス等利用計画（案）」について、相談支援事業所に依頼する 

のでなく、自分の意思において、いわゆる「セルフプラン」による提出を希望 

します。

※ セルフプラン提出に関しては、自らサービス調整を図ることや、指定特 

定相談支援事業者からモニタリングが実施されないなど、制度の内容を理 

解し、あるいは十分な説明等を受けています。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

自署目匚名 E卩

代筆者_______________________________印
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指定特定・指定障害児相談支援事業所等について

指定特定•指定障害児相談支援事業所数

c ccc I 7,927

〇

3

H 20年4月 H 21年4月 H 22年4月 H 23年4月 H 24年4月 H 25年4月 H 26年4月 H 27年4月

ロ市町村から障害者相談支援事業の 

委託を受けていない事業所

ロ市町村から障害者相談支援事業の 

委託を受けている事業所

※円23年度以前のデータは、指定相談支援事業所数
※日23年4月1日の指定相談支援事業所数は、被災3県を除くデータ
※特定事業所加算（要件:相談支援専門員の配置等について手厚い体制を整えていること）については、平成27年4月時点で166事業所、 

平成27年8月時点で198事業所が対象。

相
談
支
援
専
門
員
数

指定特定•指定障害児相談支援事業所に配置されている 

相談支援専門員の人数
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

〇

H 27年4月H 26年4月H 25年4月H 24年4月H23年4月H 22年4月H 21年4月H19年4月 H 20年4月
盈»
»

逵 4

※日23年度以前のデータは、指定相談支援事業所に配置されている相談支援専門員の人数。
※应3年4月1日の相談支援専門員の人数は、被災3県を除くデータ。
※指定特定•指定障害児相談支援事業所の指定以外に、指定一般相談支援事業所の指定も併せて受けている場合、指定一般相談支援 

事業所の相談支援の業務に従事する相談支援専門員の人数も含めて計上している。
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基幹相談支援センターの設置状況について
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平成27年度「協議会における地域資源の開発•利用促進等の支援（地域生活支援事業）」の取り組み状況

〇

5

実施自治体 （都道府県）

取り組み内容 ]

中富良野町 （北海道）. 地域生活支援拠点の整備に伴い、障害児•障害者（65歳未満の障害手帳所持者、サービス受給者証所持者）のニーズ 
調査を行い、地域でどのような支援•整備が必要かを把握（アンケート調査）し、今後の支援等の方策を検討する。

川口市 （埼玉県） 当事者・家族•事業所•団体•行政機関•地域等のネットワークを作成する。個別の相談により、地域のニーズを把握する。 
他会議や関係機関の情報交換、当事者•家族・職員等を対象とした研修、普及啓発を行う。

小金井市 （東京都）
小金井市自立支援協議会において、地域資源の開発•利用促進等に向けた取組を行い、障害者への総合的な地域生 
活支援の実現を図る。具体的には、ニーズ調査、情報収集、啓発事業を実施、地域資源を提供する為の調整や体制の 
整備等。

葉山町 （神奈川県）
障害者等の地域生活を支えるためのネットワークとして構築された自立支援協議会で、障害者等が日常生活の中で感じ 

る困り感や、支援者が日頃感じる支援の難しさ等の課題を共有し、課題解決に向けた障害者等との交流事業や支援者 
の理解・啓発事業等を検討・実施する〇

山ノ内町 （長野県） 自立支援協議会の部会活動の充実と協議会の安定化を図るために、一般公開講座や研修会を実施する。

上板町 （徳島県）
効果的な支援体制の構築を図るため、協議会の各部会においてニーズ調査（アンケート）の実施や各分野の研修、啓発 
用ポスターや資料の作成などを行う。

薩摩川内市 （鹿児島県）
基幹相談支援センターに自立支援協議会事務局を委託、専任職員を配置し、各専門分野において把握した地域の課題 
解決に向けた地域資源の開発•利用推進に向けた取り組みを行う。
また、関係機関による連携した支援ができるようネットワークを構築しチームアプローチができる体制を整備する。

宮崎市 （宮崎県）

自立支援協議会では、4つの部会（就労支援部会、医療的ケア支援部会、子ども支援部会、暮らし支援部会）や、2つの 

プロジェクト（障害者差別解消法理解促進プロジェクト等）を設置し、障害のある方々のよりよい生活について協議を重ね 
ながら、成果物作成やシンポジウムの開催等を行い、誰もが住みやすいまちづくりの実現を目指している。



Ho. 都適府県名 市区町村名

障咨福祉 

サービス尊

受給者数 

a

計!®作成 

茨み人数 

b
bのうち 

セルフブラン

bのうも 

代替プラン

達成率 

b/a (%)

障害児通所 

支援受給考数

C

計画作成 

濟み人数 

d

dのうち 

セルフブラン

dのうち 

代替ブラン

連成率

d/o (%)

（合計） 878,308 787.655 133.001 8,480 89.7% 234,260 215.428 59,430 2,652 92.0%

1 北海道 札幌市 19.862 14,789 11,067 〇 74.5% 7,428 7,012 5,970 〇 94.4%
2 北海道 函馆市 2,382 2,241 267 〇 94.1% 420 385 17 〇 91.7%
3 北海道 小樽市 1,189 1,147 47 〇 96.5% 317 317 〇 〇 100.〇%
4 北海道 旭川市 4,291 3,306 797 〇 77.0% 1,291 924 493 〇 71.6%
5 北海道 室蘭市 790 752 10 〇 95.2% 159 159 1 〇 100.0%
6 北海道 釧路市 2,157 2,157 295 〇 100.0% 498 498 84 〇 100.0%
7 北海道 帯広市 1,683 1,664 394 〇 98.9% 523 481 215 〇 920%
8 北海道 北見市 1.363 1,328 397 〇 97.4% 381 381 〇 〇 100.0%
9 北海道 夕强市 173 101 25 〇 58.4% 17 3 〇 〇 17.6%
10 北海道 岩見沢市 990 985 9 〇 99.5% 218 218 〇 〇 100.0%
11 北海逍 網走市 347 329 4 〇 94.8% 150 150 〇 〇 100.0%
12 北海道 留萌市 199 199 3 〇 100.0% 70 70 〇 〇 100.0%
13 北海道 苫小牧市 1,635 1.624 187 〇 99.3% 517 517 290 〇 100.0%
14 北海道 稚内市 334 331 20 〇 99.1% 92 92 〇 〇 100.0%
15 北海道 美唄市 374 374 3 〇 100.0% 97 97 〇 〇 100.0%
16 北海道 芦別市 191 175 1 〇 91.6% 27 24 〇 〇 88.9%
17 北海道 江別市 1,048 1,021 392 〇 97.4% 495 483 199 〇 97.6%
18 北海道 赤平市 196 196 2 〇 100.0% 13 13 〇 〇 100.0S
19 北海道 紋別市 211 211 〇 〇 100.0% 74 74 〇 〇 100.0%
20 北海道 士別市 199 198 2 〇 99.5% 63 63 〇 〇 100.0S
21 北海道 名寄市 294 269 4 4 91.5% 72 52 〇 〇 72.2%
22 北海道 三笠市 131 131 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
23 北海道 根室市 177 177 1 〇 100.0% 64 64 〇 〇 100.0%
24 北海道 千歳市 744 734 400 〇 9&7% 190 190 73 〇 100.OS
25 北海道 滝川市 398 396 5 〇 99.5% 131 131 〇 〇 100.0%
26 北海道 砂川市 257 257 74 〇 100.0% 43 43 31 〇 100.0%
27 北海道 歌志内市 92 92 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
28 北海道 深川市 218 212 3 〇 97.2% 89 89 〇 〇 100.0%
29 北海道 富良野市 263 258 22 〇 98.1% 134 134 〇 〇 100.0S
30 北海道 登別市 398 398 4 〇 100.0% 155 155 132 〇 100.0%
31 北海道 恵庭市 507 483 121 4 95.3% 196 196 2 〇 100.0%
32 北海道 伊達市 505 502 22 〇 99.4% 85 85 5 〇 100.OS
33 北海道 北広島市 577 556 37 〇 96.4% 172 172 〇 〇 100.0S
34 北海道 石狩市 465 284 153 〇 61.1% 233 161 125 〇 69.1%
35 北海道 北斗市 461 414 11 〇 89.8% 85 72 9 〇 84.7%
36 北海道 当別町 160 139 23 〇 86.9% 71 71 〇 〇 100.0%
37 北海道 新篠津村 40 40 1 〇 100.0% 6 6 3 〇 100.0%
38 北海道 松前町 81 63 〇 〇 77.8% 4 4 〇 〇 100.0%
39 北海道 福岛町 45 45 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0S
40 北海道 知内町 48 36 〇 〇 75.0% 〇 〇 〇 〇

41 北海道 木古内町 48 45 〇 〇 93.8% 1 1 〇 〇 100.0%
42 北海道 七飯町 218 218 14 〇 100.0% 58 55 3 〇 94.8%
43 北海道 鹿部町 31 31 1 5 100.0% 6 6 1 〇 100.OS
44 北海道 森町 145 137 11 〇 94.5% 34 34 29 〇 100.0%
45 北海道 ハ雲町 172 153 25 〇 89.0% 〇 〇 〇 〇

46 北海道 長万部町 47 47 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

47 北海道 江差町 180 178 〇 〇 98.9% 25 23 10 〇 9Z0S
48 北海道 上ノ国町 73 64 〇 〇 87.7% 15 15 4 〇 100.0%
49 北海道 厚沢部町 77 77 〇 〇 100.0% 6 6 2 〇 100.0%
50 北海道 乙部町 46 42 3 〇 91.3% 5 5 1 〇 100.〇%

51 北海道 奥尻町 16 16 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
52 北海道 今金町 77 71 〇 〇 92.2% 23 23 〇 〇 100.0%
53 北海道 せたな町 101 81 1 〇 80.2% 21 20 〇 〇 95.2%
54 北海道 岛牧衬 24 23 〇 〇 95.8% 6 6 〇 〇 100.0%
55 北海道 寿都町 37 37 〇 〇 100.0% 7 7 2 〇 100.0%
56 北海道 黒松内町 48 46 1 〇 95.8% 20 18 3 〇 90.0%
57 北海道 蘭越町 47 46 1 〇 97.9% 10 10 3 〇 100.0%
58 北海道 ニセコ町 30 30 2 〇 100.0% 14 14 2 〇 100.0%
59 北海道 真狩村 19 18 〇 〇 94.7% 2 2 〇 〇 100.0%
60 北海道 留舟都村 6 6 〇 〇 100.0% 7 7 1 〇 100.0%
61 北海道 喜茂別町 39 39 〇 〇 100.0% ~r 5 1 〇 100.0%
62 北海道 京極町 31 31 2 〇 100.0% 14 14 1 〇 100.0%
63 北海道 俱知安町 139 139 17 〇 100.0% 49 49 21 〇 100.0%
64 北海道 共和町 52 52 〇 〇 100.0% 14 14 〇 〇 100.0%
65 北海道 岩内町 159 139 〇 〇 87.4% 39 39 〇 〇 100.0%
66 北海道 泊村 18 18 1 〇 100.0% 12 12 〇 〇 100.0%
67 北海道 神恵内村 5 5 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

68 北海道 積丹町 19 18 〇 0 94.7% 2 2 〇 〇 100.0%
69 北海道 古平町 178 164 6 〇 92.1% 10 10 〇 〇 100.0%
70 北海道 仁木町 80 80 5 〇 100.0% 10 10 〇 〇 100.0%
71 北海道 余市町 271 268 52 〇 98.9% 63 63 38 〇 100.0%
72 北海道 赤井川村 11 7 〇 1 63.6% 2 2 2 〇 100.05
73 北海道 南幌町 93 93 14 〇 100.0% 12 12 9 〇 100.0%
74 北海道 奈井江町 74 74 27 〇 100.0% 14 14 10 〇 100.0%
75 北海道 上砂川町 75 711

10 〇 94.7% 7 7 5 〇 100.0S
76 北海道 由仁町 63 57 3 〇 90.55 6 6 〇 〇 100.0%
77 北海道 長沼町 120 117 29 〇 97.5% 13 13 11 〇 100.0%
78 北海道 栗山町 145 131 4 〇 90.3% 37 37 〇 〇 100.0%
79 北海道 月形町 42 42 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.〇・

80 北海道 浦臼町 21 21 1 〇 100.0% 5 5 5 〇 100.0S
81 北海道 新十津川町 70 69 〇 〇 98.6% 28 28 〇 〇 100.0%
82 北海道 妹背牛町 42 42 〇 〇 100.0% 23 23 20 〇 100.0%
83 北海道 秩父別町 19 15 〇 〇 78.9% 7 7 4 〇 100.0%
84 北海道 雨竜町 32 32 1 〇 100.0% 10 10 〇 〇 100.0%
85 北海道 北竜町 21 21 〇 〇 100.0% 1 1 1 〇 100.0%
86 北海道 沼田町 31 27 1 〇 87.1% 8 8 3 〇 100.0%
87 北海道 鷹栖町 78 78 〇 〇 100.0% 26 26 〇 〇 100.0%
88 北海道 東神楽町 85 85 〇 0 100.0% 77 77 〇 〇 100.0%
89 北海道 当麻町 65 65 1 〇 100.0% 28 28 〇 〇 100.0%
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市区町村別 平成27年12月までの計画相談実鱸二動

血 都道府県名 市区町村名

障書着捻台支援法分

障客福祉 

サービス解 

受給者数

a

計團作成 

済み人数 

b

連成率 

b/a (%)

障害児通所 

支援受給看数

C

計画作成 

済み人数 

d

連成率 

d/0 (%)
bのうち 

セルフブラン

bのうち 

代替ブラン

dのうも 

セルフプラン

めうち 

代他プラン

（合計） 878.308 787,655 133,001 8,480 89.7% 234260 215,428 59,430 2,052 92.0%

90 北海道 比布町 59 59 1 〇 100.0% 10 10 〇 〇 100.0%
91 北海道 愛別町 44 44 1 〇 100.0% 6 6 〇 〇 100.0%
92 北海道 上川町 43 43 1 〇 100.0% 6 6 〇 〇 100.0%
93 北海道 東川町 67 67 4 〇 100.0% 51 51 1 〇 100.0%
94 北海遒 美瑛町 123 123 〇 〇 100.0% 69 69 〇 〇 100.〇%

95 北海道 上富良野町 106 106 14 〇 100.0% 54 54 〇 〇 100.0%
96 北海道 中富良野町 48 46 5 〇 95.8% 22 22 1 〇 100.0%
97 北海道 南當良野町 32 30 〇 〇 93.8% 9 9 〇 〇 100.0%
98 北海道 占冠村 6 6 〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0S
99 北海道 和寒町 35 35 1 〇 100.0% 10 10 10 〇 100.0%
100 北海道 剣淵町 54 54 1 〇 100.0% 12 12 12 〇 100.0%
101 北海道 下川町 39 37 〇 〇 94.95 9 2 〇 〇 22.2%
102 北海道 美深町 70 64 1 〇 91.4% 17 12 3 〇 70.6%
103 北海道 音威子府村 11 9 〇 〇 81.8% 〇 〇 〇 〇
104 北海道 中川町 21 21 〇 1 100.0% 1 1 〇 〇 100.0S
105 北海道 枫加内町 13 13 〇 〇 100.0% 5 5 5 〇 100.0%
106 北海道 增毛町 54 51 〇 〇 94.4% 11 11 〇 〇 100.0%
107 北海道 小平町 40 40 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.OS
108 北海道 苫前町 26 25 〇 〇 96.2% 18 13 〇 〇 72.2%
109 北海道 羽幌町 60 60 2 9 100,0% 50 50 〇 〇 100.OS
110 北海道 初山別村 16 13 〇 〇 81.3% 6 4 〇 〇 66.7%
111 北海道 遠別町 41 40 1 〇 97.6% 10 7 〇 〇 70.0%
112 北海道 天塩町 33 31 1 〇 93.9% 10 6 1 〇 60.0%
113 北海道 猿払村 26 26 3 〇 100.0% 5 5 5 〇 100.0%
114 北海道 浜頓別町 29 29 1 〇 100.0S 6 6 6 〇 100.0%
115 北海道 中頓別町 25 24 〇 〇 96.0% 2 1 1 〇 50.0%
116 北海道 枝幸町 80 80 1 〇 100.0% 20 20 20 〇 100.0%
117 北海逍 豊富町 52 52 1 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
118 北海道 礼文町 16 15 〇 15 93.8% 1 1 1 〇 100.0%
119 北海道 利尻町 23 22 1 〇 95.7% 1 〇 〇 〇 0.0%
120 北海道 利尻富士町 18 16 〇 〇 88.9% 〇 〇 〇 〇
121 北海道 幌延町 17 17 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.0%
122 北海道 美幌町 206 206 61 〇 100.0% 63 63 53 〇 100.0%
123 北海道 津別町 65 64 9 〇 98.5% 15 15 13 〇 100.0%
124 北海道 斜里町 109 106 〇 〇 97.2% 21 21 〇 〇 100.0%
125 北海道 清里町 37 32 1 (T 86.5% 8 8 〇 〇 100.0%
126 北海道 小清水町 33 32 1 〇 97.0% 7 7 〇 〇 100.0%
127 北海道 訓子府町 49 49 4 〇 100.0% 9 9 3 〇 100.0%
128 北海道 直戸町 24 24 2 〇 100.0% 13 13 〇 〇 100.0%
129 北海道 佐呂間町 53 53 1 〇 100.0% 33 33 〇 〇 100.0%
130 北海道 遠軽町 182 175 2 〇 96.2% 64 64 〇 〇 100.0%
•131 北海道 湧別町 88 88 6 〇 100.0% 36 36 〇 〇 100.0%
132 北海道 滝上町 42 42 〇 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.0%
133 北海道 興部町 21 21 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.0%
134 北海道 西興部村 15 15 〇 15 100.0% 1 1 〇 1 100.0%
135 北海道 雄武町 39 39 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.0%
136 北海道 大空町 74 74 2 〇 100.0% 16 16 2 〇 100.0%
137 北海道 豊浦町 43 41 〇 〇 95.3% 8 8 〇 〇 100.0%
138 北海道 壮瞥町 54 54 〇 〇 100.0% 6 6 〇 〇 100.0%
139 北海道 白老町 220 203 2 〇 923% 44 44 〇 〇 100.0%
140 北海道 厚真町 55 52 〇 〇 94.5% 2 2 〇 〇 100.0%
141 北海道 洞爺湖町 93 93 〇 〇 100.0% 19 19 〇 〇 100.0%
142 北海道 安平町 83 78 68 〇 94.0% 2 2 2 〇 100.OS
143 北海道 むかわ町 84 77 12 〇 91.7% 31 31 30 〇 100.0%
144 北海道 日高町 180 179 1 〇 99.4% 62 56 21 〇 90.3%
145 北海道 平取町 48 48 〇 〇 100.0% 23 23 23 〇 100.0%
146 北海道 新冠町 70 68 1 〇 97.1% 47 47 〇 〇 100.0%
147 北海道 浦河町 250 244 4 〇 97.6% 61 61 61 〇 100.0%
148 北海道 様似町 57 57 〇 〇 100.0% 17 〇 〇 〇 0.0%
149 北海道 えりも町 44 44 〇 7 100.0% 23 23 23 〇 100.0%
150 北海道 新ひだか町 378 338 9 〇 89.4% 152 132 〇 〇 86.8%
151 北海道 音更町 380 379 169 〇 99.7% 221 221 197 〇 100.0%
152 北海道 士幌町 60 60 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
153 北海道 上士幌町 40 39 3 〇 97.5% 26 26 〇 〇 100.0%
154 北海道 鹿追町 45 45 4 〇 100.0% 31 31 9 〇 100.0%

155 北海道 新得町 111 111 8 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

156 北海道 清水町 107 107 25 〇 100.0% 65 65 〇 〇 100.0%
157 北海道 芽室町 183 183 23 〇 100.0% 131 131 51 〇 100.0%
158 北海道 中札内村 32 32 12 〇 100.0% 1 1 1 〇 100.0%

159 北海道 更別村 29 24 2 〇 82.8% 〇 〇 〇 〇

160 北海道 大樹町 54 52 4 〇 96.3% 〇 〇 〇 〇

161 北海道 広尾町 73 73 1 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
162 北海道 幕別町 266 264 41 〇 99.2% 51 51 31 〇 100.0%
163 北海道 池田町 66 66 13 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0%
164 北海道 豊頃町 43 43 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0S
165 北海道 本別町 82 78 〇 〇 95.1% 〇 〇 〇 〇

166 北海道 足奇町 93 89 4 〇 95.7% 8 8 〇 〇 100.0%
167 北海道 陸別町 53 53 1 〇 100.0% 2 2 2 〇 100.0%
168 北海道 浦幌町 50 50 4 〇 100.0% 23 23 〇 〇 100.0%
169 北海道 釧路町 189 189 13 〇 100.0% 94 94 〇 〇 100.0%
170 北海道 厚岸町 94 91 1 〇 96.8% 45 42 〇 〇 93.3%
171 北海道 よ浜中町 44 44 1 〇 100.0% 12 12 〇 〇 100.0%
172 北海道 操茶町 86 86 11 〇 100.0% 36 36 〇 〇 100.0%
173 北海道 弟子屈町 135 108 5 Oj 80.0% 27 25 4 〇 92.6%
174 北海道 剪居村 28 25 〇 2 89.3% 3 3 〇 〇 100.0%
175 北海道 白糠町 104 104 39 〇 100.0% 31 31 25 〇 100.0%
176 北海道 別海町 176 176 6 3 100.0% 61 61 〇 〇 100.0%
177 北海道 中標津町 184 184 12 〇 100.0% 67 67 19 〇 100.0%
178 北海道 操漳町 44 44 3 〇 100.0% 19 19 19 〇 100.0%
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市区町村別

No. 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス等 

受給者数

a

計画作成 

済み人数 

b

連成率

b/a (%)

障害児通所 

支援受給看数

C

計圃作成 

濟み人数 

d

連成率

d/o (%)
bのうち 

セルフプラン

bのうち 

代プラン

dのうも 

セルフプラン

dのう•ち 

代ブラン

（合計） 878,308 787,655 133,001 8,480 89.7% 234,260 215428 59,430 2,652 92.0%

179 北海道 羅臼町 33 33 1 1 100,0% 〇 〇 〇 〇

180 溝森県 肯森市 2,513 2,507 〇 〇 99.8% 387 387 〇 〇 100.0%
181 靑森県 弘前市 1,717 1,593 252 〇 92.8% 267 267 〇 〇 100.0%
182 靑森県 ハ戸市 1,917 1,917 17 〇 100.0% 394 394 11 〇 100.0%
183 青森県 黒石市 277 270 〇 〇 97.5% 34 34 〇 〇 100,0%
184 青森県 五所川原市 767 767 〇 〇 100.0% 109 109 〇 〇 100.0%
185 青森県 +和田市 636 636 50 〇 100.0% 79 79 〇 〇 100.0S
186 讶森県 三沢市 324 305 〇 〇 94.1% 66 66 〇 〇 100.0\
187 青森県 むつ市 567 567 〇 〇 100.0% 60 60 〇 〇 100.0N
188 青森県 っがる市 351 351 〇 〇 100.0% 45 45 〇 〇 100.0%
189 溝森県 平川市 271 271 〇 〇 100.0% 37 37 〇 〇 100,0%
190 青森県 平内町 85 85 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
191 讨森県 今別町 40 40 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

192 青森県 蓬田村 24 24 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
193 青森県 外ヶ浜町 65 65 〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0%
194 讶森県 够ヶ沢町 112 107 〇 〇 95,5% 11 10 〇 〇 90.9%
195 青森県 漆浦町 88 88 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100,0%
196 青森県 西目屋村 10 10 〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0%
197 溝森県 预崎町 148 147 〇 〇 99.3% 27 27 〇 〇 100.0%
198 诗森県 大竭町 88 88 〇'

〇 100.0% 6 6 〇 〇 100.0%
199 溝森県 田舍馆村 65 65 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
200 青森県 板柳町 145 145 13 〇 100.0% 12 12 〇 〇 100.OS
201 讶森県 觀田町 133 133 〇 〇 100.0% 15 15 〇 〇 100.0%
202 诗森県 中泊町 162 162 〇 〇 100.0% 11 11 〇 〇 100.0%
203 青森県 野辺地町 143 143 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.0%
204 青森県 七戸町 143 143 〇 〇 100.0% 12 12 〇 〇 100.0%
205 青森県 六戸町 82 82 〇 〇 100.0% 17 17 〇 〇 100.0%
206 青森県 横浜町 45 45 1 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.OS
207 青森県 東北町 174 174 〇 〇 100.0% 12 12 〇 〇 100.0S
208 青森県 六ヶ所村 97 97 〇 〇 100,0% 3 3 〇 〇 100.OS
209 脊森県 おいらせ町 184 184 1 〇 100,0% 42 42 〇 〇 100.0S
210 •青森県 大間町 29 29 〇 〇 100,0% 1 1 〇 〇 100.0%
211 青森県 東通村 58 57 〇 〇 9&3% 2 2 〇 〇 100.0S
212 青森県 風間浦村 21 21 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

213 脊森県 佐井村 24 24 〇 〇 100,0% 1 1 〇 〇 100.0\
214 青森県 三戸町 83 79 〇 〇 95.2% 10 10 〇 〇 100,0%
215 青森県 五戸町 156 156 〇 〇 100.0% 18 18 〇 〇 100.0%
216 青森県 田子町 58 53 〇 〇 91.4% 12 12 〇 〇 100.0%
217 青森県 南部町 187 187 〇 〇 100.0% 25 25 〇 〇 100.0%
218 青森県 階上町 118 118 1 〇 100.0% 27 27 〇 〇 100.〇%

219 讶森県 新郷村 22 22 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100,0%
220 岩手県 盛岡市 2,275 2,168 641 〇 95.3% 503 493 391 〇 98.0%
221 岩手県 宮古市 563 498 42 〇 88.5% 37 37 〇 〇 100.0%
222 岩手県 大船渡市 340 330 3 〇 97.1% 63 63 63 〇 100.0%
223 岩手県 花巻市 768 768 〇 〇 100.0% 122 122 〇 〇 100.0S
224 岩手県 北上市 600 600 〇 〇 100.0% 208 208 〇 〇 100.0%
225 岩手県 久慈市 293 245 1 〇 83.6% 47 43 10 〇 91.5%
226 岩手県 遠野市 265 265 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
227 岩手県 一関市 1.075 1,062 41 〇 98.8% 294 294 143 〇 100.0%
228 岩手県 陸前高田市 231 230 9 〇 99.6% 74 74 73 〇 100.0%
229 岩手県 釜石市 347 347 2 〇 100.0% 38 38 〇 〇 100.0%
230 岩手県 二戸市 290 243 88 〇 83.8% 67 64 34 〇 95.5%
231 岩手県 八幡平市 255 255 33 〇 100.0% 14 14 〇 〇 100.0%

232 岩手県 奥州市 1.006 1.006 〇 〇 100.0% 135 135 〇 〇 100.0%
233 岩手県 滝沢市 361 321 20 〇 8&9ゝ 66 35 9 〇 53.0%
234 岩手県 系石町 119 116 13 〇 97.5% 17 14 〇 〇 82.4%
235 岩手県 葛巻町 85 85 5 〇 100.0% 11 11 5 〇 100.0%
236 岩手県 岩手町 152 147 1 〇 96.7% 9 9 〇 〇 100.0%
237 岩手県 紫波町 250 217 9 〇 86.8% 71 69 1 〇 97.2%
238 岩手県 矢巾町 183 183 〇 〇 100.0% 49 49 〇 〇 100.0%
239 岩手県 西和賀町 80 79 1 〇 98.8% 1 1 1 〇 100.0%
240 岩手県 金ケ崎町 119 119 〇 〇 100,0% 43 43 〇 〇 100.0%
241 岩手県 平泉町 65 65 4 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
242 岩手県 住田町 80 80 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0S
243 岩手県 大槌町 131 131 1 〇 100.0% 10 10 〇 〇 100.0%
244 岩手県 山田町 141 114 〇 〇 80.9% 1 1 〇 〇 100.0%
245 岩手県 岩泉町 144 144 33 〇 100,0% 4 4 〇 〇 100.0%
246 岩手県 田野如村 30 30 〇 〇 100.0% 2 2 2 〇 100,0%
247 岩手県 普代村 26 26 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
248 岩手県 軽米町 104 96 15 〇 92.3% 14 14 2 〇 100.0%

249 岩手県 野田村 48 48 〇 1 100,0% 8 8 〇 〇 100.0%

250 岩手県 九戸村 49 48 20 〇 98.0% 10 10 8 〇 100.0%
251 岩手県 洋野町 161 161 〇

~〇1
100.0% 18 18 1 〇 100.OS

252 岩手県 一戸町 211 180 6 〇 85.3% 23 21 〇 〇 91.3%
253 宮城県 仙台市 6.916 6.595 3,496 〇 95.4% 1,786 1,757 1,400 〇 98.4%

254 宮城県 石巻市 1.021 993 4 〇 97.3% 116 116 〇 〇 100.0%
255 宮城県 塩ザ市 413 339 164 〇 811% 72 63 22 〇 87.5%
256 官城県 気仙沼市 446 446 〇 〇 100.0% 74 74 〇 〇 100.0%
257 宮城県 白石市 234 220 2 〇 94.0% 12 7 〇 〇 58.3%
258 宮城県 名取市 452 426 25 〇 94.2% 136 113 85 〇 83.1%
259 宮城県 角田市 220 208 3 〇 94.5% 16 ~FT 14 〇 100.0%

260 宮城県 多賀城市 278 278 〇 〇 100.0% 87 87 10 〇 100.0%
261 宮城県 岩沼市 273 273 19 〇 100.0% 81 81 〇 〇 100,0%
262 宮城県 登米市 647 452 190 〇 69.9% 77 35 31 〇 45.5%
263 宮城県 栗原市 568 524 58 〇 923% 20 19 13 〇 95.0%
264 宮城県 東松島市 296 296 1 〇 100.0% 87 87 〇 〇 100.0%
265 宮城県 大崎市 903 887 198 〇 98.2% 119 118 10 〇 99.2%
266 宮城県 蔵王町 88 88 3 1 100.0% 2 2よ 〇 100.0%
267 宮城県 七ヶ宿町 21 21 1 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
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No. 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス等 

受給者数

a

連成率 

b/a (%)

障害児通所 

支援受給音数

C

連成率 

d/o (%)

計!®作成 

序み人数 

b

bのうち 

セルフプラン

bのうも 

代鶴プラン

計画作成 

廣み人数 

d

dのうち 

セルフプラン
dのうち 

代替フラン

（合計 878,308 787.655 133.001 8,480 89.7% 234^60 215,428 59,430 2,852 920%

268 宮城県 大河原町 125 125 5 5 100.0% 13 13 1 1 100.0%
269 宮城県 村田町 103 103 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.0%
270 宮城県 柴田町 267 264 7 〇 9&9% 45 45 7 〇 100.0%
271 宮城県 川崎町 75 74 1 3 98,7% 〇 〇 〇 〇

272 宮城県 丸森町 120 120 5 1 100.0% 〇 〇 〇 〇

273 宮城県 亘理町 207 206 1 〇 99.5% 36 34 〇 〇 94.4%
274 宮城県 山元町 112 80 〇 〇 71.4% 13 12 〇 〇 92.3%
275 宮城県 松岛町 96 94 〇 〇 97.9% 9 9 〇 〇 100.0%
276 宮城県 七ケ浜町 106 106 1 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
277 宮城県 利府町 171 170 23 1 99.4% 77 77 8 〇 100.0%
278 宮城県 大和町 154 145 40 〇 94.2% 67 67 17 〇 100.OS
279 宮城県 大郷町 60 46 5 2 76.7% 14 3 1 〇 21.4%
280 宮城県 富谷町 199 168 12 〇 84.4% 93 58 1 〇 62.45
281 宮城県 大衡村 38 34 3 〇 89.5% 10 10 2 〇 100.0%
282 宮城県 色麻町 44 42 2 .〇 95.5% 6 6 〇 〇 100.0%
283 宮城県 加美町 173 168 7 〇 97.1% 15 15 〇 〇 100.0%
284 宮城県 涌谷町 127 127 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
285 宮城県 美里町 160 160 〇 〇 100.0% 15 15 〇 〇 100.0%
286 宮城県 女川町 40 40 〇 〇 100.0% 1 〇 〇 〇 0.0%
287 宮城県 南三陸町 121 121 〇 〇 100.0% 20 20 〇 〇 100.0S
288 秋田県 秋田市 2,361 2,341 22 5 99.2% 419 418 19 〇 99.8%
289 秋田県 能代市 475 461 〇 55 97.1% 52 52 〇 〇 100.0S
290 秋田県 横手市 738 738 〇 〇 100.0% 103 103 〇 〇 100.0S
291 秋田県 大館市 607 607 〇 〇 100.0% 80 78 〇 〇 97.5%
292 秋田県 男鹿市 290 289 1 〇 99.7% 4 4 〇 〇 100.0%
293 秋田県 湯沢市 474 474 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.〇%

294 秋田県 鹿角市 298 298 〇
~〇1

100.0% 42 42 〇 〇 100.0%
295 秋田県 由利本荘市 615 615 〇 〇 100.0% 13 13 〇 〇 100.0%
296 秋田県 潟上市 258 256 4 2 99.2% 21 21 〇 〇 100.0S
297 秋田県 大仙市 621 560 〇 〇 90.2% 21 21 〇 〇 100.0%
298 秋田県 北秋田市 317 314 〇 〇 99.1% 31 31 〇 〇 100.0S
299 秋田県 にかほ市 175 175 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
300 秋田県 仙北市 191 191 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.0S
301 秋田県 小坂町 62 62 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
302 秋田県 上小阿仁村 24 23 〇 〇 95.8% 〇 〇 〇 〇

303 秋田県 議里町 47 47 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
304 秋田県 三種町 157 157 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
305 秋田県 ハ峰町 74 54 〇 〇 73.0% 7 5 〇 〇 71.4%
306 秋田県 五城目町 91 81 〇 〇 89.0% 1 1 〇 〇 100.0%
307 秋田県 八郎潟町 49 49 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

308 秋田県 井川町 38 38 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

309 秋田県 大潟村 17 17 〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0%
310 秋田県 美郷町 175 175 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
311 秋田県 羽後町 134 130 〇 〇 97.0% 1 1 〇 〇 100.0%
312 秋田廉 柬成瀬村 20 20 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

313 山形県 山形市 1,402 1,402 2 2 100.0% 523 523 〇 〇 100.0%
314 山形県 米沢市 733 732 2 〇 99.9% 97 97 〇 〇 100.0%
315 山形県 11岡市 1,172 1,172 40 〇 100.0% 128 128 15 〇 100.0%
316 山形県 酒田市 771 756 〇 〇 98.1% 120 119 1 〇 99.2%
317 山形県 新庄市 371 369 〇 〇 99.5% 51 51 〇 〇 100.0%
318 山形県 寒河江市 239 239 〇 〇 100.0% 67 67 〇 〇 100.0%
319 山形県 上山市 203 203 〇 13 100.0% 49 49 〇 〇 100.0%
320 山形県 村山市 150 150 〇 〇 100.0% 38 38 〇 〇 100.0%
321 山形県 長井市 187 187 2 〇 100.0% 41 41 1 〇 100.0%
322 山形県 天童市 292 292 1 〇 100.0% 99 99 〇 〇 100.0%
323 山形県 東根市 221 215 11 〇 97.3% 51 51 〇 〇 100.0%
324 山形県 尾花沢市 124 123 〇 〇 99.2% 14 14 〇 〇 100.0%
325 山形県 南陽市 261 249 1 〇 95.4% 32 32 5 〇 100.0%
326 山形県 山辺町 78 78 〇 〇 100.0% 20 20 〇 〇 100.0%
327 山形県 中山町 58 58 3 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
328 山形県 河北町 112 110 〇 〇 98.2% 19 19 〇 〇 100.0%
329 山形県 西川町 37 37 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
330 山形県 朝日町 57 57 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
331 山形県 大江町 54 54 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0S
332 山形県 大石田町 52 52 ,〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0%
333 山形県 金山町 48 48 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.0%
334 山形県 最上町 81 81 〇 〇 100.0% 15 15 〇 〇 100.0%
335 山形県 舟形町 47 47 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
336 山形県 真室川町 75 75 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
337 山形県 大蔵村 36 36 1 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
338 山形県 鮭川村 55 55 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0S
339 山形県 戸沢村 49 49 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
340 山形県 高畠町 160 160 〇 〇 100.0% 22 22 〇 〇 100.0%
341 山形県 川西町 141 141 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.0%
342 山形県 小国町 58 58 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

343 山形県 白鷹町 112 109 〇 〇 97.3% 12 12 〇 〇 100.0%
344 山形県 飯雙町 55 52 〇 〇 94.5% 6 6 〇

~〇^
100.0%

345 山形県 三川町 42 42 1 〇 100.0% 5 5 〇
〇1

100.0S
346 山形県 庄内町 158 158 1 〇 100,0% 17 17 〇 〇 100.0%
347 山形県 遊佐町 133 133 〇 〇 100.0% 10 10 〇 〇 100.0%
348 福爲県 福島市 1,831 1,831 1,220 〇 100.0% 180 180 28 〇 100.0%
349 福島県 会津若松市 857 765 1 308 89.3% 184 177 〇 84〔 96.2%
350 福島県 郡山市 2,006 1,747 413 〇 87.1% 548 529 57 〇 96.5%
351 福島県 いわき市 2,061 2,061 440 〇 100.0% 455 455 54 〇 100.0%
352 福离県 白河市 421 413 2 〇 98.1% 150 150 〇 〇 100.0%
353 福岛県 須賀川市 493 493 1 〇 100.0% 99 99 〇 〇 100.0S
354 福島県 喜多方市 402 401 〇 〇 99.8% 52 51 〇 〇 98.1%
355 福島県 相尽市 260 248 12 〇 95.4% 64 64 〇 〇 100.0%
356 福島県 二本松市 383 280 66

~〇^
73.1% 74 68 9 〇 91.9%
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No. 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス镖 

受給者数 

a

計画作成 

声み人数 

b

連成率 

b/a «)

障害児通所 

支援受給者数

C

計遐作成 

濟み人数 

d

連成率 

d/o(%>
bのうち 

セルフプラン

bのうち 

代普プラン
dのうも 

セルフプラン

dのうち 

代1#プラン

(合計) 878,308 787,655 133,001 8.480 89.7% 234,260 215,428 59,430 2,652 92.0%

357 福隔県 田村市 356 210 13 〇 59.0% 69 52 36 〇 75.4%

358 福島県 南相馬市 407 360 〇 〇 88.5% 140 140 〇 〇 100.0%
359 福島県 伊達市 460 456 〇 〇 99.1% 134 134 〇 〇 100.0%

360 福島県 本宮市 164 106 20 〇 64.6% 31 23 1 〇 74.2%
361 福島県 廉折町 93 93 〇 〇 100.0% 16 16 〇 〇 100.0%
362 福島県 国見町 67 67 〇 〇 100.〇% 12 12 〇 〇 100,0%
363 福島県 川俣町 108 105 〇 〇 97.2% 15 15 〇 〇 100,0%

364 福岛県 大玉村 55 43 9 〇 78.2% 10 8 〇 1 80.0%
365 福島県 鏡石町 93 70 3 〇 75.3% 44 43 〇 〇 97.7%

366 福島県 天栄封 32 32 〇 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.0%
367 福島県 下郷町 57 43 1 〇 75.4% 6 2 1 〇 33.3%
368 福島県 檜枝岐村 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

369 福島県 只見町 30 30 5 〇 100.0% 3 3 3 〇 100.0%
370 福岛県 南会津町 121 91 11 〇 75.2% 19 7 5 〇 36.8%
371 福島県 北塩原村 17 16 〇 〇 94.1% 5 5 〇 〇 100,0%

372 福島県 西会津町 60 58 〇 2 96.7% 10 10 〇 〇 100.0%
373 福島県 磐梯町 25 24 〇 〇 96.0% 7 7 〇 〇 100.0%
374 福島県 猪苗代町 84 79 〇 〇 94.0% 25 25 〇 〇 100.0S
375 福岛県 会津坂下町 106 106 1 〇 100.0% 24 24 〇 〇 100.0%
376 福島県 湯川村 24 22 〇 〇 91.7% 3 3 〇 〇 100.0%
377 福岛県 柳津町 26 26 〇 1 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
378 福島県 三島町 12 12 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
379 福岛県 金山町 11 11 〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0%
380 福島県 昭和村 4 4 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

381 福岛県 会津美里町 138 138 25 〇 100.OS 27 27 〇 〇 100.0%
382 福岛県 西郷村 110 110 〇 〇 100.0% 38 38 〇 〇 100.0%
383 福島県 泉崎村 51 51 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
384 福島県 中島村 35 35 〇 〇 100,0% 5 5 〇 〇 100.0%
385 福島県 矢吹町 116 116 〇 〇 100.0% 19 19 〇 〇 100.0%
386 福島県 棚倉町 87 83 〇 〇 95.45 44 42 〇 〇 95.5%
387 福島県 矢祭町 49 49 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.0%
388 福島県 塩町 72 68 〇 〇 94.4 ゝ 11 11 〇 〇 100.0%
389 福島県 餃川村 40 35 〇 〇 87.5% 2 2 〇 〇 100.0%
390 福岛県 石川町 97 94 〇 〇 96.9% 18 18 〇 〇 100.0%
391 福島県 玉川村 53 53 4 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.0%
392 福處県 平田村 60 55 〇 〇 91.7% 9 9 〇 〇 100.0%
393 福島県 浅川町 52 47 1 〇 90.4% 8 8 〇 〇 100.0%
394 福岛県 古殿町 45 41 〇 〇 91.1% 6 5 〇 〇 83.3%
395 福岛県 三春町 135 126 〇 〇 93.3% 56 52 〇 〇 92.9%
396 福島只 小野町 68 52 〇 〇 76.5% 17 12 〇 〇 70.6%
397 福岛県 広野町 29 20 〇 〇 69.0% 16 6 〇 〇 37.5%
398 福島県 楷葉町 68 55 〇 1 80.9% 12 12 1 〇 100.0%
399 福島県 富岡町 84 50 〇 〇 59.5% 24 15 〇 〇 62.5%
400 福島県 川内村 22 21 〇 〇 95.5% 2 2 〇 〇 100.0%
401 福島県 大熊町 51 49 〇 〇 9&1% 36 33 3 〇 91.7%
402 福島県 双葉町 41 40 〇 1 97.6% 12 8 〇 〇 6&7%
403 福岛県 浪江町 108 103 1 〇 95.4% 20 20 〇 〇 100.0%
404 福岛県 蔑尾材 13 13 〇 〇 100,0% 〇 〇 〇 〇

405 福岛県 新地町 38 32 〇 〇 84.2% 10 9 〇 〇 90.0%
406 福岛県 飯舘村 51 51 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
407 茨城県 水戸市 1,766 1,736 18 〇 98.3% 401 401 74 〇 100.OS
408 茨城県 日立市 1,195 790 62 〇 66.1% 265 249 〇 〇 94.0%
409 茨城県 土浦市 788 748 3 〇 94.9% 275 275 〇 〇 100.0S
410 茨城県 古河市 815 804 〇 〇 98.7% 249 249 〇 〇 100.0%
411 茨城県 石岡市 394 383 2 〇 97.2% 58 58 〇 〇 100.0%
412 茨城県 結城市 286 286 8 〇 100.0% 100 100 〇 〇 100.0S
413 茨城県 龍ヶ崎市 347 337 9 〇 97.1% 174 150 135 〇 8&2%
414 茨城県 下奏市 275 270 〇 〇 98.2% 34 34 〇 〇 100.0%
415 茨城県 常総市 374 370 1 〇 98.9% 138 136 〇 〇 98.6%
416 茨城県 常陸太田市 375 361 〇 〇 96.3% 83 83 〇 〇 100.0%
417 茨城県 高萩市 168 168 〇 〇 100.0% 50 50 〇 〇 100.0%

418 茨城県 北茨城市 228 220 1 〇 96.5% 37 37 〇 〇 100.0%
419 茨城県 笠間市 593 519 39 〇 87.5% 106 105 4 〇 99.1%
420 茨城県 取手市 553 524 27 〇 94.8% 346 337 288 〇 97.4%

421 茨城県 牛久市 419 416 11 〇 99.3% 165 165 108 〇 100.0%
422 茨城県 つくば市 972 960 186 〇 98.8% 403 403 380 〇 100.0%
423 茨城県 ひたちなか市 885 885 11 〇 100.0% 278 278 〇 〇 100.0%
424 茨城県 鹿帳市 394 383 18 〇 97.2% 187 187 179 〇 100.0%

425 茨城県 潮来市 172 172 1 〇 100.0% 18 18 6 〇 100.0%

426 茨城県 守谷市 282 255 24 〇 90.4% 162 143 109 〇 88.3%
427 茨城県 常陸大宮市 292 269 1 〇 92J% 49 49 1 〇 100.0%
428 茨城県 那珂市 366 366 〇 〇 100.0% 103 103 〇 〇 100.0%

429 茨城県 筑西市 630 594 4 〇 94.3% 116 110 〇 〇 94.8%

430 茨城県 坂東市 318 288 〇 〇 90.6% 102 98 〇 〇 96.1%
431 茨城県 稲敷市 232 232 〇 〇 100.0% 26 26 〇 〇 100.0%

432 茨城県 かすみがうら市 225 224 〇 〇 99.6% 81 81 〇 〇 100.0%

433 茨城県 桜川市 265 260 2 〇 98.1% 32 25 〇 〇 78.1%
434 茨城県 神栖市 427 422 4 〇 98.8% 151 144 73 〇 95.4%

435 茨城県 行方市 258 248 1 4 96.1% 21 21 〇 〇 100.0%
436 茨城県 鉢田市 312 286 〇 2 91.7% 43 34 〇 16 79.1%

437 茨城県 つくばみらい市 267 238 22 〇 89.1% 37 32 4 〇 8&5%

438 茨城県 小美玉市 264 264 1 〇 100.0% 80 80 2 〇 100.0%

439 茨城県 茨城町 209 208 〇 〇 99.5% 38 38 〇 〇 100.0%

440 茨城県 大洗町 112 109 〇 〇 97.3% 13 13 〇 〇 100.0\
441 茨城県 城里町 133 121 1 〇 91.0% 23 21 〇 〇 91.3%

442 茨城県 東海村 183 182 9 〇 99.5% 80 80 1 〇 100.OS

443 茨城県 大子町 167 144 〇 〇 86.2% 〇 〇 〇 〇

444 茨城県 美浦村 111 109 〇 〇 98.2% 33 33 1 〇 100.OS
445 茨城県 阿見町 294 281 〇 〇 95.6% 51 50 〇 〇 98.0%
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No. 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス聲

受給者数

a

計®!作成 

疥み人数 

b

連成率 

b/a (%)

障書児通所 

支援受給者数

計画作成 

廣み人数 

d

連成率

d/G（%）
bのうち 

セルフブラン

bのうち 

代轄プラン
dのうち 

セルフプラン

dのうち 

代16ブランC

（合計） 878,308 787,655 133.001 8,480 89.7% 234,260 215.428 59,430 2.652 92.0%

446 茨城県 河内町 60 51 〇 〇 85.0% 8 8 6 〇 100.0%
447 茨城県 八千代町 119 119 〇 〇 100,0% 24 24 〇 〇 100.0%
448 茨城県 五鰻町 52 52 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
449 茨城県 境町 131 125 1 〇 95.4% 24 23 〇 〇 95.8%
450 茨城県 利根町 97 97 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0*.
451 栃木県 宇都宮市 3,241 3,096 356 〇 95.5% 594 594 401 〇 100.0%
452 栃木県 足利市 940 931 6 〇 99.0% 260 255 5 〇 98.1%
453 栃木県 栃木市 1,066 1.066 30 〇 100.0% 277 277 1 〇 100.0%
454 栃木県 佐野市 908 908 108 〇 100.0% 277 277 45 〇 100.0%
455 栃木県 鹿沼市 752 752 98 〇 100.0% 187 187 67 〇 100.0%
456 栃木県 日光市 586 586 〇 〇 100.0% 152 152 〇 〇 100.0S
457 栃木県 小山市 796 796 14 〇 100.0% 284 284 〇 〇 100.0%
458 栃木県 真岡市 427 427 10 〇 100.0% 88 88 60 〇 100.0%
459 栃木県 大田原市 474 474 9 〇 100.0% 107 107 ・0 〇 100.0%
460 栃木県 矢板市 160 160 3 〇 100,0% 44 44 〇 〇 100,0%
461 栃木県 那須塩原市 607 607 2 〇 100.0% 172 172 〇 〇 100.0%
462 栃木県 さくら市 217 217 10 〇 100.0% 32 32 1 〇 100.0%
463 栃木県 那須烏山市 213 213 3 〇 100.0% 72 72 〇 〇 100.OS
464 栃木県 下野市 353 353 〇 〇 100.0% 155 155 〇 〇 100.0%
465 栃木県 上三川町 198 198 6 〇 100.0% 48 48 20 〇 100.OS
466 栃木県 益子町 193 193 4 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
467 栃木県 茂木町 124 124 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
468 栃木県 市貝町 73 73 1 〇 100.0% 5 5 2 〇 100.0%
469 栃木県 芳賀町 90 90 5 〇 100.0% 5 5 1 〇 100.0%
470 栃木県 壬生町 248 248 2 〇 100.0% 72 72 55 〇 100,0*.
471 栃木県 野木町 130 130 1 〇 100.0% 29 29 〇 〇 100.0%
472 栃木県 塩谷町 76 76 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
473 栃木県 高根沢町 177 177 6 〇 100.0% 12 12 〇 〇 100.0S
474 栃木県 那須町 221 221 2 〇 100.0% 11 11 〇 〇 100.OS
475 栃木県 那珂川町 126 126 〇 〇 100.0% 47 47 〇 〇 100.0%
476 群馬県 前橋市 1,862 1.856 12 〇 99.7% 389 389 2 〇 100.0%
477 群馬廉 高崎市 2,184 2,182 274 〇 99.9% 570 570 150 〇 100.0%
478 群馬県 桐生市 836 836 3 〇 100.0% 93 93 3 〇 100.OS
479 群馬県 伊勢崎市 1.075 1,070 〇 〇 99.5% 242 242 〇 〇 100.0%
480 群馬県 太田市 1,060 1.060 3 〇 100.0% 171 171 〇 〇 100.0%
481 群馬県 沼田市 348 348 〇 〇 100.0% 58 58 〇 〇 100.0*.
482 群馬県 館林市 367 363 5 〇 98.9% 89 89 〇 〇 100.0%
483 群馬県 渋川市 637 637 〇 〇 100.0% 75 75 〇 〇 100.0%
484 群馬県 積岡市 373 349 〇 〇 93.6% 103 102 2 〇 99.0%
485 群馬県 富岡市 234 234 〇 〇 100.0% 49 49 〇 〇 100.0%
486 群馬廉 安中市 390 389 〇 〇 99.7% 65 64 〇 〇 9&5%
487 群馬県 みどり市 298 298 8 〇 100.0% 21 21 〇 〇 100.0%
488 群馬県 榛東村 95 94 〇 〇 98.9% 33 33 〇 〇 100.0%
489 群馬県 吉岡町 122 122 〇 〇 100.0% 26 26 〇 〇 100.0%
490 群馬県 上野村 10 10 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
491 群馬県 神流町 26 26 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
492 群馬県 下仁田町 54 54 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
493 群馬県 南牧村 18 18 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
494 群馬県 甘楽町 67 66 〇 〇 9&5% 24 24 〇 〇 100.0%
495 群馬県 中之条町 113 113 1 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.0%
496 群馬県 長野原町 38 38 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
497 群馬県 媳恋村 55 55 6 〇 100.0% 6 6 〇 〇 100.0%
498 群馬県 草津町 44 44 〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0S
499 群馬県 高山村 26 26 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
500 群馬県 東吾妾町 100 100 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.0%
501 群馬県 片品村 18 18 〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0%
502 群馬県 川堪村 16 16 〇 〇 100.0% 6 6 〇 〇 100.0%
503 群馬県 昭和村 40 40 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
504 群馬県 みなかみ町 148 148 〇 〇 100.0% 20 20 〇 〇 100.0%
505 群馬県 玉村町 202 202 〇 〇 100.0% 381 38 〇 〇 100.0%
506 群馬県 板倉町 73 73 〇 〇 100.0% 11 11 〇 〇 100.0%
507 群馬県 明和町 61 61 〇 〇 100.0% 11 11 〇 〇 100.0%
508 群馬県 千代田町 62 62 〇 〇 100.0% 11 11 〇 〇 100.0%
509 群馬県 大泉町 154 154 〇 〇 100.0% 15 15 〇 〇 100.OS
510 群馬県 邑楽町 130 130 〇 〇 100.0% 30 30 〇 〇 100.0%
511 埼玉県 さいたま市 5,800 5.061 354 〇 87.3% 1,830 1,745 325 〇 95.4%
512 埼玉県 川越市 1.734 1,674 344 6 96.5% 358 358 328 〇 100.0%
513 埼玉県 熊谷市 1,057 1,057 352 〇 100.0% 177 177 103 〇 100.0%
514 埼玉県 川口市 2,357 2.275 734 〇 96.5% 735 716 586 〇 97.4%
515 埼玉県 行田市 471 471 76 〇 100.0% 85 85 11 〇 100.0%
516 埼玉県 秩父市 429 419 11 〇 97.7% 54 54 35 〇 100.0%
517 埼玉県 所沢市 1,565 1,415 47 〇 90.4% 507 507 200 〇 100.0%
518 埼玉県 飯能市 436 436 86 1 100.0% 98 98 60 〇 100.0%
519 埼玉県 加須市 507 460 34 〇 90.7% 122 121 2 〇 99.2%
520 埼玉県 本庄市 445 442 219 〇 99.3% 94 94 91 〇 100.OS
521

埼宝県 東松山市 499 412 81 〇 826% 57 49 14 〇 8&0%
522 埼玉県 春日部市 1,219 1,011 354 〇 8Z9% 242 159 116 〇 65.7%
523 埼玉県 狭山市 688 553 69 〇 80.4% 156 144 91 〇 92.3%
524 埼玉県 羽生市 336 325 1 〇 96.7% 57 57 〇 〇 100.0%
525

埼宝県 鴻巣市 607 606 145 〇 99.8% 143 143 90 〇 100.0%
526

埼玉県 深谷市 841 841 186 〇 100.0% 141 141 123 〇 100.0%
527 埼玉県 上尾市 1.120 1.051 323 〇 93.8% 292 287 207 〇 98.3%
528 埼玉県 草加市 937 937 112 〇 100.0% 689 689 300 〇 100.0%
529 埼玉県 越谷市 1,337 1,317 392 〇 98.5% 512 512 315 〇 100.OS
530 埼玉県 蕨市 330 330 7 〇 100.0% 70 70 〇 〇 100.0%
531 埼玉県 尸田市 508 488 127 〇 96.1% 157 157 24 〇 100.OS
532 埼玉県 入間市 718 718 107 〇 100.0% 134 134 46 〇 100.0%
533 埼玉県 朝!8市 544 544 268 〇 100.0% 155 155 110 〇 100.0%
534 埼玉県 志木市 315 311 35 〇 98.7% 84 84 49 〇 100.0%
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市区町村別 平成27年12月までの計画相談実績【­ 覽】

No. 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス第

受給看数

a

計®!作成 

濟み人数 

b

bのうち 

セルフプラン

bのうも 

代替プラン

連成率 

b/a (%)

障害児通所 

支援受給着数

C

計画作成 

済み人数 

d

dのうち 

セルフブラン

dのうち 

代鶴ブラン

連成率 

d/o (%)

（合計） 878,308 787,655 133,001 8,480 89.7% 234,260 215,428 59,430 2,652 92.0%

535 埼玉県 和光市 268 268 〇 〇 100.0% 147 ■147 〇 〇 100.0%
536 埼玉県 新座市 741 741 4 〇 100.0% 208 208 4 〇 100.0%
537 埼玉県 桶川市 344 254 72 〇 73.8% 88 88 1 〇 100.0*.
538 埼玉県 久喜市 793 786 132 〇 99.1% 199 199 9 〇 100.0%
539 埼玉県 北本市 396 350 6 〇 88.4% 93 89 〇 12 95.7%
540 埼玉県 八潮市 316 294 203 2 93.0% 125 125 122 1 100.0%
541 埼玉県 富士見市 457 408 41 5 89.3% 142 142 〇 66 100.0S
542 埼玉県 三郷市 610 577 152 〇 94.6% 163 163 89 〇 100.0%
543 埼玉県 蓮田市 323 283 61 〇 87.6% 86 86 9 〇 100.0S
544 埼玉県 坂戸市 409 384 29 〇 93,9% 80 80 39 〇 100.0%
545 埼玉県 幸手市 262 262 51 〇 100.0% 58 58 5 〇 100.0S
546 埼玉県 鶴ケ島市 287 239 2 17 83.3% 79 61 4 9 77.2%
547 埼玉県 日高市 308 265 40 1 86.0% 68 66 35 〇 97.1%
548 埼玉県 吉川市 296 284 95 〇 95.9% 59 59 55 〇 100.0*.
549 埼玉県 ふじみ野市 438 438 3 〇 100,0% 150 150 11 〇 100.0%
550 埼玉県 白岡市 201 195 40 〇 97.0% 41 41 4 〇 100.〇1.
551 埼玉県 伊奈町 161 151 78 〇 93.8% 64 54 43 〇 84.4%
552 埼玉県 三芳町 183 183 〇 〇 100.0% 56 56 〇 〇 100.0S
553 埼玉県 毛呂山町 218 215 38 1 98.6% 39 39 22 〇 100.0S
554 埼玉県 越生町 66 58 5 3 87.9% 6 6 1 〇 100.0%
555 埼玉県 滑川町 77 77 〇 〇 100.0% 13 13 〇 〇 100.0%
556 埼玉県 嵐山町 109 109 3 1 100.0% 12 12 〇 〇 100.〇・.
557 埼玉県 小川町 197 197 〇 〇 100.0% 18 18 〇 〇 100.OS
558 埼玉県 川島町 113 112 9 〇 99.1% 16 16 〇 〇 100.0 ゝ
559 埼玉県 吉見町 103 103 〇 〇 100.0% 11 11 〇 〇 100.0*.
560 埼玉県 鳩山町 82 72 4 〇 87.8% 4 4 〇 〇 100.0%
561 埼玉県 ときがわ町 89 89 〇 〇 100.0% 10 10 〇 〇 100.0*.
562 埼玉県 横瀬町 42 42 〇 0 100.0% 3 3 1 〇 100.0%
563 埼玉県 皆野町 66 65 〇 〇 98.5% 6 6 5 〇 100.0*.
564 埼玉県 長浦町 46 46 〇 〇 100.0% 4 4 3 〇 100.0*.
565 埼玉県 小鹿野町 106 72 1 2 67.9% 13 8 〇 〇 61.5%
566 埼玉県 東秩父村 20 20 2 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

567 埼玉県 美里町 83 52 16 〇 62.7% 7 4 1 〇 57.1%
568 埼玉県 神川町 64 59 32 〇 92.2% 13 13 13 〇 100.0%
569 埼玉県 上里町 152 138 55 〇 90.8% 27 25 22 〇 92.6%
570 埼玉県 寄居町 232 221 4 〇 95.3% 31 29 2 〇 93.5%
571 埼玉県 宮代町 184 169 16 〇 91.8% 25 23 〇 〇 92.0%
572 埼玉県 杉尸町 225 213 8 〇 94.7% 44 44 5 〇 100.0%
573 埼玉県 松伏町 131 130 87 〇 99.2% 48 48 44 〇 100.0%
574 千葉県 千葉市 5,004 4.007 747 〇 65.1% 1.610 1.469 248 〇 82.0%
575 千葉県 銚子市 356 356 〇 〇 100.0% 54 54 〇 〇 100.0%
576 千葉県 市川市 2.109 1.954 876 〇 91.0% 670 670 599 〇 100.0%
577 千葉県 船橋市 2.789 2,716 1,224 〇 97.1% 833 833 725 〇 100.0%
578 千葉県 船山市 409 287 〇 〇 70.1% 49 49 〇 〇 100.0S
579 千葉県 木更津市 698 686 175 〇 9&1% 202 202 13 〇 100.0S
580 千葉県 松戸市 2,357 2.097 595 〇 79.4% 746 593 353 〇 66.2%
581 千葉県 野田市 735 598 39 〇 7&6% 226 200 58 〇 85.7%
582 千葉県 茂原市 517 509 43 〇 97.1% 111 111 4 〇 100.0%
583 千葉県 成田市 580 491 〇 1 74.1% 278 250 〇 〇 79.8%
584 千葉県 佐倉市 901 707 〇 〇 67.6% 263 201 〇 〇 74.4%
585 千葉県 東金市 381 341 24 〇 79.5% 115 89 29 〇 71.7%
586 千葉県 旭市 440 440 1 〇 100.0% 102 102 〇 〇 100.0S
587 千葉県 習志野市 821 813 307 〇 98.6% 214 214 27 〇 100.OS
588 千葉県 柏市 1.905 1.669 168 〇 84.2% 655 598 90 〇 87.5%
589 千葉県 勝浦市 104 100 4 〇 94.9% 7 7 〇 〇 100.0%
590 千葉県 市原市 1.411 1,327 107 〇 9^3% 402 370 79 〇 89.9 ゝ
591 千葉県 流山市 668 580 32 2 81.0% 209 175 29 4 65.0%
592 千葉県 ハ千代市 656 656 135 1 100.0% 254 254 99 〇 100.0%
593 千葉県 我孫子市 657 657 65 〇 100.0% 217 216 〇 〇 97.2%
594 千葉県 稲川市 301 216 〇 〇 72.0% 17 13 〇 〇 70.6%
595 千葉県 錚ヶ谷市 496 347 106 〇 60.4% 131 98 26 〇 76.5%
596 千葉!R 君津市 516 475 1 〇 85.9% 116 103 〇 〇 84.6%
597 千葉県 富津市 398 362 9 〇 90.6% 39 32 〇 〇 79.5%
598 千葉県 浦安市 617 614 35 〇 95.5% 345 329 44 〇 92.4%
599 千葉県 四街道市 481 481 23 〇 100.0% 215 215 〇 〇 100.0%
600 干葉県 袖ケ浦市 393 390 73 〇 97.2% 135 134 17 〇 98.5%
601 千葉県 ハ街市 459 459 134 〇 100.0% 151 151 131 〇 100.0%
602 千葉県 印西市 354 316 47 〇 81.4% 264 262 256 〇 99.2%
603 千葉県 白井市 217 217 77 〇 100.0% 276 276 223 〇 100.0%
604 千葉県 富里市 244 197 4 〇 72.3% 82 57 6 〇 67.1%
605 千葉県 南房総市 322 215 1 〇 50.5% 22 22 〇 〇 100.0%
606 千葉県 匝磋市 247 246 2 〇 99.6% 73 73 〇 〇 100.M
607 千葉県 香取市 473 473 42 〇 100.0% 109 109 76 〇 100.0%
608 千葉県 山武市 344 323 15 〇 90.9% 72 66 25 〇 87.3%
609 千葉県 いすみ市 218 194 〇 〇 86.8% 46 45 〇 〇 97.7%
610 千葉県 大網白里市 293 292 66 〇 99.7% 47 47 28 〇 100.0%
611 千葉県 酒々井町 75 69 9 〇 90.5% 29 15 13 〇 46.2%
612 千葉県 栄町 117 107 1 〇 86.6% 51 33 30 〇 58.0%
613 千葉県 神崎町 24 24 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
614 千葉県 多古町 82 81 〇 〇 95.1% 18 13 〇 〇 57.1%
615 千葉県 東庄町 62 61 〇 〇 96.7% 8 6 〇 〇 75.0%
616 千葉県 九十九里町 95 95 3 〇 100.0% 32 32 10 〇 100.0%
617 千葉県 芝山町 51 45 10 〇 88.2% 16 16 6 〇

「!00.0%

618 千葉県 横芝光町 141 131 4 〇 91.2% 40 40 2 〇 97.1%
619 千葉県 一宮町 65 54 〇 2 83.1% 18 18 〇 〇 100.0%
620 千葉県 睦沢町 47 47 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
621 千葉県 畏生村 87 86 〇 〇 98.9% 17 17 〇 〇 100.0%
622 千葉県 白子町 61 57

—fl
〇 80.6% 12 12 1 〇 100.0%

623 千葉県 畏柄町 39 37 〇 〇 89.2% 4 4 〇 〇 100.0%
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No. 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス够 

受給者数

a

計画作成 

茨み人数 

b

連成率 

b/a (%)

障害児通所 

支援受給看数

C

計画作成 

濟み人数 

d

連成率 

d/o(%)
bのうち 

セルフブラン

bのうも 

代掛プラン

dのうち 

セルフプラン

dのうち 

代替ブラン

冶計) 878.308 787,655 133.001 8,480 89.7% 234,260 215,428 59,430 2,652 910%

624 千葉県 長南町 53 40 〇 〇 75.5% 4 4 〇 〇 100.0%
625 千葉県 大多喜町 64」 63 〇 〇 100.0% 18 18 〇 〇 100.0%
626 千葉県 御宿町 45 41 〇 〇 76.1% 11 11 〇 〇 100.0%
627 千葉県 鋸南町 55 55 2 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
628 東京都 千代田区 224 151 67 〇 67.4% 50 50 49 〇 100.0 ヽ
629 東京祁 中央区 546 458 6 〇 83.9% 148 148 6 〇 100.0%
630 東京都 港区 1,005 707 91 30 70.3% 179 140 34 11 78.2%
631 東京都 新宿区 1,894 1,826 900 〇 96.4% 474 474 458 〇 100,0%
632 東京都 文京区 926 625 237 〇 67.5% 319 303 61 〇 95.0%
633 東京都 台東区 914 830 217 〇 90.8% 248 248 4 〇 100.0%
634 東京都 星田区 1,559 1,411 195 〇 90.5% 893 893 526 〇 100.0S
635 東京都 江項区 2,718 2,388 1,261 〇 87.9% 1,019 1,019 300 〇 100.0%
636 東京都 品川区 1,418 1,190 1 〇 83.9% 422 3 〇 〇 0.7%
637 東京都 目黑区 1,045 739 156 〇 70.7% 310 310 126 〇 1OO.Wb
638 東京都 大田区 3,441 3.106 530 1 90.3% 742 742 455 〇 100.0%
639 束京都 世田谷区 4,234 3,230 236 715 76.3% 2183 1,809 304 38 82.9%
640 東京祁 渋谷区 848 445 24 〇 52.5% 263 143 13 〇 54.4%
641 東京都 中野区 1.577 1,242 298 〇 78.8% 409 326 286 2 79.7%
642 東京都 杉並区 2,689 2,192 2 〇 81.5% 1,280 1,003 〇 〇 78.4%
643 東京都 喪艮区 1,114 906 180 12 81.3% 272 209 163 〇 76.8%
644 東京都 北区 2,263 1.624 258 〇 71.8% 422 174 77 〇 41.2%
645 東京都 荒川区 1.116 941 371 〇 84.3% 266 250 184 〇 94.0%
646 束京都 板描区 3.001 2,316 609 〇 77.2% 620 359 139 〇 57.9%
647 東京都 練馬区 4,467 3,970 927 〇 8&9% 1,548 1,548 213 〇 100.OS
648 東京都 足立区 4,864 3,556 598 879 73.1% 931 813 15 378 87.3%
649 東京都 薊飾区 2,670 2.304 539 〇 86.3% 929 800 248 〇 86.1%
650 束京都 江戸川区 3,919 3,063 575 〇 78.2% 1,342 863 355 〇 64.3%
651 束京都 八王子市 3.384 3,384 2,095 〇 100.0% 901 901 644 〇 100.0%
652 東京都 立川市 1.374 1.263 93 〇 91.9% 210 195 14 〇 9Z9%
653 東京都 武蔵野市 1,036 872 16 〇 84.2% 343 277 1 〇 80.8%
654 東京都 三鹰市 1.131 988 97 〇 87.4% 189 181 15 〇 95.8%
655 東京都 讶梅市 825 801 7 〇 97.1% 160 156 〇 〇 97.5%
656 束京都 府中市 1,761 1,515 670 〇 86.0% 443 408 289 〇 911%
657 東京都 昭岛市 743 681 5 〇 91.7% 129 129 〇 〇 100.0%
658 東京都 般布市 1.456 1,269 543 〇 87.2% 322 322 233 〇 100.0%
659 東京都 町田市 2,934 2,358 1.697 〇 80.4% 659 387 376 〇 58.7%
660 東京都 小金井市 684 658 281 〇 96.2% 197 193 84 〇 98.0%
661 東京都 小平市 1.232 1.075 49 73 87.3% 232 216 22 〇 93.1%
662 束京都 日野市 1,129 861 320 〇 7&3% 299 296 269 〇 99.0%
663 東京都 東村山市 1,239 1.127 71 〇 91.0% 212 188 19 〇 88.7%
664 束京都 国分寺市 733 731 15 〇 99.7% 203 203 4 〇 100.0%
665 東京都 国立市 581 560 205 〇 96.4% 119 119 63 〇 100.0S
666 束京都 福生市 360 31B 26 〇 88.6% 44 40 12 〇 90.9%
667 東京都 狛江市 470 376 40 〇 80.0% 169 146 71 〇 86.4%
668 朿京都 柬大和市 615 606 21 〇 98.5% 99 99 3 〇 100,0%
669 東:京都 消潮市 602 533 123 〇 88.5% 116 115 34 〇 99.1%
670 東京都 東久留米市 797 643 54 〇 80.7% 183 178 39 〇 97.3%
671 東京都 武蔵村山市 669 572 115 〇 85.5% 86 82 77 〇 95.3%
672 東京都 多摩市 1,050 816 322 〇 77.7% 246 155 128 〇 63.0%
673 東京都 稲城市 411 361 104 〇 87.8% 181 151 125 〇 83.4%
674 東京都 羽村市 395 344 11 〇 87.1% 35 27 〇 〇 77.1%
675 東京都 あきる野市 557 507 2T 〇 91.0% 127 123 〇 〇 96.9%
676 東京都 西柬京市 1,092 948 163 〇 86.8% 352 340 323 〇 96.6%
677 東京都 瑞穆町 252 249 6 〇 98.8% 12 12 2 〇 100.0%
678 東京都 日の出町 127 114 5 〇 89.8% 13 13 〇 〇 100.0%
679 東京都 檜原村 23 20 〇 〇 87.0% 2 2 〇 〇 100.OS
680 東京都 奥多摩町 27 16 3 〇 59.3% 〇 〇 〇 〇

681 東京都 大島町 56 35 26 〇 625% 〇 〇 〇 〇

682 東京都 利島村 2 〇 〇 〇 0.0% 〇 〇 〇 〇

683 東京都 新島村 6 2 〇 〇 33.3% 〇 〇 〇 〇

684 東京都 神津岛村 4 1 〇 〇 25.0% 〇 〇 〇 〇

685 東京都 三宅村 20 5 〇 〇 25.0% 〇 〇 〇 〇

686 東京都 御蔵島村 1 1 〇 〇 100,0% 〇 〇 〇 〇

687 束京都 ハ丈町 83 73 53 〇 88.0% 〇 〇 〇 〇

688 東京都 青ケ島村 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

689 東京都 小笠原村 〇 〇 〇 〇 2 〇 〇 〇 0.0%
690 神奈川県 横浜市 19,543 14,659 10,355 〇 75.0% 5,466 1,634 〇 〇 29.9%
691 神奈川県 川崎市 6.343 5,277 642 2,095 83.2% 2.232 2,123 502 125 95.1%

692 神奈川県 相模原市 4,534 4.077 1,154 〇 89.9% 1,559 1,520 663 〇 97.5%

693 神奈川県 横須賀市 2,323 2,194 887 〇 94.4% 512 508 198 〇 99.2%

694 神奈川県 平塚市 1,663 1,569 471 〇 94.3% 545 545 9 〇 100.0%
695 神奈川県 II倉市 975 872 25 〇 89.4% 219 218 2 〇 99.5%
696 神奈川県 预沢市 2,665 2,464 1,390 〇 925% 818 814 645 〇 99.5%
697 神奈川県 小田原市 1.246 1,206 194 〇 96.8% 435 435 113 〇 100.0%

698 神奈川県 茅ヶ崎市 1,053 895 439 〇 85.0% 271 268 113 〇 98.9%
699 神奈川県 逗子市 340 323 〇 〇 95.0% 56 54 〇 〇 96.4%
700 神奈川県 三浦市 282 282 49 〇 100.0% 44 44 〇 〇 100.〇%

701 神奈川県 秦野市 1,038 1.038 263 〇 100.0% 329 329 240 〇 100.0%
702 神奈川県 厚木市 1,178 1,176 762 〇 99.8% 446 446 405 〇 100.0%
703 神奈川県 大和市 1,159 1,044 18 〇 90.1% 743 743 15 〇 100.0%
704 神奈川県 伊勢原市 655 598 3 〇 91.3% 303 303 7 〇 100.0%
705 神奈川県 海老名市 763 754 470 〇 98.8% 442 442 433 〇 100.0%
706 神奈川県 座間市 705 682 197 2 96.7% 248 247 163 〇 99.6%
707 神奈川県 南足柄市 233 223 16 〇 95.7% 95 95 7 〇 100.0%

708 神奈川県 綾瀬市 419 419 96 〇 100.0% 126 126 98 〇 100.0%
709 神奈川県 葉山町 132 130 1 〇 98.5% 54 54 29 〇 100.0%
710 神奈川県 寒川町 307 301 95 〇 9&0% 77 77 51 〇 100.0%
711 神奈川県 大磯町 174 174 〇 〇 100.0% 47 47 〇 〇 100.0%
712 神奈川県 二宮町 173 171 1 〇 98.8% 39 38 〇 〇 97.4%
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Nd. 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス等

受給者数

3

計画作成 

濟み人数 

b

連成率 

b/a (S)

障害児通所 

支援受給音数

C

計画作成 

濟み人数 

d

連成率

d/c (%)
bのうち 

セルフブラン

bのうも 

代普プラン

dのうち 

セルフプラン

dのうち 

代替ブラン

（合計） 878,308 787,655 133.001 8,480 89.7% 234,260 215,428 59.430 2,852 92.0%

713 神奈川県 中井町 58 56 16 〇 96.6% 11 11 6 〇 100.0%
714 神奈川県 大井町 82 82 17 〇 100.0% 36 36 5 〇 100.0%
715 神奈川県 松田町 79 73 1 〇 92.4% 11 11 1 〇 100.0%
716 神奈川県 山北町 95 92 12 〇 96.8% 13 13 1 〇 100.0%
717 神奈川県 閒成町 94 86 17 〇 91.5% 43 43 12 〇 100.0%
718 神奈川県 箱根町 77 76 2 〇 9&7% 10 10 〇 〇 100.0%
719 神奈川県 真¢5町 64 60 〇 〇 93.8% 11 11 〇 〇 100.0S
720 神奈川県 湯河原町 191 而

3 〇 100.0% 42 42 3 〇 100.0%
721 神奈川県 愛川町 295 212 149 〇 71.9% 71 71 70 〇 100.0S
722 神奈川県 清川村 29 29 13 〇 100.0% 1 1 1 〇 100.0%
723 新潟県 新潟市 4,840 4.571 48 〇 94.4% 754 721 28 〇 95.6%
724 新潟県 長岡市 1,762 1,559 〇 〇 8&5% 184 184 〇 〇 100.0%
725 新潟県 三条市 642 589 〇 〇 91.7% 128 124 〇 〇 96.9%
726 新潟県 柏崎市 584 582 〇 〇 99.7% 215 214 〇 〇 99.5%
727 新潟県 新発田市 651 651 33 〇 100.0% 152 152 1 〇 100.0%
728 新潟県 小千谷市 220 216 〇 〇 98.2% 〇 〇 〇 〇
729 新潟県 加茂市 139 123 39 〇 88.5% 14 14 11 〇 100.0%
730 新潟県 十日町市 464 422 〇 〇 90.9% 78 78 〇 〇 100.OS
731 新潟県 見附市 239 235 7 〇 98.3% 6 6 〇 〇 100.OS
732 新潟県 村上市 413 383 7 〇 917% 〇 〇 〇 〇
733 新潟県 燕市 513 513 1 〇 100.0% 86 86 1 〇 100.0%
734 新潟県 糸魚川市 325 278 〇 6 85.5% 94 84 8 2 89.4%
735 新潟県 妙高市 273 258 22 12 94.5% 117 115 〇 Q 98.3%
736 新潟県 五泉市 304 304 3 〇 100.0% 40 40 〇 〇 100.0s
737 新潟県 上越市 1.439 1,332 5 5 92.6% 157 155 3 〇 98.7%
738 新潟県 阿賀野市 344 344 〇 〇 100.0% 186 186 0 〇 100.OS
739 新潟県 佐渡市 492 492 9 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
740 新潟県 魚沼市 376 376 〇 〇 98.4% 6 6 〇 〇 100.OS
741 新潟県 南魚沼市 379 379 1 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
742 新潟県 胎内市 222 222 1 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
743 新潟県 聖籠町 86 86 〇 〇 100.0% 4 3 〇 〇 75.0%
744 新潟県 弥產村 53 53 〇 〇 100,0% 9 9 〇 〇 100.0%
745 新潟県 田上町 91 87 〇 〇 95.6% 5 5 〇 〇 100.0%
746 新潟県 阿賀町 101 100 3 〇 99.0% 〇 〇 〇 〇
747 新潟県 出囊崎町 64 64 〇 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.0%
748 新潟県 湯沢町 55 55 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
749 新潟県 津南町 75 75 〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0%
750 新潟県 刈羽村 35 35 〇 〇 100.0% 10 10 〇 〇 100.0%
751 新潟県 関川村 45 44 〇 〇 97.8% 〇 〇 〇 〇
752 新潟県 粟島浦村 3 3 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
753 富山県 富山市 2,675 2,217 130 〇 82.9% 575 493 24 〇 85.7%
754 富山県 高岡市 1.089 1.087 3 〇 99.8% 276 276 13 〇 100.0%
755 富山県 魚津市 250 218 2 〇 87.2% 45 45 〇 〇 100.0%
756 富山県 氷見市 355 234 〇 〇 65.9% 60 24 〇 〇 40.0%
757 富山県 滑川市 227 227 5 〇 100.0% 42 42 〇 〇 100.0%
758 富山県 琨部市 229 218 1 〇 95.2% 40 37 〇 〇 92.5%
759 富山県 砺波市 296 296 〇 〇 100.0% 7T 72 〇 〇 100.0%
760 富山県 小矢部市 219 219 2 〇 100.0% 33 33 〇 〇 100.0%
761 富山県 南砺市 426 426〕 〇 ~〇! 100.0% 43 43 1 〇 100.0%
762 富山県 射水市 530 530 3 〇 100.〇・ 116 116 1 〇 100.0%
763 富山県 舟播村 16 ~iF 2 〇 100.0% 10 10 〇 〇 100.0%
764 富山県 上市町 175 175 2 〇 100.0% 31 31 〇 〇 100.0%
765 富山県 立山町 164 164 〇 〇 100.0% 22 22 〇 〇 100.0%
766 富山県 入善町 162 161 4 〇 99.4% 24 24 〇 〇 100.0%
767 富山県 朝日町 90 87 2 〇 96.7% 10 10 〇 〇 100.0%
768 石川県 金沢市 3.197 2.830 25 〇 88.5% 624 595 4 〇 95.4%
769 石川県 七尾市 447 439 〇 98.2% 41 41 〇 〇 100.0%
770 石川県 小松市 717 716 23 〇 99.9% 151 150 33 〇 99.3%
7力 石川県 梢島市 274 271 〇 〇 98.9% 20 18 〇 〇 90.0%
772 石川県 珠洲市 132 132| 〇 〇 100.0% 3 2 〇 〇 66.7%
773 石川県 加賀市 593 593 〇 〇 100.0% 69 69 〇 〇 100.0%
774 石川県 羽咋市 174 155 4 〇 89.1% 36 36 1 〇 100.0%
775 石川県 かほく市 259 226 〇 〇 87.3% 54 47 〇 〇 87.0%
776 石川県 白山市 811 788 5 〇 97.2% 165 163 1 〇 98.8%
777 石川県 能美市 340 340 〇 〇 100.0% 89 89 〇 〇 100.0%
778 石川県 野々市市 253 253 〇 〇 100.0% 92 92 〇 〇 100.0%
779 石川県 川北町 28 28 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
780 石川県 津幡町 233 218 3 〇 93.6% 52 51 2 〇 98.1%
781 石川県 内灘町 202 198 〇 〇 9&0% 31 30 〇 〇 96.8%
782 石川県 志賀町 172 161 7 〇 93.6% 19 19 〇 〇 100.0%
783 石川県 宝達志水町 119 113 1 〇 95.0% 9 9 1 〇 100.0%
784 石川県 中能登町 138 137J 〇 〇 99.3% 19 19 〇 〇 100.0%
785 石川県 穴水町 72 72 〇 〇 100.0% 3 2 〇 〇 66.7%
786 石川県 能登町 183 173 〇 〇 94.5% 15 15 〇 〇 100.0%
787 福井県 福井市 2,152 2,085 21 〇 96.9% 406 402 3 〇 99.0%
788 福井県 敦賀市 478 477 3 〇 99.8% 140 140 〇 〇 100.0%
789 福井県 小浜市 353 353 1 〇 100.0% 22 22 〇 〇 100.0%
790 福井県 大野市 362 362 21 〇 100.0% 70 70 〇 〇 100.0%
791 福井県 勝山市 250 250 〇 〇 100.0% 29 29 〇 〇 100.0%
792 福井県 績江市 620 620 3 〇 100.0% 89 89 〇 〇 100.0%
793 福井県 あわら市 240 240 8 〇 100.0% 26 26 〇 〇 100.0%
794 福井県 越前市 692 691 〇 〇 99.9% 135 135 81 〇 100.0%
795 福井県 坂井市 672 672 19 〇 100.0% 154 154 28 〇 100.0%
796 福井県 永平寺町 156 156 〇 〇 100.0% 29 29 〇 〇 100.0%
797 福井県 池田町 40 40 〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0%
798 福井県 南越前町 109 109 〇 〇 100.0% 11 11 〇 〇 100.0%
799 福井県 越前町 193 193 〇 〇 100.0% 33 33 4 〇 100.0%
800 福井県 类浜町 110 17〇| 2 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
801 福井県 高浜町 79 79 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
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No. 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス療

受給者数

a

計画作成 

茨み人数 

b

連成率 

b/a (%)

障害児通所 

支援受給者数

C

計画作成 

凑み人数 

d

連成率 

d/o (%)
bのうち 

セルフプラン

bのうち 

代鶴ブラン
dのうち 

セルフブラン

dのう•ち 

代替プラン

（合計） 878,308 787.655 133.001 8,480 89.7% 234,260 215.428 59,430 2,652 920%

802 福井県 おおい町 76 76 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
803 福井県 若狭町 172 172 5 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
804 山梨県 甲府市 1,371 1,368 21 〇 99.8% 236 236 〇 〇 100.0*.
805 山梨県 富士吉田市 298 265 1 2 8&9% 41 41 〇 〇 100.0S
806 山梨県 都留市 161 152 〇 〇 94.4% 27 27 〇 〇 100.0%
807 山梨県 山梨市 239 237 41 〇 99.2% 47 47 〇 〇 100.0%
808 山梨県 大月市 183 181 1 〇 98.9 ゝ 18 18 〇 〇 100.OS
809 山梨県 韮崎市 263 229 2 〇 87.15 57 51 〇 〇 89.5%
810 山梨県 南アルプス市 552 476 5 〇 86.2 ゝ 93 76 〇 〇 81.7%
811 山梨県 北杜市 405 366 2 〇 90.4% 50 50 1 〇 100.〇%

812 山梨県 甲斐市 448 437 2 〇 97.5% 103 103 〇 〇 100.0%
813 山梨県 宙吹市 383 375 〇 〇 97.9% 67 67 〇 〇 100.0%
814 山梨県 上野原市 162 162 〇 〇 100.0% 23 23 1 〇 100.0S
815 山梨県 甲州市 187 178 48 〇 95.25 37 37 14 〇 100.0%
816 山梨県 中央市 170 146 1 4 85.9% 51 35 〇 2 68.6%
817 山梨県 市川三郷町 151 141 4 1 93.4% 12 12 1 〇 100.〇・.

818 山梨県 早川町 13 13 1 〇 100,0% 〇 〇 〇 〇

819 山梨県 身延町 143 142 4 3 99.3% 2 2 〇 〇 100.0%
820 山梨県 南部町 62 57 1 〇 91.9% 10 10 2 〇 100.OS
821 山梨県 富士川町 151 150 2 3 99,3% 18 18 1 〇 100.0S
822 山梨県 昭和町 84 73 1 〇 86.9% 33 24 1 〇 72.7%
823 山梨県 道志村 9 9 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

824 山梨県 西桂町 30 30 〇 〇 100.0% 6 6 〇 〇 100.0S
825 山梨県 忍野村 22 17 〇 〇 77.3% 13 10 〇 〇 76.9%
826 山梨県 山中湖村 26 24 〇 〇 9Z3S 3 3 〇 〇 100.0%
827 山梨!ft 鳴沢村 17 16 〇 〇 94.1% 1 1 〇 〇 100.0%
828 山梨県 富士河口湖町 118 103 〇 〇 87.3% 29 18 〇 〇 611%
829 山梨県 小菅村 4 4 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0S
830 山梨県 丹波山村 3 3 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

831 長野県 畏野市 2,583 2,480 〇 19 96.0% 504 503 〇 〇 99.8%
832 長野県 松本市 1.381 1,244 〇 〇 90.1% 306 212 1 〇 69.3%
833 長野県 上田市 1,105 1.104 1 〇 99.9 ゝ 149 149 〇 〇 100.0%
834 長野県 岡谷市 310 299 2 〇 96.55 57 57 〇 〇 100.0%
835 長野県 飯田市 677 677 〇 〇 100.0% 206 206 〇 〇 100.0%
836 長野県 腹訪市 272 253 1 〇 93.0% 33 33 〇 〇 100.〇%
837 長野県 須坂市 378 377 1 〇 99.7% 51 51 〇 〇 100.0%
838 長野県 小諸市 349 335 〇 〇 96.0% 32 32 〇 〇 100.0%
839 長野県 伊那市 562 562 4 〇 100.0% 154 154 〇 〇 100.0%
840 長野県 駒ケ根市 228 228 〇 〇 100.0% 128 128 〇 〇 100.0%
841 長野県 中野市 330 330 〇 〇 100.0% 15 15 〇 〇 100.0%
842 長野県 大町市 229 213 3 〇 93.0% 99 99 〇 〇 100.0%
843 長野県 飯山市 191 191 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
844 長野県 茅野市 287 287 10 〇 100.0% 20 20 4 〇 100.0%
845 長野県 塩尻市 380 371 〇 〇 97.6% 99 99 〇 〇 100.0%
846 畏野県 佐久市 747 739 〇 〇 9&叫 153 145 82 〇 94.8%
847 畏野県 千曲市 478 478 〇 〇 100.0% 66 66 〇 〇 100.0%
848 長野県 束御市 194 194 1 〇 100.0% 47 47 1 〇 100.0%
849 長野県 安!1野市 614 566 〇 2 92.2% 76 61 〇 12 80.3%
850 長野県 小海町 56 56 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
851 長野県 川上村 32 30 〇 〇 93.8% 2 2 〇 〇 100.0%
852 長野県 南牧村 27 27 1 〇 100.0% 1 1 1 〇 100.0%
853 長野県 南相木村 14 14 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

854 長野県 北相木村 10 10 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

855 長野県 佐久穂町 120 120 1 2 100.0% 12 12 3 〇 100.0%
856 長野県 軽井沢町 29 29 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
857 畏野県 卸代田町 60 60 8 〇 100.〇・ り 6 1 〇 100.0%
858 長野県 立科町 60 60 〇 〇 100.0% 22 22 4 〇 100.0%
859 長野県 青木村 35 35 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
860 長野県 長和町 60 60 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
861 長野県 下諏訪町 109 108 2 〇 99.1% 13 13 〇 〇 100.0%
862 長野県 富士見町 68 68 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
863 長野県 原村 51 51 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
864 長野県 辰野町 126 126 1 〇 100.0% 13 13 〇 〇 100.0%
865 長野県 箕誥町 160 160 〇 〇 100.0% 22 22 〇 〇 100.0%
866 畏野県 飯島町 69 69 〇 〇 100.0% 22 22 〇 〇 100.0%
867 長野県 南箕输村 118 118 〇 〇 100.0% 38 38 〇 〇 100.0%
868 長野県 中川村 37 37 〇 〇 100.0% 20 20 〇 〇 100.0%
869 畏野県 宮田村 65 65 〇 〇 100.0% 19 19 〇 〇 100.0%
870 長野県 松川町 120 120 〇 〇 100.0% 35 35 〇 〇 100.0%
871 長野県 高森町 90 90 〇 〇 100.0% 27 27 〇 〇 100.0%
872 長野県 阿南町 41 41 2 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.0%
873 長野県 阿智村 58 58 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.0S
874 長野県 平谷村 3 3 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

875 長野県 根羽村 10 10 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

876 長野県 下條村 26 25 〇 〇 96.2% 1 1 〇 〇 100.0%
877 長野県 売木村 4 4 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

878 長野県 天穂村 13 13 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
879 長野県 泰阜村 10 10 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
880 畏野県 竊木村 57 57 〇 〇 100.0% 11 11 〇 〇 100.0%
881 長野県 豊丘村 58 58 〇 〇 100.0% 16 16 〇 〇 100.0%
882 長野県 大鹿村 18 18 1 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
883 長野県 上松町 50 50 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
884 長野県 南木曾町 43 43 〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0%
885 長野県 木祖村 24 24 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
886 長野県 王滝村 6 6 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
887 長野県 大桑村 41 41 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
888 長野県 木曽町 141 141 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.0%
889

長韩県 麻績村 29 27 〇 〇 93.1% 3 3 〇 〇 100.OS
890 長野県 生坂村 12 11 〇 〇 91.7% 2 2 〇 〇 100.0%
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市区町村別 平成27年12月までの計画相談実績【­ 覽1

No. 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス等 

受給者数

3

計圖作成 

廣み入数 

b

違成率 

b/a (%)

障害児通所 

支援受給看数

C

計画作成 

济み人数 

d

連成率 

d/a (%)
めち 

セルフプラン

bのうも 

代穆ブラン
dのうも 

セルフプラン

めち 

代プラン

（合計） 878,308 787.655 133,001 8,480 89.7% 234,260 215.428 59,430 2,852 92.0%

891 畏野県 山形村 46 46 〇 6 100.0% 5 5 〇 〇 100,0%
892 長野県 朝日村 42 42 〇 〇 100.0% 4 3 〇 〇 75.0%
893 長野県 筑北村 67 65 〇 〇 97.0% 〇 〇 〇 〇
894 畏野県 池田町 87 87 1 〇 100.0% 26 26 〇 〇 100.0%
895 長野県 松川村 60 52 〇 〇 86.7% 16 16 〇 〇 100.0%
896 長野県 白馬村 46 46 0 1 100.0% 7 7 1 〇 100.0%
897 長野県 小谷村 19 19 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
898 長野県 坂城町 114 114 〇 〇 1006 19 19 〇 〇 100.0%
899 長野県 小布施町 80 80 〇 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.0N
900 畏野県 高山村 63 63 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
901 長野県 山ノ内町 104 104 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
902 長野県 木岛平村 45 45 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
903 長野県 野沢温泉村 32 32 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
904 長野県 信濃町 88 88 〇 〇 100.0% 19 19 〇 〇 100.0%
905 長野県 小川村 * 41 41 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
906 長野県 飯綱町 97 97 〇 〇 100.0% 18 18 〇 〇 100.0ゝ

907 長野県 栄村 20 20 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
908 岐阜県 岐早市 2,724 2,723 63 〇 100.0% 689 689 29 〇 100.0%
909 岐阜県 大垣市 964 964 4 〇 100.0% 439 439 〇 〇 100.0%
910 岐阜県 高山市 755 752 1 〇 99.6% 426 425 1 〇 99.8%
911 岐阜県 多治見市 655 655 〇 〇 100.0% 304 304 32 〇 100.0S
912 岐阜県 関市 555 554 5 〇 99.8 ゝ 351 351 85 〇 100.0%
913 岐阜県 中津川市 508 4B4 14 〇 95.35 257 257 4 〇 100.0%
914 岐阜県 美濃市 113 113 〇 〇 100.0% 68 68 53 〇 100.0%
915 岐阜県 瑞浪市 219 217 3 〇 99」ゝ 103 103 〇 〇 100.0%
916 岐阜県 羽島市 344 328 〇 〇 95.3% 191 191 〇 〇 100.OS
917 岐阜県 恵那市 349 327 〇 〇 93.7% 175 171 〇 〇 97.7%
918 岐阜県 美濃加茂市 343 343 1 〇 100.0% 182 182 〇 〇 100.0%
919 岐阜県 土岐市 379 379 21 〇 100.0% 137 137 1 〇 100.0S
920 岐阜県 各務原市 882 872 2 〇 98.9% 371 370 46 〇 99.7%
921 岐阜県 可児市 446 446 1 〇 100.0% 314 314 〇 〇 100.OS
922 岐阜県 山県市 190 190 24 〇 100.0% 81 81 55 〇 100.0%
923 岐阜県 瑞穂市 247 246 1 〇 99.6% 232 232 1 〇 100.0\
924 岐阜県 飛詳市 203 201 1 〇 99.0% 69 66 〇 〇 95.7%
925 岐阜県 本巣市 211 201 1 〇 95.3% 138 138 〇 〇 100.0%
926 岐阜県 郡上市 309 309 〇 〇 100.0% 101 101 〇 〇 100.0%
927 岐阜県 下呂市 262 262 〇 1 100.0% 168 168 140 〇 100.0%
928 岐阜県 海津市 209 209 3 〇 100.0% 56 56 45 〇 100,0%
929 岐阜県 岐南町 112 112 1 〇 100.0% 34 34 2 〇 100.0%
930 岐阜県 笠松町 118 116 1 〇 98.3 ゝ 43 43 〇 〇 100.0%
931 岐阜県 養老町 166 165 10 〇 99.4% 74 73 60 〇 98.6%
932 岐阜県 垂井町 148 147 1 〇 99.3% 47 47 31 〇 100.OS
933 岐阜県 関ケ原町 49 49 2 〇 100.0% 6 6 〇 〇 100.0%
934 岐阜県 神戸町 123 123 3 〇 100.0% 70 70 〇 〇 100.0 ヽ
935 岐阜県 拾之内町 50 50 〇 〇 100.0% 26 26 23 〇 100.0\
936 岐阜県 安八町 94 87 〇 〇 92.65 39 39 28 〇 100.0%
937 岐阜県 揖斐川町 139 139 〇 〇 100.0% 57 57 〇 〇 100.0%
938 岐阜県 大野町 113 113 〇 〇 100.0% 83 83 〇 〇 100.0S
939 岐阜県 池田町 139 130 〇 〇 93.5% 108 107 〇 〇 99.1%
940 岐阜県 北方町 97 97 2 1 100.0% 84 84 2 〇 100.0%
941 岐阜県 坂祝町 40 40 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
942 岐阜県 富加町 30 29 〇 〇 96.7% 4 4 〇 〇 100.0%
943 岐阜県 川辺町 67 67 〇 〇 100.0% 12 12 〇 〇 100.0%
944 岐阜県 七宗町 35 35 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
945 岐阜県 八百津町 85 85 〇 〇 100.0% 77 77 51 〇 100.0%
946 岐阜県 白川町 93 93 〇 〇 100.0% 45 45 35 〇 100,0%
947 岐阜県 東白川村 18 18 〇 〇 100.0% 6 6 2 〇 100.0%
948 岐阜県 御嵩町 135 134 〇 〇 99.3% 18 18 〇 〇 100,0%
949 岐阜県 白川村 5 5 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.〇%

950 静岡県 静岡市 4,243 3,477 225 〇 81.9% 988 886 190 〇 89.7%
951 静岡県 浜松市 4.624 3,938 8 〇 85.2% 1,953 1,950 〇 〇 99.8%
952 静岡県 沼津市 1,409 1,245 769 〇 88.4% 245 245 239 〇 100.0%
953 静岡県 熱海市 216 216 6 8 100.0% 13 13 2 〇 100.0%
954 静岡県 三島市 681 621 9 5 91.2% 125 125 〇 〇 100.OS
955 静岡県 富士宮市 753 698 157 〇 92.7% 263 244 115 〇 92.8%
956 静岡県 伊東市 470 455 4 〇 9&8% 51 51 〇 〇 100.0%
957 静岡県 島田市 530 468 1 21 88.3% 190 190 〇 〇 100.0%
958 静岡県 富士市 1,414 1,404 485 〇 99.3% 389 389 187 〇 100.0%
959 静岡県 磐田市 787 786 〇 〇 99.9 ゝ 305 305 〇 〇 100.0%
960 静岡県 焼津市 692 616 〇 11 89.0% 213 188 〇 11 88.3%
961 静岡県 掛川市 679 662 76 10 97.5% 281 281 181 〇 100.0S
962 静岡県 糠枝市 704 704 〇 〇 100.0% 284 284 〇 〇 100.OS
963 静岡県 御殿埸市 434 414 〇 36 95.4% 146 110 〇 〇 75.3%
964 静岡県 袋井市 427 420 5 〇 98.4% 173 173 1 〇 100.0%
965 静岡県 下田市 123 123 〇 2 100,0% 〇 〇 〇 〇
966 静岡県 裾野市 291 267 〇 〇 91.8% 81 74 〇 〇 91.4%
967 静岡県 湖西市 322 275 〇 〇 85.4% 148 .140 〇 〇 94.6%
968 静岡県 伊豆市 223 193 2 〇 86.5% 12 12 〇 〇 100.0%
969 静岡県 御前崎市 177 177 〇 〇 100.0% 73 73 46 〇 100.0%
970 静岡県 菊川市 227 227 2 〇 100.0% 127 127 〇 〇 100.0S
971 静岡県 伊豆の国市 330 298 1 〇 90.3% 82 75 〇 〇 91.5%
972 静岡県 牧之原市 345 339 6 〇 98.3% 77 77 41 〇 100.〇%

973 静岡県 東伊豆町 83 83 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0S
974 静岡県 河津町 39 39 1 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
975 静岡県 南伊豆町 51 51 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
976 静岡県 松崎町 58 58 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
977 静岡県 西伊豆町 71 71 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
978 静岡県 函南町 232 232 〇 〇 100.0% 35 35 〇 〇 100.0%
979 静岡廉 清水町 153 146 〇 〇 95.4% 34 34 〇 〇 100.0%
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No. 都通府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス棒 

受給者数

a

計画作成 

茨み人数 

b

連成率 

b/a （知

障害児通所 

支援受給き敖

C

計画作成 

茨み人数 

d

連成率 

d/c（%）
bのうち 

セノレフプラン

bのうち 

代桥プラン
dのうち 

セルフプラン

励ち 

代!#プラン

（合計） 878.308 787.655 133.001 8,480 89.7% 234^60 215,428 59,430 2,652 92.0%

980 ね岡県 畏泉町 253 88 1 〇 34.8% 94 18 1 〇 19.1%
981 静岡県 小山町 117 110 〇 〇 94.0% 23 22 1 〇 95.7%
982 静岡県 吉田町 127 123 〇 〇 96.9% 92 92 64 〇 100.0%
983 静岡県 川根本町 59 59 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
984 静岡県 森町 106 102 〇 〇 96.2% 37 33 〇 〇 89.2%
985 愛知県 名古屋市 16,744 16,643 3,591 〇 99.4% 3,570 3,565 1,825 〇 99.9%
986 愛知県 豊橋市 2.357 2,355 48 〇 99.9% 575 563 90 〇 97.9%
987 愛知県 岡崎市 2,235 2,148 813 〇 96.1% 855 811 340 〇 94.9%
988 愛知県 一宮市 2,284 2,284 184 〇 100.0% 951 951 355 〇 100.0S
989 愛知県 瀬戸市 591 571 149 〇 96.6% 198 193 140 〇 97.5%
990 愛知県 半田市 762 762 2 〇 100.0% 257 257 〇 〇 100.0S
991 愛知県 春日井市 1,594 1,594 1,272 〇 100,0% 783 783 706 〇 100.0%
992 愛知県 豊川市 1,106 1,030 237 1 93.1% 491 486 417 1 99.0%
993 愛知県 津岛市 338 333 〇 〇 98.5% 133 133 〇 〇 100.0%
994 愛知県 碧南市 376 376 1 〇 100.0% 108 108 〇 〇 100.0%
995 愛知県 刈谷市 722 722 40 1 100.0% 235 235 10 〇 100.0%
996 愛知県 豊田市 2,079 1,897 194 〇 91.2% 527 525 15 〇 99.6%
997 愛知県 安城市 894 885 〇 〇 99.0% 341 341 〇 〇 100.0%
998 愛知県 西尾市 761 761 1 〇 100.0% 258 258 〇 〇 100.0%
999 愛知県 蒲郡市 455 455 1 〇 100.0% 167 167 111 〇 100.OS
1000 愛知県 犬山市 395 395 1 〇 100.0% 209 209 12 〇 100.0%
1001 愛知県 常滑市 251 251 5 〇 100.0% 109 109 1 〇 100.0S
1002 愛知県 江南市 474 474 1 〇 100.0% 228 228 〇 〇 100.0%
1003 愛知県 小牧市 739 734 143 〇 99.3% 303 297 110 〇 98.0%
1004 愛知県 稲沢市 679 621 22 〇 91.5% 269 269 10 〇 100.0%
1005 愛知県 新城市 329 329 〇 〇 100.0% 44 44 12 〇 100.0%
1006 愛知県 東海市 526 521 136 〇 99.0% 197 197 44 〇 100.0%
1007 愛知県 大府市 438 438 68 〇 100.0% 125 125 26 〇 100.0%
1008 愛知県 知多市 393 391 151 11 99.5% 152 149 89 〇 98.0%
1009 愛知県 知立市 318 318 2 〇 100.0% 111 111 〇 〇 100.0%
1010 愛知県 尾张旭市 378 378 2 〇 100.0% 118 118 〇 〇 100.0%
1011 愛知県 高浜市 246 246 1 〇 100.0% 64 64 〇 〇 100.0%
1012 愛知県 岩倉市 216 216 82 〇 100.0% 72 72 30 〇 100.0%
1013 愛知県 豊明市 403 392 59 〇 97.3% 114 114 102 〇 100.0%
1014 愛知県 日進市 266 236 1 3 88.7% 315 282 〇 59 89.5%
1015 爱知県 田原市 349 349 6 〇 100.0% 7 7 1 〇 100.0S
1016 愛知県 愛西市 396 396フ 16 〇 98.5% 121 117 31 〇 96.7%
1017 愛知県 清須市 352 349 80 9 99.1% 129 129 22 〇 100.0%
1018 愛知県 北名古屋市 341 341 64 〇 100.0% 195 195 37 〇 100.0%
1019 愛知県 弥富市 228 217 45 〇 95.2% 64 64 53 〇 100.0%
1020 愛知県 みよし市 205 204 〇 〇 99.5% 86 86 〇 〇 100.0%
1021 愛知県 あま市 482 442 156 〇 91.7% 161 159 67 〇 98.8%
1022 爱知県 長久手市 195 195 〇 〇 100.0% 76 76 1 〇 100.0%
1023 愛知県 東郷町 158 158 2 〇 100.0% 72 72 〇 〇 100.0%
1024 爱知県 豊山町 59 59 11 〇 100.0% 15 15 9 〇 100.0%
1025 愛知県 大口町 97 """"7T 1 〇 73.2% 65 57 〇 〇 87.7%
1026 爱知県 扶桑町 150 145 36 〇 96.7% 114 114 67 〇 100.0%
1027 愛知廉 大治町 128

1261
39 〇 98.4% 41 41 24 〇 100.0%

1028 愛知県 址江町 181 173 14 〇 95.6% 42 41 35 〇 97.6%
1029 愛知県 飛岛村 19 19 3 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.0%
1030 愛知県 阿久比町 117 117 41 〇 100.0%

"""30^
30 〇 〇 100.0%

1031 愛知県 東浦町 246 246 38 〇 100.0% 114 114 42 〇 100.0%
1032 愛知県 南知多町 79 79 1 〇 100.0% 11 11 〇 〇 100.0%
1033 愛知県 美浜町 110 109 1 〇 99.1% 33 33 〇 〇 100.0%
1034 愛知県 武豐町 209 209 2 〇 100.0% 91 91 17 〇 100.0%
1035 愛知県 幸田町 188 180 50 〇 95.7% 100 100 26 〇 100.0%
1036 愛知県 設楽町 37 37 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
1037 愛知県 東栄町 25 25 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
1038 愛知県 豊根村 8 8 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
1039 三里県 津市 2,004 1,863 38 〇 93.0% 598 487 7 〇 81.4%
1040 三重県 四日市市 1,683 1,619 643 〇 96.2% 545 545 186 〇 100.0%
1041 三里県 伊勢市 875 666 4 〇 76.1% 278 205 25 〇 73.7%
1042 三靈県 松阪市 1,300 1,010 58 〇 77.7% 293 290 38 〇 99.0%
1043 三殖県 樂名市 858 705 83 1 82.2% 193 193 〇 〇 100.OS
1044 三茧県 鈴鹿市 1,254 1,114 168 〇 88.8% 393 380 17 〇 96.7%
1045 三堕県 名张市 573 567 1 〇 99.0% 178 178 〇 〇 100.0%

1046 三重県 庫驚市 124 124 〇 〇 100.0% 11 11 〇 〇 100.0%
1047 三塑県 龟山市 284 283 53 〇 99.6% 52 51 5 〇 98.1%
1048 三塑県 烏羽市 179 162 〇 〇 90.5% 22 22 〇 〇 100.OS
1049 三;!県 糕野市 163 153 8 〇 93.9% 17 17 3 〇 100.0%
1050 三至県 いなべ市 270 259 2 〇 95.9% 41 41 3 〇 100.0%
1051 三靈県 志/»市 397 396 2 〇 99.7% 52 52 〇 〇 100.0%
1052 三里県 伊賀市 630 623 〇 〇 98.9% 84 84 〇 〇 100.OS
1053 三重県 木曾岬町 33 30 〇 〇 90.9% 10 10 〇 〇 100.0%

1054 三重県 東員町 117 111 〇 〇 94.9% 14 14 〇 〇 100.0%
1055 三靈県 菰野町 201 188 36 〇 93.5% 51 51 46 〇 100.0%
1056 三空県 朝日町 42 41 12 〇 97.6% 12 12 12 〇 100.0%
1057 三亜県 川越町 72 57 13 〇 79.2% 12 12 11 〇 100.0%
1058 三复県 多気町 98 86 〇 〇 87.8% 19 18 〇 〇 94.7%
1059 三虫県 明和町 141 141 〇 〇 100.0% 31 31 〇 〇 100.OS
1060 三塑県 大台町 63 58 3 〇 92.1% 2 2 〇 〇 100.0%

1061 三虫県 玉城町 132 114 2 〇 8&4% 22 19 〇 〇 86.4%
1062 三重県 度会町 38 36 9 〇 94.7% 12 12 11 〇 100.0%
1063 三重県 大紀町 77 31 1 4 40.3% 5 3 〇 2 60.0%
1064 三重県 南伊勢町 122 115 〇 7 94.3% 1 1 〇 〇 100.0%
1065 三玉県 紀北町 149 147 1 〇 98.7% 10 10 〇 〇 100.OS
1066 三璽県 御浜町 66 66 〇 〇 100.0% 13 13 3 〇 100.0%
1067 三靈県 紀宝町 79 79 3 〇 100.0% 23 23 7 〇 100.0%
1068 滋賀県 大津市 1,952 1,795 258 355 92.0% 357 343 11 38 96.1%
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No. 都道府県名 市区町村名

"陳客者轮台芟侵法符 .................

障害福祉 

サービス僚

受給看数

a

計画作成 

茨み人数 

b

連成率 

b/a (%)

障害児通所 

支援受給看数

C

計画作成 

声み人数 

d

連成率 

d/c 0
bのうち 

セルフブラン

bのうち 

代替ブラン

dのうも 

セルフブラン

dのうち 

代Uブラン

（合計） 878,308 787.655 133,001 8,480 89.7% 234,260 215,428 59,430 2,852 92.0%

1069 滋賀県 彦根市 769 758 1 〇 98.6% 250 246 〇 〇 9&4%
1070 滋賀県 長浜市 1,011 365 57 〇 36.1% 291 251 〇 〇 86.3%
1071 滋賀県 近江八幡市 538 458 15 30 85.1% 173 172 1 11 99.4%
1072 滋賀県 草津市 758 660 64 〇 87.1% 226 214 72 〇 94.7%
1073 滋賀県 守山市 457 272 59 〇 59.5% 156 117 32 〇 75.0%
1074 滋賀県 栗東市 398 321 85 1 80.7% 132 130 24 〇 98.5%
1075 滋賀県 甲賀市 666 652 5 11 97.9% 160 148 〇 9 92.5%
1076 滋賀県 野洲市 407 389 107 〇 95.6% 139 139 79 〇 100.0%
1077 滋賀県 湖南市 361 359 3 〇 99.4% 97 97 1 〇 100.0%
1078 滋賀県 高島市 490 482 18 23 98.4% 39 39 39 〇 100.0%
1079 滋賀県 東近江市 899 750 2 〇 83.4% 259 244 〇 〇 94.2%
1080 滋賀県 米原市 309 136 3 〇 44.0% 84 73 〇 〇 86.9%
1081 滋賀県 日野町 173 164 1 〇 94.8% 32 32 32 〇 100.0%
1082 滋賀県 帝王町 84 83 1 〇 98.8% 39 39 〇 29 100.0%
1083 滋賀県 愛荘町 128 128 〇 〇 100.0% 26 26 〇 〇 100.0%
1084 滋賀県 豊螂町 68 68 〇 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.0S
1085 滋賀県 甲良町 64 64 〇 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.0%
1086 滋賀県 多賀町 53 50 〇 〇 94.3% 7 7 〇 〇 100.0%
1087 京都府 京都市 10,813 6,369 2,147 〇 58.9% 2,878 1,367 1,198 〇 47.5%
1088 京都府 福知山市 663 392 〇 〇 59.1% 158 137 〇 35 86.7%
1089 京都府 舞鶴市 831 669 〇 〇 80.5% 143 137 〇 〇 95.8%
1090 京都府 綾部市 298 260 〇 〇 87.2% 23 23 〇 〇 100.0S
1091 京都府 宇治市 1,373 653 〇 〇 47.6% 407 321 〇 〇 78.9%
1092 京都府 宮津市 185 155 〇 〇 83.8% 70 70 〇 〇 100.0\
1093 京都府 盘岡市 638 477 22 〇 74.8% 242 216 85 〇 89.3%
1094 京都府 城陽市 609 555 38 〇 91.1% 248 247 〇 〇 99.6%
1095 京都府 向日市 358 347 3 〇 96.9% 128 128 1 〇 100.0%
1096 示都府 長岡京市 520 462 3 〇 88.8% 260 260 〇 〇 100.0%
1097 京都府 八幡市 448 430 157 〇 96.0% 138 138 14 〇 100,0\
1098 京都府 京田辺市 409 371 50 〇 90.7% 167 160 37 〇 95.8%
1099 京都府 京丹後市 581 556 2 〇 95.7% 99 97 〇 〇 98.0%
1100 京都府 南丹市 387 303 8 〇 78.3% 102 87 1 〇 85.3%
1101 京都府 木津川市 439 348 38 〇 79.3% 183 183 19 〇 100.0%
1102 京都府 大山崎町 101 97 5 〇 96.0% 28 28 〇 〇 100,0%
1103 京都府 久御山町 114 109 46 〇 95.6% 13 13 3 〇 100.0%
1104 京都府 井手町 61 28 〇 〇 45.9% 12 9 〇 〇 75.0%
1105 京都府 宇治田原BT 66 57 2 〇 86.4% 11 10 〇 〇 90.9%
1106 京都府 笠置町 11 11 〇 〇 100,0% 1 1 1 〇 100.0%
1107 京都府 和束町 25 21 〇 〇 84.0% 2 2 〇 〇 100.OS
1108 京都府 精華町 223 211 7 〇 94.6% 119 98 82 〇 814%
1109 京都府 南山城村 25 15 〇 15 60.0% 1 1 〇 1 100.0%
1110 京都府 京丹波町 178 102 5 〇 57.3% 11 4 〇 〇 36.4%
1111 京都府 伊根町 33 25 〇 〇 75.8% 2 2 〇 〇 100.0%
1112 京都府 与謝野町 238 190 15 5 79.8% 74 73 〇 〇 98.6%
1113 大阪府 大阪市 24,556 18.196 8,741 〇 74.1% 5,122 4.219 2,023 〇 8Z4S
1114 大阪府 堺市 7.614 5.367 2.420 〇 70.5% 1.780 1,448 511 〇 81.3%
1115 大阪府 岸和田市 1,628 1,550 351 〇 95.2% 306 306 196 〇 100.0%
1116 大阪府 畏中市 3.044 2,691 1,224 〇 88.4% 712 705 505 〇 99.0%
1117 大阪府 池田市 801 503 117 〇 62.8^ 172 153 146 〇 89.0%
1118 大阪府 吹田市 2,405 1.734 833 〇 72.1% 654 488 285 〇 74.6%
1119 大阪府 泉大津市 509 483 228 〇 94.9% 129 125 88 〇 96.9%
1120 大阪府 髙槻市 2.441 2.392 1,182 〇 98.0% 1,009 918 130 〇 91.0%
1121 大阪府 貝塚市 618 472 221 〇 76.4% 169 155 92 〇 91.7%
1122 大阪府 守口市 1,162 1.027 102 〇 88.4% 245 238 1 〇 97.1%
1123 大阪府 枚方市 2,540 2.531 2,003 〇 99,6% 701 699 612 〇 99.7%
1124 大阪府 茨木市 1,651 1,325 7 846 80.3% 973 973 〇 856 100.0%
1125 大阪府 ハ尾市 2,481 2,046 877 〇 82.5% 485 382 327 〇 78.8%
1126 大阪府 泉佐野市 656 493 102 4 75.2% 142 53 18 〇 37.3%
1127 大阪府 富田林市 800 676 304 20 84.5% 203 203 166 13 100.0%
1128 大阪府 寝屋川市 1,774 1,658 811 〇 93.5% 500 475 302 〇 95.0%
1129 大阪府 河内長野市 813 709 64 2 87.2% 183 166 92 〇 90.7%
1130 大阪府 松原市 826 500 186 〇 60.5% 193 95 18 〇 49.2%
1131 大阪府 大東市 930 796 63 2 85.6% 341 328 39 〇 96.2%
1132 大阪府 和泉市 1,220 1,049 385 〇 86.0% 412 389 316 〇 94.4%
1133 大阪府 箕面市 822 728 165 8 88.6% 321 265 131 〇 82.6、

1134 大阪府 柏原市 496 476 196 〇 96.0% 134 128 46 〇 95.5%
1135 大阪府 羽曳野市 809 675 56 〇 83.4% 212 212 〇 〇 100.0%
1136 大阪府 門真市 978 820 5 18 83.8% 243 229 〇 106 94.2%
1137 大阪府 摂津市 524 476 〇 〇 90.8% 301 301 〇 〇 100.0%
1138 大阪府 高石市 389 353 61 〇 90.7% 104 48 31 〇 46.2%
1139 大阪府 籐井寺市 497 355 112 〇 71.4% 101 85 21 〇 84.2%
1140 大阪府 東大阪市 4,引4 3,328 2,131 〇 77.1% 860 789 84 〇 91.7%
1141 大阪府 泉南市 514 388 111 〇 75.5% 224 222 9 〇 99.1%
1142 大阪府 四條SK市 457 326 153 〇 71.3% 147 113 55 〇 76.9%
1143 大阪府 交野市 541 472 202 〇 87.2X 197 194 186 〇 98.5%
1144 大阪府 大阪狭山市 364 342 2 〇 94.0% 103 103 19 〇 100.0%
1145

大阪府 阪南市 459 404 81 〇 88.0% 97 97 67 〇 100.0 ゝ
1146 大阪府 島本町 192 140 79 1 72.9% 54 43 42 〇 79.6%
1147 大阪府 喪能町 100 100 4 〇 100.0% 16 16 〇 〇 100,0%
1148 大阪府 能勢町 94 85 〇 〇 90.4% 6 6 〇 〇 100.0S
1149 大阪府 忠岡町 147 147 38 〇 100.0% 34 33 18 〇 97.1%
1150 大阪府 熊取町 270 203 27 20 75.2% 50 42 4 〇 84.0%
1151 大阪府 田尻町 64 51 7 〇 79.7% 23 22 2 〇 95.7%
1152 大阪府 岬町 164 122 41 6 74.4% 7 7 4 〇 100.0%
1153 大阪府 太子町 121 78 42 〇 64.5% 32 31 31 〇 96.9%
1154 大阪府 河南町 101 52 20 〇 51.5% 24 10 6 〇 41.7%
1155 大阪府 千早赤阪村 45 26 16 〇 57.8% 11 10 6 〇 90.9%
1156 兵庫県 神尸市 11.655 9,329 5.639 〇 80.0% 2,540 1,992 1,507 〇 78.4%
1157 兵庫帰 姫路市 3,259 3,009 1 〇 92.3% 863 857 〇 〇 99.3%
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市区町村別平成27年12月までの計画相談実績L覽I

No. 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サー・ビス綽 

受給者数

a

計画作成 

済み人数 

b

連成率 

b/a (%)

障害児通所 

支援受給看数

C

計®!作成 

茨み人数 

d

連成率 

d/o (%)
bのうち 

セルフブラン

bのうち 

代欝プラン
dのうも 

セルフプラン

dのうも 

代替プラン

（合計） 878,308 787,655 133.001 8,480 89.7% 234,260 215,428 59,430 2,652 92.0%

1158 兵庫県 尼崎市 3,914 211 〇 〇 5.4% 915 336 〇 〇 36.7 ゝ
1159 兵庫県 明石市 2,026 1,833 4 〇 90.5% 719 712 1 〇 99.0%
1160 兵庫県 西宮市 2,927 2,927 107 2,068 100.0% 961 961 9 625 100.0%
1161 兵庫県 洲本市 430 421 2 〇 97.9% 132 132 〇 〇 100.0%
1162 兵庫県 芦屋市 485 465 24 〇 95.9% 118 116 28 〇 98.3%

1163 兵庫県 伊丹市 1,185 1,184 6 〇 99.9% 749 749 〇 〇 100.0%

1164 兵庫県 相生市 236 234 〇 〇 99.2% 39 39 〇 〇 100.0%
1165 兵庫県 豊岡市 628 628 8 〇 100.0% 221 221 .〇 〇 100.0 ヽ
1166 兵庫県 加古川市 1,622 1,319 96 〇 81.3% 450 398 1 〇 88.4%
1167 兵庫県 赤穂市 380 380 6 〇 100.0% 124 124 〇 〇 100.0%
1168 兵庫県 西脇市 287 268 〇 〇 93.4% 16 16 〇 〇 100.0 ヽ
1169 兵庫県 宝塚市 1,432 1,417 7 〇 99.0% 693 672 4 〇 97.0%
1170 兵庫県 三木市 530 521 1 〇 98.3% 101 101 〇 〇 100.0%
1171 兵庫県 高砂市 545 485 〇 〇 89,0% 133 111 〇 〇 83.5%
1172 兵庫県 川西市 781 758 67 〇 97.1% 567 535 69 〇 94.4%
1173 兵庫県 小野市 309 282 〇 〇 91.3% 55 54 〇 〇 98.2%
1174 兵庫県 三田市 603 603 3 〇 100,0% 268 268 〇 〇 100.0S
1175 兵庫県 加西市 355 355 1 〇 100.0% 21 21 〇 〇 100.〇・.

1176 兵庫県 篠山市 397 348 3 〇 87.7% 128 125 〇 〇 97.7%
1177 兵庫県 養父市 256 256 3 〇 100.0% 30 30 〇 〇 100.0%
1178 兵庫県 丹波市 438 438 〇 〇 100.0% 120 120 〇 〇 100.0%
1179 兵庫県 南あわじ市 327 327 7 〇 100,0% 107 107 〇 〇 100.0S
1180 兵庫県 朝来市 270 246 〇 〇 91.1% 80 73 〇 〇 91.3%
1181 兵庫県 淡路市 401 384 13 〇 95.8% 83 76 1 〇 91.6 ゝ

1182 兵庫県 夫粟市 339 335 1 〇 98.8% 54 54 〇 〇 100.〇・.

1183 兵庫県 加東市 219 200 12 1 91.3% 28 28 3 〇 100.0%
1184 兵庫県 たつの市 529 523 〇 〇 98.9% 220 214 〇 〇 97.3%
1185 兵庫県 猪名川町 149 1431 〇 〇 96.0% 98 98 〇 〇 100.0S
1186 兵庫県 多可町 200 113 〇 〇 56.5% 3 1 〇 〇 33.3%
1187 兵庫県 稲美町 191 167 〇 〇 87.4% 54 53 〇 〇 98.1%
1188 兵庫県 播应町 225 225 19 〇 100.0% 85 85 1 〇 100.OS
1189 兵庫県 市川町 101 98 〇 〇 97.0% 21 21 〇 〇 100.0%
1190 兵庫県 福崎町 105 105 〇 〇 100.0% 42 42 〇 〇 100.OS
1191 兵庫県 神河町 83 83 〇 〇 100.0% 20 20 〇 〇 IOO.OS
1192 兵庫県 太子町 234 234 18 〇 100.0% 151 151 〇 〇 100.〇%

1193 兵庫県 上郡町 168 168 〇 〇 100.0% 29 29 〇 〇 100.0%
1194 兵庫県 佐用町 166 166 〇 〇 100.0% 45 45 〇 〇 100.0%
1195 兵庫県 香美町 140 140 〇 〇 100.0% 21 21 〇 〇 100.0%
1196 兵庫県 新温泉町 114 90 〇 〇 78.9% 43 27 〇 〇 62.8%
1197 奈良県 奈良市 2,778 1,755 234 〇 63.2% 666 590 32 〇 88.6%
1198 奈良県 大和髙田市 513 426 5 〇 83.0% 148 148 〇 〇 100,0%
1199 奈良県 大和郡山市 700 298 9 〇 416% 301 67 15 〇 22.35

1200 奈良県 天理市 482 278 63 〇 57.7% 280 176 126 〇 6Z9S
1201 奈良県 權原市 812 812 33 〇 100.0% 469 469 126 〇 IOO.OS
1202 奈良県 桜井市 480 295 54 〇 61.5% 145 101 48 〇 69.7%

1203 奈良県 五條市 269 268 12 〇 99.6% 40 40 2 〇 IOO.OS
1204 奈良県 御所市 193 145 〇 〇 75.1% 33 25 〇 〇 75.8%
1205 奈良県 生购市 599 596 〇 〇 99.5% 367 367 〇 〇 100.0%
1206 奈良県 香芝市 413 390 19 〇 94.4% 282 275 14 〇 97.5%
1207 奈良県 葛城市 200 197 7 〇 98.5% 79 79 4 〇 100,0%
1208 奈良県 宇陀市 274 221 41 〇 80.7% 33 22 14 〇 66.7%

1209 奈良県 山添村 48 44 〇 1 91.7% 6 4 〇 〇 66.7%

1210 奈良県 平群町 108 88 25 〇 81.5% 27 27 27 〇 IOO.OS
1211 奈良県 三郷町 159 144 8 〇 90.6% 48 39 5 〇 81.3%

1212 奈良県 斑鸠町 176 100 8 〇 56.8% 45 30 〇 〇 66.7%
1213 奈良県 安堵町 47 19 4 〇 40.4% 5 5 2 〇 100.0 ヽ
1214 奈良県 川西町 58 52 〇 〇 89.7% 26 26 1 〇 100.0%
1215 奈良県 三宅町 55 33 1 〇 60.0% 9 8 〇 〇 88.9%

1216 奈良県 田原本町 226 225 35 〇 99.6% 83 83 22 〇 100.0%

1217 奈良県 曽爾村 16 8 〇 〇 50.0% 〇 〇 〇 〇

1218 奈良県 御杖村 24 21 〇 1 87.5% 1 1 〇 〇 100.0%

1219 奈良県 高取町 59 59 〇 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.0*.

1220 奈良県 明日香村 33 33 〇 〇 100.0% 11 11 4 〇 IOO.OS

1221 奈良県 上牧町 141 103 13 〇 73.0% 40 40 14 〇 100.0%
1222 奈良県 王寺町 106 91 9 2 85.8% 36 34 10 〇 94.43

1223 奈良県 広陵町 186 179 6 1 96.2% 63 62 9 〇 98.4%
1224 奈良県 河合町 108 69 9 〇 63.9% 31 25 18 〇 80.6%

1225 奈良県 吉野町 63 62 2 〇 9&4% 5 5 〇 〇 100.0%

1226 奈良県 大淀町 144 122 〇 〇 84.7% 23 23 〇 〇 100.OS
1227 奈良県 下市町 47 47 12 〇 100.0% 5 5 1 〇 100.0%

1228 奈良県 黒淹村 8 8 〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0%

1229 奈良県 天川村 18 12 〇 〇 66.7% 〇 〇 〇 〇

1230 奈良県 野迫川村 1 1 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

1231 奈良県 十津川村 40 26 〇 〇 65.0% 3 3 〇 〇 100.0%

1232 奈良県 下北山村 5 5 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

1233 奈良県 上北山村 6 3 〇 〇 50.0% 〇 〇 〇 〇

1234 奈良県 川上村 13 13 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%

1235 奈良県 東吉野村 20 18 〇 〇 90.0% 1 1 〇 〇 100.0%

1236 和歌山県 和歌山市 3,057 2.992 368 〇 97.9% 812 812 464 〇 IOO.OS
1237 和歌山県 海南市 451 451 1 〇 100.0% 101 101 2 〇 IOO.OS

1238 和歌山県 摘本市 487 485 7 〇 99.6% 143 143 44 〇 100.0%

1239 和欧山県 有田市 249 249 1 〇 100.0% 72 72 59 〇 IOO.OS

1240 和歌山県 御坊市 230 228 〇 〇 99.1% 39 38 〇 〇 97.4%

1241 和歌山県 田辺市 860 860 2 〇 100.0% 158 158 1 〇 100.0S

1242 和妝山県 新宮市 380 380 2 〇 100.0% 44 44 2 〇 100.0%
1243 和歌山県 紀の川市 492 492 11 〇 100.0% 186 186 134 〇 IOO.OS

1244 和歌山県 岩出市 278 278 48 〇 100.0% 199 199 137 〇 IOO.OS
1245 和歌山県 紀美野町 87 87 1 〇 100.0% 21 21 15 〇 100.0%
1246 和歌山県 かつらぎ町 140 140 1 〇 100.0% 76 76 65 〇 IOO.OS
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Ho. 都遒府県名 市区町村名

障窖福祉 

サービス等 

受給者数

a

計®!作成 

済み人数 

b

連成率 

b/a (%)

障害児通所 

支摄受給雷数

C

計画作成 

廣み人数 

d

連成率 

d/c (%)
bのうち 

セルフブラン

bのうち 

代ブラン

めうち 

セルフプラン

dのうち 

代猪ブラン

（合計） 878,308 787,655 133,001 8.480 89.7% 234,260 215.428 59,430 2352 92.0%

1247 和歌山県 九度山町 48 48 1 〇 100.0% 6 6 6 〇 100.0%
1248 和歌山県 高野町 19 19 1 〇 100.0% 2 2 2 〇 100.0%
1249 和歌山県 湯浅町 135 135 2 〇 100.0% 48 48 38 〇 100.0%
1250 和歌山県 広川町 87 87 1 〇 100.0% 15 15 10 〇 100.OS
1251 和歌山県 有田川町 165 165 〇 〇 100.0% 125 124 89 〇 99.2%
1252 和歌山県 美浜町 57 57 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0S
1253 和歌山県 日高町 57 57 〇 〇 100.0% 10 10 〇 〇 100.0%
1254 和歌山県 由良町 54 54 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
1255 和歌山県 E卩南町 61 61 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
1256 和歌山県 みなべ町 181 181 1 〇 100.0% 23 23 〇 〇 100.0S
1257 和歌山県 日高川町 100 100 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.〇1.

1258 和歌山県 白浜町 258 258 2 〇 100.0% 53 53 1 〇 100.0%
1259 和歌山県 上富田町 159 159 〇 〇 100,0% 48 48 〇 〇 100.OS
1260 和歌山県 すさみ町 58 57 1 〇 98.35 4 4 〇 〇 100.0%
1261 和歌山県 那智勝浦町 180 179 1 〇 99.4% 35 35 〇 〇 100.OS
1262 和歌山県 太地町 29 29 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0%
1263 和歌山県 古座川町 32 32 〇 〇 100.0% 7 7 1 〇 100.0S
1264 和歌山県 北山村 7 7 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

1265 和歌山県 串本町 208 198 1 〇 95.2% 36 36 4 〇 100.0%
1266 烏取県 鳥取市 2.059 1,857 298 〇 90.2% 239 234 100 〇 97.9%
1267 烏取県 米子市 1,446 1,017 〇 〇 70.3% 240 227 〇 〇 94.6%
1268 烏取県 倉吉市 593 593 〇 10 100.0% 54 54 〇 〇 100.0S
1269 鳥取県 境港市 342 305 〇 〇 89.2% 83 82 〇 〇 9&8ヽ
1270 烏取県 岩美町 129 109 2 〇 84.5% 10 7 1 〇 70.0%
1271 鳥取県 若桜町 44 41 〇 〇 93.2% 〇 〇 〇 〇

1272 烏取県 智頭町 93 88 〇 〇 94.6% 3 3 〇 〇 100.0S
1273 鳥取県 八頭町 202 187 〇 〇 92.6% 22 21 〇 〇 95.5%
1274 烏取県 三朝町 62 62 〇 〇 100.0% 8 8 4 〇 100.0%
1275 鳥取県 湯梨浜町 149 149 〇 〇 100.0% 24 24 2 〇 100.0%
1276 鳥取県 ・浦町 190 190 5 3 100.0% 15 15 11 〇 100.0%
1277 鳥取県 北栄町 160 160 〇 〇 100.0% 33 33 1 〇 100.0%
1278 烏取県 日吉津村 37 37 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
1279 鳥取県 大山町 172 156 〇 〇 90,7% 12 11 〇 〇 91.7%
1280 烏取県 南部町 122 118 〇 〇 96.7% 5 5 〇 〇 100.OS
1281 烏取県 伯耆町 97 91 〇 〇 93.8% 11 11 〇 〇 100.0%
1282 烏取県 日南町 64 59 〇 〇 922% 1 〇 〇 〇 0.0%
1283 鳥取県 日野町 44 44 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
1284 鳥取県 江府町 29 28 〇 〇 96.6% 1 1 〇 〇 100.〇・.
1285 岛根県 松江市 2,180 2,177 6 〇 99.9% 297 297 1 〇 100.0%
1286 島根県 浜田市 604 604 6 〇 100.0% 83 83 〇 〇 100.0%
1287 島根県 出雲市 1,470 1,470 11 〇 100.0% 397 397 50 〇 100.0%
1288 島根県 益田市 457 457 1 〇 100.0% 116 116 〇 〇 100.0S
1289 島根県 大田市 416 416 4 〇 100.0% 48 48 14 〇 100.0%
1290 島根県 安来市 511 503 〇 〇 98.4% 24 24 〇 〇 100.0%
1291 岛根県 江津市 326 326 1 〇 100.0% 29 29 〇 〇 100.0%
1292 島根県 雲南市 470 470 〇 〇 100.0% 48 48 1 〇 100.0%
1293 島根県 奥出雲町 136 136 〇 〇 100.0% 4 4 1 〇 100.〇1.

1294 島根県 皈南町 58 57 〇 〇 98.3% 2 2 〇 〇 100.0%
1295 島根県 川本町 53 53 〇 〇 100.0% 14 14 〇 〇 100.0%
1296 岛根県 美郷町 69 69 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
1297 島根県 邑南町 146 146 〇 〇 100.0% 18 18 1 〇 100,0*.
1298 島根県 津和野町 67 67 〇 〇 100.0% 13 13 〇 〇 100.0%
1299 島根県 吉賀町 64 64 〇 〇 100.0% 16 16 1 〇 100,0%
1300 岛根県 海士町 40 40 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

1301 島根県 西ノ島町 38 38 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

1302 島根県 知夫村 8 8 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

1303 島根県 隠岐の島町 188 188 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

1304 岡山県 岡山市 5.495 5.495 2,958 〇 100.0% 2,155 2,155 1,767 〇 100.0*.
1305 岡山県 倉敷市 3,893 3,410 871 〇 87.6% 2,009 1,999 42 〇 99.5%
1306 岡山県 津山市 967 908 〇 〇 93.9% 278 247 〇 〇 8&8%
1307 岡山県 玉野市 460 432 15 〇 93.9% 231 231 〇 〇 100.0S
1308 岡山県 笠岡市 400 399 38 〇 99.8% 110 110 1 〇 100.0%
1309 岡山県 井原市 332 324 〇 〇 97.6% 175 175 〇 〇 100.0%
1310 岡山県 総社市 471 464 〇 〇 98.5% 367 297 〇 〇 80.9 ゝ
1311 岡山県 高梁市 254 221 〇 〇 87.0% 155 155 〇 〇 100.0%
1312 岡山県 新見市 246 228 〇 〇 92,7% 98 98 〇 〇 100.0S
1313 岡山県 備前市 289 289 26 〇 100.0% 30 24 10 〇 80.0%
1314 岡山県 潮戸内市 296 289 37 〇 97.6% 116 116 72 〇 100.0\
1315 岡山県 赤磐市 364 356 186 〇 97.8% 132 130 110 〇 9&5%
1316 岡山県 真庭市 389 351 44 〇 90.2% 31 31 5 〇 100.0%
1317 岡山県 美作市 280 280 〇 〇 100.〇% 75 75 1 〇 100.0%
1318 岡山県 浅口市 212 208 〇 〇 98.1% 106 106 〇 〇 100.0%
1319 岡山県 和気町 148 148 34 〇 100.0% 21 21 18 〇 100.0%
1320 岡山県 早島町 87 87 2 〇 100.0% 76 76 〇 〇 100.0%
1321 岡山県 里庄町 88 85 46 〇 96.6% 33 33 5 〇 100.0S
1322 岡山県 矢掛町 117 97 2 〇 82.9% 50 49 〇 〇 9&0S
1323 岡山県 新庄村 9 9 2 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
1324 岡山県 鏡野町 103 103 1 〇 100.0% 24 24 20 〇 100.0%
1325 岡山県 勝央町 78 78 〇 〇 100.0% 27 25 15 〇 92.6%
1326 岡山県 奈義町 45 45 1 〇 100.0% 12 12 4 〇 100.0\
1327 岡山県 西粟倉村 34 33 7 6 97.1% 1 1 1 〇 100.0%
1328 岡山県 久米南町 36 36 〇 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.0%
1329 岡山県 类咲町 118 117 〇 〇 99.2% 40 40 〇 〇 100.0%
1330 岡山県 吉備中央町 145 145 〇 〇 100.0% 15 15 〇 〇 100.0%
1331 広鳥県 広島市 7,413 6.653 2,395 〇 89.7% 3,028 2,865 1,990 〇 94.6%
1332 広隔県 呉市 1.784 1.784 6 〇 100.0% 727 727 1 〇 100.0S
1333 広岛県 竹原市 280 273 2 〇 97.5% 55 55 〇 〇 100.0%
1334 広島県 三原市 794 794 〇 〇 100.0% 358 358 〇 〇 100.0S
1335 広岛県 尾道市 1,280 1,145 130 〇 89.5% 613 579 32 〇 94.5%
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No. 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス镖 

受給者数 

a

計圃作成 

濟み人数 

b

連成率 

b/a (%)

障害児通所 

支援受給番数

C

計画作成 

廣み人数 

d

連成率 

d/o(%)
bのうち 

セルフプラン

bのうも 

代■ブラン

dのうち 

セルフプラン

dのうち 

代费ブラン

(合計) 878,308 787,655 133,001 8,480 89.7% 234,260 215,428 59,430 2,852 92.0%

1336 広島県 福山市 3,989 3,576 571 〇 89.6% 1,818 1,817 737 〇 99.9%
1337 広島県 府中市 402 378 3 〇 94.0% 123 117 7 〇 95.1%
1338 広岛県 三次市 465 456 2 〇 9&1% 74 74 〇 〇 100.0%
1339 広島県 庄原市 355 310 1 〇 87.3% 19 12 〇 〇 63.2%
1340 広島県 大竹市 177 177 5 〇 100.0% 51 51 〇 〇 100.0*.
1341 広岛県 東広岛市 1,261 1,219 45 〇 96.7% 702 702 76 〇 100.0%
1342 広島県 廿日市市 804 786 81 〇 97.8% 478 477 27 〇 99.8%
1343 広島県 安芸高田市 375 358 1 〇 95.5% 70 70 1 〇 100.0%
1344 広島県 江田島市 199 198 1 〇 99.5% 86 86 〇 〇 100.0%
1345 広岛県 府中町 310 307 10 〇 99.0% 104 104 3 〇 100.0S
1346 広島県 海田町 150 143 26 〇 95.3% 63 63 10 〇 100.0%
1347 広島県 熊野町 152 148 10 〇 97.4% 68 68 2 〇 100.〇4.
1348 広島県 坂町 77 71 2 〇 92.2% 23 23 1 〇 100.0%
1349 広島県 安芸太田BT 72 62 〇 〇 8&1% 1 1 1 〇 100.0%
1350 広品県 北広島町 172 150 11 〇 87.2% 19 19 5 〇 100.0%
1351 広島県 大崎上島町 97 97 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
1352 広島県 世羅町 138 136 5 〇 98.6% 37 37 21 〇 100.0%
1353 広島県 神石高原町 111 110 1 〇 99.1% 2 2 1 〇 100.0%
1354 山口県 下関市 2,017 1,884 1 〇 93.4% 471 471 1 〇 100.0%
1355 山口県 宇部市 1,511 1,361 〇 32 90.1% 208 155 〇 36 74.5%
1356 山口県 山口市 1,192 1,167 14 9 97.95 423 423 1 1 100.〇%
1357 山口県 萩市 479 471 2 15 98.3% 110 110 〇 〇 100.0S
1358 山口県 防府市 795 795 〇 〇 100.0% 239 239 〇 〇 100.0S
1359 山口県 下松市 270 270 4 6 100.0% 74 74 1 〇 100.0%
1360 山口県 岩国市 1,008 1,008 1 〇 100.0% 180 180 〇 〇 100.0%
1361 山口県 光市 365 365 3 〇 100.0% 67 67 〇 〇 100.0%
1362 山口県 長門市 318 318 〇 〇 100.0% 68 68 〇 〇 100.〇1.

1363 山口県 柳井市 253 253 1 〇 100.0% 69 69 〇 〇 100.0%
1364 山口県 美祢市 245 242 〇 〇 98.8% 18 17 4 〇 94.4%
1365 山口県 周南市 886 886 32 32 100.0% 188 188 3 3 100.0%
1366 山口県 山陽小野田市 423 423 〇 〇 100.0% 55 55 〇 〇 100.0%
1367 山口県 周防大島町 165 165 5 〇 100.0% 24 24 〇 〇 100.0%
1368 山口県 和木町 35 35 〇 〇 100.0% 6 6 〇 0 100.0%
1369 山口県: 上関町 31 31 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
1370 山口県 田布施町 99 99 〇 〇 100.0% 35 35 〇 〇 100.0%
1371 山口県 平生町 96 96 〇 〇 100.0% 23 23 〇 〇 100.0%
1372 山口県 阿武町 31 31 〇 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.0%
1373 徳島県 德島市 2,683 2,664 432 〇 99.3% 953 953 〇 〇 100.0%
1374 徳島県 鳴門市 470 470 21 〇 100.0% 177 177 8 〇 100.0%
1375 徳島県 小松島市 367 342 〇 〇 93.2% 100 100 〇 〇 100.0*.
1376 徳島県 阿南市 686 686 〇 61 100.0% 142 142 〇 〇 100.0%
1377 徳島県 吉野川市 386 386 〇 〇 100.0% 114 114 1 〇 100.OS
1378 徳島県 阿波市 344 344 〇 〇 100.0% 109 109 〇 〇 100.0%
1379 徳島県 美馬市 406 405 〇 〇 99.8% 38 38 〇 〇 100.0%
1380 徳島県 三好市 388 388 〇 〇 100.0% 47 47 〇 〇 100.0%
1381 徳島県 勝浦町 41 41 〇 〇 100.0% 9 9 〇 〇 100.0%
1382 徳島県 上勝町 17 17 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

1383 徳島県 佐那河内村 28 28 〇 〇 100.0% 6 6 〇 〇 100.0%
1384 徳島県 石井町 259 256 2 〇 98.8% 79 79 〇 〇 100.0%
1385 徳島県 神山町 61 61 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
1386 徳島県 那賀町 71 71 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
1387 德島県 牟岐町 38 38 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
1388 徳島県 美波町 59 59 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
1389 徳島県 海躍町 87 87 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
1390 徳島県 松茂町 118 118 2 〇 100.0% 40 40 2 〇 100.0%
1391 徳岛県 北島町 144 144 11 〇 100.0% 85 85 2 〇 100.0%
1392 徳島県 藍住町 235 235 1 〇 100.0% 160 160 〇 〇 100.0%
1393 德島県 板野町 158 158 1 〇 100.0% 44 44 〇 〇 100.〇%

1394 德島県 上板町 142 142 1 〇 100.0% 53 53 〇 〇 100.0%
1395 徳島県 つるぎ町 144 144 〇 〇 100.0% 13 13 〇 〇 100.0%
1396 徳島県 東みよし町 145 145 8 〇 100.0% 23 23 〇 〇 100.0%
1397 香川県 高松市 2,515 2,442 2 〇 97.1% 604 603 〇 〇 99.8%
1398 香川県 丸亀市 686 671 2 〇 97.8% 207 207 〇 〇 100.0%
1399 香川県 坂出市 447 447 3 〇 100.0% 61 61 1 〇 100.OS
1400 香川県 善通寺市 214 214 3 〇 100.0% 61 61 〇 〇 100.0%
1401 香川県 観音寺市 338 329 〇 〇 97.3% 36 36 〇 〇 100.0%
1402 香川県 さぬき市 412 412 1 〇 100.0% 68 68 〇 〇 100.0%
1403 香川県 東かがわ市 193 193 〇 〇 100.0% 31 31 〇 〇 100.0%
1404 香川県 三豊市 350 337 〇 〇 96.3% 46 43 〇 〇 93.5%
1405 香川県 土庄町 108 107 1 〇 99.1% 26 26 〇 〇 100.0%
1406 香川県 小豆島町 135 132 1 〇 97.8% 26 26 〇 〇 100.〇・.

1407 香川県 三木町 190 190 1 〇 100.0% 44 44 〇 〇 100.0%
1408 香川県 直島町 16 16 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
1409 香川県 宇多津町 85 85 〇 1 100.0% 52 52 〇 3 100.0%
1410 香川県 綾川町 150 150 〇 〇 100.0% 29 29 〇 〇 100.OS
1411 香川県 琴平町 67 62 〇 〇 92.5% 16 16 〇 〇 100.0%
1412 香川県 多度津町 133 133 〇 〇 100.0% 21 21 〇 〇 100.0%
1413 香川県 まんのう町 138 138 3 〇 100.0% 15 15 〇 〇 100.0%
1414 愛媛県 松山市 4,313 4,204 1J76 〇 97.5% 1.052 1,036 656 〇 98.5%
1415 愛媛県 今治市 1,420 1.348 2 〇 94.9% 355 348 11 〇 98.0%
1416 愛媛県 宇和島市 760 760 1 6 100.0% 97 97 1 〇 100.0%
1417 愛媛県 八幡浜市 332 332 48 〇 100.0% 65 65 13 〇 100.0%
1418 愛堰県 新居浜市 980 928 94 〇 94.7% 254 254 11 〇 100.0%
1419 愛媛県 西条市 811 811 1 〇 100.0% 276 276 3 〇 100.0%
1420 愛媛県 大洲市 355 352 1 〇 99.2% 77 77 〇 〇 100.0%
1421 愛媛県 伊予市 324 313 13 ~〇! 96.6% 58 58 13 〇 100.0S
1422 愛媛県 四国中央市 563 456 3 81.0% 262 262 40 〇 100.0%
1423 愛媛県 西予市 372 344 5 〇 92.5% 39 39 〇 〇 100.0%
1424 愛媛県 東温市 348 348 52 〇 100.0% 85 85 12 〇 100.〇%
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No. 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス錚
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（合計） 878.308 787.655 133.001 8,480 89.7% 234,260 215,428 59.430 2.652 92.0%

1425 愛媛県 上島町 32 17 〇 〇 53.1% 3 3 〇 〇 100.0%
1426 愛媛県 久万高原町 125 125 3 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
1427 愛媛県 松前町 192 192 11 〇 100.0% 64 64 〇 〇 100.0\
1428 愛媛県 砥部町 161 161 1 〇 100.0% 44 44 〇 〇 100.0%
1429 愛媛県 内子町 154 122 4 〇 79.2% 11 7 〇 〇 63.6%
1430 愛媛県 伊方町 116 116 〇 〇 100.0% 10 10 〇 〇 100.0%
1431 愛嬷県 松野町 48 48 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

1432 愛媛県 鬼北町 117 117 〇 〇 100.0% 11 11 〇 〇 100.0%
1433 愛媛県 愛南町 260 242 〇 〇 93.1% 65 65 〇 〇 100.0%
1434 高知県 高知市 2,700 1,721 305 〇 63.7% 659 461 108 〇 70.0%
1435 高知県 室戸市 123 102 〇 〇 82.9% 2 2 〇 〇 100.0S
1436 高知県 安芸市 165 133 7 〇 80.6% 1 1 〇 〇 100.0%
1437 高知県 南国市 337 283 9 〇 84.0% 66 64 〇 〇 97.0%
1438 高知県 土佐市 207 183 3 〇 88.4% 34 34 〇 〇 100.0%
1439 高知県 須崎市 200 169 1 〇 84.5% 27 17 〇 〇 63.0%
1440 高知県 宿毛市 240 228 〇 〇 95.0% 26 26 〇 〇 100.0%
1441 高知県 土佐清水市 133 127 〇 〇 95.5% 14 14 〇 〇 100.0%
1442 离知県 四万十市 341 339 1 〇 99.4% 56 56 〇 〇 100.0S
1443 高知県 香南市 226 186 10 〇 82.3% 29 29 〇 〇 100.0%
1444 高知県 香美市 209 161 6 〇 77.0% 32 28 〇 〇 87.5%
1445 高知県 東洋町 29 27 〇 〇 93.1% 〇 〇 〇 〇

1446 高知県 奈半利町 94 92 6 〇 97.9% 25 25 〇 〇 100.OS
1447 高知廉 田野町 97.9 ゝ 100.0%
1448 高知県 安田町 97.9% 100.0S
1449 髙知県 北川村 97.9% 100.0%
1450 高知県 馬路村 97.9% 100.0%
1451 高知県 芸西村 37 36 〇 〇 97.3% 3 3 〇 〇 100.0%
1452 高知県 本山町 47 39 1 〇 83.0% 〇 〇 〇 〇

1453 高知県 大豐町 56 46 〇 〇 82.1% 2 2 〇 〇 100.0%
1454 高知県 土佐町 36 34 1 〇 94.4% 〇 〇 〇 〇

1455 高知県 大川村 5 5 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇

1456 高知県 いの町 221 206 2 3 93.2% 34 34 〇 〇 100.〇%
1457 高知県 仁淀川町 49 34 3 〇 69.4% 5 5 〇 〇 100.OS
1458 高知県 中土佐町 80 70 3 〇 87.5% 2 2 〇 〇 100.0%
1459 高知県 佐川町 117 111 6 1 94.9% 14 14 〇 〇 100.0%
1460 髙知県 越知町 35 18 〇 〇 51.4% 1 〇 〇 〇 0.0%
1461 高知県 播原町 41 39 〇 〇 95.1% 〇 〇 〇 〇

1462 高知県 日高村 42 35 〇 〇 83.3% 16 16 〇 〇 100.0%
1463 高知県 津野町 56 46 1 〇 82.1% 4 4 〇 〇 100.0%
1464 高知県 四万十町 207 101 3 5 48.8% 7 5 〇 1 71.4%
1465 高知県 大月町 60 57 〇 〇 95.0% 5 5 〇 〇 100.0S
1466 高知県 三原村 23 23 1 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0S
1467 高知県 黑潮町 99 94 〇 〇 94.9% 10 10 〇 〇 100.0%
1468 福岡県 北九州市 8,674 8.249 2.152 〇 95.1% 1.935 1,935 763 〇 100.0%
1469 福岡県 福岡市 12.172 8.120 939 〇 66.7% 2.069 1.514 263 〇 73.2%
1470 福岡県 大牟田市 1.229 1.109 24 9 90.2% 130 130 〇 〇 100.0%
1471 福岡県 久国米市 2.816 2.336 986 〇 83.0% 449 389 235 〇 86.6%
1472 福岡県 直方市 542 527 25 〇 97.2% 126 126 67 〇 100.0%
1473 福岡県 飯塚市 1.137 1.027 〇 〇 90.3% 229 221 〇 〇 96.5%
1474 福岡県 田川市 464 438 61 〇 94.4% 90 87 22 〇 96.7%
1475 福岡県 柳川市 519 519 〇 〇 100.0% 65 65 〇 〇 100.0%
1476 福岡県 ハ女市 642 642 16 9 100.0% 87 87 〇 〇 100.0%
1477 福岡県 筑後市 443 413 3 〇 93.2% 93 86 〇 〇 92.5%
1478 祖岡県 大川市 327 314 〇 〇 96.0% 41 41 〇 〇 100.0%
1479 福岡県 行権市 636 506 1 〇 79.6% 332 315 〇 〇 94.9%
1480 福岡県 豊前市 261 253 〇 〇 96.9% 44 44 〇 〇 100.0%
1481 福岡県 中間市 350 333 56 〇 95.1% 158 157 108 〇 99.4%
1482 福岡県 小郡市 361 355 17 〇 98.3% 122 110 〇 〇 90.2%
1483 福岡県 筑紫野市 622 488 52 1 78.5% 209 173 〇 〇 82.8%
1484 福岡県 春日市 622 541 35 〇 87.0% 364 284 142 〇 78.0%
1485 福岡県 大野城市 527 392 7 7 74.4% 146 109 2 2 74.7%
1486 福岡県 宗像市 584 533 〇 〇 91.3% 199 151 〇 〇 75.9%
1487 福岡県 太宰府市 378 248 92 〇 65.6% 124 108 42 〇 87.1%
1488 福岡県 古賀市 387 340 2 5 87.9% 107 104 〇 〇 97.2%
1489 福岡県 福津市 357 348 6 〇 97,5% 70 70 3 〇 100.0%
1490 福岡県 うきは市 272 216 〇 〇 79.4% 25 6 〇 〇 24.0%
1491 福岡県 宮若市 258 246 5 〇 95.3% 43 43 24 〇 100.0%
1492 福岡県 嘉麻市 480 436 1 〇 90.8% 56 45 〇 〇 80.4%
1493 福岡県 朝倉市 421 403 13 1 95.7% 42 42 〇 〇 100.0%
1494 福岡県 みやま市 344 320 〇 93.0% 52 48 〇 〇 92.3%
1495 福岡県 糸島市 687 666 〇 〇 96.9% 80 80 〇 〇 100.0S
1496 福岡県 那珂川町 243 184 1 2 75.7% 76 63 〇 〇 829%
1497 福岡県 宇美町 211 191 2 〇 90.5% 47 38 1 〇 80.9%
1498 福岡県 篠栗町 192 148 25 〇 77.1% 71 47 〇 〇 66.2%
1499 福岡県 志免町 310 252 〇 〇 81.3% 158 148 〇 〇 93.7%
1500 福岡県 須恵町 159 123 1 〇 77.4% 31 25 〇 〇 80.6%
1501 福岡県 新宮町 130 128 〇 〇 98.5% 64 63 〇 〇 98.4%
1502 福岡県 久山町 54 50 8 〇 92.6% 11 11 〇 〇 100.0%
1503 福岡県 粕屋町 228 224 1 〇 98.2% 120 117 4 〇 97.5%
1504 福岡県 芦屋町 112 111 2 〇 99.1% 34 34 21 〇 100.0%
1505 福岡県 水巻町 235 232 3 〇 98.7% 60 58 30 〇 96.7%
1506 福岡県 岡垣町 206 204 〇 〇 99.0% 69 69 〇 〇 100.0%
1507 福岡県 遠賀町 136 136 1 〇 100.0% 57 47 2 1 825%
1508 福岡県 小竹町 111 111 1 〇 100.0% 19 19 3 〇 100.0%
1509 福岡県 鞍手町 169 160 10 〇 94.7% 28 28 25 〇 100.0%
1510 福岡県 桂川町 136 130 〇 〇 95.6% 20 20 〇 〇 100.OS
1511 福岡県 筑前町 196 196 1 〇 100.0% 38 38 〇

~〇^
100.0%

1512 福岡県 東峰村 17 17 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
1513 福岡県 大刀洗町 115 115 1 〇 100.0% 42 42 〇 〇 100.0%
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险 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス解 

受給者数

a

計画作成 

濟み人数 

b

連成率 

b/a (%)

障害児通所 

支摄受給育数

C

連成率 

d/o (%)
bのうち 

セルフプラン

〇のうち 

代轄ブラン

計画作成 

廣み人数 

d

dのうち 

セルフプラン

dのうち 

代普プラン

（合計） 878,308 787,655 133,001 8.480 89.7% 234,260 215,428 59,430 2,652 92.0%

1514 福岡県 大木町 102 102 〇 〇 100.0% 14 14 〇 〇 100.0S
1515 福岡県 広川町 156 156 〇 127 100.0% 39 39 〇 39 100.0S
1516 福岡県 香春町 146 144 1 〇 98.6 ゝ 10 10 1 〇 100.0%
1517 福岡県 添田町 129 129 16 〇 100.0% 13 13 9 〇 100,0%
1518 福岡県 糸田町 112 112 13 〇 100.0% 10 10 1 〇 100.0S
1519 福岡県 川崎町 239 220 56 37 92.1% 31 26 19 〇 83.9%
1520 福岡県 大任町 65 62 3 〇 95.4% 6 3 2 〇 50.0%
1521 福岡県 赤村 40 38 〇 〇 95.0% 8 7 〇 〇 87.5%
1522 福岡県 福智町 292 289 76 〇 99.0% 45 44 32 〇 97.8%
1523 福岡県 莉田町 259 254 2 〇 98.1ゝ 173 169 〇 〇 97.7%
1524 福岡県 みやこ町 164 152 3 〇 92.7% 43 41 〇 〇 95.3%
1525 福岡県 吉空町 53 53 〇 〇 100.0% 18 18 〇 〇 100.0%
1526 福岡県 上毛町 77 77 〇 〇 100.0% 12 12 〇 〇 100.0%
1527 福岡県 築上町 189 180 〇 〇 95.2% 31 22 〇 〇 71.0%
1528 佐賀県 佐賀市 1,968 1,709 454 11 86.8% 365 344 93 〇 94.2%
1529 佐賀県 唐津市 911 873 373 〇 95.8% 163 163 24 〇 100.0%
1530 佐賀県 鳥栖市 475 475 7 〇 100.0% 256 256 5 〇 100.0%
1531 佐賀県 多久市 234 234 22 4 100.0% 14 14 1 〇 100.0S
1532 佐賀県 伊万里市 478 469 9 〇 98.1% 52 51 〇 〇 98.1%
1533 佐賀県 武雄市 492 492 152 〇 100.0% 114 114 28 〇 100.0%
1534 佐賀県 鹿蛊市 239 232 15 3 97.1% 36 36 34 〇 100,0%
1535 佐賀県 小城市 379 376 47 〇 99.2% 62 62 15 〇 100.OS
1536 佐賀県 媳野市 289 259 57 〇 89.6% 40 40 30 〇 100.0S
1537 佐賀県 神埼市 268 267 〇 〇 99.6% 35 34 〇 〇 97.1%
1538 佐賀県 吉野ヶ里町 123 118 2 〇 95.9% 39 38 〇 〇 97.4%
1539 佐賀県 述山町 136 131 9 〇 96.3% 34 34 〇 〇 100.0S
1540 佐賀県 上峰町 62 61 18 〇 9&4% 14 14 4 〇 100.0%
1541 佐資県 みやき町 206 206 41 〇 100.0% 27 27 8 〇 100.0S
1542 佐賀県 玄海町 43 41 1 〇 95.3% 2 2 〇 〇 100.0S
1543 佐貰県 有田町 188 187 〇 〇 99.5% 28 28 〇 〇 100.0%
1544 佐賀県 大町町 91 91 26 〇 100.0% 6 6 〇 〇 100.0S
1545 佐賀県 江北町 77 76 9 1 98.7% 9 9 2 〇 100.0%
1546 佐賀県 白石町 217 208 39 〇 95.9% 29 29 21 〇 100.OS
1547 佐賀県 太良町 91 91 4 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
1548 長崎県 長崎市 3,585 3,420 909 〇 95.4% 757 755 426 〇 99.7%
1549 長崎県 佐世保市 2,264 2,001 1 〇 88.4% 326 325 3 〇 99.7%
1550 長崎県 島原市 474 474 〇 1 100.0% 79 79 〇 〇 100.0%
1551 長崎県 揀早市 1,257 1,257 〇 〇 100.0% 305 305 〇 〇 100.0%
1552 長崎県 大村市 930 919 〇 〇 98.8% 302 302 〇 〇 100.0%
1553 長崎県 平戸市 443 401 〇 〇 90.5% 51 51 〇 〇 100.0%
1554 長崎県 松浦市 310 299 5 〇 96.5% 43 43 25 〇 100.0%
1555 長崎県 対馬市 334 316 〇 〇 94.6% 51 51 〇 〇 100.0S
1556 長崎県 吉岐市 266 260 〇 〇 97.7% 51 51 〇 〇 100.0%
1557 艮绮県 五島市 569 569 7 〇 100.0% 106 106 〇 〇 100.0%
1558 長崎県 西海市 350 258 〇 〇 73.7% ~bT 88 2 〇 100.0%
1559 長埼県 雲仙市 537 537 5 〇 100.0% 73 73 5 〇 100.0%
1560 長崎県 南岛原市 517 488 4 18 94.4% 119 118 41 〇 99.2%
1561 長崎県 長与町 249 187 53 〇 75.1% 82 82 42 〇 100.0%
1562 長埼県 時津町 213 213 78 〇 100.0% 82 82 29 〇 100.0%
1563 長崎県 東彼杵町 111 105 1 〇 94.6% 22 20 〇 〇 90.9%
1564 長埼県 川棚町 141 137 〇 〇 97.2% 41 41 〇 〇 100.0%
1565 長埼県 波佐見町 151 129 〇 〇 85.4% 27 24 〇 〇 88.9%
1566 長崎県 小値賀町 30 27 〇 〇 90.0% 〇 〇 〇 〇
1567 長崎県 佐々町 100 100 4 5 100.0% 11 11 5 〇 100.0%
1568 長崎県 新上五島町 312 312 〇 〇 100.0% 47 47 41 〇 100.0%
1569 熊本県 熊本市 5.724 5,332 15 〇 93.2% 1,649 1,649 2 〇 100.0%
1570 熊本県 ハ代市 1.199 1.094 150 〇 91.2% 579 579 164 〇 100.0%
1571 熊本県 人吉市 376 376 18 〇 100.0% 98 98 2 〇 100.0%
1572 熊本県 荒尾市 475 393 〇 〇 817% 117 95 〇 〇 81.2%
1573 熊本県 水俣市 392 387 2 〇 98.7% 10 10 〇 〇 100.OS
1574 熊本県 玉名市 611 597 1 〇 97.7% 121 121 〇 〇 100.0%
1575 熊本県 山鹿市 611 598 3 〇 97.9% 179 179 〇 〇 100.0S
1576 熊本県 菊池市 552 512 〇 〇 92.8% 153 152 〇 〇 99.3%
1577 熊本県 宇土市 310 296 37 5 95.5% 117 102 65 〇 87.2%
1578 熊本県 上天草市 294 262 〇 1 99.3% 15 15 〇 〇 100.OS
1579 熊本県 宇城市 595 585 46 〇 9&3% 176 175 15 〇 99.4人
1580 能本県 阿蘇市 257 245 〇 〇 95.3% 73 73 〇 〇 100.0%
1581 根本県 天草市 959 954 51 〇 99.5% 154 154 〇 〇 100.0S
1582 熊本県 合志市 448 444 1 〇 99.1% 313 313 〇 〇 100.0S
1583 熊本県 美里町 140 125 31 5 89.3% 6 6 6 〇 100.0S
1584 熊本県 玉東町 50 41 〇 〇 82.0% 9 9 〇 〇 100.0%
1585 熊本県 南関町 127 126 1 〇 99.2% 27 27 〇 〇 100.0%
1586 熊本県 長洲町 129 120 3 〇 93.0% 38 38 〇 〇 100.OS
1587 糕本県 和水町 105 101 〇 〇 96.2% 32 32 〇 〇 100.0%
1588 熊本県 大津町 279 262 〇 〇 93.9% 176 176 〇 〇 100.OS
1589 能本県 菊陽町 253 253 〇 〇 100.0% 176 176 〇 〇 100.0%
1590 熊本県 南小国町 47 47 〇 〇 100.0% 7 7 〇 〇 100.OS
1591 熊本県 小国町 78 72 〇 〇 92.3% 18 18 〇 〇 100.0S
1592 熊本県 産山村 24 14 〇 〇 58.3% 2 2 〇 〇 100.0S
1593 怨本県 高森町 69 62 〇 〇 89.9% 16 15 〇 〇 93.8%
1594 熊本県 西原村 57 57 〇 〇 100.0% 40 40 〇 〇 100.〇%

1595 熊本県 南阿蘇村 93 85 2 〇 91.4% 69 69 50 〇 100.OS
1596 熊本県 御船町 161 161 4 〇 100.0% 40 40 22 〇 100.〇%

1597 熊本県 嘉島町 39 39 1 〇 100.0% 27 27 22 〇 100.0%
1598 熊本県 益城町 205 204 2 〇 99.5% 67 67 38 〇 100.0%
1599 熊本県 甲佐町 114 109 3 〇 95.6% 28 28 24 〇 100.OS
1600 熊本県 山都町 208 208 6 〇 100.0% 5 5 1 〇 100.0%
1601 熊本県 氷川町 96 84 2 〇 87.5% 41 41 27 〇 100.0%
1602 熊本族 芦北町 207 207 1 〇 100.0% 20 20 〇 〇 100.0%
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No. 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サービス解 

受給者数

a

計画作成 

濟み人数 

b

連成率 

b/a (%)

障害児通所 

支援受給看数

C

計画作成 

濟み人数 

d

連成率 

d/c (%)
bのうち 

セルフブラン

bのうち 

代费ブラン

dのうも 

セルフブラン

dのうち 

代替プラン

（合計） 878,308 787.655 133.001 8,480 89.7% 234,260 215,428 59,430 2,652 92.0%

1603 熊本県 津奈木町 64 63 〇 〇 98.4% 〇 〇 〇 〇
1604 熊本県 錦町 91 91 〇 〇 100.0% 68 47 20 〇 69.1%
1605 熊本県 多良木町 118 118 1 〇 100.0% 50 45 35 〇 90.0%
1606 熊本県 湯前町 47 47 1 〇 100.0% 15 13 6 〇 86.7%
1607 熊本県 水上村 22 22 〇 〇 100.0% 9 9 〇 4 100.OS
1608 熊本県 相良村 65 65 〇 〇 100.0% 15 15 3 〇 100.0%
1609 熊本県 五木村 13 13 〇 〇 100.0% 1 1 1 〇 100.0S
1610 熊本県 山江村 41 41 〇 〇 100.0% 15 15 12 〇 100.0%
1611 熊本県 球羽村 40 40 〇 〇 100.0% 10 10 7 〇 100.0%
1612 熊本県 あさぎり町 163 163 〇 〇 100.OS 48 48 〇 〇 100.0%
1613 熊本県 苓北町 81 81 1 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0S
1614 大分県 大分市 3,405 3,402 4 〇 99.9% 782 782 〇 〇 100.0%
1615 大分県 別府市 1,444 1,444 〇 〇 100.0% 177 177 〇 〇 100.〇%

1616 大分県 中津市 787 782 33 〇 99.4% 76 75 〇 〇 98.7%
1617 大分県 日田市 689 689 〇 〇 100.0% 119 119 〇 〇 100.0S
1618 大分県 佐伯市 685 685 2 〇 100.0% 106 106 〇 〇 100.0%
1619 大分県 臼杵市 445 445 1 〇 100.0% 70 70 〇 〇 100.0%
1620 大分県 津久見市 209 209 〇 〇 100.0% 20 20 〇 〇 100.0%
1621 大分県 竹田市 274 274 〇 〇 100.0% 16 16 〇 〇 100.0%
1622 大分県 豊後高田市 241 241 〇 〇 100.0% 8 8 〇 〇 100.0%
1623 大分県 杵築市 288 275 〇 〇 95.5% 25 25 〇 〇 100.0%
1624 大分県 宇佐市 700 700 〇 〇 100.0% 72 72 〇 〇 100.0S
1625 大分県 豊後大野市 431 425 〇 〇 98.6% 100 96 〇 〇 96.0%
1626 大分県 由布市 296 294 0 〇 99.3% 62 56 〇 〇 90.3*
1627 大分県 国束市 342 316 〇 〇 92.45 32 32 〇 〇 100.0%
1628 大分県 姫島村 16 16 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
1629 大分県 日出町 268 268 〇 〇 100.0% 39 39 〇 〇 100.0%
1630 大分県 九重町 92 76 〇 〇 82.6% 11 10 〇 〇 90.9%
1631 大分県 玖珠町 126 123 1 〇 97.6% 37 37 〇 〇 100.OS
1632 宮崎県 宮崎市 3.636 3,585 58 〇 98.6、 602 600 〇 〇 99.7%
1633 宮崎県 都城市 1,312 1,312 〇 〇 100,0% 326 326 〇 〇 100.0%
1634 宮崎県 延岡市 982 982 〇 〇 100.0% 264 264 〇 〇 100.0%
1635 宮崎県 日南市 454 454 〇 〇 100.0% 115 115 〇 〇 100.0%
1636 宮崎県 小林市 326 318 〇 〇 97.5% 153 144 〇 〇 94.1%
1637 宮崎県 日向市 662 662 〇 〇 100.0% 76 76 〇 〇 100.0%
1638 宮崎県 串間市 177 177 〇 〇 100.0% 28 28 〇 〇 100.0%
1639 宮崎県 西都市 242 242 〇 〇 100.0% 58 58 〇 〇 100.0%
1640 宮崎県 えびの市 144 144 〇 〇 100.0% 38 38 〇 〇 100.0%
1641 宮崎県 三股町 219 219 〇 〇 100.0% 63 63 〇 〇 100.0%
1642 宮崎県 高原町 84 B4 〇 〇 100.0% 11 11 〇 〇 100.0%
1643 宮崎県 国富町 157 157 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
1644 宮崎県 綾町 51 45 〇 〇 88.2% 5 5 〇 〇 100.0%
1645 宮崎県 高锅町 196 196 〇 〇 100.0% 35 35 〇 〇 100.0%
1646 宮埼県 新富町 163 163 〇 〇 100.0% 40 40 〇 〇 100.0%
1647 宮埼県 西米良村 13 13 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
1648 宮崎県 木城町 57 57 〇 〇 100.0% 17 17 〇 〇 100.0%
1649 宮崎県 川南町 151 151 〇 〇 100.0% 13 13 〇 〇 100.0%
1650 宮埼県 祁農町 110 110 〇 〇 100.0% ~r 5 〇 〇 100.0%
1651 宮崎県 門川町 156 156 〇 〇 100.0% 31 31 〇 〇 100.0S
1652 宮崎県 諸塚村 21 21 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
1653 宮崎只 椎葉村 47 47 〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0%
1654 宮崎県 美郷町 60 60 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
1655 宮崎県 高千穂町 123 121 1 〇 98.4% 1 1 〇 〇 100.0%
1656 宮崎県 日之彭町 44 43 〇 〇 97.7% 2 2 〇 〇 100.0%
1657 宮崎県 五ケ瀬町 40 ~~4〇! 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
1658 鹿児島県 鹿児島市 5.626 5.624 64 〇 100.0% 2,889 2,889 86 〇 100.0%
1659 鹿児疆県 鹿屋市 996 936 〇 〇 94.0% 317 315 〇 〇 99.4%
1660 鹿児禺県 枕崎市 182 182 〇 〇 100.0% 68 68 〇 〇 100.0%
1661 鹿児島県 阿久根市 271 271 〇 〇 100.0% 47 47 〇 〇 100.0%
1662 鹿児島県 出水市 553 553 〇 〇 100.0% 160 160 1 〇 100.0%
1663 鹿児島県 指宿市 358 358 〇 〇 100.0% 89 89 〇 〇 100.0%
1664 鹿児島只 西之表市 219 2i9 〇 〇 100.0% 36 36 〇 〇 100.0%
1665 鹿児島県 垂水市 146

146^
〇 〇 100.0% 19 19 〇 〇 100.0%

1666 鹿児島県 薩摩川内市 838 836 1 〇 99.8% 184 184 〇 〇 100.0\
1667 鹿児島県 日置市 512 512 〇 〇 100.0% 284 284 〇 〇 100.0S
1668 鹿児島県 曽於市 381 381 〇 〇 100.0% 77 77 〇 〇 100.0%
1669 鹿児島県 尋島市 1,060 990 〇 〇 93.4% 734 640 〇 〇 87.2%
1670 鹿児島県 ハちき串木野未 243 243 2 〇 100.0% 105 105 〇 〇 100.0%
1671 鹿児島県 南さつま市 459 458, 〇 〇 99.8% 123 123 〇 〇 100.0%
1672 鹿児島県 志^T志 378 378 〇 0 100.0% 58 58 〇 〇 100.0%
1673 鹿児届県 奄美市 657 631 〇 〇 96.0% 89 89 〇 〇 100.0%
1674 鹿児島県 南九州市 423 422 〇 〇 99.8% 126 126 〇 〇 100.0%
1675 鹿児島県 伊佐市 286 269 〇 〇 94.1% 140 140 〇 〇 100.0%
1676 鹿児島県 始良市 645 612 5 〇 94.9% 267 198 15 〇 74.2%
1677 鹿児島県 三鳥村 4 4 〇 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
1678 鹿児島県 十岛村 2 2 〇 〇 100.0% 3 3 〇 〇 100.0%
1679 鹿児島県 さつま町 207 207 〇 〇 100,0% 65 65 〇 〇 100.0%
1680 鹿児島県 長島町 124 124 〇 〇 100.0% 23 23 〇 〇 100.0%
1681 鹿児島県 湧水町 93 85 〇 〇 91.4% 54 54 〇 〇 100.0%
1682 鹿児岛県 大崎町 155 155 〇 〇 100.0% 19 19 〇 〇 100.0%
1683 鹿児島県 東串良町 61 60 〇 〇 98.4% 10 10 〇 〇 100.0%
1684 鹿児島県 錦江町 84 84 〇 〇 100.0% 12 12 〇 〇 100.0%
1685 鹿児島県 南大隅町 88 87 〇 〇 98.9% 5 5 5 〇 100.0%
1686 鹿児島県 肝付町 199 199 〇 〇 100.0% 30 30 〇 〇 100.0%
1687 鹿児島県 中種子町 91 91 〇 〇 100.0% 22 22 〇 〇 100.0%
1688 鹿児島県 南種子町 51 51 〇 〇 100.0% 6 6 〇 〇 100.0%
1689 鹿児岛県 屋久島町 132 132 〇 〇 100.0% 25 25 〇 〇 100.0%
1690 鹿児島県 大和村 27 27 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
1691 鹿児島県 宇検村 24 24 〇 〇 100.0% 2 2 〇 〇 100.0%
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◎ 1,741筒所中、90%以上:1,402S5所/ 80%以上90%未満:192箇所/ 70%以上80%未満:74箇所/ 60%以上70侏満:32箇所/ 50%以上60%未満:22箇所/ 

40%以上50%未満:7箇所/ 30%以上40%未満:4箇所/ 20%以上30%未満:2箇所/10%以上20%未満:〇箇所/10%未満:2箇所/該当なし:4箇所

血 都道府県名 市区町村名

障害福祉 

サー•ビス聲 

受給者数 

a

計凰作成 

擠み人数 

b

bのうち 

セルフブラン

bのうも 

代替プラン

連成率 

b/a (%)

障害児通所 

支援受給者数

C

計画作成 

済み人数 

d

dのうも 

セルフプラン

dのうち 

代费プラン

連成率 

d/o (%)

（合計） 878,308 787,655 133.001 8,480 89.7% 234,260 215,428 59,430 2,852 92.0%

1692 鹿児島県 瀬戸内町 91 89 〇 〇 97.8、 17 17 〇 〇 100.0\
1693 鹿児島県 龍郷町 85 84 〇 〇 98.8% 16 16 〇 〇 100.0%
1694 鹿児离県 喜界町 77 77 〇 〇 100.0% 20 20 〇 〇 100.0%
1695 鹿児島県 徳之島町 132 128 〇 〇 97.0% 20 20 〇 〇 100.0%
1696 鹿児島県 天城町 66 66 〇 〇 100.0% 13 13 〇 〇 100.0%
1697 鹿児島県 伊仙町 94 94 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
1698 鹿呢岛県 和泊町 62 62 〇 〇 100.0% 24 24 〇 〇 100.0S
1699 鹿児岛県 知名町 35 35 〇 〇 100.0% 11 11 〇 〇 100.0 人
1700 鹿児島県 与論町 55 55 〇 〇 100.0% 6 6 〇 〇 100.0%
1701 沖縄県 那覇市 2,963 2,696 62 〇 91.0% 808 758 25 〇 93.8%
1702 沖縄県 宜野湾市 808 731 7 〇 90.5% 296 286 〇 〇 96.6%
1703 沖縄県 石垣市 510 506 12 〇 99.2% 136 136 1 1 100.0%
1704 沖縄県 浦浪市 947 865 24 〇 91.3% 308 298 41 〇 96.8%
1705 沖縄県 名護市 556 494 10 〇 88.8% 156 143 3 〇 91.7%
1706 沖縄県 糸満市 627 627 〇 〇 100.0% 165 165 〇 〇 100.0 ヽ
1707 沖縄県 沖縄市 1,536 1,384 6 72 90.1% 460 441 16 〇 95.9%
1708 沖縄県 豊見城市 496 428 14 3 86.3% 154 149 〇 〇 96.8%
1709 沖縄県 うるま市 1,570 1,447 〇 〇 92.2% 388 371 〇 〇 95.6%
1710 沖縄県 宮古島市 690 671 9 〇 97.2% 83 83 〇 〇 100.OS
1711 沖縄県 南城市 370 354 〇 1 95.7% 89 87 〇 〇 97.8%
1712 沖縄県 国頭村 67 67 〇 〇 100.0% 5 5 〇 〇 100.0 ヽ
1713 沖縄県 大宜味村 55 55 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
1714 沖縄県 東村 40 39 〇 〇 97.5% 〇 〇 〇 〇
1715 沖縄県 今帰仁村 118 109 〇 〇 92.4% 19 16 〇 〇 84.2%
1716 沖縄県 本部町 172 169 2 〇 98.3ゝ 33 31 1 〇 93.9%
1717 沖縄県 恩納村 95 80 〇 〇 84.2% 29 28 〇 〇 96.6%
1718 沖縄県 宜野座村 34 17 〇 〇 50.0% 24 15 〇 〇 62.5%
1719 沖縄県 金武町 149 149 〇 〇 100.0% 50 49 〇 〇 98.0%
1720 沖縄県 伊江村 41 39 〇 〇 95.1、 1 1 〇 〇 100.0S
1721 沖縄県 読谷村 366 363 〇 〇 99.2% 99 98 1 〇 99.0%
1722 沖縄県 嘉手納町 147 139 〇 〇 94.6% 32 32 〇 〇 100.0%
1723 沖縄県 北谷町 286 283 〇 〇 99.0% 91 91 〇 〇 100.0%
1724 沖縄県 北中城村 140 140 〇 〇 100.0% 43 43 〇 〇 100.0%
1725 沖縄県 中城村 175 171 〇 〇 97.75 48 48 〇 〇 100.0%
1726 沖縄県 西原町 370 310 2 〇 83.8% 83 80 〇 〇 96.4%
1727 沖縄県 与那原町 160 160 〇 〇 100.0% 45 45 〇 〇 100.0S
1728 沖縄県 南風用町 332 332 〇 〇 100.0% 107 107 〇 〇 100.0%
1729 沖縄県 渡嘉敷村 5 3 〇 〇 60.0% 〇 〇 〇 〇
1730 沖縄県 座間味村 3 2 1 1 66.7% 1 1 1 〇 100.0%
1731 沖縄県 粟国村 9 9 〇 9 100.0% 〇 〇 〇 〇
1732 沖縄県 渡名喜村 3 1 〇 〇 33.3% 〇 〇 〇 〇
1733 沖縄県 南大東村 8 4 〇 4 50.0% 〇 〇 〇 〇
1734 沖縄県 北大東村 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
1735 沖縄県 伊平屋村 8 8 〇 〇 100.0% 4 4 〇 〇 100.0%
1736 沖縄県 伊暹名村 20 20 〇 〇 100.0% 1 1 〇 〇 100.0%
1737 沖縄県 久米島町 92 56 〇 〇 60.9% 1 1 〇 〇 100.0%
1738 沖縄県 ハ塑瀬町 322 286 1 〇 88.8% 57 54 〇 〇 94.7%
1739 沖縄県 多良間村 3 3 3 〇 100.0% 〇 〇 〇 〇
1740 沖縄県 竹富町 23 22 〇 〇 95.7% 2 2 0 〇 100.0%
1741 よ聽； 与那国町 16 13 〇 〇 81.3% 1 1 〇 〇 100.0%
〇^匕労働古社会•月艮護局障害保健福祉部陣害福利匕課碉べ
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11障害者の地域生活への移行等について

(1) グループホームの整備の促進について

障害者の地域生活への移行を促進するためには、地域における住まいの場で 

あるグループホームを確保することが重要である。

グループホームの利用者数については、平成27年10月時点で、介護サービ 

ス包括型では8.4万人、外部サービス利用型では1.6万人、計10.0万人とな 

っており、障害者自立支援法施行前の平成17年度の3. 4万人から着実に増加 

している。

第4期障害福祉計画(平成27〜29年)では、平成29年度末までに全国で 

12. 2万人がグループホームを利用することが見込まれており、引き続き、整 

備を進めていくことが求められている。

特に都市部における整備促進の観点から平成26年度より、都市部など土地 

の取得が困難な地域等において、各都道府県等の判断で地域の居住支援体制を 

柔軟に整備できるよう、一定の条件を満たすものとして都道府県知事等が認め 

た場合には、1つの新築の建物の中に合計定員20名までの範囲内で複数の共 

同生活住居の設置を認めることとしているので必要に応じ活用されたい。

また、第4期障害福祉計画では、これまでと同様、施設入所者数の削減を目 

標としていくこととしておりヽ都道府県等におかれては、引き続き、グループ 

ホームの整備を促進し、施設入所者の地域生活への移行に努められたい。

(2) グループホームの体験利用等について【関連資料1】

入所施設や精神科病院等に入所又は入院している障害者の地域生活への移 

行を円滑に進めるためには、それらの者が移行後に利用するサービス内容に納 

得感を持ちつつ、地域での生活に徐々に慣れていくプロセスが重要である。こ 

のため、入所又は入院中の段階から宿泊やサービス利用等を通じた地域生活の 

体験ができるよう、.平成21年4月の報酬改定において、グループホームの体 

験入居の仕組みを創設している。

①利用実績の推移等

グループホームの体験入居の利用状況は、下表のとおり増加傾向が認めら 

れるものの、地域生活への移行を更に進める観点から、より一層の積極的な 

活用が求められる。

また、このグループホー厶の体験入居については、入所又は入院している 

障害者が地域生活に移行する場合だけでなく、家族と同居して自宅で生活し 

ている障害者が利用することも可能であるので、今後とも都道府県等におか 

れては、本制度の周知などその利用の促進に努められたい。
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（参考）体験入居の利用者数実績の推移

平成24年10月 平成25年10月 平成26年10月 平成27年10月

包括型GH(I0 CH) 762人 905人 1,116 人 1,155 人

外部型GH（旧GH） 225人 285人 138人 12?人

合計 98?人 1,190 人 1,254 人 1,282 人

②地域移行支援の体験利用、体験宿泊の活用

平成24年4月から個別給付として実施している地域移行支援において、 

入所施設や精神科病院等に入所又は入院している障害者を対象に、日中活動 

サービスや一人暮らしに向けた宿泊等の地域生活の体験利用について報酬 

上評価しているところである。

また、平成27年度の報酬改定において、体験利用の提供開始日に関わら 

ず1回の給付決定につき15日以内で利用可能とする見直しを行ったので（従 

前では利用期間が体験利用の提供開始日から90日以内に限られていた）、都 

道府県等におかれては、地域移行支援を利用する障害者の意向等も勘案しっ 

つ、こうした体験利用の制度の積極的な活用を図り、地域生活への移行に取 

り組まれたい。

（参考）地域移行支援の体験利用、体験宿泊の利用者数実績の推移

平成25年10月 平成26年10月 平成27年10月

障害福祉サービスの体験利用 55人 40人 50人

体験宿泊 25人 31人 29人
体験宿泊（夜間支援を行う場合） 31人 33人 1?人

合計 111人 104人 96人

（3 ）グループホームの防火安全対策について

①消防法施行令等の改正【関連資料2】

グループホームの防火安全対策については、平成25年2月に発生した長 

崎県長崎市の認知症高齢者グループホーム及び新潟県新潟市のグループホ 

ームにおける火災を受け、平成25年度、総務省消防庁において「障害者施 

設等火災対策検討部会」が4回開催され、平成26年3月に報告書がとりま 

とめられた。

これを踏まえ、消防法施行令等が改正され、グループホーム等における消 

,防用設備の設置基準の見直しが行われた。見直しの概要は以下のア〜工のと 

おりであるが、見直し後の基準は、既存施設については平成30年4月から、 

新規施設については平成27年4月から適用されるため、都道府県等におか 

れては、これらの内容をご了知の上、管内の消防署等と連携を図りつつ、管 

内市町村、関係事業所等に対して必要な周知徹底をし、グループホーム等の 

防火安全体制の推進に万全を期されるようにご協力をお願いする。
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特にスプリンクラー設備については、今回の見直しにより小規模なグルー 

プホーム等においてもスプリンクラー設備の設置が必要となるケースが生 

じるが、設置場所や建物構造等によっては当該設備の設置が困難な場合も想 

定される。そのため、消防庁では、スプリンクラー設備に代えて、小規模な 

グループホーム等にも対応可能なパッケージ型自動消火設備を整備可能と 

するよう開発.検討を進め、今般、平成28年1月29日に小規模なグループ 

ホーム等に対応した新たなパッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関 

する技術上の基準等を規定した告示改正（「パッケージ型自動消火設備の設 

置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する件」（平成28年1月29 

日消防庁告示第2号））が公布、当日施行されたところである°都道府県等 

におかれては、今後こうした設備の活用について管内事業者等に周知された 

い。

また、スプリンクラー設備など消防用設備の設置義務のあるグループホー 

厶などの障害者施設等はもとより、構造等により設置義務のない場合であっ 

ても、利用者の安全確保の徹底を図る観点から、社会福祉施設等施設整備費 

補助金の補助対象としているので、積極的に活用すること等によりその設置 

促進に努め、設置義務の有無にかかわらず防火安全対策に万全を期すよう努 

められたい。なお、消防用設備の設置（上記パッケージ型自動消火設備を含 

む。）については社会福祉施設等施設整備費補助金の補助対象としているの 

で、積極的に活用されたい。加えて、消防用設備を賃貸物件に設置する場合 

についても、助成対象としていることを申し添える。

ア スプリンクラー設備の設置義務について

消防法施行令の一部を改正する政令（平成25年政令第368号。以下「改 

正令」という。）の施行により、消防法施行令別表第1（6）項口に掲げ 

る障害者グループホームなど障害者施設等（「参考］」参照。以下「（ 6 ） 

項口に該当する障害者施設等」,という。）については、従来の面積要件（延 

べ面積275 nf以上）が撤廃され、原則として、スプリンクラー設備の設置 

が義務付けられることになる（イのスプリンクラー設備の設置義務の免除 

要件に該当する場合を除く。）。

各自治体においては、利用者の安全確保の徹底を図る観点から、スプリ 

ンクラー設備の設置義務の免除要件を踏まえた上で、スプリンクラー設備 

の設置が新たに義務付けられる施設に対しては、改正令の施行時期にかか 

わらず、早期の設置促進に努められたい。

（参考1）消防法施行令別表第1（6）項口に掲げる施設

:・障害児入所施設

：•障害者支援施設（探1）

:•短期入所を行う施設（探1J
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•共同生活援助を行う施設（探1） -

避難が困難な障害者等を主として入所させる施設（探2）に限る。!
※坨 障害支援区分4以上の者が概ね8割を超える施設 1

イスプリンクラー設備の設置義務の免除について

（6）項口に該当する障害者施設等であっても、「火災発生時の延焼を 

抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの」又 

は「介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として 

入所させるもの以外のものであって、延べ面積275谥未満のもの」につい 

ては、スプリンクラー設備の設置義務が免除されることになる。

このうち「介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を 

主として入所させるもの」の内容については、総務省消防庁から通知され 

ている「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について（通知）」（平 

成26年3月28日消防予第118号消防庁予防課長通知。以下「第118号通知」 

という。）等において、障害支援区分が4以上の者であって一定の認定調 

査項目に該当する者の数が利用者の概ね8割を超えるものと示されてい 

るので、留意されたい〇 •

なお、サテライト型住居については、第118号通知にあるように、その 

入居形態は一般の共同住宅と変わらないことから、通常は、（5）項□（寄 

宿舎、下宿又は共同住宅）として取り扱われるものと考えられるが、具体 

的な個々の事例において疑義が生じた場合には、管内の消防署と協力、連 

携の上適切に対応されたい。

ウ 自動火災報知設備と火災通報装置の連動について

消防法施行規則の一部を改正する省令（平成25年総務省令第126号。以 

下「改正省令」という。）の施行により、（6）項口に該当する障害者施 

設等に設ける消防機関へ通報する火災報知設備については、自動火災報知 

設備の感知器の作動と連動して起動するようにすることが義務付けられ 

直ことになる。

障害者施設等の従業員は、自動火災報知設備や消防機関へ通報する火災 

報知設備の取扱いについて習熟していることや非火災報対策を行うこと 

が求められる（「参考2」参照）ため、各自治体においては、消防部局か 

らの障害者施設等に対する十分な技術的指導等が行われるよう、必要な協 

力をお願いしたい。

（参考2）第118号通知においては、施設側において次により非火災報対 

策を行うことが求められている。

j • 誤操作による出動を防止するため、従業員等に対して自動火災報］

! 知設備及び火災通報装置の取扱いについて習熟させておく必要が i
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［あること。 ; 

i •非火災報又は誤作動と判明したときは、直ちに消防機関にその旨| 

1を通報すること。 1 
I・自衛消防訓練を実施する場合は、連動停止スイッチ箱等を操作し、: 

I必ず非連動として、自動火災報知設備が作動したことを知らせるメ | 

i ッセージが送信できない状態にした後、実施すること。 ! 

i • 非火災報が発生した場合は、その原因を調査し、感知器の交換等i 
1 必要な非火災報防止対策を講じること。 i

工自動火災報知設備の設置義務について

改正令の施行により、消防法施行令別表第1（6）項ハに掲げる障害 

者グループホームなど障害者施設等（「参考3」参照）のうち、利用者 

を入居又は宿泊させるものについては、従来の面積基準（延べ面積3001if 

以上）が撤廃され、全ての施設に自動火災報知設備の設置が義務付けら 

れることになる。

各自治体においては、利用者の安全確保の徹底を図る観点から、現在 

未設置の施設に対して、改正令の施行時期にかかわらず、自動火災報知 

設備の早期の設置促進に努められたい。

（参考3）消防法施行令別表第］（6）項八に掲げる施設

;•身体障害者福祉センター ;
:•障害者支援施設（探） |

；•地域活動支援センター :

:・福祉ホーム !

:•生活介護を行う施設 !

；・短期入所を行う施設（球） :

:•自立訓練を行う施設 !

［•就労移行支援を行う施設 ［

:•就労継続支援を行う施設 !

:•共同生活援助を行う施設（探） :

! ※避難が困難な障害者等を主として入所させる施設［

1 を除く。 ;

②建築基準法施行令等の改正【関連資料3】

グループホームは、建築基準法上、寄宿舎の用途区分に該当する場合が多 

いが、国土交通省において、平成26年7月に建築基準法施行令が改正され、 

同年8月に必要な告示が公布及び施行されたことに伴レヽ、防火上主要な間仕 

切壁を準耐火構造とすること等が求められている一定の建築物（寄宿舎を含
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む)について、自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がない 

ものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁は準耐火構造とすること 

等を要しないこととされた。このように、一定の区画ごとにスプリンクラー 

を設置した場合や小規模で避難が極めて容易な構造の場合には、防火対策の 

規制の合理化が図られていることから、グループホームを整備するに当たっ 

て、必要に応じて建築部局とも連携を図りつつ整備を進められたい。

(4) グループホームのサテライト型住居の利用状況について【関連資料4】

共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、一人で暮らし 

たいというニーズにも応え、地域における多様な住まいの場を増やしていく 

観点から、グループホームの新たな支援形態としてサテライト型住居の仕組 

みを平成26年度に創設したところである。制度創設後1年が経過したこと 

から、その利用実態等を把握すべく本年度利用状況に関する調査を実施した 

ところであり、その調査結果は関連資料4のとおりである。

グループホームを利用している者のうち一人暮らし等を希望する者が安 

心してグループホームを退居し、新たな地域生活に移行できるよう、引き続 

き、サテライト型住居の活用について管内事業所等への助言•指導をお願い 

する。

(5) 宿泊型自立訓練の利用状況について【関連資料5】

宿泊型自立訓練は、知的障害者や精神障害者が宿泊型自立訓練事業所に入 

所し、生活能力の維持、向上等のために必要な訓練等を受けるものであり、 

精神障害者等の地域生活を支える制度として重要な役割を担っているとこ 

ろである。今年度、利用者が宿泊型自立訓練事業所に入所する前と退所した 

後の生活の場等の実態を把握するため調査を実施したところであり、その調 

査結果は関連資料5のとおりである。

宿泊型自立訓練を利用する精神障害者にとって、精神科病院から退院して 

すぐに単身生活等を送ることが困難な場合、まずは一定期間宿泊型自立訓練 

事業所に入所し、生活を送りながら必要な訓練を受け、訓練終了後には単身 

生活等の地域生活に移行するといった中間的な居住の場という側面がある。 

このため、例えば、入院の必要性がないにもかかわらず、宿泊型自立訓練事 

業所を退所後不要に精神科病院に戻るといったことがないよう、必要に応じ 

て家族や市町村、相談支援事業所などの関係機関を含めた会議を開催するな 

ど、利用終了後は適切に地域生活への移行につながるよう、管内事業所への 

助言•指導に努められたい。

(6 )障害者の住まいの場の確保のための福祉部局と住宅部局の連携について

障害者が入所施設等ではなく地域の中で生活を送れるよう、住まいの場を 

確保することが重要である。

このため、厚生労働省と国土交通省が協力し、両省における住まいの場の 
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確保策をまとめた「障害者の住まいの場の確保のための福祉部局と住宅部局 

の連携について」（平成21年11月12日厚生労働省社会•援護局障害保健福 

祉部障害福祉課長、国都交通省住宅局住宅総合整備課長連名通知）を発出し、 

福祉部局と住宅部局の連携による障害者の住まいの場の確保の取組をお願 

いしている。

”障害者の住まいの場の確保のためには、公営住宅のグループホームとして 

の活用や公的賃貸住宅、民間賃貸住宅への入居促進等が重要であるため、各 

種会議•研修等を通じて、当該通知の周知に努めるなど、引き続き、福祉部 

局と住宅部局の連携による取組の強化をお願いする。

また、高齢者、障害者、子育て世帯等のように、居住や福祉に関する支援 

ニーズの高い方々に対する居住支援の強化を図ることを目的として、①厚生 

労働省及び国土交通省における居住•福祉に関する施策や、②住宅確保要配 

慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号） 

第io条第1項に規定する各地の「居住支援協議会」で行っている先進的な 

取組に関する情報提供の場として、平成24年度から地方公共団体の実務者 

を対象とした連絡会議を国で開催しているところであり、平成28年度の開 

催は現時点では未定であるが、開催される場合には住宅部局の担当職員とと 

もに積極的な参加をお願いする。

（7）矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行支援策について

矯正施設等を退所した障害者については、福祉的支援が必要であるにもか 

かわらず必要とする福祉サービス等を受けていない者が少なくない状況が 

明らかになっている。

このため、矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行を支援するた 

め、平成21年度から地域生活定着支援センターと保護観察所が協働し、グ 

ループホームなど福祉施設等への受け入れ調整等を行っている。

また、平成24年6月に成立した障害者総合支援法では、地域移行支援の 

対象に新たに「その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を 

必要とする者であって厚生労働省令で定めるもの」が追加され、平成26年 

4月から、保護施設や矯正施設、更生保護施設に入所等している障害者を支 

援対象に加えた。また、面談、支援計画の作成、住居の確保など障害者支援 

施設やグループホーム等で矯正施設等を退所した障害者を受け入れ、地域で 

生活するために必要な相談援助や個別支援等を行った場合には、報酬上、加 

算（地域生活移行個別支援特別加算）として評価しているところである。

当該加算については下表のとおり算定対象者数の着実な増加が認められ 

るところであるが、算定実績の全くない自治体があるなど地域によってその 

取組状況に温度差が認められるところでありヽ都道府県等におかれては、矯 

正施設等に入所等している障害者が退所等に伴い円滑に地域生活に移行で 

きるよう支援するため、障害者の意向等を勘案しながらこうした支援の活用 

が図られるよう取り組まれたい。
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（参考）地域生活移行個別支援特別加算の対象者数実績の推移

平成25年10月 平成26年10月 平成27年10月

包括型GH 110人 256人 286人

外部型GH 134人 68人 80人

障害者支援施設 42人 46人 51人

宿泊型自立訓練 41人 33人 53人

合計 32?人 403人 470人

※障害者支援施設については、個人加算の算定利用者数を計上

なお、罪を犯した障害者が矯正施設等を退所した後に地域で生活できるよ 

うにするためには、多様な福祉サービス等を確保するとともに、地域や福祉 

施設等での理解を深めることが重要であり、障害福祉サービス事業所の従事 

者等に対して、罪を犯した障害者の特性や効果的な支援方法など専門性の強 

化を図るための研修の実施等に必要な費用について、平成2 5年度から地域 

生活支援事業のメニュー（「矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移 

行促進事業」）として支援を行っているところである。都道府県等におかれ 

ては、保護観察所や地域生活定着支援センターなど関係機関と緊密に連携の 

上、矯正施設等を退所する者の支援に取り組まれたい。

（参考）矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行促進事業の概要

!ア事業の目的 ! 

! 障害福祉サービス事業所の従事者等に対して、罪を犯した障害者等の! 

■- 特性や効果的な支援方法など専門性の強化を図るための研修等を実施1 

! することにより、矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行•定! 

! 着を推進することを目的とする。 [ 

!イ事業の内容 1 

:（ア）研修事業 :: 

! 障害福祉サービス事業所や相談支援事業所の従事者等に対して、罪! 

! を犯した障害者等の特性や効果的な支援方法など専門性の強化を図:: 

! るための研修を実施 1 

r I 

:（イ）普及啓発事業 ! 

! 地域住民をはじめとする関係機関等に対して罪を犯した障害者等! 

! に関するシンポジウムの開催やパンフレットの作成等により広報そ! 

! の他の啓発活動を実施 [ 
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:（ウ）受入促進事業 ! 

! 障害者支援施設、宿泊型自立訓練事業所又はグループホームが実施! 

! する矯正施設等を退所した障害者の受け入れ促進のために有効な取組! 

! への支援 ! 

! 【取組の例示】 ! 

; • 受け入れ前の求人その他の体制確保 [ 

! ・従事者研修の開催 等 : 

! ※ 事業の一部又は全部を団体等に委託することが可能 1

（8）地域相談支援の着実な実施等について【関連資料6】

①地域相談支援の提供体制の整備について

平成24年4月1日から創設された地域移行支援、地域定着支援について 

は、各自治体が定める第4期障害福祉計画において、平成29年度にそれぞ 

れ1か月平均で、地域移行支援は4, 368人、地域定着支援は6, 648人の利用 

が見込まれているところである。

しかしながら、現時点の利用実績については、直近の平成27年10月で、 

地域移行支援が475人、地域定着支援が2, 232人と低調となっており.、都道 

府県別にみてもその状況に差異がある。また、障害種別ごとにみると特に地 

域移行支援はその利用者の8割以上が精神障害者となっており、知的障害者 

及び身体障害者の利用は進んでいない状況である。

また、障害福祉計画に位置付けることとなる障害者の地域生活を支援する 

機能を持った地域生活支援拠点等の果たすべき機能として、常時の連絡体制 

の確保や緊急時支援を行う地域定着支援は重要なものと位置付けられる。

このため、特にこれらの利用が進んでいない自治体におかれては、障害者 

支援施設や精神科病院等からの地域移行及び地域移行後の地域生活への定 

着を着実に進めるため、障害者総合支援法に規定する協議会を積極的に活用 

し、地域相談支援の提供体制の確保に取り組むよう、よろしくお願いする。

なお、地域定着支援の給付決定に際して、地域移行支援を利用していない 

障害者や家族と同居している障害者を一律に給付対象外として運用してい 

る 自治体が見受けられる が、いずれのケース も地域定着支援の給付対象と な 

り得ること、また、地域定着支援は必ず1年間しか利用できないと認識して 

いる自治体もあるが、緊急時等の支援体制が必要と見込まれる場合には更新 

が可能（更なる更新も可能）であることから、各自治体においては、本人の 

意向や心身の状況、同居家族の状況等を十分に勘案の上、必要な方には支援 

が行き届くよう適切な運用に努められたい。

-134-



②精神障害者の退院支援体制の整備等について

平成25年6月に成立した精神保健福祉法の一部改正法により、医療保護 

入院者の地域生活への移行を促進する観点から、精神科病院の管理者に対す 

る相談支援事業者等の紹介努力義務規定が設けられ、平成26年4月から施 

行されているところである。

これを受け、相談支援事業者等（地域援助事業者）において、通常必要と 

なる職員に加えて退院支援に関する業務等を行うための職員の配置に必要 

な費用等について、地域生活支援事業費補助金のメニュー（「相談支援事業 

所等（地域援助事業者）における退院支援体制確保」）として支援を行って 

いるので、積極的に活用されたい。

（参考）相談支援事業所等（地域援助事業者）における退院支援体制確保の概要

|ア目的 |

! 精神保健及び精神障害福祉に関する法律第33条の5の規定に基づく ! 

! 地域援助事業者が退院支援体制の確保に要する費用の一部について補 ： 

! 助を行い、医療保護入院者の地域生活への移行を促進することを目的と! 

!する。 :

・イ事業内容 :

! 相談支援事業所等（地域援助事業者）における退院支援体制を確保す;

! るため、必置職員以外の職員を配置するために必要となる賃金や諸経費!

・ 等について助成する。 [
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施設入所者等の地域生活の体験に関する仕組み

施設入所者等の地域生活への移行を円滑に進めるためには、地域での生活に徐々に慣れていくことが重要であると考えられることから、入所・入院 

中の段階から宿泊等の地域生活の体験ができるようグループホーム等の体験入居や体験宿泊、障害福祉サービスの体験利用を促進。また、グループ 

ホームの体験入居については、家族と同居しながら自宅で生活する障害者も利用可能。

ノ

グループホーム 

の体験入居

共同生活住居への入居を希望している

者が体験的な入居を行う場合

>

・介護サービス包括型:699単位〜289単位
（障害支援区分別）

・外部サービス利用型:289単位

（佐験入居.体懸宿 
I洛中は入院•嫌泊 
〔時加算（Jゝ（320 
!〜247虽社）が算
［定可能

■

験

算 

曹

が 

は
加}

時
援
位

S
S
S
 

「体q

定

ノ 相談支援事業所

E
地域移行支援

:（体験利用）

障害福祉サービス事業者への委託に 

より障害福祉サービスの体験利用を実 
施した場合

（障害福祉サービス事業の体験利用加 
算）300単位
.15日が上限

（受託介護サービスを行った場合は、サー 
ビスに要する標準的な時間に応じて受託 
介護サービス費を算定［95単位〜］） 

•、、・連続30日以内かつ年50日以内

常時の連絡•支援体制を確保した上で、、

!人暮らしに向けた体験宿泊を実施す 

る場合
（体験宿泊加算）
•300単位
•700単位（夜間支援を行う場合）

15日が上限 ...

体験入居

地域生活へ移行

自宅

体験入居・体験宿泊•体験利用の利用実績の推移（国保連）

（単位:人）

H24.10 H25.10 H26.10 H27.10

体験入居

共同生活援助
（介摸サービス包括型）
※卅25以前は旧CH

762 905 1,116 1,155

外部サービス利用 
型共同生活援助 
※日25以前は旧GH

225 285 138 127

地域移行支援

障害福祉サービス 

の体験利用
53 55 40 50

体験宿泊 36 25 31 29
体験宿泊（夜間支 

援を行う場合）
15 31 33 17



グループホーム等における消防設備の設置義務

【（新設）平成27年4月〜（既設※り平成30年4月〜】

対象施設

スプリンクラー設備※3

改正前 平成27年4月〜

自動火災報知設備

改正前

消防機関へ通報する火災報知設備

平成27年4月〜 改正前 平成27年4月〜

【入所施設（障害児•重度障害者）、グループホー厶（重度）】 
※消防法施行令別表第1（6）項□関係

GO
7

① 障害児施設（入所）

② 障害者支援施設•短期入所•グル―プホーム（障害支援 
区分4以上の者が概ね8割を超えるものに限る。）

全ての施設
探2を除く。

全ての施設 全ての施設

★平成27年4月から基準を変更
消防機関へ通報する火災報知設備は、自動火災報知設 

備の感知器の作動と連動して起動するものとするよう基 
準を変更

2 7 5ni以上

【上記以外（通所施設等）】
※消防法施行令別表第1（6）項八関係

① 障害児施設（通所）

② 障害者支援施設•短期入所•グループホーム（障害支援 
区分4以上の者が概ね8割を超えるものを除く。）

③ 身体障害者福祉センター、地域活動支援センター、 
福祉ホーム、障害福祉サービス事業所（生活介護、 
、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）

6 0 0 Oni以上 
（平屋建てを除く）

3 〇 Orri以上

利用者を入居さ 
せ、若しくは宿 
泊させるもの、 
又は、延べ面積 
が'300rri以上の 
もの

5 〇 Oni以上

既存のグループホーム（新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中のものを含む）については、平成30年3月末までの猶予期間あり。

探2障害支援区分の認定調査項目のうち、障害支援区分4以上で「移乗」「移動」「危険の認識」「説明の理解」「多動•行動停止」「不安定な行動」の6項目のいずれの項目も「全面的な支援が必要」「理解できない」 

「判断できない」等に該当しない者の数と障害支援区分3以下の者の数との合計が利用者の2割以上であって、延べ面積力＜275m未満のもの

探3防火区画を設けること等による構造上の免除要件あり（別紙） ，
e



スプリンクラー設備の設置基準の見直し
スプリンクラー設備の設置を要しない構造

改正消防法施行規則第12条の2

1000パ以上 [OOOrrf未満

防火区画

区画は

200m

居室を耐火構造 

:の壁•床で区画

居室を準耐火構造 

の壁•床で区画

区画は1〇〇パ以下、 

かつ、4以上の居室 

を含まない

延べ面積275m未満 
の施設で、

入居者が利用する居 

室が避難階のみの施 

設については、内装 

制限に代えて、第2項 

第2号の例によること 
ができる。

T ~~7 / ~~

内装制限

L^Kよ項:第［号酸

、葩 延べ面積100ポ未満

令12条第1号に掲げる 

防火対象物である—ノ

WYes
単一用途

No
M<Yes No

入所者が利用する居室が避難階

Yes Yes

居室を壁、天井、床で区画

煙感知器

入所者が利用する居室に屋内 

一外から開放可能な開口部―
'入所者が利用する居室の 

2方冋避難

内装制限を要しな 
いための検証

一第2項弟2号

ヽ 共同住宅の一部フ
共同住宅の一部を施設としたもの 

（他の用途【ま存しないもの）

施設部分の延べ面積の合計が

_________ 275m未満________

防火区画
施設部分の各住戸を 

準耐火構造の壁•床で区画

施設部分の各住戸が

100m未満

厂

居室及び通路に煙感知器

避難経路

他の居室可通路に面する扉 

通過しない

ヽ

内装制限g
（居室を区画 

することを要 
しない）

は自閉不燃等

------------- 叨

*Yes

いずれにも該当しないものはスプリンクラー設備を設置



障害者グループホームの消防設備に対する助成制度

グループホームのスプ丿ンクラー設備など消防用設備の設置費用に対しては、利用者の安全確保の徹底を図る観点から、建物の所有形態 

（自己所有、賃貸）や消防用設備の設置義務の有無にかかわらず、助成対象としている。

※創設の場合は、特段の加算を設けていない。（基本単価の中で対応）

社会福祉施設等施設整備費補助金平成27年度予算26億円

・対象要件 【1施設当たり】30万円以上〜1,000万円以内が対象

対象法人 社会福祉法人、医療法人、公益法人、NP〇法人 等

基準単価

（事業費ベース）

スプリンクラー

自動火災報知設備 

消防機関への通報装置

【1ポ当たり】

1,000 m未満 !8,600円以内
1,000m以上35,200円以内

負担割合

国 1/2

都道府県・指定都市•中核市 1/4 
事業者 1/4



スプリンクラー設備等の自動消火設備については、面積に応じて設置できるものが規定

丄4
〇
—

275m

Zスラリンクラー

-------- ; 設備 
パッケージ型\------
自動消火設備ノ /

大規模施設

Om 1000 rrf+& 10000 m
延べ面積 （基準面積）

f総務省消防庁
Fire and Disaster UAZ^aaaM Agency

醞»
»

逵 2
®



ヽ

薬剤ボンベは 

屋上等に設置

丄
4

従来のパッケージ型自動消火設備

（10,000 m以下対応）

特定施設水道連結型スプリンクラー設備 

（1,000 m未満対応）

小規模施設用のパッケージ型 

自動消火設備（275m未満対応）

超6総務省消防庁
Fire and OisaxUr IhfMMAcnt Agency



寄宿舎等における間仕切壁の防火対策の規制の合理化 磴国土交通省

〇背景 ※「グループホーム」や「貸しルーム」は、建築基準法令上「寄宿舎」に該当。

・平成25年2月の長崎市における認知症高齢者グループホーム火災（死者5名）を契機とし、「認知症高齢者グループホーム等 

火災対策検討部会」が消防庁に設置され、国土交通省も参加。

・そこでの議論を踏まえ、消防庁において消防法令を見直し、認知症高齢者グループホーム等の高齢者施設について原則全て 

にスプリンクラーの設置を義務付け（平成25年12月27日公布、平成27年4月1日施行）。その議論の中で「スプリンクラー設備 

を設けた場合には、建築基準法の防火規制を合理化すべきではないか」と指摘されたところ。

・これを受け、スプリンクラー設備を設けた場合や小規模で避難が極めて容易な構造とする場合について、防火対策の規制の合 

理化を実施。

※グループホームや貸しルームについては、住宅からの転用を容易にするため、従来より防火規制の緩和の要望があったところ。

1〇現行と合理化の内容
ミ建築物の利用者の避難上の安全性が十分に確保される場合（スプリンクラー設備を設けた場合や小規模で避難が極めて 

1容易な構造とする場合）に、寄宿舎等における間仕切壁の防火対策の規制を適用除外とする。

規定
規制の内容 対象用途:寄宿舎、診療所など

現行 見直し後

防火上主要な間仕切壁 

（令第112条第2項、 

令第114条第2項）

居室と廊下の間や 

一定規模毎の居室 

間の壁等を防火性 

能の高いもの（準 

耐火構造）とし、 

小屋裏又は天井裏 

に達せしめること

以下のいずれかの場合は、間仕切壁の防火対策を適用除外とする。

A :床面積200ポ以下の階又は床面積200rr!以内毎に準耐火構造の壁等で区画した部 

L スプリンクラー設備を設けた場合
B :小規模※1で、各居量に煙息知壬の住宅用防災報知設備若しくは自動火災報知設 

又は連動型住宅用防災警報器が設けられ、①又は②のいずれかに適合する場合

① 各居室から直接屋外、避難上有効なバルコニー又は100rrf以内毎の他の区画

（屋外及び避難上有効なバルコニーは、幅員50cm以上の通路その他の空地に面する 

ものに限る。以下「屋外等」という。）に避難ができるものであること

② 各居室の出口から屋外等に、歩行距離8m （各居室と通路の内装不燃化の場合は16m） 
以内で避難でき、かつ、各居室と避難経路とが間仕切壁及び常時閉鎖式の戸（ふす 

ま、障子等を除く。）等で区画されているものであること
居室の床面積の合計が100ポ以下の階又は居室の床面積の合計100M以内毎に準耐火構造の壁等で区画した部分

分

備

A:6月27日公布、7月1日施行B:8月22日公布、施行



「避難が容易な構造」のイメージ 〇国土交通省

一戸建ての住宅を寄宿舎に転用する場合を想定した例 マンションの1住戸を寄宿舎に転用する場合を想定した例
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居室から直接屋外等に避難、又は居室の出口から歩行距離8m※以内に屋外等に避難 

※各居室及び通路の内装を不燃化した場合は16m

2階



サテライト型住居の利用者数等

「サテライト型住居」とは、グループホームの新たな支援形態として、本体住居と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは 

別の場所、つまり単身生活のできる民間アパート等の一室を利用し、グループホームの世話人が巡回支援することによって生 

活を支えるもの。（平成26年度創設）

総数 身体 知的 精神 障害児 難病等 事業所数

サテライト 302 9 191 102 〇 L 〇 213
割合 100.0% 3.0% 63.2% 33.8% 0.0% 0.0% —

GH全体 96,012 6,764 64,725 24,483 18 22 6,637
割合 100.0% 7.0% 67.4% 25.5% 0.0% 0.0%

I

4

I 総数 区分なし 区分1 区分2 厘分3 区分4 区分5 区分6
サテライト 302 81 45 98 51 22 4 1

------------------------------------------- ---

割合 100.0% 26.8% 14.9% 32.5% 16.9% 7.3% 1.3% 0.3%

GH全体 96,012 20,241 3,964 20,949 22,003 14,708 8,318 5,829
割合 100.0% 21.1% 4.1% 21,8% 22.9% 15.3% 8.7% 6.1%

出典:「サテライト」は障害福祉課調べ（平成27年4月1日現在）、「GH全体」は平成27年3月国保連データ

総数 18歳未満 18歳以上
20歳未満

20歳以上
30歳未満

30歳以上
40歳未満

40歳以上
50歳未満

50歳以上
60歳未満

60歳以上 65歳以上

サテライト 302 〇 11 65 83 69 51 16 7
割合 100.0% 0.0% 3.6% 21.5% 27.5% 22.8% 16.9% 5.3% 2.3%

GH全体 96,012 122 1,512 13,214 №,038 23,164 19,497 9,820 10,645
割合 100.0% 0.1% 1.6% 13.8% 18.8% 24.1% 20.3% 10.2% 11.1%
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宿泊型自立訓練の利用状況について

宿泊型自立訓練の利用実態を把握するため、平成27年7月1日現在の事業所情報と平成27年1月から6月までに退所した者の利用者の状況を調査。

〇法人格別・対象とする主たる障害種別事業所瑟 （事業所） 〇事業所の法人格別定員、利用者数 （人） 〇主たる障害種別退所者数 （人）

総数 精神障害 知的障害 定めなし 総数］再掲） 定員 利用者 退所者 総数 精神障害 知的障害

社会福祉法人 115 45 48 22 115 社会福祉法人 2,260 1.683 617 社会福祉法人 617 214 403
割合 100.0% 39J% 417% 19J% 45.3% 医療法人 2.211 1.569 577 割合 100.0% 34.7% 65.3%

F医療法人 H3 9? 〇 19 113 その他 542 403 122 医療法人 577 563 14
图合 100.0% 83.2% 0.0% 16.8% 44.5% 合計 5,013 3.655 1.316 割合 100.0% 97.6% 2.4%
その他 26 17 3 6 26 ※退所者数はH27"〜6.30までに退所した者数, 以下同じ その他 122 113 9

100.0% 65.4% 11.5% 23.1% 10.2% 割合 100.〇% 92.6% 7.4%
合計 254 156 51 47 254 合計 1.316 890 426
割合 100.0% 61.4% 20.1% 18.5% 100.0% 羞!］合 100.0% 67.6% 32.4%

(A)〇入所前及び退所後の生活の場別退所者数

総数

民間賞貸住宅 

や 

公営住宅等でー 

入碁らし

家族同居
障害者
グルーブホーム

障害者・支援擁設 韬神科病院 介蚕保険施設

3
訓綾事業所 

以外の宿泊型 

自立訓綾事拿

その他

社会擡祉法人 617 32 230 37 56 147 1 3 111

入所前の 

生活の場

割合 100.0% 5.2% 37〔3卡 6.0% 9.1% 23.8% 0.2% 0.5% 18,0%
医療法人 577 17 58 18 27 389 〇 〇 68
割合 100.0% 2.9% 10J% 3.1% 4.7% 67.4% 0.0% 0.0% 11.8%
その他 122 飞 27 ( 〇 76 〇 4 6
匪 100.0% 6.6% 22.1% 0.8% 0.0S 62.3% 0.0% 3.3% 4.9%
合計 1.316 57 315 56 83 612 1 7 185
割合 100.0% 4.3% 23.9% 43% 6.3% 46.5% 0.1% 05% 14.1%

退所後の 

生活の場

社会這扯法人 617 108 122 321 8 31 8 1 18
割合 100.0% 17.5% 19.8% 52.0% 1.3% 5.0% 1.3% 0.2% 2.9%
医療法人 577 128 62 186 10 137 13 2 十39
割合 100.0% 22.2% 10.7% 32.2% L7C： 23阳 2.3% 0.3% 6,8%
その他 122 38 16 28 4 29 2 0 .5
割合 100.0% 31.1% 13.1% 23.0% 3.3% 23.8$ 1.6% 0,0% 4.1%
合計 1.316 274 200 535 22 197 23 3 62
割合 100.0% 20.8% 15.2% 40.7% 1.7% 15.0% 17% 0,2% 4.7%

（人）

標準利用期間 入所から退所までの利用期間

総数 2年以下 2年超〜

3年以下 3年超 総数 2年以下 2年超〜

3年以下 3年超

社会福祉法人 617 482 135 〇 617 378 192 47
割合 100.0% 78.1% 21.9% 0.0% 100.0% 61.3% 31.1% 7.6%
;医療法人 577 392 185 〇 577 334 233 10
1割合 100.0% 67.9% 32.1% 〇.〇% 100.0% 57.9% 40.4% 1.7%
;その他 122 92 29 1 122 95 26 1
割合 100.0% 75.4% 23.8% 0.8% 100.0% 77.9% 21.3% 0.8%
合計 L3f6 966 349 •1 1.316 807 451 58
割合 100.0% 73.4% 26.5% 6.1% 100.0% 61.3% 34.3% 4.4%

〇これまで当該事業所を利用した回数別退冃〔人〉

総数 1回 2回 3回以上
社会福祉法人 617 597 19 1

［割合 100.0% 96.8% 3J% 〇、2%
医療法人 577 533 31 13
割合 100.0°¢ 924% 5.4% 2.3%
その他 122 121 1 〇

国!合 100.0% 99.2% 0.8% 0.0%
合計 1.316 1.251 51 14
割合 100.0% 95.1% 3.9% 1.1%

S
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地域相談支援（地域移行支援-地域定着支援）の利用者数実績等
ヽ

・第4期障害福祉計画における見込量

地域移行支援

ノ

地域定着支援

・障害別利用者数の推移（H244-H2710）

地域移行支援 ! 地域定着支援

利用者数

（人）

■岫身体障害者

—知的障害者

测"精神障害者

・都道府県別利用者数（H2710）
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障害者の地域移行・地域生活を支える体制整備の着実な推進

............. 他職種チ-ムによる訪問支援

《精神科診療所》0・・・・

<

地域生活への移行

精神科救急 
、医療体制

ハロ a 1 

a 〇 □ h 
ゝー鹽・L

A

处g"ヽ

..................................

J'CDO 
〇5〇! □□〇

し入所者、入院患者が相談支援事

業所にアクセスしやすくなるよ
うな取組（障害者向けノ£ンフ

レットの作成等）

J

《グルJ・プホーム》

・地域の支援体制に関する 

提言
・必要に応じ、関係機関 

との調整
ハローワーク

1人暮らしに近い形熊 
のサテライト型住居 

の創設

厶

• 24時間精神医療 
相談窓口
•休日•夜間救急

益1鬻勞

《入所施設、精神科病院》〈障害者〉

レスパイト等

（障害者〉

1 « I
《自宅等》

斗 
划:
11

（・入所者、入艇湘談支援事 

業所にアクセスしやすくなるよ 
うな取組（障害者向けノ£ンフ

:レットの作威等）
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相談支援事業所や保健所な 
ど障害者の地域移行に関連す
る機関、関係者等で構成され 
る専門部会（地域移行支援部 
会等）を設置し、地域の課題 
を踏まえた支援体制の整備等 
を協議

〈宿泊型自立訓練〉
空床利用型の 

短期入所を認 

めるなど規制 

緩和（H23）

刪刪 《保健所》 連携

相談支援事業所

計画相談支援 行支援! 地域定着支援

託

《サテライト》

保健・医療 

機関
障害者の抱える課 

題や適切なサービス 
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きめ細かく支援。

地域生活の準備や 
福祉サービスの見 
学•体験のための外 
出への同行支援や住 
まい探しなどを支援。

地域生活に移行し 
た者や地域生活が不 
安定な者などを対象 
に夜間等も含む緊急 
時の連絡•相談等の 
サポートを行う。

障害福祉サービ 
ス事業所
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基幹相談支援 

センター

市町村保健福祉 

担当部局

不動産関係業者



12障害者虐待の未然防止・早期発見等について

(1)障害者虐待の未然防止・早期発見について

①障害者虐待事例への対応状況等

平成27年12月22日に公表した、「平成26年度 都道府県・市区町村 

における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)」では、昨年度と比 

較して相談•通報件数は全体的に減少している。一方、当該施設の従事者 

や設置者・管理者による相談・通報件数は昨年度比で24%増加しており、 

これはサービス事業者等において障害者虐待防止法への理解が深まり、通 

報義務が徹底されつつあるものと考えられる。

また、虐待判断件数は、養護者による虐待は1,666件と昨年度より98 

件減少し、障害者福祉施設従事者等によるものは311件で昨年度より48 

件増加している。これは各自治体の事実確認調査が行われた結果によるも 

のであるが、特に施設従事者の通報義務が徹底されつつあり、各自治体に 

おかれては、事実認定調査の強化に取り組まれたい。加えて、障害福祉サ 

ービス事業者等に対する障害者虐待防止に向けた普及•啓発に努められた 

い。【関連資料1】

なお、来年度の上記調査にあたっては、高齢者虐待に関する調査内容等 

を勘案し、個別事案毎に調査項目を入力する様式の導入や、個別の事案の 

深刻度に関する調査項目の新設などを検討しておりヽ詳細については追っ 

てお知らせすることとしているので、予めご承知おき願いたい。

② 通報義務及び通報者に対する不利益取扱いの禁止の徹底について

本年度、虐待通報した職員に対して損害賠償請求が行われる事案が発生 

している。仮に、適切に通報した者に対して通報したことを理由に損害賠 

償請求を行うとすれば、通報義務や通報者の保護を定めた障害者虐待防止 

法の趣旨に沿わないものである。

都道府県においては、施設管理者等に対して通報義務及び通報者に対す 

る不利益取扱いの禁止の徹底を図るため、適切に虐待通報を行おうとする、 

又は行った職員等への不利益な取扱いがなされないよう、障害者虐待防止 

法の趣旨について様々な機会を活用して周知を図るとともに、施設•事業 

所管理者等の研修受講状況について把握し、未だ研修を受講していない管 

理者等に対しては、研修受講の徹底を図られたい。

③障害者虐待防止マニュアルの見直しについて

厚生労働省では、今年度中に「市町村•都道府県における障害者虐待の 

防止と対応」及び「障害者福祉施設•事業所における障害者虐待の防止と 

対応の手引き」の改正を検討しているが、現在予定している主な改正事項 

は以下のとおりである。詳細については追ってお知らせすることとしてい 

るが、今回の改正事項を留意の上、引き続き障害者の虐待防止に努められ 

たい。
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' I
:「市町村•都道府県における障害者虐待の防止と対応」の主な改正事項（案）I

• !
! 〇 学校、保育所等、医療機関における間接的虐待防止措置の責務規定の;

: 周知徹底を追記。 |

• !
! 〇 市町村障害者虐待防止センターが行う広報•啓発において、障害者や: 

: 家族等に対する障害者虐待防止法の理解のための研修を実施することI
! や、そうした研修等において知的障害者等にわかりやすいパンフレット: 

: （平成2 7年度障害者総合福祉推進事業にて開発）を活用すること、女:

: 性の障害者に対する性的虐待の防止に向けた必要な情報を研修内容にI
! 取り入れることなどを追記。 ;

' I
1 I
:〇 緊急性が高いと判断できる状況に、「性的虐待等、繰り返しの被害がI 
I 予測される」場合を追記。また、緊急性のある虐待を受けたとされる障: 

: 害者の安全確認を現場にて目視で行うことや、複数人で対応することな;

! どを追記。 |
1 I
1 I
:〇 可能な限り同性介助ができる体制を整えることを周知徹底し、特に性; 

! 的虐待の被害に遭いやすい女性障害者に対する配慮を行うことを追記。|
1 I
1 I
:〇 通報した職員に対して施設側が損害賠償請求を行う事案が起きてい; 

; ることに鑑み、適切に通報した職員に対して、通報したことを理由に損I
| 害賠償請求を行うことは、通報義務を定めた障害者虐待防止法の趣旨に;

! 沿わないことを追記。 :

! 〇 調査の際の留意事項に、虚偽答弁の禁止に関する説明や、元職員から; 

; の聞き取り調査の検討に関することを追記。 5

! 〇 座位保持装置等に付属するベルトやテーブルの使用について、一律に;

! 身体拘束と判断することは適当ではない旨を追記。（ただし、身体拘束:

; に該当する場合もあるため、一律に身体拘束ではないと判断することもI
| 適当でない旨を併せて追記。） :

ゝ I
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1 I
:「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」の主な改; 
! 正事項（案） :

I I 
1 I 
;〇 職員のメンタルヘルスのための研修に、怒りの感情への対処法（アンI

I ガーコントロール）の研修を追記。 I 
« I 
I I 
! 〇 利用者や家族等を対象にした研修を追記。 | 
1 I 
| I 
! 〇 女性障害者が性的虐待に遭いやすい実態を踏まえ、可能な限り女性障: 

: 害者に対する同性介助が行える体制を整えることを周知徹底する旨を: 
!追記。 ! 

« I
• I
1〇 通報した職員に対して施設側が損害賠償請求を行う事案が起きていI 
I ることに鑑み、適切に通報した職員に対して、通報したことを理由に損; 

! 害賠償請求を行うことは、通報義務を定めた障害者虐待防止法の趣旨に; 

[ 沿わない旨を追記。 ­ :

! 〇 市町村•都道府県による事実確認への協力に、虚偽答弁の禁止の規定; 

; を追記。 |

1 I 
:〇 座位保持装置等に付属するベルトやテーブルの使用について、一律に: 

: 身体拘束と判断することは適当ではない旨を追記。（ただし、身体拘束.I 
! に該当する場合もあるため、一律に身体拘束ではないと判断することも: 

; 適当でない旨を併せて追記。） !

（2）障害者の意思決定支援•成年後見制度の利用促進について

障害者の意思決定支援は障害福祉サービスの提供において当然考慮され 

るものであり、また成年後見制度は障害福祉サービスの利用の観点から有用 

であり、いずれも重要な取組である。先般とりまとめられた社会保障審議会 

障害者部会報告書（平成27年12月14日）では、「障害福祉サービスの提供 

に関わる主体等が、障害者の意思決定の重要性を認識した上で、必要な対応 

が実施できるようにするとともに、成年後見制度の適切な利用を促進するた 

め、主に以下の取組を進めるべきである」旨の指摘がなされたところである。

① 意思決定支援のガイドラインを作成し、このようなガイドラインを活

用した研修を実施するとともに、相談支援専門員やサービス管理責任者 

等の研修のカリキュラムにも位置づけるべきである。 ・

② 「親亡き後」への備えも含め、障害者の親族等を対象とし、成年後見
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制度利用の理解促進（例えば、支援者に伝達するために作成する本人の 

成長•生活に関わる情報等の記録の活用）や、適切な後見類型の選択に 

つなげることを目的とした研修を実施すべきである。

こうした指摘を踏まえ、上記①については、平成28年度中に意思決定支 

援に関するガイドラインを作成し、地方自治体を通じて周知を図るとともに、 

平成30年度を目途に相談支援専門員やサービス管理責任者の研修カリキュ 

ラムの改正を行い、意思決定支援に関する事項を盛り込むこととしている。

また、上記②については、地域生活支援事業実施要綱を一部改正し、平成 

28年度から現行の「成年後見制度普及啓発事業」において、「親亡き後」等 

への備えも含め、成年後見制度利用の理解促進のために、障害者の親族等が 

支援者に伝達するために作成する本人の成長•生活に関わる情報等の記録の 

活用を含めた研修等についても補助対象とすることとしており、本事業の活 

用についても検討されたい。

各都道府県においては、上記報告書の趣旨を十分理解いただくとともに、 

管内市町村や事業者等に対し、意思決定支援や成年後見制度の利用促進にっ 

いて周知徹底を図るようお願いする。
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平成26年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）

〇平成24年20月1日に障害者虐待防止法施行（養護者、施設等職員、使用者による虐待）

シ平成26年4月:L日〜平成27年3月31日までの1年間における養護者、施設職員等による 
虐待の状況について、都道府県経由で調査を実施。

5
2

【調査結果（全体像）】

・虐待判断件数については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までに市区町村が虐待と判断した事例を集計 
したもの。

・カッコ内については、前回調査（平成25年4月:L日から平成26年3月31日）のもの。

•都道府県労働局の対応については、平成27年8月27日大臣官房地方課企画室のデータを引用。

養護者による 

障害者虐待

障害者福祉施設従事者等 

による障害者虐待

使.用者による障害者虐待

（参考）都道府県労働局の対応

市区町村等への 

相談・通報件数

4,458件
（4,635件）

匕746件
（1,860件）

664件
（628件） 虐待が 

認められた 

事業所数

299事業所
（253事業所）

市区町村等による 

虐待判断件数

1,666件 

（1,764件）

321件
（263件）

/

被虐待者数
1,695 人 

（1,81!人）

525人
（455人）

/

被虐待者数
483人

（393人）

a

w

l

-



平成26年度障害者虐待対応状況調査く養護者による障害者虐待〉

相談 

通報

II

・平成25年度に通報・届出があった事案115件を含む

虐待事例に対する措置

98件
市区町村に 
連絡した事 
例65件

主な通報 
届出者内訳

・相談支援専門員・ 

障害者福祉施設従事 

者等 （29.8%）
・本人による届出

（21.4%）
・警察 （18.4%）
•当該市区町村

行政職員 （7.9%）
・家族・親族（6.0%）

明らかに虐待でな
いと判断した事例-I

で件 丿

4,360件

畫咖1档し'.“ hr““咋・: ーナ

虐待者（1,856人）

•性別
男性（63.9%）、女性（35.9%）

•年齢
60歳以上（35.6%）ヽ 5〇〜59歳（23.0%）
4〇〜49 歳（20.5%）
•続柄
父（21.3%）、母（20.2%）
兄弟姉妹（18.6%）

事実確認調査

事実確認調査を行った 
事例 3,865件

うち、法第11条に基づく、

立入調査72件

事実確認調査を行って
いない事例 708件

「"•明らかに虐待ではなJ
く調査不要 594件
・都道府県判断の33件を含む

・調査を予定ゝ又は検 
\〇し1討中 わ4件ノ丿

虐待の事実 

が認められ 

た事例

1,666件

（死亡事例:
3人）

被虐待者数
1,695 人

虐待者数
1,856 人

虐待行為の類型（複数回答）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄、放置 経済的虐待

64.9% 4.9% 33.0% 1&4% 22.5%

虐待者との分離については、複数の被虐待者について異なる対応（分離と非分離）を行った事例が含まれるため、

虐待事例に対する措置の合計件数は、虐待が認められた事例1,666件と一致しない。

（I虐待者と分離した事例699件※1~］ミヽ 

障害ネ畐祉サービスの利用 39.2%
贵直入所 !0.6%
①、②”外の一時保き夏 18.9%
医聽関への一時入瞬 !4.6%
その他 !6.7%

〜⑥のうち、面会制限を行った事例

虐待者と分離しなかった事例740件※1I
① 助言•指導 53.2%
② 見守りのみ 27.9%
③ サービス華利用計画見直し14.6% |
丨現在対応中・その他232件］

介護保険サービスを利用、虐待者•被ノ 
虐存者の転居、入曉中壽

成年後見制度の審判請求121件J

うち、市町村長申立59件

J ノ

•性別 男性（34.1%）,女性（65.9%） 
•年齢

4〇〜49歳（22.2%）, 20〜29歳（20.4%） 
5〇〜59 屈（19.1%）

・障害種別（重複障害あり）

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 その他

23.8% 51.2% 36.4% 1.3% 2.2%

・障害支援区分のある者（51.6%）
・行動障害がある者（31.1%）
・虐待者と同居（82.0%）
・世帯構成
両親と兄弟姉妹（11.4%）、両親（10.7%）、
配偶者（10.5%）、配偶者•子（9.7%）、単身（9.5%）



5
4

平成26年度障害者虐待対応状況調査V障害者福祉施設従事者等による障害者虐待〉

相談
1,478件 市区町村！

168件（連絡）

斗M
・平成を年度に通報•届出があった事案53件を含む

都道府県
障害者総合支援法等 

による権限行使等※4

f主な通報］
I届出者内訳J

・本人による届出

（23.7%）
・家族•親族

（14.8%）
・当該施設•事業 

所職員（13.6%）
・相談支援専門員• 

障害者福祉施設従 

事者等 （11.6%）
・設置者•管理者 

Q （8.6%）

0事実確認調査（1,706理

倖実確認調査を行った事例1,232件楼

うち、虐待の事実が認められた事例

318件

うち、さらに都道府県による事実確認

調査が必要とされた事例 40件

事実確認調査を行わなかった事例474件

268件 _

67件

うち、都道府県へ事実確認調査を

依頼した事例 29件

・平成25年度に通報・届出があった事案3件を含む

274件

/事実確認調査を行った
►事例（131件）

市区町村との合同調査に 
より虐待の事実が認めら 
れた事例 19件

都道府県調査により 
虐待の事実が認められ 
た事例 18件

市区町村による指導等

虐待者（358人）

•性別
男性（76.3%）、女性（23.7%）

・年齢
4〇〜49歳（19.8%）ヽ 5〇〜59歳（18.2%） 
60歳以上（18.2%）

・職種
生活支援員（45.8%） 
その他従事者（12.8%） 
管理者（10.1%）
サービス管理責任者（7.5%）

虐待行為の類型（複数回答）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄、放置 経済的虐待

57.9% 13.5% 42.4% 2.6% 8.4%

複数の市町村にまたがる事案があるため、事実確認の状況の合計は1,699件 

とは一致しない。
探2不特定多数の利用者に対する虐待のため被虐待障害者が特定できなかった 

等の6件を除く305件が対象。
※彳施設全体による虐待のため虐待者が特定できなかった13件を除く298件が対象。 

探4平成26年度末までに行われた権限行使等。 

虐待の事実 

が認められ 

卜た事例

被虐待者

525人※2 
虐待者

358人※3

・施設等に対する指導187件
・改善計画提出依頼 127件
・従事者への注意・指導67件

障害者総合支援法等 
による権限の行使等

・報告徴収・出頭要請・質問• 
立入検査 188件

・改善圍告 33件
-改善命令 6件
・指定の全部・一部停止8件
・都道府県•政令市・中核市等

による指導 163件ソ

ー ノ

障害者虐待が認められた事業所種別

障害者支援施設 76 24.4%

居宅介護 12 3.9%

重度訪問介護 1 0.3%

療養介護 7 2.2%

生活介護 40 12.9%

短期入所 13 4.2%

自立訓練 3 1.0%

就労移行支援 4 1.3%

就労継続支援A型 22 7.1%

就労継続支援B型 45 14.5%

共同生活援助 45 14.5%
一般相談支援事案及む特定相談支援事彙 1 0.3%

移動支援事業 3 1.0%

地域活動支援センターを経営する事業 6 1.9%

福祉ホームを経営する事業 1 0.3%

児童発達支援 2 0.6%

放課後等デイサービス 30 9.6%

合計 311 100.0%

・性別 男性（61.3%）、女性（38.7%） 
・年齢

2〇〜29歳（22.1%）、3〇〜39歳（19.4%） 
4〇〜49歳（20.0%）

・障害種別（重複障害あり）

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 その他

21.9% 75.6% 13.5% 2.3% 0.0%

・障害支援区分のある者（67.4%）
・行動障害がある者（25.7%）



13発達障害者支援施策の推進について

発達障害については、早期に発見し、早期に適切な児童発達支援、教育その他の支 

援を行うことにより、個々の能力の向上や社会的適応を高めることが重要であるCま 

た、インクルージョンの観点から一般施策の中で他の児童とともに対応することが求 

められている。

このため、発達障害児者の支援にあたっては、各分野の一般施策を含めた幅広い対 

応が必要でありヽ障害福祉施策での対応に加え、医療、保健、福祉（児童福祉等）、 

教育、労働、司法、警察など様々な分野の施策の活用や関係機関との連携を図ってい 

ただきたい。

（1）平成28年度予算案（新規事業）における発達障害児（者）支援について

① かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業について

発達障害は、早期発見•早期支援が重要であり、最初に相談を受け又は診療す 

ることの多いかかりつけ医等の対応が重要であるため、これまで、国立精神•神 

経医療研究センターにおいて医療従事者向けに指導者養成研修を実施している。

加えて、平成28年度予算案において、地域のかかりつけ医等の医療従事者に対 

して国立精神•神経医療研究センターの発達障害に関する研修内容を踏まえた研 

修を都道府県・政令市が実施するために必要な経費を計上している。各自治体に 

おいては、医療従事者等の国立精神•神経医療研究センターの研修への参加にっ 

いて特段のご配慮をいただくとともに、かかりつけ医等発達障害対応力向上研修 

の実施についてお願いしたい。

この研修を活用することにより、どの地域においても一定水準の発達障害の診 

療等を可能とし、早期発見•早期支援を推進していただきたい。

【関連資料1、関連資料2】

② 発達障害児者支援開発事業

地域で暮らす発達障害児者と地域住民等との間で課題や困り事が生じた際に 、 

周囲の者や関係者が発達障害の特性を理解していないことにより問題が深刻化す 

るケースがある。

平成28年度予算案においては、発達障害児者支援開発事業の既存のテーマに 

加え、「地域で暮らす発達障害者に困り事が生じた時に発達障害者の特性を理解 

した上で地域や関係機関において適切な対応を行うための効果的な支援手法の開 

発」を新たなテーマとして設けたところであるが、本年度の本事業については多 

数の応募が寄せられており、来年度、本事業の実施を検討している自治体におい 

ては、効果的な支援手法の開発を目的としていること等、本事業の趣旨を確認、 

精査した上で必要な準備をお願いしたい。
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【関連資料3】

（2） 「世界自閉症啓発デー」について

毎年4月2日は、平成19年12月に国連が制定した「世界自閉症啓発デー」である。厚 

生労働省においては、この日を自閉症を始めとする発達障害に関する正しい知識の浸 

透を図る機会として捉え、引き続き、関係団体等と連携して、広く 一般国民への普及 

啓発を実施することとしている。

平成28年の取組については、以下のとおり予定しているので、各自治体におかれて 

は関連イベント等の開催にあたりご留意願いたい。

•東京タワー…ライト•イット・アップ・ブルー（平成28年4月2日（土）） 

•世界自閉症啓発デー 2016 •シンポジウム（平成28年4月9日（土）東京都千代田 

区灘尾ホールで開催予定）

また、民間団体においても、例年、各自治体の協力をいただき全国各地のシンボル 

タワー等でライトアップを実施しているところであり、厚生労働省においても、こう 

・した取組に対し後援を行っている。

ついては、このようなライトアップのほか、関係機関や関係団体等と連携を図りな 

がら、広く一般の方への関心を高め、地域住民への発達障害の理解が促進されるよう 

な啓発イベント、シンポジウムやセミナーの開催等、地域の実情に応じた創意工夫に 

よる普及啓発を積極的に実施されたい。

なお、これまでの普及啓発の取組や地方における取組については、世界自閉症啓発 

デー•日本実行委員会の公式サイト等に掲載しているので参考とされたい。

・世界自閉症啓発デー •日本実行委員会（公式サイト）

（http：//www. worldautismawarenessday. jp/）

世界自閉症啓発デーの制定の経緯や地域における取組等に関する情報を提供

【関連資料4】
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かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業 平成28年度予算案:44百万円

かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業は、発達障害における早期発見•早期支援の重要性に鑑み、最初に相談を 

受け、又は診療することの多い小児科医などのかかりつけ医等の医療従事者に対して、発達障害に関する国の研修内容を 

踏まえた対応力向上研修を実施し、どの地域においても一定水準の発達障害の診療、対応を可能とし、早期発見•早期支援 

の推進を図る。

国立精神•神経医療研究センター 

r【指導者養成研修】 ヽ
•発達障害早期総合支援研修

•発達障害精神医療研修

L •発達障害支援医学研修 丿

都道府県・政令市

醞
崗*

逵
」



（案）

発

成
 

障

平 82

関連資料2

月 

第

生

号

日

各都道府県知事 

指定都市市長

厚生労働省社会•援護局 

障害保健福祉部長

かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業の実施について

発達障害の早期発見•早期支援の重要性に鑑み、発達障害者等が日頃より受診 

する診療所の主治医等の医療従事者等に対して、発達障害に関する国の研修内容 

を踏まえた研修を実施し、どの地域においても一定水準の発達障害への対応を可 

能とすることを目的として、別紙のとおり実施要綱を定め、平成2 8年4月1日 

より適用することとしたので通知する。

各都道府県•指定都市におかれては、関係団体等と連携の下、各地域における 

早期発見•早期支援のための体制整備及び適切な事業実施にご協力願いたい。
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（案）

(別紙)

かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業実施要綱

(1) 目的

発達障害の早期発見・早期支援の重要性に鑑み、発達障害者等が日頃より 

受診する診療所の主治医等の医療従事者等に対して、発達障害に関する国の 

研修(国立精神•神経医療研究センターで実施している「発達障害早期総合 

支援研修」、「発達障害精神医療研修」、「発達障害支援医学研修」をいう。 

以下同じ。)の内容を踏まえた研修を実施し、どの地域においても一定水準 

の発達障害への対応を可能とすることを目的とする。

(2) 実施主体

本事業の実施主体は、都道府県及び指定都市とする。ただし、事業運営の 

一部を適切な事業運営が確保できると認められる関係団体等に委託するこ 

とができるものとする。

(3) 研修対象者

各都道府県及び指定都市管内で勤務(開業を含む)する医療従事者等とす 

る。

(4) 研修内容

研修受講者に対し、国の研修内容に基づき、発達障害支援に携わるものと 

して必要で適切な発達障害に関する診療の知識•技術などの修得に資する内 

容とする。また、研修内容については、国の研修で使用されているテキスト 

の内容に基づいたものとする。

その際、「発達障害早期総合支援研修」で1コース、「発達障害精神医療 

研修」で1コース、「発達障害支援医学研修」で1コースという形で3コー 

スの研修を設け、各コースの研修を異なる圏域で実施するなど工夫するもの 

とする。なお、地域の実情に応じて複数のコースの研修内容を合わせて実施 

することや1コースの研修内容のみで実施することもできるものとする。

(5 )受講の手続き等

実施主体又は研修実施受託団体の募集要綱に基づくものとする。

(6 )修了証書等の交付等

ア 実施主体の長は、研修修了者に対し、別途定める様式1の例を参考に修了 

証書を交付することができる。

ィ 実施主体の長はゝ研修修了者について、修了年月 日、医療機関等の名称、 

職種、氏名、対応する国の研修名等の事項を記入した名簿を作成し、管理す 

るものとする。なお、医師とその他の職種で名簿を分けて作成するものとす 

る。

ゥ 実施主体の長は、研修修了者の情報について、各都道府県医師会及び指定 

都市医師会と連携し、研修修了者の同意を得た上で、研修修了者のリスト等 

を作成•更新し、各市町村や発達障害者支援センター等に配布するなど、地
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（案）

域の発達障害医療体制の推進並びに管内の発達障害者及びその家族等の受 

診の利便性に資するものとする。

(7) 個人情報の保護

事業に携わる者は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない 

ものとする。また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

なお、本事業を実施する都道府県及び政令市が、事業の全部又は一部を委 

託する場合は、個人情報の保護を十分に遵守させるように指導しなければな 

らない。

(8) その他

ア 実施主体の長は、本事業の実施に当たっては本事業の研修の講師を国立精 

神•神経医療研究センターの研修受講者が担う等、国立精神•神経医療研究 

センターの研修受講者の協力の下に行うものとし、本事業の実施を関係団体 

等に委託する場合については、当該団体と緊密に連携するものとする。

ィ 実施主体の長は、研修受講者の募集に当たっては、各都道府県•指定都市 

医師会を通じ、郡市医師会の協力を得て行うものとする。

(9) 経費の補助

国は、本事業に要する経費について、別に定める交付要綱に基づき、予算 

の範囲内で補助するものとする。
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傑）

（様式1） 

（例）

第 （名簿とリンクさせる） 号

修 了 証 書

- 氏 名

あなたは（自治体名）が実施した発達障害かかりつけ医等対応力向 
上研修を修了したことを証します

平成年 月 日

実施主体の長など

0 0 0 0
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発達障害-重症心身障害児者の地域生活支援モデル事業（聽嚮薯案黑歸
発達障害児者や重症心身障害児者及びその家族が地域で安心して暮らしていけるよう、支援手法の開発、関係する分野との 

協働による支援や切れ目のない支援等を整備するためにモデル事業を実施し、これにより地域生活支援の向上を図る。

1発達障害児者支援開発事業 2重症心身障害児者支援体制整備モデル事業

発達障害•重症心身障害児者の地域生活支援モデル検討委員会（国）

発達障害児者支援開発事業分科会 重症心身障害児者支援体制整備モデル事業分科会

審査•指導•助言•総括

! （都道府県・市町村）

企画•推進委員会
（モデル事業の企画•推進等）

発達障害者支援マネージャー 
（モデル事業の進行管理、情報収集等）

中長期的な課題設定

発達障害児者が、地域住民等との間で課題や困り事が生じた際に当該課題の

深刻化の予防、再発防止等の支援手法の開発及び既存の保健や福祉等の支援

では対応が困難な行動障害•二次的障害の予防■改善のための支援手法の開発

【28年度新規事項】

①地域で暮らす発達障害者に困り事が生じた時に発達障害者の特性を 

理解した上で地域や関係機関において適切な対応を行うための効果的な 

支援手法の開発

（例トラブルが起きにくい地域作りや深刻なトラブルへの支援の方法など

②行動障害、二次的障害の「予防」における効果的な支援手法の開発 

（例 成人期支援の知見を児童期の支援に反映させる方法 など）

③行動障害、二次的障害の「改善」に関する効果的な支援手法の開発 

（例 関係者が一貫した支援を行えるようにするための方法 など）

（都道府県・指定都市・児童相談所設置市）

重症心身障害児者支援センター（仮称）

都
道
府
県
等

市
町
村•

広
域

〇 

O
O
O
O

コーティネート機能

»市町村、事業所等の支援

°新規資源の開拓（既存施設、 

人材育成

情報提供
家族支援の充実
地域住民に対する理解促進

市町村 
担当課

相談支援 

事業所

訪問看護 
ステーション

インフオーマル・サー匕ス等）

•特別支援学校

•訪問教育

事業所等
入所施設

I （自立支援）協議会__________
子ども関係の部会

小児専門病院 
地域中核病院

，-—  . .v
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報
共
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『置品®國痘魯錨デ=』御園@圍》。『錨題憶寵錨鋤固』包風@Q圖圍》I&◎映迄 平成28年度予算案:8百万円
（平成27年度予算:8百万円）

【背景】
X

【国連における採択】

〇平成19年12月、国連総会においてカタール国の提出した議題「4月2日を世界自閉症啓発デーに定める」決議をコンセンサス（無投票）採択。 

決議事項
・;月2日を「世界自閉症啓発デー」とし、2008年以降毎年祝うこととする。

•全ての加盟国や、国連その他の国際機関、NG〇や民間を含む市民社会が、「世界自閉症啓発デー」を適切な方法によって祝うことを促す。

•それぞれの加盟国が、自閉症のこどもについて、家庭や社会全体の理解が進むように意識啓発の取り組みを行うように促す。

・事務総長に対し、この決議を全ての加盟国及び国連機関に注意喚起するよう要請する。

〇平成20年4月以降国連事務総長がメッセージを発出。併せて、世界各地で当事者団体等がイベント等を開催。

（関連）平成24年12月、国連総会において、バングラディッシュ国が提出した議題「自閉症スペクトラム障害、発達障害及び関係する障害によって 

受けている個人や家族、社会が必要とする社会経済的ニーズに取り組む」決議をコンセンサス採択。

ま国内の啓発活動】

【国における取組】

〇関係府省（内閣府、厚生労働省、文部科学省）大臣メッセージの発出

〇東京タワーうイト•イット•アップ・ブルー

・平成28年4月2日（土）18:15〜 点灯式 予定 ※同日、併せて作品展示等を実施 

〇世界自閉症啓発デー2016 •シンポジウム（作品展示等）

平成28年4月9日（土）10:0〇〜16:30予定
灘尾ホール（千代田区）

厚生労働省、日本自閉症協会

日本発達障害ネットワーク他（大会実行組織:世界自閉症啓発デー•日本実行委員会）

時
所
催
催 

日
場
主
共

【全国各地の取り組み】

〇各都道府県等において、関係機関や関係団体等と連携しながら、名所旧跡のブルーライトアップ、シンポジウムやセミナーの開催等, 

地域の実情に応じて創意工夫を図りながら、広く一般市民への関心を高めるような普及啓発を実施。

醞
無»

塗4

これらの取組内容については、世界自閉症啓発デー・日本実行委員会WEBサイトに掲載c http://www.worldautismawarenessday」p



14障害児支援について

（1）障害児通所支援の質の向上及び障害児通所給付費等の通所給付決定に係 

る留意事項について

障害児支援の推進については、障害者総合支援法3年後見直しにあわせ、社 

会保障審議会障害者部会で議論され、平成27年12月とりまとめられた本部会 

の報告書を踏まえながら、今後、所要の対応を行うこととしている。

放課後等デイサービスについては、障害者部会等において、単なる居場所と 

なっている事例や発達支援の技術が十分ではない事業所が軽度の障害児だけ 

を集めている事例など障害児本人にとって適切な支援がされていないケース 

があるとの指摘があり【関連資料1】、このため、放課後等デイサービス等の 

障害児通所支援について、質の向上と支援内容の適正化を図る観点から、「障 

害児通所支援の質の向上及び障害児通所給付費等の通所給付決定に係る留意 

事項について」。以下「本件通知」という。）を発出する予定である【関連資料 

2 ］〇

（参考:適切とはいえない事業所の例） __

；•テレビを見せているだけ、ゲーム等を渡して遊ばせているだけ。 !
! ・送迎に時間をかけ、営業時間のほとんどを車内で過ごさせる。 |

| •利益を上げるために必要以上の頻度で通わせる（支給決定日数の多い自治i 

i 体を探して参入している）。 !

! ・重度の障害児の受入れを実質的に拒否している（支援の不十分さを伝え保］ 

【護者側から断らせる等）。 1

］•指導員が支援経験の無い（乏しい）バイト（非常勤職員）のみ。 i

本件通知の趣旨は以下のとおりであり、各自治体においては、事業所に対し 

て法令を遵守するよう指導の徹底をお願いしたい。

放課後等デイサービスの質の確保のため、平成27年4月に「放課後等ディ 

サービスガイドライン」（以下「ガイドライン」。）を策定•公表したところで 

あり、各自治体においては、事業者の指定、指導監査、会議等の情報伝達の場 

などのあらゆる機会を通じてガイドラインの周知を図り、事業所に活用をして 

いただくよう努めていただきたい。

本件通知において「指定放課後等デイサービス事業者によるガイドラインの 

自己評価結果の公表状況の把握に努めること」としているところであるが、今 

後、各自治体における事業所の公表状況について調査を行うこととしているの 

で、各自治体においては、調査のご協力をお願いしたい。

平成28年4月1日以降分の障害児通所給付費等の通所給付決定における留 

意事項の趣旨は、①保育所などの一般施策も含め、障害児本人にとって最良の 

サービスを利用する機会が確保されるよう、適切な配慮及び環境整備を図るこ 

と、②障害児通所支援について支給決定日数の目安を示すことにより、地方自 

治体において障害児支援利用計画案に示された支援内容の必要性を確認する
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ことや、事業所において支援内容の見直しの契機とすることを促すことである。 

（参考:自治体における確認等の例）

I •保育所や放課後児童クラブ等の一般施策の利用の可能性を確認し、支給量; 
丨に反映させる。（市町村の障害児支援部局と子育て支援部局で十分な連携を;

|図る。） i
•障害児支援利用計画案を作成した障害児相談事業者等に利用予定の事業］ 

|所、事業所における専門職種等の人員配置や支援内容とその効果を確認し、i 
］障害児本人の発達に必要な支援かどうかを判断した上で支給決定する。（発］ 

i達支援に必要のないものは支給決定しない。） :

I ・発達支援の技術が不十分な事業所に漫然と通うことがないよう、支援の質］ 

iや効果が担保されると判断した場合に支給決定する（発達支援ではなく単な； 

［る預かりである場合は日中一時支援を活用する）。 I
なお、支給日数の目安については、例えば集中的にまとまった期間、発達支 

援が必要となる状況にある場合等についてまで支給量を制限する趣旨ではな 

く、障害児本人の発達支援に必要な支給量については確保される必要がある。

本件通知の趣旨を御理解いただき、支給決定にあたっては十分留意していた 

だくようお願いする。

放課後等デイサービスについては、起業セミナーやフランチャイズを活用し、 

利益のためだけに参入している事業所が支援の質の低下を招いているとの指 

摘もあり、今後、支援の質の向上のために、発達支援等の子どもに関する支援 

の専門的な知識•経験を有する者の配置を求めるなどの人員配置基準の見直し 

も含め、すべての事業所において適切な支援がされるよう必要な見直しを行っ 

ていく予定である。

（2）重症心身障害児者等の地域生活支援について

平成24年度より、在宅の重症心身障害児者に対する地域支援の向上を図る

「重症心身障害児者の地域生活モデル事業」を実施し、重症心身障害児者及び 

その家族が安心、安全に地域でいきいきと暮らせるよう、効果的なサービスの 

利用や医療、保健、福祉、教育等の関係施設・機関の連携の在り方等について 

先進的な取組を行う団体等に対する助成等を行い、重症心身障害児者の地域支 

援の向上を図ってきたところである。

当該モデル事業の報告書については、厚生労働省ホームページにおいて公表 

しているので、各地方公共団体においては、在宅の重症心身障害児者の地域生 

活支援のために活用していただきたい。

（参考URL:重症心身障害児者の地域生活モデル事業）

http：//www. mhlw. go. jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shoug 

aishahukushi/cyousajlgyou/index, html

また、平成27年度からは、「重症心身障害児者支援体制整備モデル事業」と 

して、重症心身障害児者への支援の強化•充実を図るため、地域の中核となる 
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重症心身障害児者支援センターを設置し、市町村や事業所等への支援、医療機 

関との連携等を行い、地域全体における重層的な支援体制の構築を図る取組を 

進める都道府県、指定都市、児童相談所設置市に対して補助を実施していると 

ころであるが、平成28年度予算案においても同様の経費を計上したところで 

ある。平成27年度同様、公募により3団体を選定の上、実施していただくこ 

ととしており、公募に関する詳細な内容については追ってお示しする。【関連 

資料3】

さらに、平成28年度予算案において、地域生活支援事業のメニューとして、 

「重症心身障害児者コーディネーター等養成研修等（市町村事業」及び「医療 

型短期入所事業所開設支援（都道府県事業）」を新たに計上したところ。【関連 

資料4】

また、医療型短期入所事業所については、地域偏在等により必要なサービス 

提供基盤が十分に整備されていないとの指摘【関連資料5】があることから、 

平成28年度診療報酬改定においては医療型短期入所サービスにおける重症心 

身障害児の受入れを促進する観点から、在宅療養指導管理料を算定しているた 

めに、入院外等では別途算定することができない医療処置等について、医療型 

短期入所サービス利用中に算定できることを明確化する予定とされている。

【関連資料6】

加えて、平成27年度厚生労働科学研究において、重症心身障害児者等コー 

ディネーター育成研修及び重症心身障害児者等支援者育成研修のテキスト等 

を作成しているところであり、4月以降に厚生労働省のホームページにて公表 

する予定である。

各自治体においては、これらの事業等をご活用いただき、医療が必要な障害 

児者に対する短期入所サービスの提供体制の確保並びに重症心身障害児者等 

の地域生活支援の推進に一層努めていただきたい。

なお、重症心身障害児者コーディネーター等養成研修等については、地域の 

実情を勘案し複数市町村で実施することも可能であり、また、地域生活支援事 

業実施要綱のとおり、都道府県が地域の実情を勘案して、市町村に代わって市 

町村地域生活支援事業の一部を実施することができるものであることを申し 

添える。

（3）障害児入所施設の移行状況等について

18歳以上の入所者がいる障害児入所施設における今後の移行予定の状況等 

については、平成24年から毎年12月1日時点における状況を調査し、障害保 

健福祉関係主管課長会議においてお示ししてきたところであるが、平成27年 

12月1日時点における状況を調査したところ、大部分の施設は方向性が決定 

しているが、福祉型で28か所、医療型で33か所の施設が未定となっている。 

また、方向性が決定している施設についても、実際に移行が完了したところは 

3割程度にとどまっている。
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 平成 24 年の児童福祉法の改正において、18 歳以上の障害者については、就

労支援施策や自立訓練を通じ、地域移行を促進するなど、大人としてふさわし

い、より適切な支援を行っていくため、障害者施策で対応することとしたとこ

ろである。一方、平成 23 年 10 月 31 日に行われた障害保健福祉関係主管課長

会議でお示ししたとおり、施行後直ちに指定基準を満たすことが困難な場合も

あるため、指定基準を満たさなくても事業者指定を取ることができるよう経過

措置を講じ、その期限を平成 30 年３月末とお示ししたところである。施行後

３年が過ぎたところであるが、引き続き、移行に向けた取組の推進に努めてい

ただきたい。 

なお、移行予定の状況と障害児入所施設及び障害児通所支援事業所の利用状

況についての調査結果は以下のとおりとなった。【関連資料７】 

  ①障害児入所施設の移行予定状況等について（H27.12.1 現在） 

   ・福祉型障害児入所施設（括弧書きは移行が完了したもの） 

     総  数              ２６５か所（８２か所） 

      (ア)障害児入所施設として継続   １７４か所（６１か所） 

      (イ)障害者支援施設に転換      １２か所（ １か所） 

      (ウ)障害児及び障害者施設を併設   ５１か所（２０か所） 

      (エ)未定のもの           ２８か所 

 

   ・医療型障害児入所施設（括弧書きは移行が完了したもの） 

     総  数              ２１７か所（８４か所） 

      (ア)障害児入所施設として継続    ４５か所（３１か所） 

      (イ)障害者支援施設に転換       １か所（ １か所） 

      (ウ)障害児及び障害者施設を併設  １３８か所（８６か所） 

      (エ)未定のもの           ３３か所 

 

  ②障害児入所施設等の利用状況（H27.12.1 時点） 

   総人数（児者併設施設（※）を含む）           26,221 人 

   ・うち、児童                       8,041 人 

   ・うち、18 歳以上 20 歳未満の特例による障害児入所施設利用 

1,893 人 

   ・うち、児者併設施設（※）において障害福祉サービス（施設入所支援

＋生活介護、療養介護）                 15,516 人 

   ・うち、その他                         771 人 

   （内訳） 

    ○福祉型障害児入所施設（児者併設施設（※）含む）利用者数 

8,174 人 

    ・うち、児童                       5,270 人 

    ・うち、18 歳以上 20 歳未満の特例による障害児入所施設利用者 
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•うち、 

•うち、

1,00? 人: 
•うち、児者併設施設（※丿において障害福祉サービス（施設入所支］ 

援+生活介護、療養介護） 1,674人］

•うち、その他 223人］

〇医療型障害児入所施設（児者併設施設（探）含む）利用者数 ］

11,78!人 | 

児童 2, 247人］

18歳以上20歳未満の特例による障害児入所施設利用者 ］

670 人］ 

児者併設施設（探）において障害福祉サービス（施設入所支］

8, 541人］ 

323 人］

6, 266 人］ 

児童 524人:
18歳以上20歳未満の特例による障害児入所施設利用者 ］ 

216 人 j 

児者併設施設（探）において障害福祉サービス（施設入所支］

・うち、

援+生活介護、療養介護）

.うち、その他

〇指定医療機関（児者併設施設（探）含む）利用者数 

ち、 

ち、

.う 

.う

.う ち、

援+生活介護、療養介護） 5,30!人］

・うち、その他 225人］

探:障害児入所施設の基準を満たすことをもって、障害福祉サービスの基準を満たしてi

いるものとみなされている障害児入所施設と障害者支援施設を併設している施設 1

③障害児通所支援事業所の利用状況 （H27.12.1時点）

か所数 利用者数

総数 12, 697か所 102,055 人

•福祉型児童発達支援センター 507か所 14, 575 人

•児童発達支援事業所 3, 919か所 21,305 人

•医療型児童発達支援センター 92か所 1,313 人

・放課後等デイサービス 7, 45!か所 63, 53? 人

・保育所等訪問支援 728か所 1,325 人

（4）就学前の障害児通所支援における多子軽減制度の拡大について

就学前の障害児通所支援における多子軽減措置については、平成26年4月 

から施行しているところであるが、平成28年4月以降、低所得の子育て家庭 

の更なる負担軽減を図る観点から、年収約360万円未満相当世帯（探）につい 

て、複数の子（子の年齢は問わないこととなる見込み）がいる世帯を多子世帯 

とし、多子軽減制度の対象者を拡大する方向で検討している（多子軽減の対象 

となる児童は現行と同様、就学前の児童に限る）。

具体的な内容等については、その内容が固まり次第速やかにお示しするが、
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御了知の上、各都道府県においては、貴管内市区町村への周知をお願いした 

い。【関連資料8】

（探）世帯における市町村民税所得割合算額が、77,101円未満である場合（生活 

保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。）
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障害者総合支援法施行3年後の見直しについて
〜社会保障審議会障害者部会報告書〜（平成27年12月14日）

9。障害児支援について（抄）

（1）現状•課題

（適切なサービスの確保と質の向上）

〇 放課後等デイサービスについては、量的な拡大が著しく、その費用額は1,024億円（平成26年度）で 

対前年比5割近くの伸び、その事業所数及び利用者数は対前年比で3割近くの伸びとなっており、特に 

• 営利法人が数多く参入している。

さらに、単なる居場所となっている事例や、発達支援の技術が十分ではない事業所が軽度の障害児を 

1 集めている事例があるとの指摘がある。

（2）今後の取組

（適切なサービスの確保と質の向上）

〇 障害児の放課後等の支援については、子ども・子育て支援施策である放課後児童クラブや教育施策で 

ある放課後子供教室等における受入れを引き続き推進すべきである。その際、保育所等訪問支援などを 

活用して、必要に応じて専門的なバックアップを行うべきである。

〇 放課後等デイサービスなどの障害児通所支援については、発達支援を必要とする障害児のニーズに的 

確に対応するため、質の向上と支援内容の適正化を図る観点から、放課後等デイサービスガイドライン 

の活用を徹底するとともに、発達支援等の子どもに関する支援の専門的な知識・経験を有する者の配置 

を求めるほか、障害児本人の発達支援のためのサービス提供を徹底するなど、制度面■運用面の見直し 

を行うべきである。



（案）
関連資料2

障障発 第 号 

平成 年 月 日

都道府県

各指定都市障害保健福祉主管部（局）長殿

児童相談所設置市

厚生労働省社会•援護局 

障害保健福祉部障害福祉課長

（公印省略）

障害児通所支援の質の向上及び障害児通所給付費等の 

通所給付決定に係る留意事項について

障害児通所支援事業の運営等については、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」 

という。）等に基づき行われているところであるが、近年、特に放課後等デイサービスにつ 

いて、単なる居場所となっている事例、発達支援の技術が十分ではない事業所が軽度の障 

害児を集めている事例等があるとの指摘がある。

このため、今般、障害児通所支援について、発達支援を必要とする障害児のニーズに的 

確に対応する観点から、下記のとおり留意事項をまとめたので、これを参考として障害児 

通所支援の質の向上及び支援内容の適正化により一層努められたい。

また、各都道府県におかれては、貴管内市区町村、関係機関等に周知徹底を図るととも 

に、その運用に遺憾のないようにされたい。

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の規定に基 

づく技術的な助言であることを申し添える。

記

1.障害児通所支援の質の向上に向けた留意事項ついて

（1）指定障害児通所支援事業者の指導の徹底について

指定障害児通所支援事業者の指導に当たっては、法及び児童福祉法に基づく指定通 

所支援の事業所等の人員、設備及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15 
号。以下「基準省令」という。）等により行われているが、障害児通所支援のより一層 

の支援の質の向上を図るため、指定障害児通所支援事業者の指定、指導監査、会議等 

の情報伝達の場など、あらゆる機会を通じて、特に以下の法令の規定について指導の 

徹底を図られたい。

① 指定障害児事業者等は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他

の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。

（法第21条の5の17第2項）

② 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒ん 

ではならない。

（基準省令第14条。第54条の5 （基準該当児童発達支援）、第64条（指定医療型 

発達支援）、第71条（指定放課後等デイサービス）、第71条の4 （基準該当放課後 

等デイサービス）及び第79条（指定保育所等訪問支援）の規定により準用する場合
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を含む。）

③指定児童発達支援事業者は 、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、 

常にその改善を図らなければならない。

（基準省令第26条第3項。第54条の5、第64条、第71条、第71条の4及び第79 
条の規定により準用する場合を含む。）

（2）放課後等デイサービスガイドラインの活用の徹等について

指定放課後等デイサービス事業者の支援の質の向上と支援内容の適正化を図るため、 

以下により、放課後等デイサービスガイドライン（以下「ガイドライン」という。）の 

活用の徹底等を図られたい。

① 指定放課後等デイサービス事業者の指定、指導監査、会議等の情報伝達の場など 

のあらゆる機会を通じて、指定放課後等デイサービス事業者に対し、ガイドライン 

の周知徹底を図ること。その際、指定放課後等デイサービス事業者がガイドライン 

別添の自己評価表を活用して適切に自己評価を行うこと、改善目標に沿って支援内 

容を改善すること、自己評価結果を公表すること等を促すように努めること〇

② 指定放課後等デイサービス事業者によるガイドラインの自己評価結果の公表状況 

の把握に努めること。

③ 指定放課後等デイサービス事業者への指導■助言にあたっては、ガイドラインを 

活用すること。

2.障害児通所給付費等の通所給付決定の留意事項について

市町村による障害児通所給付費等の通所給付決定については、障害児通所給付費等 

の通所給付決定等について（平成24年3月30日障発0330第14厚生労働省障害保健 

福祉部長通知）においてその取扱いを示しているところであるが、障害児本人の発達 

支援のためのサービス提供を徹底するため、以下のとおり平成28年4月1日以降分の 

障害児通所給付費等の通所給付決定における留意事項をまとめたので、適切な運用に 

努めていただきたい。

① 障害児通所支援は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活 

の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行うものである。障害児 

通所給付費等の通所給付決定にあたっては、障害児本人の最善の利益を図り、その 

健全な発達のために必要な支援を適切に提供する観点から、支給の要否及び必要な 

支給量について適切に判断し、決定すること。

② 主として障害児の家族の就労支援又は障害児を日常的に介護している家族の一時 

的な休息を目的とする場合には、地域生活支援事業の日中一時支援等を活用するこ 

と。

支給量は、通所給付決定を行おうとする者の勘案事項を踏まえて、適切な一月当 

たりの利用必要日数を定めることとしているが、原則として、各月の日数から8日 

を控除した日数（以下「原則の日数」という。）を上限とすること。ただし、障害児 

の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用する 

ことができるものとするが、その場合には支給決定前にその支援の必要性（支援の 

内容とそれに要する時間等）について申請者、事業所等に十分確認した上で、必要 

な日数を決定すること。

③ 障害児についても、保育所、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等の 

一般施策を利用（併行利用を含む。）する機会が確保されるよう、例えば保育所等訪 

問支援の活用など、適切な配慮及び環境整備に努めること。
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重症心身障害児等の地域支援に関するモテル事業の概要

重症心身障害児者への支援の強化・充実を図るため、地域の中核となる重症心身障害児者支援センターを設置し、 

市町村•事業所等への支援、医療機関との連携等を行い、地域全体における重層的な支援体制の構築を図る取組みを 

進める都道府県•指定都市・児童相談所設置市に対して補助を実施する。

——

都
道
府
県
等
巴
l-

重症心身障害児者支援センター

重症心身障害児者支援 

スーパーバイザー（仮称）

〇
〇
〇 

〇

都道府県全体の支援体制構築 
市町村・ ・広域のバックアップ 
スーパーバイズ機能
。市町村、事業所等の支援

。新規資源の開拓（既存施設、インフォーマル。サービス等） 
。地域住民に対する情報提供
重症心身障害児者支援者とコーディネーターの育成。登録管理

市
町
村
・

広
域

Y「二?;症...・丁、為咚•沁崔W

相談支援事業所

ヽ

市町村 

担当課

児童発達支援 

センター等

在宅療養支援

診療所

障害福祉 

サービス 

事業所

教
冃

A

訪問看護 

ステーション

救命救急センター・ 

小児専門病院

ヨ严工ヾ

——

障害児 

入所施設

地域中核病院

・地域小児科セ 

ンター

（自立支援）協議会 

子ども関係の部会
コーディネーター

——

濫

嵐

歸

鞏3

 

在
宅
重
症
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児
者 

ー
ノ 

サ
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ブ
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用

ノ 

/

特別支援学校

・訪問教育



重症心身障害児者等コーディネーター養成研修等※市町村事業（必要に応じ複数市町村による共同実施）

（項）障害保健福祉費

（目）地域生活支援事業費補助金 平成28年度予算案:4 6 4億円の内数

目 的

〇重症心身障害児者や人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要芬る状態にある障害児（以 
下「重症心身障害児者等」という。）が地域で安心して暮らしていけるよう、重症心身障害児者等に対する支援が適切に行 

える人材を養成するとともに、重症心身障害児者等の支援に携わる福祉、医療、保健、教育等の関係機関等の連携体制を構 
築することにより、重症心身障害児者等の地域生活支援の向上を図ることを目的とする。

士

J 事業内容 ]_________________________________________________________________________________________________________

1. 重症心身障害児者等を支援する人材の養成
地域の障害児通所支援事業所や保育所等において重症心身障害児者等への支援に従事できる者を養成するための研修や、 

重症心身障害児者等の支援を総合調整する者（コーディネーター）を養成するための研修を実施する。

2. 支援体制の整備
地域において重症心身障害児者等の支援に携わる福祉、医療、保健、教育等の各分野の関係機関及び当事者回体等から構 

成される協議の場を設置し、支援にあたっての現状把握•分析、連絡調整、支援内容の協議等を行うとともに重症心身障害 

児者等の支援を行う施設の確保等を行う。

市町村育成
【重症児支援者】
児童発達支援センター等の職員等に対 
する研修を行い、重症心身障害児者等 
を支援する者の育成の推進を行う

支援体制の整備
・現状把握・分析
・支援の連携
・資源の開拓
・地域住民への情報提供

など

児童発達支援 
センター等

障害福祉 
サービス 
事業所

訪問看護 
ステーション

保健 
センター 相談支援事業所

地域中核病院 
地域小児科センター

小児科診療所
・在宅療養支援 

診療所

特別支援学校 
•学校

救命救急センター 
小児専門病院

障害児 
入所施設

S
B
M

簞 4



医療型短期入所事業所開設支援※都道府県事業（指定都市、中核市も可）

（項）障害保健福祉費

（目）地域生活支援事業費補助金 平成28年度予算案:4 6 4億円の内数

・目 的 -----------------------------------------------------------------------------------------------

〇医療型短期入所事業の対象である重症心身障害児者等が身近な地域で短期入所を利用できるよう、医療機関や介護老人保 
健施設による医療型短期入所事業所の開設を支援し、重症心身障害児者等が在宅で安心した生活を送れるよう支援の充実を 
図ることを目的とする。

T事業内容 -----------------------------------------------------------------------------------------------

1） 新規開設に向けた医療機関等に対する講習等
医療型短期入所事業所の新規開設に向けて、医療機関や介護老人保健施設等に対し、重症心身障害児者等に対する支援の 

基礎的な知識ゆ、既存施設の短期入所における支援事例などについての講習等を実施する。

2） 新規開設事業所の職員に対する研修等
新規開設事業所の職員に対し、重症心身障害児者等の障害特性に関する知識や支援技術の習得を図るための実地研修等を 

実施する。
例えば、新規開設事業所と既に医療型短期入所事業を実施している施設との間で、職員を相互に交換する研修を実施する 

ことなどが考えられる。

基礎的な知識等ついての講習会を 

開催し、新規参入を促す
都道府県•指定都市・中核市

連携•委託

新規開設事業所の 
職員が研修受講

実地研修•現地研修 
（既存の医療型短期入所事業所）

短期入所事業所 
（病院）

卜 !ogJ| 0 〇 !

現地指導
（アフターフォロ一）

講習会 -DOCC

IB

短期入所事業所 
（介護老人保健施設）

短期入所

医療的ケアが必要な重症心身障害 
児者等が居住する身近な場所

短期入所事業所; 
（介護老人保健施設》

-コ

短期入济事業所 

.（病院）



「 医療型短期入所事業所を利用していない理由等

〇人工呼吸器の管理を要する障害児が医療型短期入所を利用していない理由の一っとして、「施設等がな 
い/近隣にない」や「医療的ケアに対応して貰えない」とする回答が一定程度みられた。

く人工呼吸器の管理を要する児が 
医療型短期入所を利用していない主な理由＞

＜医療型短期入所事業所の設置状況＞

都道府県 カ所数
（参考）※ 

医療機関数
都道府県 カ所数

（参考）※ 

医療機関数

※複数回答
北海道 

青森県 

岩手県 

宮城県 

秋田県 

山形県 

福島県 

茨城県 

栃木県 

群馬県 

埼玉県 

干葉県 

東京都 

神奈川県

新潟県 

富山県 

石川県 

福井県 

山梨県 

長野県 

岐阜県 

静岡県 

愛知県 

三重県

183

5

4

2

5

7

8

5

6

167

16
257

4

6

3

2

11
22
108

6

58

113
54
52
104
154
89
114
289
247
580
288
108
85
82
58
51
113
90
150
280
87

県
府
府
県
県
山
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県 

賀
都
阪
庫
良
灿
取
根
山
島
口
島
川
媛
知
岡
賀
崎
本
分
崎 

滋
京
大
兵
奈
阔
鳥
島
岡
広
山
徳
香
愛
高
福
佐
長
熊
大
宮

県
十 

豔
合

鳥
487
317

力

器

篇
209
117

黑
124
112
376

醫
172
132
118
208

兀
,25

7

3

6

15
184

5

6

7

10

わ 6
3

6

3

4

285

6

9

2

3

3

 1
0
8

s
»
w
*
*
5

出典:平成27年度厚生労働省社会•援護局委託事業 

「医療的ケアが必要な子どもに関する調査」速報値

出典:カ所数は平成27年度障害児・発達障害者支援室調べ

（平成27年4月1日時点）

医療機関数は平成26年医療施設調査（平成26年10月1日時点）

（一般病院のうち一般病床を有する病院の数）



平成28年度診療報酬改定

匡療型短期入所サービス利用中の処置等の評価

I医療型短期入所サービスにおける重症心身障害児の受入れを促進するた I 

Iめ、入所中の医療処置等について、診療報酬上の取り扱いを明確にした。

具体的な内容

1在宅療養指導管理料を算定しているために、入院該当では別途算定することができない以下の 
コ医療処置等について、医療型短期入所サービス利用中に算定できることを明確化する。

【対象処置等】
(1) 経皮的動脈血酸素飽和度測定
(2) 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定
(3) 中心、静脈注射
(4) 植え込み型カテーテルによる中心静脈注射
(5) 鼻マスク式補助換気法
(6) 体外式陰圧人工呼吸器治療
(7) 人工呼吸
(8) 膀胱洗浄
(9) 後部尿道洗浄

\17 )
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J
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J
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J
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留置カテーテル設置
導尿
介達牽引
矯正固定
変形機械矯正術
消炎鎮痛等処置

腰部又は胸部固定帯固定
低出カレーザー照射
鼻腔栄養

醞
崗»

堆6



障害児入所施設の移行予定状況等調査票 関連資料7

都道府県， 
指定都市• 
児相設盧市

福祉型障き児入所施設

(1)»»の移行の方向性が決定 (1)-2 (1)での移行時期 '，“げ〇力がまW (3)更设の移行が終了している

梅设数
1S»(A)

定員数
(人)

16役の移行予Jtは说 (iaww入所施役として継統する施妓 ②"書者艾I!俺迪工換する席役 及びを併後する蛊很

第役数 定員数
(人)

蜒段数 
ftK(c)

定員敷
(人)

施役の移行予走状汉

(A)のうち 
需呢入所18 
枚として

(A)のうち" 
窖看支擾施

(A)のうち" 
書呢及びst 
WflftK  を 

WK

平成27年度 
中に移行 

※すでに移 
行が終了押 
しているもの 

をはく.

平成28年度 
中に移行

平成29是度 
中に移抒

移行時期 
未定

平成27年废 
中1书行 

※すでに移 
行が終了押 
しているもの 

を除く.

平戍28年度 
中1曲行

平成29年度 
中に移行

移行時期 
耒定

平成27年度 
中に移行 

※すでに移 
行がMTW 
しているもの 

を!・ く・

平成28年度 
中に移行

平成29年度 
中に移行

移行時期 
来定

(〇のうちIt 
書児入所it 
設として 
継族

(〇のうち!t 
書者支｝1J8 
投］・换

(C)のうち・ 
寒児及び!t 
vaiiis を 

併攻

施段数 J5役数 苗投数 鳶股数 施设数 宙役数 洗投数 施役数 iMS数 毎枚数 tstati 滋役数 tiistti 施投数

1 北海道 11 362 9 1 1 〇 〇 〇 9 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 青森県 5 180 4 〇 1 1 〇 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 1 60 3 41 1 〇 2

3 岩手県 5 190 4 1 〇 〇 〇 2 2 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 0 〇 〇 〇

4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 10 1 〇 〇

5 秋田県 5 180 2 2 1 〇 1 1 〇 〇 〇 1 1 〇 〇 〇 1 1 10 〇 〇 〇 〇 〇

6 山形県 3 90 3 〇 〇 〇 〇 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

7 福島県 5 210 4 〇 1 〇 〇 2 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 4 130 4 〇 〇

8 茨城県 4 130 3 1 〇 〇 〇 3 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 3 110 2 60 2 〇 〇

9 栃木県 4 130 〇 〇 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10 群馬県 3 104 2 1 〇 〇 〇 〇 2 〇 〇 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 40 1 〇 〇

11 埼玉県 4 215 3 1 〇 〇 〇 3 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 2 55 〇 〇 〇 〇 〇

12 千葉県 4 142 4 〇 〇 1 〇 2 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 239 5 〇 〇

13 克京都 9 620 8 〇 1 〇 〇 8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

14 神奈川県 5 290 5 〇 〇 〇 〇 〇 5 〇 .0 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

15 新渇県 3 85 1 〇 2 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 〇 〇 5 106 4 〇 1

16 富山県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 100 2 〇 〇

17 石川県 1 10 1 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

18 福井県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 35 1 〇 1

19 山梨県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 70 〇 〇 〇 〇 〇

20 長野県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 30 1 〇 〇

21 岐阜県 1 40 1 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 50 1 〇 〇

22 静岡県 7 292 7 〇 〇 〇 〇 〇 7 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

23 麦知県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 347 7 〇 〇

24 三更県 2 85 2 〇 〇 〇 〇 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 60 2 〇 〇

25 滋?(県 2 160 2 〇 〇 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

26 京祁府 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 20 〇 〇 1

27 大阪府 5 215 5 〇 〇 〇 2 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 56 1 55 1 〇 〇

28 兵庫県 5 166 2 〇 3 〇 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 2 90 〇 〇 〇 〇 〇

29 奈良県 5 159 5 〇 〇 〇 〇 〇 5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

30 和汝山県 1 50 1 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 30 1 〇 〇

31 烏取県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 85 2 〇 〇

32 島根県 4 110 3 〇 1 〇 〇 〇 3 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 1 10 〇 〇 1

33 岡山県 1 40 1 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

34 広島県 4 90 3 〇 1 〇 1 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 ,〇 〇 1 21 1 〇 〇

35 山口県 2 100 1 〇 1 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 1 20 〇 1 〇

36 億禺県 1 40 1 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 70 〇 〇 〇 〇 〇

37 香川県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 56 2 〇 〇

38 愛媛県 3 70 1 〇 2 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 2 70 〇 〇 〇 〇 〇

39 高知県 2 50 2 〇 〇 〇 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 30 〇 〇 〇 〇 〇

40 福岡県 5 150 2 1 2 〇 〇 〇 2 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 2 〇 〇 2 100 1 〇 1

41 佐賀県 1 30 1 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 40 1 〇 〇

42 長崎県 1 10 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 60 1 40 1 〇 〇

43 廉本県 4 150 2 〇 2 〇 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 1 〇 〇 1 30 1 〇 〇

44 大分県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4 160 1 10 1 〇 〇

45 言蜡県 2 110 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 〇 1 30 2 85 〇 〇 2

46 庭児吕県 3 140 〇 〇 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 2 〇 〇 〇 〇 5 87 〇 〇 5

47 沖移県 1 40 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 1 30 2 32 1 〇 1

ね通府唳計 133 5.235 95 9 29 2 4 41 48 1 1 5 3 1 4 7 17 23 901 61 1.969 45 1 15

48 札帳市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 132 3 〇 〇

49 仙台市 1 60 1 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

50 さいたま市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 65 1 〇 〇

51 千葉市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 • 〇 〇 〇 〇 〇

52 橫浜市 5 180 5 〇 〇 〇 〇 5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

53 川崎市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 50 〇 〇 〇 〇

54 相模原市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 40 1 〇 〇

55 新溜市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

56 静岡市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 20 1 〇 〇

57 浜松市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 68 〇 2

58 名古屋市 1 84 1 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 30 1 〇 〇

59 京都市 2 90 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 1 30 1 〇 〇

60 大阪市 3 130 3 〇 〇 〇 〇 〇 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 140 1 70 1 〇 〇

61 堺市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

62 神戸市 1 20 1 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 56 40 〇 1

63 岡山市 2 90 2 〇 〇 〇 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 60 〇 1

64 広艮市 4 140 2 2 〇 〇 〇 〇 2 〇 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇

65 北九州市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 90 〇 〇

66 福岡市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 102 〇 〇

67 莊本市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 170 〇 1

68 横须黄市 1 40 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 , 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

69 金沢市 2 60 2 〇 〇 〇 〇 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

折定計 22 894 18 2 2 〇 1 7 9 〇 〇 〇 2 〇 〇 〇 2 246 21 917 16 〇 5

金国計 15S 113 11 31 2 5 48 57 1 1 5 5 1 4 7 19 28 1,147 82 2,886 61 1 20
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1 北海道 5 796 1 〇 4 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4 0 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 青森県 2 82 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 2 220 〇 〇 2

3 岩手県 4 310 〇 〇 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4 〇 〇 1 60 1 〇 〇

4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 130 〇 〇 1

5 秋田県 1 160 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 1 40 1 60 1 〇 〇

0 山形県 1 60 1 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

7 福島県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 80 4 320 〇 〇 --

8 茨城県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4 270 〇 〇 4

9 栃木県 3 270 〇 〇 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 〇 〇 1 30 1 〇 〇

10 群馬県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 110 3 301 〇 〇 3

11 埼玉県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8 743 1 〇 7

12 千葉県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 190 1 〇 2

13 JK京都 10 1.123 1 〇 9 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9 〇 2 280 〇 〇 〇 〇 〇

14 神奈川県 1 50 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 2 110 〇 〇 〇 〇 〇

15 新潟県 1 106 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 2 220 〇 〇 2

16 さ山県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4 333 1 〇 3

17 石川県 1 50 1 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

18 福井県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 260 1 〇 2

19 山梨県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 80 〇 〇 〇 〇 〇

20 長野県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 470 〇 〇 5

21 岐阜県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 233 2 〇 〇

22 和岡県 2 130 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

23 愛知県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 300 2 〇 〇

24 三至県 1 120 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 2 70 2 116 2 〇 〇

25 滋賀県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 259 〇 〇 3

26 京都府 1 60 1 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 120 1 60 1 〇 〇

27 大阪府 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4 627 1 〇 3

28 兵庫県 1 160 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 1 50 〇 〇 〇 〇 〇

29 奈良県 4 383 〇 〇 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

30 和歌山県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 413 1 〇 4

31 乌取県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 210 2 〇 〇

32 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 219 3 〇 〇

33 岡山県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 120 〇 〇 1

34 広島県 2 104 1 〇 1 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 2 115 3 178 1 1 1

35 山口県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 300 〇 〇 〇 〇 〇

36 便島県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 208 1 〇 2

37 香川県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 〇 1 〇 1

38 愛媛県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 240 1 80 〇 〇 1

39 高知県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 311 〇 〇 3

40 福岡県 4 405 1 〇 3 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 〇 〇 4 368 1 〇 3

41 佐賀県 4 501 〇 〇 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

42 長崂県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 570 〇 〇 5

43 濮本県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 590 1 〇 4

44 大分県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 404 〇 〇 〇 〇 〇

45 言箱県 2 191 1 〇 1 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 1 120 〇 〇 1

46 屣児島県 2 420 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 〇 〇 2 27 〇 〇 2

47 沖縄県 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 80 5 480 〇 〇 5

が通府朕計 52 5.481 〇 〇 44 〇 〇 4 4 〇 〇 〇 〇 2 〇 12 30 27 2.078 101 9,006 26 1 74

48 札幔市 2 344 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 〇 〇 1 110 1 〇 〇

49 仙台市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 271 1 〇 2

50 さいたま市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

51 千葉市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 302 〇 〇 3

52 横浜市 2 130 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

53 川崎市 1 100 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

54 相模原市 1 60 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

55 新潟市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 50 1 120 〇 〇 1

56 髀岡市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 280 1 〇 2

57 浜松市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 260 〇 〇 2

58 名古屋市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

59 京祁市 2 120 1 〇 1 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇

60 大阪市 5 280 4 〇 1 〇 〇 〇 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇

61 堺市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

62 神戸市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 80 〇 〇 〇

63 岡山市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 50 1 350 1

64 広島市 1 100 1 〇 〇 〇 〇 〇 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

65 北九州市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 80 1 〇

66 播胃市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

67 熬本市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 86 1

68 横須賀市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

69 金沢市 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 300 40 〇

他定計 14 1.134 6 〇 8 〇 〇 〇 6 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 6 6 480 17 1.899 〇 12

金国舒 8G 6,615 14 〇 52 〇 〇 4 10 〇 〇 〇 〇 2 〇 14 36 33 2^>59 118 10.995 31 1 0(1
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障害児入所施設の利用状況

勒 数

うち福祉型障吉児入所施設 うち医廉翌牌き児入所施Sft うち招定愛逹支

利用児 MM
(18-1D 
劇

障宙福 
独サー 

ビス利 

用看

その他 （人） （か所） 利用児 

童数
特例

（18-19 
歳）

障書福 

祉サー 
ビス利 

用者

その他

定員数

（人）

施設数

（か所）

利用児 

發敢
侍例 

(18-19

阳書福 
检サー 

ビ ス利 

用も

その他

定員敷

（人） （か所）

利用児

(10-19
*)

陣書福 

找サー 
ビス利 

用含

モの他

定員效

（人）
施般ft

（か所）

1 北海道 1,426 387 1,039 〇 1,518 19 340 272 68 〇 362 11 760 89 671 〇 796 5 326 26 300 〇 360 3
2 青森県 496 11 258 1 583 13 217 10 41 〇 281 9 62 1 25 1 82 2 217 〇 192 〇 220 2
3 岩手県 508 29 337 1 560 10 171 28 35 〇 190 5 81 1 49 〇 110 2 256 〇 253 1 260 3
4 宮城県 135 2 130 〇 140 2 10 2 8 〇 10 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 125 〇 122 〇 130 1
5 秋田県 373 5 262 〇 450 9 174 3 109 〇 190 6 44 2 5 〇 100 2 155 〇 148 〇 160 1
6 山形県 91 〇 〇 〇 150 6 51 〇 〇 〇 90 3 33 〇 〇 〇 60 1 7 〇 〇 〇 〇 2
7 福島県 567 48 280 〇 740 14 267 46 59 〇 340 9 100 2 39 〇 200 3 200 〇 182 〇 200 2
8 茨城県 628 17 343 〇 705 14 284 12 84 〇 300 9 228 5 161 〇 285 4 116 〇 98 〇 120 1
9 栃木県 510 75 289 34 510 9 131 44 66 21 130 4 297 28 223 13 300 4 82 3 〇 〇 80 1

10 群馬県 568 〇 392 〇 635 10 132 〇 30 〇 144 4 361 〇 290 〇 411 5 75 〇 72 〇 80 1
11 埼玉県 871 17 707 〇 1,013 14 186 15 97 〇 270 6 612 2 545 〇 663 7 73 〇 65 〇 80 1
12 千葉県 571 29 202 〇 634 12 340 26 16 〇 369 8 116 1 92 〇 125 2 115 2 94 〇 140 2
13 柬京都 1.787 50 1,256 14 2,023 21 510 36 125 〇 620 9 1,277 14 1,131 14 1,403 12 〇 〇 〇 〇 〇 〇

14 神奈川県 430 15 211 〇 570 9 186 6 40 〇 290 5 136 6 93 〇 160 3 108 3 78 〇 120 1
15 新潟県 412 6 342 〇 517 12 107 6 45 〇 191 8 139 〇 139 〇 140 1 166 〇 158 〇 186 3
16 富山県 335 10 235 〇 433 6 57 3 〇 〇 100 2 97 5 56 〇 127 2 181 2 179 〇 206 2
17 石川県 15 1 〇 〇 60 2 6 〇 〇 〇 10 1 9 1 〇 〇 50 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇

18 福并県 57 3 〇 〇 295 5 25 2 〇 〇 35 2 11 〇 〇 〇 50 1 21 1 〇 〇 210 2
19 山梨県 99 5 〇 〇 150 3 53 4 〇 〇 70 1 26 〇 〇 〇 80 1 20 1 〇 〇 〇 1
20 長野県 452 4 284 〇 500 6 25 〇 2 〇 30 1 166 3 41 〇 190 2 261 1 241 〇 280 3
21 咳室県 116 4 7 〇 323 4 73 4 7 〇 90 2 23 〇 〇 〇 53 1 20 〇 〇 〇 180 1
22 静岡県 348 29 116 〇 455 9 249 29 39 〇 332 7 31 〇 21 〇 43 1 68 〇 56 〇 80 1
23 愛知県 448 185 〇 〇 647 9 283 43 〇 〇 347 7 165 142 〇 〇 300 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇

24 三生県 348 19 136 〇 451 9 113 16 1 〇 145 4 74 1 〇 〇 136 3 161 2 135 〇 170 2
25 滋賀県 351 〇 〇 〇 419 5 115 〇 〇 〇 160 2 236 〇 〇 〇 259 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇

26 京都府 59 8 〇 〇 350 4 17 3 〇 〇 20 1 31 4 〇 〇 210 2 11 1 〇 〇 120 1
27 大阪府 893 24 623 〇 953 11 269 20 55 〇 326 7 624 4 568 〇 627 4 〇 〇 〇 〇 〇 〇

28 兵康県 1.157 32 865 4 1,336 14 249 27 61 4 256 7 596 4 507 〇 620 4 312 1 297 〇 460 3
29 奈良県 304 〇 155 〇 542 9 90 〇 〇 〇 159 5 113 〇 59 〇 203 2 101 〇 96 〇 180 2
30 和歌山県 484 12 360 〇 493 7 77 9 4 〇 80 2 249 3 215 〇 253 4 158 〇 141 〇 160 1
31 鳥取県 224 4 141 12 295 4 58 4 〇 〇 85 2 13 〇 〇 〇 50 1 153 〇 141 12 160 1
32 昌根県 115 3 9 〇 519 11 83 2 9 〇 120 5 21 1 〇 〇 380 4 11 〇 〇 〇 19 2
33 岡山県 155 15 103 3 160 2 35 1 〇 〇 40 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 120 14 103 3 120 1
34 広島県 691 16 478 20 848 15 94 9 19 〇 111 5 294 7 172 4 397 7 303 〇 287 16 340 3
35 山口県 366 5 263 〇 400 5 90 5 32 〇 100 2 83 〇 58 〇 100 1 193 〇 173 〇 200 2
36 徳島県 377 4 241 〇 418 6 91 4 3 〇 110 3 137 〇 107 〇 140 1 149 〇 131 〇 168 2
37 香川県 277 2 188 〇 288 4 49 2 〇 〇 56 2 24 〇 〇 〇 25 1 204 〇 188 〇 207 1
38 愛媛県 428 17 330 88 420 9 130 7 89 34 140 5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 298 10 241 54 280 4
39 高知県 366 289 23 284 391 6 72 21 5 16 80 3 176 168 〇 168 191 2 118 100 18 100 120 1
40 福岡県 338 2 382 2 573 6 〇 〇 〇 〇 〇 〇 338 2 382 2 573 6 〇 〇 〇 〇 〇 〇

41 佐賀県 559 5 426 〇 571 6 59 3 7 〇 70 2 243 1 192 〇 240 2 257 1 227 〇 261 2
42 長埼県 621 4 492 〇 680 8 99 3 14 〇 110 3 443 1 406 〇 490 4 79 〇 72 〇 80 1
43 熊本県 707 41 421 63 770 10 147 41 6 29 180 5 402 〇 335 34 430 3 158 〇 80 〇 160 2
44 大分県 523 45 374 12 574 10 149 32 59 8 170 5 175 〇 132 1 204 4 199 13 183 3 200 1
45 宮崎県 452 5 289 133 536 8 191 2 78 111 225 5 141 2 103 11 191 2 120 1 108 11 120 1
46 鹿児.県 207 8 〇 〇 674 12 138 6 〇 〇 227 8 48 〇 〇 〇 420 2 21 2 〇 〇 27 2
47 沖縄県 516 44 377 〇 662 10 69 10 〇 〇 102 4 367 34 297 〇 400 4 80 〇 80 〇 160 2
那逍府廉計 21.761 1.536 13.366 671 26.934 409 6,361 818 1,313 223 7,863 208 9.602 534 7.114 248 12,267 130 5.798 184 4.939 200 6.804 71

48 札幌市 524 23 319 3 586 6 112 4 〇 〇 132 3 412 19 319 3 454 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇

49 仙台市 128 〇 23 〇 331 4 59 〇 23 〇 60 1 63 〇 〇 〇 191 2 6 〇 〇 〇 80 1
50 さいたま市 39 〇 〇 〇 1,767 18 21 〇 〇 〇 325 6 12 〇 〇 〇 1,202 9 6 〇 〇 〇 240 3
51 千葉市 271 7 188 21 302 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 153 7 91 〇 182 2 118 〇 97 21 120 1
52 横浜市 283 6 129 〇 310 7 167 4 22 〇 180 5 116 2 107 〇 130 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇

53 川崎市 160 71 89 〇 150 2 55 49 6 〇 50 1 96 17 79 〇 100 1 9 5 4 〇 〇 〇

54 相模原市 103 3 57 〇 140 3 40 1 〇 〇 40 1 63 2 57 〇 100 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇

55 新潟市 129 2 114 4 170 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9 〇 〇 〇 50 1 120 2 114 4 120 1
56 静岡市 20 2 〇 〇 300 4 2 〇 〇 〇 20 1 11 〇 〇 〇 120 2 7 2 〇 〇 160 1
57 浜松市 226 73 42 〇 332 4 90 3 1 〇 70 2 91 48 26 〇 150 1 45 22 15 〇 112 1
58 名古屋市 93 3 9 〇 114 2 93 3 9 〇 114 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

59 京都市 201 〇 151 〇 240 5 110 〇 71 〇 120 3 91 〇 80 〇 120 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇

60 大阪市 523 16 124 〇 620 11 306 13 69 〇 340 6 217 3 55 〇 280 5 〇 〇 〇 〇 〇 〇

61 堺市 50 〇 43 〇 50 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 50 〇 43 〇 50 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇

62 神戸市 120 3 21 〇 194 5 110 3 21 〇 116 4 10 〇 〇 〇 78 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇

63 岡山市 517 2 337 72 550 5 131 〇 25 〇 150 3 386 2 312 72 400 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇

64 広島市 231 72 159 〇 240 5 131 59 72 〇 140 4 100 13 87 〇 100 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇

65 北九州市 134 11 38 〇 270 4 60 9 〇 〇 90 2 74 2 38 〇 180 2 〇 〇 〇 〇 〇 〇

66 福岡市 98 4 〇 〇 116 4 87 3 〇 〇 102 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 11 1 〇 〇 14 1

67 熊本市 245 15 102 〇 256 4 159 13 23 〇 170 3 86 2 79 〇 86 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇

68 横須賀市 30 1 5 〇 〇 〇 30 1 5 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

69 金沢市 335 43 200 〇 400 6 50 24 14 〇 60 2 139 19 54 〇 160 3 146 〇 132 〇 180 1

扭定都市筹21 4,460 357 2.150 100 7,438 105 1,813 189 361 〇 2.279 52 2,179 136 1.427 75 4.133 43 468 32 362 25 1,026 10
全国計 26.221 1,893 15,516 771 34,372 514 8.174 1,007 1.674 223 10,142 260 11,781 670 8,541 323 16,400 173 6.206 216 5.301 225 7,830 81
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障害児通所支援事業所の利用状況等
※滋賀県の利用児瓷数については、提出されていないため补上していない。

都道府県・ 

指定都市• 

児相設盧市

総数

契約

Utt
（人）

利用児 定Utt
（人）

Klfttt
（か所）

福祉型児童発達支援センター 児里处連支援曙集所 医療型児童発達支援センター 故課後第デイサービス 保育所第肪問支援

契約 
児童数

（人）

利用児 定員数

（人）
施設数
（か所）

契約 
児“
（人）

an 定Utt
（人）

ttfitt
（力'所）

契約 
児重数
（入）

利用児 
重数

定員数

（人）
施設数
（か所）

绘約

（人）

和B児 aa 定員数
¢人） （ヵ'所）

址約 

%*tt
（A）

利用児 雪 （か所）

1 北海道 11,302 3.756 5.543 540 473 272 347 11 4.701 903 2.335 203 71 18 60 2 5,754 2,454 2.801 272 213 19 ノ 52
2 青春県 2,135 1.273 1.504 124 230 150 160 〇 158 131 200 23 55 17 47 2 1,640 967 1.007 85 52 8 8
3 岩手県 2.629 1.145 1.210 111 88 70 80 2 023 188 370 32 20 20 20 1 1,709 844 740 68 189 23 ノ 8
4 宮城県 1,462 921 053 101 44 44 145 7 262 177 173 20 〇 〇 〇 〇 1,102 877 635 65 54 23 ノ 9
5 秋田県 1,139 944 435 48 238 225 75 3 171 147 65 11 21 18 30 1 595 519 265 28 114 35 ノ 5
6 山形県 1.030 DD5 1,160 104 138 84 J30 5 310 134 303 31 22 22 30 1 1,357 755 697 64 9 〇 ノ 3
7 福島県 3,133 1.023 1,526 144 250 113 155 6 838 273 530 52 29 9 60 2 1,878 625 781 72 138 3 ノ 12
8 茨城県 5.074 1.233 2.827 260 191 84 98 3 1.787 274 993 84 〇 〇 〇 〇 3.103 874 1,736 166 13 1 ノ 7
9 栃木県 2.055 905 1.235 9B 28 75 110 3 1.108 301 370 29 33 15 50 2 1,569 572 705 60 57 2 ノ 4

10
:群馬県

2.408 1.230 1,525 149 172 121 150 6 388 171 205 26 〇 〇 〇 〇 1,863 936 1.110 106 45 2 ノ 11
11 埼玉県 5.276 2*292 5.303 480 696 415 56B 19 1.280 407 1.501 130 〇 〇 〇 〇 3,195 1,441 3,234 303 105 29 コア 28
12

・葉県
0.423 3.504 7.106 585 M1 616 702 23 2.188 010 2.870 212 138 75 200 5 5,990 2.189 3.274 308 156 14 ノ 37

13 東京都 28,862 7.472 9.314 891 2.100 9IB 1.132 20 9.721 1.836 2.367 2S7 214 87 180 5 15,969 4,624 5,635 580 798 7 13
14 神奈川県 7,879 2.188 2.794 244 714 39B 410 12 1.468 331 743 71 〇 〇 〇 〇 5.483 1,450 1.641 146 214 9 ノ 15
15 新潟県 1,683 334 607 50 88 40 70 3 610 71 212 14 〇 〇 〇 〇 978 223 325 30 7 〇 ノ 3
16 誌山県 1,658 1.100 1.761 108 194 178 148 5 305 353 730 73 11 11 60 2 1,018 543 825 82 40 15 ノ 6
17 石川県 1,426 379 776 73 108 31 60 2 104 14 30B 30 〇 〇 〇 〇 1,207 334 408 39 7 〇 ノ 2
18 福井県 1,546 433 073 68 215 02 105 〇 178 35 120 13 〇 〇 〇 〇 1.035 328 442 38 118 8 ノ 11
19 山梨県 M56 574 632 59 118 106 92 4 139 67 80 10 8 8 15 1 814 357 445 40 77 36 ノ 4
20 長亘很 2.771 1.007 1.280 123 413 218 231 11 437 168 225 25 20 20 40 1 1.836 597 784 76 65 4 ラ 10
21 岐阜県 6.158 1,899 2.812 200 599 103 208 6 2.879 816 1.248 71 117 43 90 3 2,433 869 1.266 108 130 8 ノ 12
22 静岡県 3.691 1.950 2.159 189 491 411 431 15 581 285 407 38 〇 〇 〇 〇 2.471 1,192 1.261 120 148 62 ノ 16
23 愛知県 11.920 3.772 5.740 550 B8B 599 659 19 2.233 090 1.522 156 101 73 100 3 8,346 2.332 3,459 345 352 78 ノ 27
24 三厦県 3.812 883 1.521 134 231 99 120 4 957 156 485 43 〇 〇 〇 〇 2.430 626 900 87 194 2 ノ 〇

25 滋賀県 2.213 JMt中 1.125 96 241 集卄中 170 6 901 集計中 325 20 34 集計中 40 1 937 集計中 590 58 100 集計中 ノ 11
26 京都府 2.663 1.042 1,023 101 287 102 102 〇 843 291 291 26 26 26 30 1 1,293 600 600 57 234 23 ノ 11
27 大阪府 8.361 4.231 4.032 338 714 534 631 12 1.804 068 1.078 99 137 73 170 3 5,529 2.904 2.153 210 177 52 ノ 14
28 兵庫県 12.102 2.828 4.513 438 590 389 468 15 3.542 793 1.441 143 180 66 220 6 7,114 1.559 2.384 239 676 21 ノ 35
29 奈良県 3.913 1.028 2,483 229 303 229 233 8 1.010 208 870 85 15 11 60 1 2,516 580 1.320 132 9 〇 ノ 3
30 和!R山県 2.840 1.159 1.676 M2 383 253 250 10 505 243 586 50 44 44 40 1 1,778 613 800 68 130 6 ノ 13
31 ミ取県 894 320 624 57 150 60 B8 5 130 31 165 17 62 25 90 3 485 198 281 29 67 〇 ノ 3
32 島根県 1,471 456 755 81 125 48 90 6 159 40 170 10 〇 〇 〇 〇 979 360 495 47 208 2 ノ 12
33 岡山跟 3.487 1.112 1.676 100 374 279 248 7 1.072 •175 GB5 67 39 10 40 2 1.344 344 703 72 58 4 ノ 12
34 広島県 6.981 1.745 1,810 199 440 332 280 9 1.901 417 429 51 41 14 30 2 4,356 956 1.071 116 243 26 ノ 21
35 山口県 2.989 1.730 1.262 125 212 104 162 6 524 477 370 37 〇 〇 〇 〇 2,189 1,039 730 72 64 20 ノ 10
36 徳見,県 2.849 1.066 1.043 129 547 208 195 7 504 151 278 43 〇 〇 〇 〇 1,571 707 570 71 227 〇 ノ 8
37 香川県 1.949 371 965 99 86 38 40 2 282 41 335 35 17 7 35 1 1.522 282 555 57 42 3 3
38 愛媛県 3.383 1253 1.224 113 181 166 140 4 1.140 380 445 38 〇 〇 〇 〇 1,995 688 639 63 67 19 8
39 高知贰 1,255 303 431 60 154 37 60 4 287 30 100 14 15 3 20 1 736 230 251 32 63 3 ノ 9
40 権岡県 6.105 2.281 2,230 220 1.011 432 302 15 1.003 346 591 G4 〇 〇 〇 〇 3,797 1.446 1.337 130 294 57 ノ 17
41 佐賞県 1.806 483 706 81 207 83 110 6 406 106 167 20 〇 〇 〇 〇 1.172 294 423 46 19 〇 9
42 技編県 3,606 093 1,027 188 273 100 140 6 604 140 G51 64 〇 〇 〇 〇 2,367 750 1.136 104 272 3 ノ 14
43 熊本県 4,205 801 1.341 154 254 40 65 6 1,119 194 4G3 49 22 3 20 1 2,255 558 793 80 645 〇 ノ 18
44 大分県 2,462 893 1.035 121 290 131 18G 12 205 118 1G4 24 32 29 30 1 1,733 614 655 68 106 1 ノ 16
45 宮絢県 2,178 1.084 1.251 122 445 280 251 10 251 151 267 29 3 6 10 1 1.322 641 723 65 152 ri ノ 17
46 辰児島県 7.888 2.772 3,240 327 1.130 551 567 25 2.894 908 1.115 110 〇 〇 〇 〇 3.404 1,262 1,558 151 454 51 ノ 41
47 沖猫県 4,Ml 3,864 4,488 395 〇 〇 〇 〇 .1.267 1.015 1.466 174 63 57 70 2 3.311 2.772 2.952 210 40 20 ノ 9
那道府察什 211,665 73.087 101.256 9,473 18.157 9.990 11.234 394 56.791 15.857 31.040 2.939 1.595 810 1.887 58 127.480 45.725 57.095 5,465 7.642 705 617

48 札帳市 10.015 2,917 5.636 520 34G 204 231 7 3,228 1.114 2.415 227 54 25 too 3 6,230 1.574 2.890 208 157 〇 ノ 21
49 仙台市 1.788 1.051 1.045 101 G5 65 60 2 380 245 245 20 〇 〇 〇 〇 1,333 740 740 78 1 1 ノ 1
50 さいたま市 2.278 735 1.321 117 282 129 210 6 362 109 345 33 61 18 60 2 1.377 478 706 70 197 1 ノ 6
51 千葉市 2.459 627 912 39 112 51 70 2 658 95 171 29 79 17 55 3 1.599 464 616 61 11 〇 ノ 4
52 横浜市 5.305 2.122 2.638 200 7B7 355 482 10 1.168 237 320 42 197 83 340 8 3,140 1,446 1.490 140 73 1 ノ 9
53 川崎市 2.379 2291 1.095 97 550 555 190 4 706 706 203 27 54 50 110 4 1.003 920 592 59 〇 （J ノ 3
54 相模凛市 1.627 596 901 BO 1G1 77 90 2 379 30 206 1B 29 21 40 1 966 459 565 56 92 〇 ノ 3
55 新溜市 1.047 360 481 38 73 73 50 1 148 44 138 11 33 33 38 1 793 210 255 25 〇 〇 ノ 〇

56 静岡市 1.681 399 516 58 50 41 50 1 177 32 62 11 〇 〇 〇 〇 1.445 326 404 45 9 〇 ノ 1
57 浜松市 2.454 U03 669 40 623 383 238 6 1G6 105 68 8 〇 〇 〇 〇 987 413 383 31 678 302 4
58 名古屋市 3.260 1.680 3.871 360 311 200 306 〇 578 195 1.415 143 25 8 40 1 2.333 1.477 2,110 208 13 〇 5
59 京都市 3.147 B30 1.110 98 1,084 307 315 9 073 106 170 17 〇 〇 〇 〇 1,389 417 625 63 1 〇 ノ 9
60 大阪市 6.383 4.147 4.758 458 563 281 314 10 2.232 1.112 1.781 181 47 33 80 2 3.367 2,714 .2.583 256 174 7 ノ 9
61 堺市 2.832 1,541 1.272 154 247 223 150 3 534 194 342 54 88 63 70 2 1.946 1,044 710 89 17 17 ノ 6
62 神戸市 2,506 2.185 2.074 187 270 259 248 8 591 487 430 45 64 51 80 2 1,632 1,383 1,316 130 29 5 ノ 2
63 岡山市 2.398 444 732 73 487 105 114 5 572 136 253 20 〇 〇 〇 〇 1,308 203 365 36 31 〇 ノ 6
64 広島市 4.630 1,249 1.860 171 247 154 210 5 596 110 270 28 62 39 60 2 3,670 946 1.320 132 61 〇 ノ 4
65 北九州市 2,350 2.100 1.225 97 489 489 270 7 220 18G 215 20 〇 〇 〇 〇 1,317 1.202 740 66 324 283 ノ 4
66 福岡市 3.037 U21 1.375 H3 603 476 380 〇 〇 〇 5 1 88 53 80 2 2,346 792 910 94 〇 〇 ノ 7
67 熊本市 2.123 420 599 60 187 7B 74 3 859 103 200 19 〇 〇 〇 〇 874 237 325 34 203 2 4

68 横須賀市 645 203 320 26 93 27 50 1 71 12 25 4 17 9 40 1 464 155 205 20 〇 〇 ノ 〇

69 金沢市 1.104 287 540 47 136 53 95 3 48 21 175 16 〇 〇 〇 〇 885 212 270 25 35 1 ノ 3
招定都市禅計 65.595 28,968 34.950 3.224 7.772 4.585 4.197 113 14.415 5,448 9.460 980 898 503 1.193 34 40.404 17.812 20.100 1,986 2.106 620 111

全08計 277.260 101055 135^06 12,697 25,929 14,575 15.431 507 71,206 21,305 40.500 3,919 2.493 1.313 3.080 92 167,884 63,537 77,195 7,451 9.748 1.325 〇 728
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就学前の障害児通所支援における多子軽減制度の拡大について（案）
〇障害通所支援の利用者負担については、平成22年4月から、実質的な応能負担として、所得に応じた負担上 
限月額を設定（平成24年4月からは、法律上も応能負担を原則とすることを明確化）。

※障害児通所支援の負担上限月額

一般2世帯（市町村民稅所得割28万円以上）：37,200円、一般1世帯（市町村民税所得割28万円未満）：4,600円、市町村民税非課税・生活保護世帯:0円 

（負担上限月額については、低所得者対策として段階的に負担軽減措置を図ってきたところ。）

〇平成26年4月からは、利用者負担の軽減を図るため、小学校就学前の児童（未就学児）が複数いる多子世帯 
について、2番目の未就学児の利用料を半額、3番目以降の未就学児の利用料を無料化侈子軽減制度）。

〇平成28年4月以降、子育て家庭の更なる負担軽減を図る観点から、年収約360万円未満相当世帯について、 
多子世帯を、年齢を問わず複数の子がいる世帯とし、多子軽減制度の対象者の拡大を図る。

例:：L2歳児、5歳児（障害児支援利用）、3歳児（障害児支援利用）がいる世帯

右【平成22年4月〜】 ※一般1の場合 【平成26年4月〜多子軽減対象】

2 ※一<!の場合_______ 一…_

支援に要する 

費用（例）

支援に要する 

費用（例）

利用者 

負担額

12歳児 障害児支援の

（就学児）利用なし

5歳児
侯就学20,000円1〇/1〇〇

児）

2,000 円

3歳児
侏就学 40,000円 1〇/1〇〇 4,000円
児）

く事担上限月額300氏 < 計6,000円

実際の利用者負担額

※

未
就
学
児
を
カ
ウ
ン
ト
対
象

12歳児 障害児支援の

（就学児）利用なし

5歳児
（未就学 20,000円
児）【［番目扱い】

3歳児
（未就学 40,000円
児）【2番目扱い】

10/100

5/100

利用者 

負担額

2,000円

2,000円

※

年
齢
を
問
わ
ず
カ
ウ
ン
ト
対
象

負担上限月額4,600円遥十4,000円レ）

実際の利用者負担額:

【平成28年4月〜多子軽減対象拡大】
※一般1のうち年収約360万円未満相当世帯の場合

支援に要する

費用（例）

利用者 

負担額

12歳児 障害児支援の

（就学児）利用なし

【1番目扱い】

5歳児
（点就学20,000円5加〇

儿）（2番目扱い』

3歳児
（未就学 40,000円 〇/mo
児）【3番目扱い】

1,000円

->
0円

瀏
BII
WII
瀏 8

負担上限月額4,600円 支 計1,000円» 0

実際の利用者負担額



15規制緩和（構造改革特区関係）等について

（1）規制緩和（構造改革特区関係）について

平成18年5月より、障害者が近隣において指定自立訓練事業所が少ない 

など自立訓練を利用することが困難な場合に、構造改革特別区域法に基づく 

特例措置として、地方公共団体が、構造改革特別区域計画の認定を受けた場 

合には、当該区域内の介護保険法による指定小規模多機能型居宅介護事業所 

において障害者を受け入れる「指定小規模多機能型居宅介護事業所における 

障害者の受入事業」を実施している。

現在は、居間及び食堂並びに宿泊室の面積、職員数について指定小規模多 

機能型居宅介護の利用者数と障害児（者）の利用者数の合算数で「指定地域 

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」を満たすこと、 

指定小規模多機能型居宅介護事業所が障害者関係施設から技術的支援を受 

けること、また、必要な研修を受けた者が個別支援計画を策定することが、 

地方公共団体の構造改革特別区域計画中に定められていることを条件とし 

て、小規模多機能型居宅介護を障害者が利用した際に、基準該当自立訓練（機 

能訓練）又は基準該当自立訓練（生活訓練）として報酬を算定している。

すでに、生活介護（平成22年度）や短期入所（平成23年度）など小規模 

多機能型居宅介護事業所における構造改革特区の同様の特例措置が全国展 

開されているところであるが、今般、特区で行われている上記自立訓練につ 

いて調査を行った結果、大きな弊害は認められなかったことから、平成28 

年4月1日より「基準該当自立訓練（機能訓練）」及び「基準該当自立訓練

（生活訓練）」として全国展開することとした。

なお、必要な通知改正等については追ってお示しする予定であるので留意 

願いたい。

（2）（公財）ひかり協会の行う施設入所等の取組に対する協力について

森永ひ素ミルク中毒被害者の円滑な施設入所等に向けた相談等について 

は、「（公財）ひかり協会の行う施設入所等の取組に対する協力について（依 

頼）」（平成19年1月22日食安企発第0122001号•障障発0122001号）によ 

り特段の配慮をお願いしているところであるが、今般、（公財）ひかり協会 

より、改めて周知の依頼があったところ。ついては、森永ひ素ミルク中毒被 

害者又は（公財）ひかり協会から、円滑な施設入所等に向けた相談があった 

場合には、その取組が促進されるよう、特段の配慮を改めてお願いしたい。

【関連資料1】
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関連資料1

食安企発第0122001号 

障障発0122001号 

平成19年1月22日 

（平成21年4月!.4日改正 食安企発第041400!号及び障障発第041400!号） 

（平成2 5年2月2 7日改正食安企発0227第2号及び障障発0227第2号）

r ヽ

衛生主管部（局）長

各都道府県 殿

障害保健福祉主管部（局）長

厚生労働省医薬食品局

食品安全部企画情報課長

厚生労働省社会•援護局 

障害保健福祉部障害福祉課長

（公財）ひかり協会の行う施設入所等の取組に対する協力について（依頼）

（公財）ひかり協会の行う森永ひ素ミルク中毒被害者救済事業については、「三者会 

談確認書（昭和4 8年12月2 3日）」に基づき、「（公財）ひかり協会の行う事業に 

対する協力について（依頼）」（平成3年7月8日衛食第91号厚生省生活衛生局食 

品保健課長通知）により御協力をお願いしているところでありますが、介護を担って 

きた者の高齢化等に伴い、障害のある在宅被害者の生活の場の確保が重要な課題とな 

っております。

このため、現在、（公財）ひかり協会においては、障害のある在宅被害者の施設へ 

の入所、グループホームへの入居等の希望状況の把握を進めており、その上で個々の 

対象者ごとに、該当する地方自治体等に相談するなど、将来の円滑な施設入所、グル 

ープホーム入居等に向けた取組を行うこととしております。

つきましては、在宅被害者等又は（公財）ひかり協会から、円滑な施設への入所、 

グループホームへの入居等に向けた相談があった場合には、被害者への支援の必要性 

を踏まえて、市町村等の関係行政機関と緊密な連携を図り、被害者の施設入所、グル 

ープホーム入居及びそのための事前対策（相談や入所、入居等の準備）のための取組 

が促進されるよう、特段の御配慮をお願いいたします。

（参考）

三者会談確認書（昭和4 8年12月2 3日）
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